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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年２月２０日

自  午後 １時３１分

至  午後 ３時３８分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君

委   員 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 久野  哲 君

〃 髙比良 元 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

３、欠席委員の氏名

吉村 正寿 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 坂本 清一 君

水 産 部 次 長 西 貴史 君

水 産 部 次 長 髙屋 雅生 君

水産 部参事 監 中村  隆 君

漁 政 課 長 黒﨑  勇 君

水 産 経 営 課 長 川口 和宏 君

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君

漁港 漁場課 長 中田  稔 君

漁港漁場課企画監 平野 慶二 君

農 林 部 長 中村 功 君

農 林 部 次 長 兼
団体検査指導室長 岡本 均 君

農 林 部 次 長 綾香 直芳 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

山根 伸司 君

農 政 課 長 吉田 弘毅 君

農産 園芸課 長 渋谷 隆秀 君

農 村 整 備 課 長 西尾 康隆 君

林 政 課 長 内田 陽二 君

森林 整備室 長 永田 明広 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（農水経済分科会）

第72号議案
平成30年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係分）

第73号議案
平成30年度長崎県県営林特別会計補正予算
（第3号）

７、審査の経過次のとおり

― 午後 １時３１分 開会 ―

【山口委員長】ただいまから、農水経済委員会

及び予算決算委員会農水経済分科会を開会いた

します。

なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届が出
されておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。

それでは、これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、久野委員、髙比良委員の

ご両人にお願いいたします。

本日の議題は、第72号議案「平成30年度一般
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会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ
いてのほか1件及び平成31年2月定例会におけ
る本委員会の審査内容等についてであります。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日審査する議案は、国の経済対策に伴う補

正予算であり、明日の本会議で審議する必要が

あることから、付託議案に限って審査を行い、

分科会審査終了後、「平成31年2月定例会の審
査内容（案）」についての委員間討議を行いた

いと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、お手元に配付しており

ます配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

【山口分科会長】それでは、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

水産部長より、予算議案の説明をお願いしま

す。

【坂本水産部長】水産部関係の議案についてご

説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第72号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された防

災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策
等に伴う国の補正予算に適切に対処するため必

要な予算を追加しようとするものであります。

歳入予算は、分担金及び負担金2億1,821万
7,000円の増、国庫支出金53億4,746万1,000円
の増、合計55億6,567万8,000円の増となってお

ります。

歳出予算は、水産業費67億1,099万9,000円の
増、合計同額の増となっております。

次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。

水産経営構造改善事業費についてでございま

すが、持続的漁業生産体制を構築するために必

要な漁業生産基盤としての鮮度保持施設の整備

を支援するため、水産経営構造改善事業費1億
6,826万1,000円の増を計上いたしております。
水産物輸出拡大施設整備事業費についてでご

ざいますが、水産物の陸揚量が多い港湾を核と

した地域における一貫した衛生管理の下での集

荷・保管・分荷・出荷等に必要な共同利用施設

等の整備を支援するため、水産物輸出拡大施設

整備事業費28億円の増を計上いたしておりま
す。

水産基盤整備についてでございますが、県営

漁港水産基盤整備事業費で、水産流通基盤整備

費25億5,412万5,000円の増、水産生産基盤整備
費10億8,084万4,000円の増、機能保全事業費
3,675万円の増、農山漁村地域整備交付金事業費
7,101万9,000円の増を計上いたしております。
次に、繰越明許費についてご説明いたします。

今回の国の補正予算に対処するため予算計上を

した事業について、年度内に適切な工期が確保

できないことから、水産業振興費29億6,826万
1,000円の増、県営漁港水産基盤整備費37億
4,273万8,000円の増として繰越明許費を設定
しようとするものであります。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議のほどを賜りますようお願い

いたします。

【山口分科会長】次に、補足説明をお願いいた



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（２月２０日）

- 3 -

します。

【川口水産経営課長】お手元に配付いたしてお

ります右肩に資料1と記載された予算決算委員
会農水経済分科会補足説明資料「平成30年度2
月補正予算（案）について」に基づきまして、

経済対策補正予算の内容についてご説明をいた

します。

今回、補正予算で計上いたしております水産

経営構造改善事業費は、水産業の競争力強化の

ために必要となる共同利用施設の整備や関連す

る既存施設の撤去に国の平成30年度第2次補正
予算を活用するものであります。

具体的には、五島市の五島漁協が富江地区に

おいて、安定的な氷の供給を目的として、既存

施設を撤去し、製氷の生産能力を拡大した新た

な施設を整備するもので、これを支援する経費

として、事業費3億593万円の補助金相当額であ
る1億6,826万1,000円を計上いたしております。
また、年度内に適正な工期が確保できないこ

とから、同額を繰越明許費として計上いたして

おります。

新施設の整備により、漁獲物の鮮度保持に不

可欠な氷を漁業者へ安定的に供給し、漁業者の

収益向上を目指すことといたしております。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【岩田水産加工流通課長】お手元に配付してお

ります資料2、予算決算委員会農水経済分科会
補足説明資料「平成30年度2月補正予算（案）
について」に基づきまして、経済対策補正予算

の内容についてご説明いたします。

まず、1ページをご覧ください。
松浦魚市場における荷さばき所と製氷・冷凍

及び冷蔵施設の整備内容を記載しております。

平成30年度補正の欄に記載しております、昨年
度に引き続き松浦市が整備する荷さばき所の整

備に係る事業費14億9,238万7,000円の補助金
相当額であります9億9,000万円と日本遠洋旋
網漁業協同組合が整備する製氷・冷凍及び冷蔵

施設の事業費27億3,683万7,000円の補助金相
当額である18億1,000万円、合わせまして28億
円を予算計上しております。

また、年度内に適正な工期が確保できないこ

とから、同額を繰越明許費としております。

次に、2ページをご覧ください。
今回、補正予算を計上しております松浦魚市

場の整備について、ご説明いたします。

左上の魚市場の概要に記載しておりますとお

り、松浦魚市場は、全国10位の取扱量がありま
すが、施設の老朽化が激しく、水揚げ機能の向

上や衛生管理への対応、産地間競争力の強化や

需要が高まっている輸出拡大への体制整備が急

務となっております。

そこで、国の水産物輸出拡大施設整備事業を

活用して、閉鎖型荷さばき所や冷凍及び冷蔵施

設をはじめとした高度衛生管理施設を一体的に

整備することにより、東アジアへ、アジ、サバ

等の輸出を促進するとともに、高鮮度な水産物

を国内向けにも販路拡大を図るため、今回は、

右上の図の中で青線で囲った部分の荷さばき所

の中央部分と製氷・冷凍及び冷蔵施設の2期工
事を実施することとしております。

県としましても、水産振興の柱の1つとして、
輸出拡大に資する流通・輸送体制の構築を目指

しているところであり、松浦市並びに日本遠洋

旋網漁業協同組合と連携しながら本事業を推進

してまいります。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
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ます。

【中村水産部参事監】お手元に配付しておりま

す資料3、農水経済分科会補足説明資料「平成
30年度2月補正予算（案）」に基づきまして、
経済対策補正予算の説明をしてまいります。こ

こでは、公共事業であります漁港漁場整備事業

関係の予算の説明であります。

1ページをお願いします。
水産物輸出促進対策及び防災・減災対策とい

たしまして、本土、離島合計で県営漁港の8カ
所、県予算ベースで37億4,273万8,000円を計上
しております。

2ページ目をお願いします。
補正予算を予定しております事業箇所一覧で

す。今回の補正は、「総合的なＴＰＰ等関連政

策大綱」に基づきます水産物輸出促進対策と国

土強靭化等のための臨時・特別措置によります

防災・減災対策について前倒し実施を図り、事

業効果の早期発現を図るものであります。

その具体的な内容につきましては、備考欄に

記載しておりますとおり、高度衛生管理に対応

した荷捌所の整備や、大規模自然災害に備えた

防波堤等の整備であります。

3ページ目以降資料のうち、代表事例3つにつ
いて、事業内容をご説明してまいります。

3ページ目は、長崎漁港の事例であります。
長崎漁港におきまして、水産物高品質化による

産地間競争力の強化及び輸出促進を図りますた

め、高度衛生管理に対応した荷捌所の整備、大

規模災害時においても水産物流通の早期回復が

可能となるよう岸壁の耐震化等を実施するもの

であります。合計で25億5,412万5,000円を計上
しております。

4ページ目をお願いします。
生月の舘浦漁港の事例であります。まき網船

団の基地としまして、漁船の大型化に対応した

水深を確保し、安全に船舶が係留できますよう

既存の岸壁を深くすることとしております。2
億5,200万円を計上しております。

5ページ目です。
宇久島の平漁港の事例でございます。人流、

物流の拠点、水産物の生産拠点としまして、大

規模災害後にも定期航路を確保して島民の生活

や水産業を維持するために、防波堤の改良を実

施することとしておりまして、2億1,000万円を
計上しております。

最後に、11ページ目でございます。
繰越明許費についての説明です。この2月補

正予算につきましては、年度内工期が十分に確

保できないため、繰越の手続が必要になります。

このため、全額を繰越額として計上しておりま

す。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

よろしくご審議をお願いいたします。

【山口分科会長】 次に、農林部長より、予算議

案の説明をお願いします。

【中村農林部長】農林部関係の議案についてご

説明いたします。

関係議案説明資料、経済対策補正農林部の1
ページ目をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第72号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）」のうち関係部分、第73号議案「平
成30年度長崎県県営林特別会計補正予算（第3
号）」であり、その内容について、ご説明いた

します。

今回の補正予算は、国において決定された防

災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策
等に伴う国の補正予算に適切に対処するため、

必要な予算を追加しようとするものであります。
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それでは、まず第72号議案「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第6号）」のうち関係部
分についてご説明いたします。

歳入総額は40億9,872万4,000円の増、歳出総
額は55億9,477万円の増となっております。以
降、計上事業等について記載しておりますが、

後ほど、担当課長から補足説明をさせていただ

きます。

4ページ目をお開きください。
中段の債務負担行為の主な内容につきまして

は、山地治山費、地すべり防止費における工事

請負契約に係る支払い額等であり、内容につき

ましては、それぞれ記載のとおりであります。

繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な事業実

施期間が確保できないことから、それぞれ記載

のとおり設定するものであります。

5ページ目をご覧ください。
第73号議案「平成30年度長崎県県営林特別会

計補正予算（第3号）」についてご説明いたし
ます。

歳入歳出総額は1億6,700万7,000円の増とな
っております。

事業内容につきましては、後ほど担当課長か

ら補足説明させていただきます。

繰越明許費につきましては、国の補正予算を

活用する事業について、年度内に適正な工期が

確保できないことから、記載のとおり設定する

ものであります。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山口分科会長】次に、補足説明をお願いしま

す。

【渋谷農産園芸課長】それでは、補正予算につ

いての補足説明をさせていただきます。

お配りしております説明資料、平成31年2月
定例県議会予算決算委員会農水経済分科会補足

説明資料の計上事業一覧の1ページをお開きく
ださい。

産地総合整備費として2億6,276万5,000円の
補正予算を計上しております。

事業の具体的な内容を説明いたしますので、

2ページをご覧ください。
産地総合整備費につきましては、国庫事業を

活用し、本県の農産・園芸産地における産地基

幹施設の整備事業を総合的に実施することによ

り、産地競争力を高める取組を進めるものでご

ざいます。

今回の補正につきましては、国が経済対策と

して平成30年度補正予算において打ち出して
いる産地パワーアップ事業に対し、各市町から

要望があった、みかんの選果施設1件、ミニト
マトの低コスト耐候性ハウス2件、いちごの低
コスト耐候性ハウス1件の整備に要する経費へ
の助成として、2億6,276万5,000円の補正予算
を計上しております。

なお、ご説明いたしました事業については、

国の交付決定の遅れにより、事業の年度内完了

が困難になることから、事業費と同額の繰越明

許費を設定しております。

【西尾農村整備課長】私のほうから、同じく補

足説明資料に基づいて補足説明をさせていただ

きます。

まず、資料の3ページをご覧ください。
3ページから8ページに記載しておりますの

が、今回補正計上しています農村整備課分の事

業及び地区の一覧となっております。国のＴＰ

Ｐ関連対策費や防災・減災、国土強靭化のため
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の緊急対策として本県に配分されており、畑地

帯総合整備事業や経営体育成基盤整備事業、た

め池整備事業などの44地区において、合計42億
690万円を計上するものです。
次に、主な事業内容についてご説明をいたし

ます。

資料の9ページをご覧ください。
島原市で実施中の三会原第3地区の写真にな

ります。畑地帯総合整備事業は、畑作農業経営

の体質強化のために、区画整理、畑地かんがい

施設、農道などを総合的に整備するものです。

今回の補正予算では、三会原第3地区のほか10
地区の計11地区において、畑の区画整理52.4ヘ
クタール、畑地かんがい施設整備25.9ヘクター
ルなどを実施するために、21億370万円を計上
しております。

続きまして、資料の10ページをご覧ください。
諫早市と雲仙市を結んでいます雲仙多良シー

ライン地区の写真になります。基幹農道整備事

業は、農業生産の近代化及び流通の合理化を図

るために農道の改良または新設を行うものです。

今回は、雲仙多良シーライン地区のほか1地区
の計2地区において、橋梁の耐震補強、農道の
舗装補修などを実施するために、2億7,100万円
を計上しております。

続きまして、資料の11ページをお願いいたし
ます。

波佐見町の駄野地区の写真となります。経営

体育成基盤整備事業は、経営体の育成を図り、

高生産性農業の取組を可能とするために、区画

整理や暗渠排水などを行う事業です。今回は、

駄野地区のほか2地区の計3地区において、水田
の区画整理21.6ヘクタール、かんがい施設整備
17ヘクタールを実施するために、6億9,270万円
を計上しております。

続きまして、資料の12ページをお願いいたし
ます。

諫早市の諫早北部地区の写真となります。た

め池整備事業は、豪雨などによる災害を未然に

防止するために、漏水が多く見られるものや洪

水吐の断面が不足し、洪水を安全に排水するこ

とができないため池を整備するものです。今回

は、ため池整備事業と農村災害対策事業、この

2つの事業で、諫早北部地区のほか18地区の計
19地区において、災害発生の恐れがあるため池
の整備などを実施するために、6億6,570万円を
計上しております。

なお、今後の執行につきましては、事業費の

約5割については3月までに入札執行通知など
を行うこととし、順次早期執行に努めてまいり

ますが、適正な工期が確保できないために、補

正計上と同額を繰越明許費として設定しており

ます。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【永田森林整備室長】 私のほうから、「平成

30年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の
森林整備室事業分について、補足説明資料でご

説明をさせていただきます。

資料の14ページから17ページに、今回補正予
算で計上している森林整備分の事業の一覧を掲

載しております。

具体的な事業についてご説明いたします。18
ページをご覧ください。

これは「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に

即し、合板・製材工場等へ原木を安定的に供給

するために、間伐材の生産及び路網の整備等を

一体的に実施するものです。左下のイメージ図

に示しておりますとおり、搬出間伐を行う区域

を集約化し、木材搬出の幹線として、大型車両
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が通行可能な林業専用道を開設、その支線とし

て森林作業道を開設し、高性能林業機械により

素材生産を実施いたします。森林整備地域活動

支援事業費により、搬出間伐750ヘクタール、
林業専用道3,020メートル、森林作業道120キロ
メートル、高性能林業機械7台の導入を計画し
ております。これに要する経費として、7億
4,231万1,000円を計上しております。

20ページをご覧ください。
同じくＴＰＰ対策を育成林整備造林事業費に

より、搬出間伐140ヘクタール、森林作業道21
キロメートルの開設を計画しております。これ

に要する経費として、8,693万5,000円を計上し
ております。

21ページをご覧ください。
環境林整備造林事業費でございます。これは

気象の原因等により被害を受けた森林を復旧す

るため、公的主体により森林整備を実施するも

ので、具体的には、県北地域の離島部において

昨年度から増加している松くい虫被害木を伐採、

処理する衛生伐を1,600立方メートル計画して
おります。これに要する経費として、5,803万
4,000円を計上しております。
次に、治山事業でございます。22ページをご

覧ください。

山地治山費（復旧治山費）でございます。写

真は、西彼杵郡長与町梶原地区です。平成30年
7月豪雨後の緊急点検の結果、山腹内に段差地
形や表層崩壊が確認され、次期降雨等により崩

壊が拡大し、山腹直下の保全対象に被害を及ぼ

す危険性が高いことから、地山補強土工法を施

工し、地域住民の安全・安心を確保してまいり

ます。復旧治山費といたしましては、このほか

にも2カ所、合計で3カ所、1億4,700万円を計上
しております。

23ページをご覧ください。
山地治山費の中の予防治山費になります。写

真は、雲仙市小浜町平山地区でございます。同

じく平成30年7月豪雨後の緊急点検の結果、渓
流内に不安定土砂や倒木等の堆積が複数箇所確

認され、次期降雨等により下流への土砂の流出、

流れ木等により保全対象に被害を及ぼす危険性

が高いことから、治山ダムの施工、森林整備を

行うことで地域住民の安全・安心の確保を図っ

てまいります。予防治山費は、このほかにも2
カ所、合計で3カ所、9,082万5,000円を計上し
ております。

以上、治山費合計で2億3,782万5,000円を計
上しております。

なお、ご説明しました事業につきましては、

国の交付決定の遅れにより事業の年度内完了が

困難であることから、事業費と同額を繰越明許

費として設定させていただいております。

続きまして、説明資料24ページをご覧くださ
い。

これ以降については債務負担行為の資料とな

ります。債務負担行為とは、事業効果の早期発

現を図るため、平成31年度計画箇所を年度中に
前倒しして工事契約を行いますが、国からの補

助は次年度となるため、その債務を負担する行

為でございます。

山地治山費（復旧治山費）は、北松浦郡佐々

町道木地区において、6,090万円を計上しており
ます。

25ページをご覧ください。
山地治山費の予防治山費は、西海市西海町面

高地区において、4,200万円を計上しております。
予防治山費につきましては、このほかにも1カ
所、合計で2カ所、8,400万円を計上しておりま
す。
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26ページをご覧ください。
地すべり防止費は、佐世保市吉井町樽川地区

において、4,200万円を計上しております。地す
べり防止費には、このほかにも1カ所、合計で2
カ所、6,300万円を計上しております。
以上、債務負担といたしまして2億790万円を

計上しております。

よろしくご審議のほど、お願いいたします。

【内田林政課長】 説明資料の14ページをお開
きください。

私のほうからは、第73号議案「平成30年度長
崎県県営林特別会計補正予算（第3号）」につ
きましてご説明をいたします。

下段に記載の分、特別会計でございますが、

今回補正予算で計上している林政課分の事業で

ございます。これは国の補正予算を活用いたし

まして、県営林において、適正な森林整備及び

健全な経営を行うために、搬出間伐250ヘクタ
ール、森林作業道3万メートルの整備を計画し
ております。これに要する経費といたしまして、

1億6,700万7,000円を計上いたしております。
なお、事業の年度内完了が困難であることか

ら、事業費と同額の繰越明許費を設定いたして

おります。

以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いします。

【山口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案について、質疑を行いま

す。

議事整理上、まず水産部から質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】それでは、水産部のほうから

お尋ねしたいと思います。

まず、全体的に、水産業競争力強化緊急施設

整備事業とあることで、製氷施設が挙がってい

ますね。松浦の魚市でも、高度衛生の製氷・冷

凍施設があっていますが、この予算的な根拠と

いうのは、なぜこういうふうになったのか、ま

ずそれを説明していただけますでしょうか。何

でこの金額になったのか、それを説明していた

だけますか。

【川口水産経営課長】今回、五島漁協で計画を

いたしております製氷・貯氷施設につきまして

は、国のヒアリングの前に漁協のほうが製氷メ

ーカーに見積もりを徴収し、安価な見積もりを

出したメーカーに概算設計の作製を依頼して、

額を積算したものと伺っております。

【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場につきま

しては、平成28年度に基本設計をいたしまして、
その中で、長期的に事業費を計上しております。

それで、今回、平成30年度補正ですけれども、
実質は平成31年度に執行可能な分の事業費と
いうことで、今回計上させていただいておりま

す。

【山田(博)委員】 まず、水産経営課長にお尋ね
しますけれども、この製氷施設は、水産業競争

力強化緊急施設整備事業ですね。組合のほうが

見積もりをとったということでありますけれど

も、見積もりは何社とられましたか。

それともう一つ、水産加工流通課長にお尋ね

しますが、平成28年に基本設計をやりましたと。
設計をして、例えば、製氷・冷凍施設、冷蔵施

設とか、設計事務所がこういうふうに言ったか

ら、そのままその金額でしたということで理解

していいのか、そこだけお答えください。

【川口水産経営課長】今回の計画につきまして

は、メーカー2社から見積もりをとったと伺っ
ております。

【岩田水産加工流通課長】 平成28年に基本設
計をいたしまして、平成29年度補正の分で入札
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をかけて、実施設計をして、入札をして、落札

をしていますので、その落札比率を掛けて今回

の分も算出をしております。

【山田(博)委員】 まず、水産経営課長、基本的
に、メーカーから見積もりをとるということは、

2社なのか、4社なのか、5社からとればいいの
かというのがありますね。中村水産部参事監、

国がいろんな施設整備とかをする時には、私は

土木部にいろいろお聞きしましたら、大体3社
以上ということをお聞きしているわけです。2
社がいいのか、3社がいいのかというと、公平
性、予算の確保をする上で、3社と私はお聞き
しているわけです。国のほうはそういうふうに

指導しているのか指導していないのか、それを

お尋ねしたいのが1つ。
続きまして、今、水産加工流通課長は、設計

事務所が実施設計をして、それが平成29年だと
いうことで、設計したら、そうだと。2社か3社
かは別として、こういった建物をつくる時には、

メーカーからある程度、見積もりをとって、予

算をとったということなんです。今の話であれ

ば、水産加工流通課は、設計事務所がしたから、

それでやりましたと。これはどういうやり方が

いいのかわからないわけです。片方は、設計事

務所からやりましたと、片方は、メーカーから

見積もりをとって予算どりをしましたと。これ

は水産部では、どっちでやるのか方向性をきち

んとしていただかないとわからないわけですよ。

片方は、設計事務所から見積もりをとった金額

で予算どりをしましたと。片方は、メーカーか

らとった見積もりで予算どりを確保しましたと

いうことです。水産部としては、予算どりとい

うのは、どっちの方向性をとるのかというのを

明らかにしていただきたいわけでございます。

そこをお答えいただけますか。

【中村水産部参事監】事業の中で、基本的に何

社見積もりかというのは、それぞれの事業で判

断されるべきであると思います。3社かどうか
は別にして、少なくとも、おっしゃるように複

数社、見積もりをとるという指導はしていると

思います。一方で、先ほど、統一したものが必

要ではないかというお話ですけれども、これは

補助事業でございますので、基本的な事業主体

が正しく判断すべきものと考えます。したがい

まして、この製氷施設、そして松浦魚市場もし

くは冷凍・冷蔵・製氷施設、これは事業主体が

正しく根拠を持って判断すべきものと考えます

ので、種類によって、規模によって見積もりを

とれる社がいるかいないか、こういった事情に

もよりますので、それはそれぞれの地域、事業

の実情に応じて決められるべきではないかと思

っております。

【山田(博)委員】 中田漁港漁場課長は土木部に
おったから、予算どりする時には、見積もりは

3社以上と土木部の建設企画課でなっていると
思いますが、そういうふうになっていないかど

うかお尋ねしたいのが1つ。
もう一つは、今、水産部参事監は、事業主体

が適正にやることだからということであったけ

れども、万が一、この予算が適正にされている

かされていないか会計検査が入った場合には、

長崎県が立ち会うか立ち会わないか、そこだけ

お答えください。

【中田漁港漁場課長】土木部のほうでは、見積

もりにつきましては、基本的には、3社以上と
ったほうが望ましいということで指導をしてお

ります。

【西水産部次長】国の事業を活用して、県予算

として計上して執行するものでございますので、

会計検査が入った場合は県も立ち会うものと理
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解をいたしております。

【山田(博)委員】 まず、予算どりする時には土
木部のほうでは3社以上となっているんです。
望ましいというのは、それで努力しなければい

けなかったわけです。これはやっぱりちゃんと

しっかりやってもらわなければいけないと。

もう一つは、予算どりする時には、各事業主

体が責任持ってやらなければいけないと言うけ

れども、確かにそうかもしれませんが、会計検

査が入った時に、今、水産部参事監が言われた

ことを会計検査にそのまま言ってどうかと。そ

れはまかり通らないわけです。なぜかというと、

さっき西水産部次長が言ったように、会計検査

が入った時には、長崎県も支出をしているわけ

だから、長崎県もある程度の責任があるわけで

す。ですから、これは事業主体が予算どりして、

そのまま流していいというわけではないという

ことです。だから、今の見積もりのとり方、先

ほどの漁業組合の製氷施設は2社と言っていま
したけれども、3社からの見積もりが望ましい
ということであったから、それをきちんとやっ

ておかなければいけなかったわけです。水産経

営課長は、水産経営課長としてこういった事業

に携わって何年たちますか。初めてじゃないん

ですよ。水産部としては、これはずっとやって

いたんだ。だから、この予算どりのあり方とい

うのをきちんと、土木部もずっとやっているわ

けだから。

水産経営課長は、財政課から、適正な予算ど

りをするために3社以上見積もりをしなさいと
か言われているか言われていないか、そこだけ

お答えください。

先ほど、松浦魚市におきます製氷・冷凍及び

冷蔵施設は日本遠洋旋網漁業協同組合がやって

いるから、それでそのままにしましたというこ

とはまかり通らんということが明らかになった

わけです。だから、設計事務所がこうしたから

で、そのまま予算どりするというのはいけない

ということですよ。

今やりとりしたものを踏まえた上で、水産部

参事監、ちょっと認識を変えていただかなけれ

ばいけないということをご理解いただきたいと

思います。それについて、お二人に見解を聞か

せていただきたいと思います。

【川口水産経営課長】財政当局からは、そうい

うご指導はございません。

【岩田水産加工流通課長】荷さばき所等製氷・

冷凍につきましては、設計事務所が設計をして

おりますけれども、その中で、設計するに当た

りましては、特殊な機械とかございますので、

その分については3社以上の見積もりをとって
設計の中に盛り込んでくるという設計をしてお

ります。

【山田(博)委員】 そうしたら、水産加工流通課
長は、見積もりとっていますと。それは確認し

たのですか。そこだけお尋ねしたい。というの

は、先ほど、あくまでも事業主体がやることだ

ということの認識があったから、それを確認し

た上で、そういった答弁をされているかされて

いないかというのをお尋ねしたいと思っており

ます。

それと、もう一つ水産経営課長にお尋ねしま

すけれども、前もこういうことがあったでしょ

う。どことは言わないけれども、全く同じこと

をやっているんです。なぜ前もありながら、こ

ういうふうなやり方をしたのかというのをお尋

ねしたいと思います。私は前も全く同じような

質問をしたんです。担当者がかわったら別とし

て、全く同じ人がこういう答弁をしているわけ

ですから、そこはきちんと、これは幾ら国から
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来ているからといって、しっかりとした予算ど

りしていただかないと、後で会計検査が来た時、

右往左往するから私は言っているわけです。事

業自体とかには反対しているわけじゃないんで

す。あくまでも予算どりは、きちんとしてやっ

ておかなければいけないから私は言っているわ

けであって、そういうことをご理解いただいて、

もう一度、答弁していただきたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】松浦市と日本遠洋旋

網漁業協同組合が事業主体でやっておりますの

で、そちらは当然、確認をされていると思いま

すが、申しわけございません、私が自ら3社見
積もりの現物確認はしておりません。

【川口水産経営課長】委員ご指摘のとおり、前

回、製氷・貯氷施設の場合も、2社から見積も
りをとって積算をしたということで、その当時、

水産庁にも確認をし、1社はまずいということ
で、複数社からとっていただきたいということ

でございましたが、今回も2社の見積もりで積
算をしたという結果になっております。今後は、

土木部が、3社が望ましいということであれば、
事業者に対しまして、そういう指導を行ってま

いりたいと考えております。

【山田(博)委員】 望ましい、それが今わかった
んですね。本来であれば、あなたも課長を大分

されているから、もうちょっと勉強してほしか

ったわけですけれども。

それでは、またお尋ねしたいと思うんですが、

補足説明資料の4ページを見ていただけますで
しょうか。「漁船の大型化に対応した水深を確

保する」とありますけれども、漁船はいつから

大型化になっていたのですか。漁船はいきなり

風船みたいに大きくなるわけない。いつから大

型になって、しなければいけないと思ったのか。

ちなみに、これはどこの船なのか、それも含め

て説明していただけますか。

【中村水産部参事監】この大型化された漁船と

いうのは既に建造されております。水深が足り

ないため、構内の真ん中の沖側の突堤のような

ものがありますけれども、今、そこに仮泊めし

ているという状況であります。ですから、早急

にこの漁港の水深を深くして、適正な泊めるべ

きところに泊めるというのがこの事業の目的で

あります。

どこの社かということでございますけれども、

個別会社名は控えさせていただきますが、舘浦

漁港を根拠とするまき網業者の船が複数社大型

化したということでございます。

【山田(博)委員】 私は、舘浦漁港に泊めている
船は、いつから大型化になっているのかと聞い

ているわけです。これは私から言わせれば、漁

業者の船団からすれば、大型化になるというの

は事前に知っていたわけだから、どれだけの水

深が必要かといったら、本当はもっとしなけれ

ばいけないのじゃないかと言いたいわけです。

さっき言ったように、風船みたいに1日や2日で
大きくなるわけないのだから、事業計画に基づ

いてやっていたのであれば、もっと早くしなけ

ればいけなかったと言っているわけです。どこ

の会社とかいうよりは、これは大変迷惑かけて

いるんじゃないかと、申しわけないと思って私

は聞いているわけです。私がこの会社の社長さ

んに会ったら、すみませんと謝らなければいけ

ないと思ったわけです。いつから建造とかして

いたのですか。まさか、それも知らないでこの

予算を上げているのですか。

【中村水産部参事監】具体的に言うと、昨年度

までに既に大型化されております。おっしゃる

とおり、船のほうが先行して大型化しています

ので、予算どりの件もありますので、ここでは
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当初予算を含めて、補正予算でとっていって事

業を進めようと考えており、この経済対策補正

の予算で計上した経緯がございます。

【山田(博)委員】 漁政課長、舘浦漁港に泊めて
いる漁船がいつからこういった大型化になった

のか、ご存じですか。水産部次長だったら知っ

ているんでしょう。知らないで、いつからした

のですか。本来であれば、大型化すると皆さん、

知った上で、そうしたら漁港をこうしましょう、

ああしましょうとやっていくでしょう。たまた

ま大きくなったりするわけはないでしょう。も

うちょっと漁業者の立場に立って漁港の整備は

しなければいけないのではないですか。言われ

たからするのではなくて、船を大きくするとい

うのは、お互いに情報交換しながらやっている

からでしょう。そうしたら、要するに、知らな

かったということでいいですか。いつから、ど

ういうふうに計画しておったか、事業計画自体

から、そういったことを知らなかったというこ

とですね。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時１８分 休憩 ―

― 午後 ２時１８分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【山田(博)委員】 続きまして、7ページでお尋
ねしたいと思うんですが、この中に、芦辺のほ

うに、高速船発着施設の改良のため、漁業体験

のためとか、浮桟橋の設置をすると書いていま

すけれども、浮桟橋というのは、今思い立った

のですか。いつからこうなったのですか。浮桟

橋というのは上下するようになっているんでし

ょう。そこを説明していただけますか。

【中田漁港漁場課長】 ご指摘の7ページの写真

の中の左側の浮桟橋（Ⅳ）のことでしょうか。

これは博多航路のジェットフォイルが使用する

浮桟橋なんですが、現在は、この図で言うと、

「浮桟橋」の「浮」という漢字がある近くに浮

桟橋が付いています。ここがターミナルから非

常に離れた場所になるものですから、雨天時に、

お客さんが雨に濡れて移動しているという状況

があって、もっと利便性を向上させるために、

緑色の着色をしている部分に浮桟橋を移設する

予定になっております。

【山田(博)委員】 これはいつからそういうふう
に計画をしようとしたのかお尋ねしたいのと、

浮桟橋というのは、もちろん満潮、干潮の時に

もちゃんと乗りおりができるようにしているわ

けでしょう。芦辺はして、郷ノ浦はしないので

すね。あそこは港湾だからしないのでしょうけ

れども、そこを含めてお答えいただけますか。

【中田漁港漁場課長】 3年ほど前から移設をす
る計画を持っておりますが、移設後の場所が砂

を取り扱っておりまして、その砂の移設場所に

ついて調整をするのに時間がかかっており、現

在もまだ砂の移転場所は確定していない状況な

ので、若干時間がかかっている状況でございま

す。

【山田(博)委員】 そうしたら、浮桟橋の移設と
書いていますけれども、これは今のところ調整

がついていない、調整がついていないけれども、

やりたいということで載せているわけですね。

そういうことで理解していいのですか。そこだ

けお答えください。

【中田漁港漁場課長】これは現在の整備計画に

全部説明している部分でありまして、今後、実

施をしていく部分について標示をしている状況

です。

【山田(博)委員】 ぜひ調整をして、速やかにや
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っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

続きまして、9ページに、奈良尾地区、要す
るに、これは浚渫をするわけですね。いつから

こういうふうな要望が上がっていたのか、現状

を把握しておったのか、お尋ねしたいと思いま

す。

【中田漁港漁場課長】この話があったのは、一

昨年のことでございます。

【山田(博)委員】 一昨年からあって、やっと今
できるようになったのですね。これは出ていま

すけれども、まとめて書いているものですから。

3,600万円ぐらいの予算は国庫も入っているの
か、県も幾らか入っているのか。これは県単で

はないのでしょう。国庫も入ってやっているわ

けですね。そうしたら、一昨年そういう話があ

って、私も選挙区外であるけれども、奈良尾の

漁業者が、まき網をするとかで多分大変困って

いたと思います。にもかかわらず、そういった

ところが困っておきながら、例えば、6ページ
に荒川地区水産生産基盤整備事業とあるけれど

も、これは養殖漁業の生産基地で、平成24年か
ら平成31年まで、全部で40億円近くかけるわけ
ですね。実際この養殖施設というのは、種苗施

設もあるから確かに大切かもしれないけれども、

ここに40億円かけてするのも大変必要だと思
うんですよ。実際今、漁業をやられているとこ

ろの予算も、しっかりと先にやらなければいけ

ないのじゃなかったかと私は言いたいわけです。

厳しい財政の中で、私も地元にしてもらうのは

大変ありがたいけれども、そういったものをき

ちんとやっていただきたいと思っております。

見解がありましたら聞かせていただけますか。

【中田漁港漁場課長】今回ここに挙げている事

業は、いずれも重要な事業だと認識しておりま

す。奈良尾漁港につきましては、大型化の情報

がもたらされたのは一昨年なんですけれども、

今現在、船を建造しておりまして、この春に就

航予定と聞いております。できるだけそれに間

に合うようにということで、この予算措置を考

えていまして、もともと平成31年度の予算をと
る予定のところを、今回、補正予算があるとい

うことで、若干前倒しして補正で対応するとい

うことで、就航に何とか間に合うようにしたも

のでございます。

【山田(博)委員】 わかりました。じゃ、中田漁
港漁場課長としては、奈良尾地区の船が大型化

になるので、それでやろうとなった、情報をも

たらした、それは大変ありがたいことです。

では、お尋ねしますけれども、そういった情

報というのは、要は、後から来たということで

しょう。水産部にお尋ねしますけれども、こう

いったまき網船を大型化するとかの情報収集の

接触場所としては、課としては、どこの部署が

担当するのですか。先ほどの4ページの舘浦地
区の岸壁も、そういうふうに大型化すると後か

ら聞いたということになっていますけれども、

もともとそういったやりとりをするのは、水産

部でいいますと、どこなんですか。そこをお答

えいただけますか。

【髙屋水産部次長】ただいまのご質問にありま

した、まき網の大型化につきましては、国の事

業を活用しております。この事業の窓口としま

しては、もうかる漁業を使います。もうかる漁

業については、漁業振興課で取り扱ってもらう

ことになります。

【山田(博)委員】 漁業振興課長は今日は来てい
ませんね。大型船があって、こういうふうに港

の整備をしなければいけないというのは、漁業

振興課がもうかる漁業で窓口になって、船を大
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きくするとかというのは話し合いするわけです

ね。それで、漁港の整備もそれに伴ってしなけ

ればいけないということでありますけれども、

整備をするのは大変すばらしいことであるわけ

ですが、それに伴って、情報の共有というのが

うまくいっていないから、こういうふうな漁港

の整備とかも若干遅れているんじゃないかと、

私は今のやりとりを聞いていたら、そういうふ

うに思われるわけです。そこは同じ部ですから、

情報共有して、今度こういった船になるのだか

らこういったこと、これはわかるわけですから、

そこは別に漁業振興課長と漁港漁場課長が意思

の疎通が全くいっていないというわけではない

と思います。坂本水産部長、あなたのもとでし

っかりやっていると思いますので、今後は、そ

このところはしっかりと情報共有しながら漁港

の整備というのは、漁港というのは誰が使うと

いったら漁業者、こういったまき網船団なんで

すから、その状況をしっかりと把握して整備に

当たらなければいけないのじゃないかと思った

わけでございます。

それと、先ほど言ったように、予算どりする

上ではきちんと、水産経営課長、五島のこうい

った製氷施設というのは、本当は前からやらな

ければいけなかったわけです。富江地区にした

って、前からこれは壊れていたんだ。今回やっ

ていただくのは大変ありがたいけれども、私も

今回するに当たっては、国の財政が厳しいわけ

だから、きちんとした見積もりとって、きちん

と適正な予算どりをしてもらわなければいけな

いから、私はこんな質問をしているわけでござ

います。それが以前から全く改善されていない

というのはいかがなものかということで、あえ

て質問させていただいているわけですが、これ

はちょっといかがなものかと思っているわけで

ございます。

それと、最後にお尋ねしますけれども、今回

の国庫支出金というのは、国の社会資本整備総

合交付金になるのですか。国庫支出金というの

は、もともとどういった名目のお金になってい

るのか、そこを教えていただけますか。

【中村水産部参事監】ここで申し上げています

国庫支出金というのは国庫補助のことでござい

ます。いずれにしても、水産経営課長、水産加

工流通課長そして私が説明したものについては、

国の補助金で事業を実施するものでございます

ので、そういった内容になっております。

【山田(博)委員】 じゃ、何でそれは補助金の名
目になっているのですか。単なる国庫支出金と

いったって、何の補助金のメニューかわからな

いからお尋ねしているわけですけれども、説明

していただけますか。

【川口水産経営課長】当課が担当しております

事業につきましては、水産業競争力強化緊急施

設整備事業でございます。

【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場の整備に

つきましては、国の水産物輸出拡大施設整備事

業でございます。

【中村水産部参事監】漁港漁場整備事業のうち

7つが水産基盤整備事業という公共事業の予算、
そしてもう一つが農山漁村地域整備交付金、こ

れも公共事業の予算でございます。

【山田(博)委員】 ほかの委員も質問があると思
いますので、これを最後にして一旦終わりたい

と思うんですが、松浦魚市場の浮桟橋は、屋根

付きなのか屋根付きじゃないのか。松浦の浮桟

橋には漁業者が魚を持ってくるわけですね。こ

の浮桟橋に屋根が付くのか付かないのか、そこ

だけお尋ねしたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場の浮桟橋
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については、屋根は付いております。

【山田(博)委員】 それは屋根を付けないといけ
ないというのは、魚の鮮度のためにということ

ですね。そこだけお答えください。

【岩田水産加工流通課長】そのとおりでござい

ます。

【山田(博)委員】 中田漁港漁場課長、私も離島
の県議会議員だけれども、壱岐や対馬に行くわ

けです。そうしたら、大事な漁業者の魚の鮮度

を保つために20年も桟橋に屋根を付けてくれ
と言ったって付けないんだよ。がしかし、松浦

はぱっと付いたわけだ。これがどうも私は合点

がいかないんだ。坂本水産部長、これは漁業者

の所得の向上であって、魚の鮮度維持をするた

めに、ぴしゃっとそういったところをやってい

かなければいけないわけです。私は、この補正

予算全体を見たら、どこどこのまき網の船が大

型化すると言っても、いつなったかわからない、

今の状態では悪いから浚渫しなければいけない、

整備しなければいけないという、これは後追い

なんだ。こういった計画があるから、いつ頃に

整備しようかと、うまく連携をとらなければい

けないわけです。これが農林部とかでは私はわ

かるけれども、同じ水産部でこういったやりと

りをしたら、いかがなものかと言っているわけ

です。ましてや、この予算どりをするに当たっ

て、前も言ったけれども、ちゃんと明確な予算

どりをする上で必要だから、きちんとしなけれ

ばいけないと私は言っているにもかかわらず、

全く改善されていないというのは、これは何か

の問題があるのかとしか言えないわけです。こ

れは川口水産経営課長、前みたいな答弁ではい

けないから、今回、見積もり、予算どりに当た

っては、しっかりとした答弁をいただきたいと

思うんです。これは大きな問題になるのだから。

国の会計検査で言って、長崎県だって3社以上
の見積もりが望ましいと言っているわけだから、

そこを踏まえた上で、しっかりとした答弁を聞

いて、一旦終わりたいと思います。

【川口水産経営課長】委員ご指摘のとおり、し

っかりとした予算組みのためには、見積もりを

しっかりとって、一番適正な価格にしていくと

いうところを認識しているところでございます

ので、今後は、予算を組み立てる上では、3社
以上の見積もりをとるように指導してまいりた

いと考えております。

【山田(博)委員】 また委員会が始まりますから、
前の答弁とすり合わせて、またいろいろと質問

したいと思いますので、よろしくお願いします。

一旦終わります。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村委員】富江地区の製氷機の件でお聞きし

たいんですけれども、この資料を見た限りで、

情報が足りないのかなと。今回のこの事業は、

3億円のうち1億6,000万円が国費になっている
んだけれども、3億円のうち1億6,000万円を引
いた残りの部分というのは完全に決定なのです

か、教えてください。

【川口水産経営課長】 補助残につきましては、

市が6分の1補助をして、あとは漁協の負担とい
うことになります。

【中村委員】予算はそれでわかりましたけれど

も、ただ、この冷凍機が、できてから17年とい
うことで、老朽化は老朽化だと思うんだけれど

も、当初、富江地区のこの製氷所をつくる時の

計画で考えた時に、その当時の計画と現在の水

揚量、これは増えているのですか。

【川口水産経営課長】計画当時と今回計画した

時の水揚げですけれども、ただいま手元にはご

ざいませんが、今回、資料に説明をしたとおり、
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ほかに富江地区以外に、坪、山下、黒瀬と3地
区ございまして、そこもそれぞれ小さな1トン
級の製氷機で氷をつくっています。そこも老朽

化があるということで、今回は、富江地区に集

約をしまして、5トンを20トン～30トンに能力
をアップして、その地区全体を今回整備するも

ので賄うということにしておりますので、水揚

げにつきましては減少している可能性はござい

ますが、地区全体をこの製氷機で賄うというこ

とで今回計画されたものでございます。

【中村委員】ということは、もともとは各地域

地域に製氷機があったけれども、老朽化も伴っ

ているから、それを1カ所に集約して、3カ所同
時に使えるような能力を持った製氷機にかえた

ということなんですね。

そうなった時に、確かに水揚量は減少してい

るかもしれないけれどもという話だったけれど

も、将来的に、今の状況から考えていけば、恐

らく水揚量というのは減少してくる可能性もあ

るわけですね。逆に言えば、上昇する可能性も

あるんだけれども、そういう時に、製氷機能を

持った装置というのは各単協、今まではあちこ

ち付けていたと思うんだけれども、恐らく、そ

ういうふうに老朽化しているところがあると思

うんです。ただ、そういうところを今回のよう

に集約していって、維持管理費も節約していか

なければならないし、もちろん氷の種類も最近

はたくさんあるようだから、いかにして鮮度を

保つような氷をつくるかというところも頭の中

に入れていただいて、こういう装置を交換しな

ければならない、もっと大型化しなければなら

ないところは県内たくさんあると思うんです。

そういうところは、今回ここがたまたまモデル

地区じゃないけれども、そういう感じでやって

おられるので、今後、県内にこういう箇所はた

くさんあると思うから、ぜひ集約をしていって、

もちろん各単協、漁協あたりも今、合併が進ん

でいますから、そういうところも考えていけば、

当然これが本来の姿だと思いますので、ぜひこ

れからもそういう体制でやっていただきたいと

思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】松浦魚市の整備についての予算が

上がっていますけれども、平成31年度を前倒し
にしたという説明を受けたわけですが、平成32
年が事業期間のエンドになっていて、金額ベー

スで結構なので、計画と、実際に補正を上げた

中での進捗というのは何パーセントになってい

るのですか。

【岩田水産加工流通課長】 資料2の1ページに
挙げておりますけれども、お時間をいただいて

よろしいですか。単純に金額割りになってしま

いますけれども、この金額と比例して進捗をし

ている状況でございます。

【前田委員】 そこは数字で出してほしいです。

一方、中村水産部参事監の説明の中で、長崎

の漁港漁場整備の中で、三重地区の荷捌所、岸

壁の耐震化、防災力強化ということで25億
5,400万円、これも前倒しということで説明があ
りましたけれども、そこは間違いないですか。

【中村水産部参事監】長崎漁港を含めて、この

補正で挙げている8地区については、全て計画
に載っているものの前倒しの執行でございます。

【前田委員】先だっての新聞等で、長崎魚市の

高度衛生化の完成の工期が3カ年間遅れるとい
う報道があっていましたけれども、当初の計画

からして、今回の予算を付けた中で、これは平

成30年度の当初の計画と比べたら、進捗率は何
パーセント違っているのですか。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。
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― 午後 ２時４２分 休憩 ―

― 午後 ２時４２分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【前田委員】 後からで結構なんですけれども、

数字はちゃんと出してほしいと思います。

何を言いたいかというと、松浦のほうは順調

というか、逆に、前倒しするぐらいの計画に対

しての進捗が出ている中で、一方で、県営の魚

市に関して言えば、数字上は前倒しの25億円と
なっているけれども、これは当初の計画からす

れば、進捗遅れじゃないのですか。そういう認

識があって、ほかにも魚市はありますけれども、

この2つを比べた場合に、取組上、何でこんな
ふうに進捗の差が出ているのかというのは若干

疑問を感じているんですけれども、何が長崎の

魚市の高度衛生化の遅れの原因であって、それ

に対しての予算がとれていないということにな

っているのですか。

【岩田水産加工流通課長】先ほどのご質問の松

浦魚市場と長崎魚市場の進捗度合いの違いだと

思いますけれども、まず1つ大きなものにつき
ましては、松浦魚市場につきましても長崎魚市

につきましても、施設を全く新しくつくるとい

うか、操業しながらやっているというところは

一緒でございます。ただ、松浦の場合は、ご存

じだと思いますけれども、おさかなドームとい

う立替え場はそのままずっとあります。そこに

持っていって、立替えをしますけれども、長崎

魚市場の場合は、立替えをする場所も確保しな

がら、全部の作業を移動しながらやりくりをし

ているというのがございまして、例えば、壊す

部分も、ある一定の部分を壊して、そこをつく

り変えないと、2倍も3倍もお金があるから壊し
てという時に、作業が最後の立替えまでできな

くなるというので、ずっと場所を譲りながらや

っていますので、なかなか時間がかかっている

と。一方で、松浦のほうは、大きな建て替えを

やっても、立替え場のおさかなドームというの

はずっと残っておりますので、そこに持ち込ん

でやるというので、このように前倒しの工事で

どんどん進んでいるという状況にございます。

【前田委員】そういうことなんだと思うんです

けれども、どちらも当然、水揚量を増やして所

得を上げようと思って努力する中での整備で、

しかし、そういう理由があったとしても、片方

は進捗が進んで、片方はそういう種々の理由を

もって完成が3年遅れるということに対しては、
当然現場の方と協議しながら進めていることで

ありますけれども、魚をどこに持っていくとな

った時の判断としては、やはり整備が進んでい

るほうが選ばれるのかなと、そういう思いもあ

るものですから、そこはしっかり3カ年の遅れ
というものが少しでも短縮できるような形で今

後計画、おっしゃったような話は当初から考え

られていた話なので、そうであるならば、もう

少し対応の仕方があったのかなという認識をし

ておりますので、ぜひ今後とも、工法の工夫で

あったり、予算どりについては努力をしていた

だきたいと思います。

パーセントは、後ほど個人的に教えてくださ

い。

もう一点だけ、漁港漁場の予算のとり方につ

いては、11月定例県議会でも質問させていただ
きましたけれども、今回、補正が上がる中で、

結果的に、補正を入れた中で112億7,000万円と
なっているのですが、これは昨年度の当初と比

べた場合には、事業費ベースでは何パーセント

になっているのですか。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（２月２０日）

- 18 -

― 午後 ２時４６分 休憩 ―

― 午後 ２時４７分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

15時まで休憩いたします。

― 午後 ２時４８分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【山口分科会長】 委員会を再開いたします。

前田委員に対する答弁はできましたか。前田

委員の質疑で終わっておりますので、答弁をお

願いします。

【中村水産部参事監】先ほどの当初と補正の関

係については、次の委員会の平成31年度当初予
算とも絡みますので、改めて資料を整理いたし

まして、ご報告したいと思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 先ほど質問させていただきま
した補足説明資料1の1ページにありますけれ
ども、水産業競争力強化緊急施設整備事業でや

っていますけれども、現在の施設の稼働率とい

うのはどういうふうな状況になっているのです

か。

【川口水産経営課長】大変申しわけございませ

ん、現有施設の稼働率については手元に資料が

ございません。

【山田(博)委員】 手元に資料がないということ
は、わからないのか、もともとないのか、どっ

ちなんですか。

【川口水産経営課長】現存の施設の稼働につき

ましては、実績という形で整理をしますので、

資料があればわかるということでございます。

【山田(博)委員】 資料があればわかるというこ
とは、資料はあるんですか、ないのですか、そ

れをお尋ねしたいと思います。

【川口水産経営課長】 資料はございます。

【山田(博)委員】 大事なところですから、持っ
てきて説明していただけませんか。これは現在、

職員呼出、職員到着とか、供給施設とあります

けれども、24時間365日稼働しているか稼働し
ていないか。これは単なる老朽化しているから

ということなんですね。先ほど、対応が大変な

状況になっているとありますけれども、これは

3億幾らのものですから、どれだけの事業があ
って、今どういった現状だから、こういうふう

にするということで国に上げたのでしょうから。

現状と課題ということで、これで認めてくださ

いと。これは10万20万のお金じゃないんですよ。
1億6,800万円の国費を県を通じて出すわけで
すから、そこを具体的に説明していただきたい

と思います。ここに資料がありませんから後か

らというのではね。これは予算委員会だから、

その説明をする資料がありませんというのは話

にならないですよ。別にあなたに漁港のことを

聞いているわけじゃないのだから、川口水産経

営課長、それをお答えください。

【川口水産経営課長】現在、どういうふうな規

模を算出したかということにつきましては、今

までの使用の実績でピークとなる12月の氷の
使用量がありまして、それにつきましては現有

の施設では足りないと、12月の3カ年の平均で
133トンの氷を使っておりますが、このうち現
在の漁協の施設では95トン、民間を38トン使っ
ているということで、需要に間に合わない状況

が続いているということでございまして、12月
の中でも使用料が増加する分につきまして、今

回計画をしております日産10トンの規模とい
うことで決定をいたしているところでございま

す。

【山田(博)委員】 川口水産経営課長、それでは
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資料があったのですか。あって、今お答えして

いるのですか。さっきはないと言ったけれども、

今あったのですか。

【川口水産経営課長】 今回、日産10トンと規
模を決定する時の資料はございまして、あと実

績が各年どうなっているかとか、どのくらいの

稼働状況かというところの詳しい数字について

手元にないということで、お答えをさせていた

だきました。

【山田(博)委員】 この施設は、先ほど中村委員
の質問では、17年前につくったのでしょう。製
氷施設というのは17年たったら、こういうふう
に稼働率というか、今、修理代が大変かさんで

いるとか、24時間稼働ができない、いろいろあ
るわけですよ。川口水産経営課長、そういうこ

とは知っていましたか。私に聞けば教えてあげ

たんですよ。来ないから、私は今、聞いている

わけですよ。わからないから。私が教えている

わけです。そういったことはご存じでしたか、

ご存じなかったですかとお尋ねしたいと思いま

す。

【川口水産経営課長】状況の詳細までは把握を

しておりませんが、確かに現在は……。

【山田(博)委員】 水産部長、詳細はわかりませ
んがと言って、国に対して総事業費3億円だけ
出すのですよ。これは水産部次長にお尋ねしま

すけれども、今、水産経営課長が、現状は把握

しておりませんがと言うから、こんなことがあ

ってはいけないわけですよ。先ほど、漁港の整

備にしたって、船の大型化が進む計画がありな

がら、それを十分把握しながら漁港の整備をす

るというのはいかがなものかと、今回2つあっ
たわけです。今回これだけの大きな問題、また

見積もりもとった中でしたわけですから。

時間も余りないからもうちょっと言わせてい

ただきますと、水産加工流通課長、先ほど松浦

の施設の件があったでしょう。これは平成29年
に見積もりをとったと言っていましたね。もう

1年2年たっているわけだ。その見積もりをもっ
て予算どりをしたということで、あと物価もい

ろいろ上がっているから、後で追加で大丈夫か

というふうな心配も出てくるわけですよ。それ

は問題ないのかというのを含めてお答えいただ

きたいと思っております。

【岩田水産加工流通課長】 今回、平成30年度
の補正で予算を上げさせていただいております

この工事につきましては、実施設計をもう一度

見直して、5月ぐらいに契約までいきたいと考
えておられるようですけれども、それに当たり

ましては、当然設計の修正といいますか、最新

の単価に全部やり直しをされると考えておりま

す。

【山田(博)委員】 それはちょっとどうかと思い
ますよ。今の話では、当初、平成29年の見積も
りをとって予算どりしましたと。5月になって
から、もう一回詳細設計をやって、見積もりを

とってしまいますと。今、物価はどんどん、ど

んどん上がっているわけですよ。そうしたら、

最初からそういうふうにすればよかったじゃな

いかとなるわけです。その予算どりの仕方はど

うかと思いますよ。水産部次長、そう思いませ

んか。さっき、今回上がった松浦市場の製氷・

冷凍施設は、あくまでも平成29年に設計した段
階で予算どりをしたと言っているわけですよ。

そうしたら、また新たに連休明けぐらいに設計

を見直しして、改めて予算どりをするというの

はどういうことかと言っているわけです。これ

は予算がオーバーしようが何しようが、その予

算範囲内で全部やるということで理解していた

らわかるわけです。そういうことで理解してい
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いのかどうか、それをお答えいただきたいと思

っております。

【岩田水産加工流通課長】事業につきましては、

当然今回の予算の範囲内で実施をさせていただ

きたいと考えております。

【山田(博)委員】 これに関しては補正予算も組
みませんね。実施設計を見直ししたら、やっぱ

り1億2億足りませんでした、そういったことは
ありませんね。そこだけお答えいただきたいと

思っております。

それと、川口水産経営課長、水産業競争力強

化緊急施設整備事業ですけれども、もうちょっ

と既存の施設がどんなになっているかというの

を把握した上で、整備はどんなふうにしたほう

がいいかとかやったほうがいいと思うんですよ。

これは夜は稼働していないんですよ。なぜかと

いうと、これは職員が立ち会えないとできない

から。これは夜も稼働できるようになっている

かどうかというのも含めて、そういったことは

お答えできますか。そういったものをご存じの

上で、今度はそういうふうになっているのか、

それをお2人にお答えいただきたいと思ってお
ります。

【川口水産経営課長】大変申しわけございませ

ん、先ほどの、地区の実態を把握しながら進め

ているかというところでございますが、委員ご

指摘のとおり、五島漁協におきましては、それ

ぞれ地区ごとに製氷がございまして、昨年度、

今年度の完成になりますけれども、三井楽地区

では、製氷施設を整備して、そこを稼働すると、

富江地区につきましても、委員から常々ご指摘

ありました、老朽化が激しいということで、ど

うなっているかというところを聞きながら、こ

の地区をどうしていくかというところを漁協と

協議しながら、今回の施設整備に至ったという

ところでございます。

現状、ご指摘のとおり、夜間は職員が対応し

ているという状況で、維持管理費も非常にかか

るということになっておりますが、今回の施設

につきましては、カード式ということで、漁業

者はカードを持って、24時間、漁業者に氷を供
給できる体制となりますので、経費削減を図ら

れますし、漁業者の利便性も向上するという施

設になっております。

【岩田水産加工流通課長】松浦魚市場の整備に

つきましては、今回のこの予算の範囲内で実施

することを考えておりまして、現状で、またさ

らに新たに足りないからといって補正を組むと

いうことは考えておりません。

【山田(博)委員】 お尋ねしますけれども、川口
水産経営課長、これは夜間は動いていないんだ

よ。職員も対応していませんよ。今、あなたは

職員が夜間、対応していますと言っていました

けれども、私は、夜間は対応していないと言っ

たんだよ。違うんだよ。夜間は対応していませ

んよ。夜間は、この製氷施設は稼働していない

んですよ。もうちょっと勉強した上で、お答え

いただきたいと思います。確かに富江地区にも

早くしてもらわなければいけないということで

私も話をしましたけれども、もうちょっと現状

を理解した上でやっていただきたかったと思い

ます。

最後に、水産部長、私と各課長とのやりとり

を聞いていて、大きく3つわかったと思います。
施設整備をするに当たっては、きちんとした予

算どりの把握をしてやらなければいけないとい

うのが1つ。なおかつ、漁港とかを整備する時
には、やはり現地の漁業者の状況を把握した上

で、漁船が大型化するなら大型化するで、きち

んと把握した上で漁港の施設整備をやらなけれ
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ばいけないというのがわかったわけでございま

す。また、もう一つは、予算をする時の施設整

備の見積もりのとり方というのも、3社が望ま
しいとなっているわけですから、しっかりそこ

はやっていただきたいと思っております。この

3つに関して、水産部長の見解を聞かせていた
だいて、終わりたいと思います。

【坂本水産部長】まず、予算どりのための見積

もりにつきましては、県の中の一定のやり方等

も参考にしながら、また国のほうにもきちっと

照会をかけながら、適切に行っていきたいと考

えています。

あと、実際に漁港を使われる漁業者が、より

使いやすいような漁港となるよう、部内で情報

の共有を引き続きしっかりととって、効果的な

漁港整備を推進したいと考えております。

最後の富江地区のところは、私もちょっと見

させていただいて、情報量が不足というか、ど

のような便益が実際に生じるのかとかいうとこ

ろを、もう少しわかりやすく書けたらと思って

いますので、その辺は少し改善していきたいと

考えております。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【髙橋副会長】五島漁業協同組合の製氷施設の

件ですけれども、事業の目的で、安定的かつ安

価に供給できるというふうなこと、それから製

氷施設の集約化に伴い、維持管理費等の管理費

が大幅に削減というふうにありますけれども、

具体的に、今、トン当たり幾らぐらいかかって

いて、それが幾らぐらいに改善されるのか、そ

れから管理費については、年間今まで幾らぐら

いかかっていたのが、どれぐらい改善されてい

くのかということについての数字を示していた

だけたらありがたいです。

【川口水産経営課長】今度の新設にかかります

氷の供給価格はトン当たり8,000円でございま
す。現在、不足部分を民間から買っておりまし

て、それがトン当たり1万円ということになっ
ておりますので、漁協の施設で全て賄うとなる

と、漁業者は周年通して8,000円の単価で購入で
きるということになりますので、その分が安価

に供給できるということでございます。

それともう1点、維持管理費の削減につきま
しては、この施設をつくることによりまして、

漁協の管理費等々でございますけれども、年間

約1,022万6,000円程度経費の削減になるとい
うことで便益を計算しております。

【髙橋副会長】これは年間幾らが幾らになるか

というふうなことを示していただきたい。

それから、トン当たり8,000円というのは、新
しい冷凍庫になって、効率とか、電気代とかが

安価でできるように技術改善もされるはずなの

に、8,000円が8,000円という捉え方でいいので
すか。ちょっと理解できない。

【川口水産経営課長】 その点につきましては、

漁業者が幾らで氷を買えるかという視点で、今

まで民間から買っていたものを漁協が全て供給

できるということになりますので、その差額の

2,000円分が漁業者にとっては安価に入手でき
るというところで、そういう視点で計算をさせ

ていただいております。

もう1点、ちょっとお時間をいただければと
思います。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時１８分 休憩 ―

― 午後 ３時２０分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

次に、農林部関係について質疑を行います。

質疑はありませんか。
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【山田(博)委員】 私は農林部に、今回、補正予
算で大変いろいろとご苦労されながらやってい

ると思うんですが、1つだけ、急傾斜とかいう
ものの事業を行うに当たっての方針なりをお尋

ねしたいと思いますが、基本的に、急傾斜、危

険箇所というのは、地元から要望があって動く

のか、県が主体的になって、これは危険だから

と思ってやっていくのか。地域によったら、市

とか町から要望が上がってこないと、そういっ

た事業はしませんとか、そんな横着なことを言

うところがあるから、永田森林整備室長、どう

いうふうなことか、お尋ねしたいと思います。

農村整備課はそんなことはないですよ。地域か

ら声が上がったら、市とか町から要望が上がっ

てこないとしないとか、そんなことは言いませ

んよ。どのようになっているのか。

【永田森林整備室長】事業への取組でございま

すけれども、委員ご指摘がありましたように、

地元からの要望と市の要望を取りまとめて県に

上がってきて事業化する、原則そういう形でや

っております。ただ、それに手をこまねいて、

ずっと地元が動くのを待つ、市が動くのを待つ

のではなく、当然、県の職員も現場に出向いて、

現場が危険だということであれば、早急に着手

をしなければいけないという判断をしたのであ

れば、地元にも働きかけますし、市町にも働き

かけて、早目に要望を出していただく、調査を

かけると、早急に調査をかけるためには、そう

いった取組もしっかりやっているということで

ございます。

【山田(博)委員】 森林整備課長に再度お尋ねし
ますけれども、現地を見て、自分たちが、これ

は危険箇所だと思って、早急にやらなければい

けないというのを優先するのか、市とか町から

要望が行ったから、それから動くのか、どっち

を優先するのか、そこだけお答えいただきたい

と思います。少なくとも、私の地元、五島振興

局の職員はそんなことないですよ。行って、危

険地だと思ったら、すぐやりましょうと、ぱっ

と動くぞ。本庁の考え方を、もう一度改めてお

尋ねしたいと思います。そこはどうですか。

【永田森林整備室長】当然、危険だと判断すれ

ば事業化に向けて動く、並行して、地元の調整、

市町からの要望というのもやっていくというこ

とで、出てこないからやらないということでは

なく、当然、調整をしていきながら、危険なも

のは、なるべく早く工事ができるようにやって

いるところでございます。

【山田(博)委員】 ですから、どっちを優先する
のかと私はお尋ねしているんです。危険箇所だ

と判断したら、それを優先して動くのか、それ

とも要望とかが上がって動くのか、どっちを優

先するかとお尋ねしたいんです。これは大事な

ところですよ。私の地元の五島振興局の農村整

備課でも林務課でも、ぴしゃっと動くぞ。地元

から要望があって、地域住民から上がったら、

足を運んで、これは危ないなと思って、現地調

査をして、それで町とか市とかの地元要望とい

うのは後から追いかけてくるんだ。今の話だっ

たら並行並行と言って、どっちが優先かわから

ないじゃないですか。森林整備室長、そこをお

尋ねしているんですよ。どっちつかずじゃいか

ん。はっきり、ぴしゃっとしなければいけない。

【永田森林整備室長】当然、危険なところは優

先してやっていきます。どちらが優先かといっ

たら、地元の要望がなくとも事業化に向けては

動くということでございます。ただ、要望が上

がってこないと、最終的な部分の調整は必要だ

ということで、委員ご指摘のとおり、どちらが

優先かといったら、危険な箇所を安全なほうに
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持っていく動きをやるということが優先でござ

います。

【山田(博)委員】 そうでしょう。そのために治
山事業とかがいっぱいあるんだ。

農村整備課長、今、永田森林整備室長がおっ

しゃったけれども、これで間違いありませんね。

農村整備課長はその方針でしょう。お尋ねした

いと思います。

【西尾農村整備課長】農村整備課といたしまし

ては、地域のニーズに応えるよう動いていきた

いと思っております。

【山田(博)委員】 そういうことで、ぜひ、まず
は地域の声をしっかりと聞いて動くのが大事で

すから、それを地元の市とか町からの要望が来

て動くとなったら日が暮れるんですよ。その間

に事故とか事件があったらどうするのかと思っ

ているわけですよ。そこを言っているわけです。

永田森林整備室長、お願いしますよ。最初はど

っちつかず、それはいかんよ。ぴしゃっとそう

いったことであるということをお願いして、一

旦終わりたいと思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２６分 休憩 ―

― 午後 ３時２８分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【山田(博)委員】 森林整備室長にお尋ねします
けれども、今回の予算は、経済対策の補正予算

ということで理解していいんですね。大事なと

ころですから、まずお尋ねしたいと思います。

【永田森林整備室長】今回の補正予算は、経済

対策となっていますけれども、国の予算としま

しては、防災・減災、国土強靭化のための3カ

年緊急対策ということで、臨時特別枠というの

が設けられまして、その分の補正予算というこ

とになっております。

【山田(博)委員】 そうしたら、書き直さなけれ
ばいけない。ここに「平成30年2月補正（経済
対策）予算（案）について」と書いてある。違

うのであれば、これは消さなければいけない。

どっちが本当ですか。さっきと一緒ですね。ど

っちが本当なんですか。「補正（経済対策）」

と書いてある。今言ったことはここに書いてな

い。どっちが本当ですか。

【永田森林整備室長】すみません、経済対策予

算でございます。その中での国土強靭化という

ことでございます。

【山田(博)委員】 それで、森林整備室長、お尋
ねしますけれども、今、地すべり対策というの

は、長崎県土木部のほうでお聞きしたら、今ま

では、経済対策ということで15社でやっていた
んですよ。経済対策が終わったからといって10
社指名にしているということをお聞きしている

んですけれども、森林整備室長、それはご存じ

でしたか。知っているか知っていないか、そこ

だけお答えください。

【永田森林整備室長】変わったことは理解して

おります。

【山田(博)委員】 そうしたら、私が言っている
ことはわかりますか。長崎県の土木部建設企画

課は、国の経済対策が終わったからといって15
社指名をしていたのを、当初は10社だった。経
済対策をしなければいけないといって15社に
増やしたんです。でも、経済対策が終わったか

らといって10社にしたんです。国は経済対策を
やり始めたんです。それで、森林整備室長、こ

の委員会におきまして、国の経済対策が行われ

ているにもかかわらず、長崎県はいつ経済対策
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が終わったのかという指摘をされたと。何が言

いたいかというと、今まで、経済対策といって

15社していたものを、経済対策が終わったから
10社にするのはおかしいんじゃないかと指摘
があったので、きちんと、これは土木部建設企

画課に、こういったご指摘があったということ

でお伝えいただきたいと思います。わかりやす

く言うと、国の経済対策は終わっていないんだ

よと。いつ長崎県は終わったのかというのをお

尋ねして、国はきちんと経済対策をやっている

のだから、指名も、ちゃんと経済対策の15社に
しなければいけないということをご指摘いただ

きたいということをお伝えいただきたいと思い

ます。どうですか。

【永田森林整備室長】委員のご指摘、承りまし

た。土木部のほうに確認をさせていただきます。

【山田(博)委員】 私が言っているのは、そう思
いませんか。思うのだったら、そう言ってくだ

さい。思わなかったら言わなくていい。お答え

ください。

【永田森林整備室長】今回の補正予算も経済対

策ということでございますので、経済対策が終

わったから10社、始まったから15社ということ
でご指摘がございましたので、私もそういうふ

うに理解しております。

【山田(博)委員】 要は、経済対策が終わってい
ないのだから、きちんと15社で対策をしなけれ
ばいけないということで理解を得て、土木部建

設企画課のほうには、きちんと申し入れをする

ということで理解していいんですね。そこだけ

お答えいただいて、終わりたいと思います。

【永田森林整備室長】土木部建設企画課のほう

には、そういったお話があったということをお

伝えしますし、どういう経緯があったかという

のをしっかりお聞きしたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
これはあくまでも経済対策なんですから。いつ

から土木部は経済対策が終わったのかといって

ね。よく勉強していただきたいと思っておりま

す。しっかりと、経済対策をやっているのだか

ら。そういうことで、終わりたいと思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第72号議案のうち関係部分及び第73号議案
については、原案のとおり、それぞれ可決する

ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

分科会の審査結果について整理したいと思い

ますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３３分 休憩 ―

― 午後 ３時３３分 再開 ―

【山口分科会長】 分科会を再開します。

これをもちまして、分科会の審査を終了いた

します。

この後、委員間討議を行いますが、理事者退

室のため、しばらく休憩いたします。

水産部・農林部の理事者の皆様におかれまし
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ては、お疲れさまでした。

― 午後 ３時３４分 休憩 ―

― 午後 ３時３４分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

これより、平成31年2月定例会における本委
員会の審査内容等についての委員間討議を行い

ます。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３５分 休憩 ―

― 午後 ３時３７分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかにないようですので、これ

をもって本日の農水経済委員会を閉会いたしま

す。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時３８分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４９分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君

委   員 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 久野  哲 君

〃 髙比良 元 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

３、欠席委員の氏名

吉村 正寿 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業 労働部 長 平田 修三 君

産業労働部政策監 下田 芳之 君

産業労働部次長 貞方  学 君

産業労働部次長 村田  誠 君

産業 政策課 長 大庭 茂雄 君

企業 振興課 長 宮地 智弘 君

企業振興課企画監 佐倉 隆朗 君

新産業創造課長 井内 真人 君

経営 支援課 長 吉田 憲司 君

若者 定着課 長 小林  純 君

雇用労働政策課長 吉村 邦裕 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（農水経済分科会）

第1号議案
平成31年度長崎県一般会計予算（関係分）
第3号議案
平成31年度長崎県農業改良資金特別会計予
算

第4号議案
平成31年度長崎県林業改善資金特別会計予
算

第5号議案
平成31年度長崎県県営林特別会計予算
第6号議案
平成31年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会
計予算

第7号議案
平成31年度長崎県小規模企業者等設備導入
資金特別会計予算

第10号議案
平成31年度長崎県長崎魚市場特別会計予算
第15号議案
平成31年度長崎県港湾整備事業会計予算
（関係分）

第57号議案
平成30年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）（関係分）

第58号議案
平成30年度長崎県農業改良資金特別会計補
正予算（第1号）
第59号議案
平成30年度長崎県林業改善資金特別会計補
正予算（第1号）
第60号議案
平成30年度長崎県県営林特別会計補正予算
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（第2号）
第61号議案
平成30年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会
計補正予算（第1号）

第62号議案
平成30年度長崎県小規模企業者等設備導入
資金特別会計補正予算（第1号）

第65号議案
平成30年度長崎県長崎魚市場特別会計補正
予算（第1号）

第70号議案
平成30年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第3号）（関係分）

７、付託事件の件名

○農水経済委員会

（1）議 案

第25号議案
長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例（関係分）

第41号議案
長崎県工業技術センター条例及び長崎県窯業

技術センター条例の一部を改正する条例

第42号議案
長崎県ビジネス支援プラザ条例等の一部を改

正する条例

第43号議案
長崎県技能会館条例の一部を改正する条例

第44号議案
長崎県立職業能力開発校条例の一部を改正す

る条例

第45号議案
長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の一部を

改正する条例

第46号議案
長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例

第47号議案
長崎県農林技術開発センター手数料条例の一

部を改正する条例

第48号議案
長崎県畜産関係手数料条例の一部を改正する

条例

第49号議案
長崎県県民の森条例の一部を改正する条例

第55号議案
直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

について

第56号議案
県が行なう建設事業に対する市町村負担金の

徴収についての一部変更について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・平成31年度 長崎県農林施設に関する要望

書

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・奥山等のスギ・ヒノキ等の放置人工林を、森

林環境譲与税（仮称）を使って一定面積皆伐

し、天然林に戻すことを求める陳情書

・陳情書（平成31年度で廃止となる一般社団
法人五島市農林総合開発公社の跡地につい

て）

・対馬の漁業者の所得向上対策について（要

望）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【山口委員長】 おはようございます。

ただいまから、農水経済委員会及び予算決算

委員会農水経済分科会を開会いたします。

なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届が出
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されておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

25号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条
例の一部を改正する条例」のうち関係部分のほ

か11件であります。
そのほか、陳情5件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予
算」のうち関係部分のほか15件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり、行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、これより、審査内容等について、

協議いたします。

各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員

会を協議会に切り替えて行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時 ２分 休憩 ―

― 午前１０時 ４分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。

ほかに何かご意見等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかにないようですので、これ

をもちまして、委員間討議を終了いたします。

これより、産業労働部関係の審査を行います。

【山口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

産業労働部長より、予算議案説明をお願いい

たします。

【平田産業労働部長】産業労働部関係の予算議

案についてご説明をいたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の産業労働部をお開きください。この中か

ら、一部抜粋しながら読み上げをさせていただ

きたいと存じます。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第7号議案「平成31年度長崎県
小規模企業者等設備導入資金特別会計予算」、

第57号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予
算（第5号）」のうち関係部分、第62号議案「平
成30年度長崎県小規模企業者等設備導入資金
特別会計補正予算（第1号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、産業労働行政の

取組方針についてご説明いたします。

本県においては、平成32年度を目標年度とす
る「ながさき産業振興プラン」の基本指針であ

る「生産性／競争力を高める」、「新たな需要

を発掘／創出する」、「働く場を創る／改善す
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る」、「有能な人材を育成／確保する」という

4つの方向性に沿って、各種施策を推進してま
いりました。

中でも、人口減少や産業構造の変化等の課題

へ対応するため、平成31年度におきましては、
これまでの施策に加え、成長産業の育成・創出

及び若者の県内定着の視点から新たな事業を立

ち上げ、積極的に推進してまいります。

まず、成長産業の育成・創出を図るため、も

のづくり産業においては、成長分野であるロボ

ット、ＩｏＴ、航空機、造船・プラント、半導

体について、企業間連携の促進などサプライチ

ェーンの構築・強化や専門人材育成、企業誘致

等、引き続き複合的に施策を実施してまいりま

す。また、素材面等本県がポテンシャルを有す

る食料品製造業においては、高付加価値市場獲

得へ向けた取組を更に加速してまいります。

サービス産業においては、本県において今後

成長が見込まれるヘルスケア産業や観光関連産

業である宿泊、飲食小売等をターゲットとして、

地域や事業者グループによる新たなサービスの

創出や付加価値の向上に向けた戦略の立案・実

践を支援してまいります。

さらに、他県と比べても顕著な本県の若者の

県外流出を止めるため、①県内企業の魅力向上、

②学生と企業の交流機会拡大、③県外進学者等

のＵターン就職の3つの観点から多面的に施策
を推進し、若者の県内定着を図ってまいります。

それでは、議案についてご説明いたします。

はじめに、第1号議案「平成31年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分及び第7号議案「平成
31年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計予算」についてご説明いたします。

一般会計では、歳入歳出それぞれ記載のとお

り予算を計上いたしております。

その主な内容についてご説明をいたします。

3ページ、産業政策課でございます。
（中小企業振興費について）

商工会・商工会議所による小規模事業者対策、

中小企業団体中央会による協同組合の連携組織

化対策等に要する経費として、中小企業団体指

導育成費16億9,078万8,000円等を計上いたし
ております。

同じく3ページ、企業振興課でございます。
（ふるさと産業振興費について）

食料品製造業の付加価値を高めるため、消費

者ニーズのフィードバックや展示会の出展支援

など、販路を見据えた支援に要する経費として、

長崎フード・バリューアップ事業費5,866万
5,000円等を計上いたしております。
（工鉱業振興費について）

県内ものづくり企業の事業拡大に向けた取組

への総合的な支援や、地場企業の工場立地、設

備投資等を促進するための助成等に要する経費

として、地場企業総合支援事業費、航空機分野

において、本県クラスター会員企業の経営診断

や販路開拓、人材育成・確保など、サプライチ

ェーンの充実・強化を推進するための経費とし

て、航空機産業成長応援事業費、誘致企業に対

する助成や企業誘致活動の推進などに要する経

費として、企業誘致推進費、市町が実施してい

る工業団地整備の支援に要する経費として、新

工業団地整備事業費等をそれぞれ記載のとおり

計上いたしております。

続いて4ページ、新産業創造課でございます。
（工鉱業振興費について）

県内ロボット・ＩｏＴ関連企業の事業拡大や

新サービス創出に向けた人材育成や、企業間連

携の促進等に要する経費として、ロボット・Ｉ

ｏＴ関連産業育成事業費、県内海域への実証プ
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ロジェクト誘致と産学が連携した専門人材の育

成や研究開発等により、海洋エネルギー関連産

業への参入促進、企業群の創出による受注拡大

を推進するための経費として、海洋エネルギー

関連産業創出促進事業費等をそれぞれ記載のと

おり計上いたしております。

同じく4ページ、経営支援課でございます。
（商業振興費について）

宿泊業等の生産性向上に向けた取組への支援

や「ヘルスケア産業」、「観光関連産業」に対

する伴走型支援に要する経費として、サービス

産業活性化事業費5,446万5,000円等を計上い
たしております。

（中小企業金融対策費について）

中小企業の経営基盤の安定等に必要な資金の

貸付に要する経費として、金融対策貸付費222
億7,380万円（融資枠731億7,810万円）等を計上
いたしております。

続いて5ページ、若者定着課でございます。
（雇用安定対策費について）

企業内の人材育成やキャリアパス構築、採用

力向上等の支援に要する経費として、人材確保

に向けた企業の魅力向上事業費、学生と県内企

業とが直接触れ合う交流機会の強化・拡充と、

交流の質の向上のための経費として、学生と企

業の交流強化事業費、本県出身者が多く進学す

る福岡県及び首都圏の学生に対し、長崎県内企

業を知る様々な機会を提供するための経費とし

て、県外進学者Ｕターン就職促進事業費等をそ

れぞれ記載のとおり計上いたしております。

続いて6ページ、雇用労働政策課でございま
す。

（労働福祉費について）

誰もが働きやすい良質な職場環境の実現に向

け、優良認証企業のさらなる拡大や認証取得に

向けた企業への支援に要する経費として、雇用

環境改善対策費515万7,000円等を計上いたし
ております。

（職業能力開発運営費について）

県立高等技術専門校の管理運営、若年求職者

や中小企業の在職者等に対する職業訓練等に要

する経費として、職業能力開発校費、離職者等

に対し、就職支援のために実施する職業訓練に

要する経費として、緊急離職者能力開発事業費

等をそれぞれ記載のとおり計上いたしておりま

す。

同じく6ページの債務負担行為の主な内容に
ついてご説明いたします。

「産業労働行政県有施設等管理業務」は、工

業技術センター等の維持管理に要する経費につ

いて、3,428万8,000円の債務負担行為を設定す
るものであります。

その他、「経営安定資金について、長崎県信

用保証協会が保証を行い、代位弁済をした場合

の損失補償」については、同資金の代位弁済額

のうち信用保険等による補てん部分を除いた額

の50％に相当する金額を限度に損失補償しよ
うとするものであります。

次に、7ページの小規模企業者等設備導入資
金特別会計について、歳入歳出は、それぞれ記

載のとおりであります。

その主な内容は、高度化資金に係る中小企業

基盤整備機構への償還金等であります。

次に、8ページの第57号議案「平成30年度長
崎県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部
分及び第62号議案「平成30年度長崎県小規模企
業者等設備導入資金特別会計補正予算（第1号）」
についてご説明いたします。

一般会計では、歳入歳出それぞれ記載のとお

り計上いたしております。
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補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

10ページ、経営支援課でございます。
（中小企業金融対策費について）

中小企業向け制度資金の貸付額の減に伴う、

金融対策貸付費47億6,662万円の減等を計上い
たしております。

続いて10ページ、雇用労働政策課でございま
す。

（職業能力開発運営費について）

離職者訓練に係る訓練実施経費や就職支援経

費の減等に伴う、緊急離職者能力開発事業費1
億4,932万5,000円の減等を計上いたしており
ます。

次に、10ページの債務負担行為の主な内容に
ついてご説明いたします。

「市町営工業団地整備支援事業費」は、市町

が実施している工業団地整備の支援に要する経

費について、債務負担行為を設定するものであ

ります。

次に、11ページの小規模企業者等設備導入資
金特別会計について、歳入歳出予算は、それぞ

れ記載のとおりであります。

その主な内容は、中小企業高度化資金償還金

の減に伴う、小規模企業者等設備導入資金償還

事業費の減等であります。

最後に、平成30年度の予算につきましては、
本議会に補正をお願いいたしておりますが、国

庫補助金等に未確定のものがあり、また、歳出

面においても年間の執行額確定に伴い整理を要

するものもあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって、平成30年度予算の補正につい
て専決処分により措置させていただきたいと考

えておりますので、あらかじめご了承を賜りま

すようお願いいたします。

また、予算決算委員会農水経済分科会補足説

明資料について、説明資料を別途配付させてい

ただいておりますので、後ほど、所管課長より

ご説明をさせていただければと思います。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口分科会長】次に、産業政策課長より補足

説明を求めます。

【大庭産業政策課長】産業労働部の所管業務に

つきまして、お手元に配付しております資料に

基づき、各課長から順次ご説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会補足説明資料、

産業労働部の1ページをお開きください。
平成31年度当初予算案の産業労働部関係の

歳出予算を各課別にまとめたものでございます。

産業労働部の予算は、上段の一般会計と下段の

小規模企業者等設備導入資金特別会計の2つが
ございます。平成31年度当初予算案の一般会計
の総額は330億8,339万4,000円で、平成30年度
の329億171万7,000円と比較いたしますと1億
8,167万7,000円の増となっております。予算に
ついては以上でございます。

次に、主要事業などについてご説明いたしま

す。

2ページをお開きください。産業政策課の主
な事業についてご説明いたします。

中小企業団体指導育成費についてですが、商

工団体による小規模事業者等の支援に必要な経

費として、総額で16億9,078万8,000円を計上し
ております。

内訳でございますが、（1）中小企業連携組織
対策事業費は、中小企業団体中央会による協同
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組合等の連携組織の強化に必要な経費、（2）小
規模事業経営支援助成費は、商工会・商工会議

所の行う小規模事業者のための経営改善普及事

業の実施などに必要な経費、（3）地域産業活性
化支援事業費は、地域産業活性化計画の目標達

成に向けて、商工会・商工会議所を中心とした

取組の実施に必要な経費となっております。

このほか、新規事業として、商工団体、県、

市町等が連携して取り組む地域産業活性化計画

において、事業者グループによる外貨獲得につ

ながる取組の実施に必要な経費として、地域産

業活性化計画推進事業費1,000万円を計上して
おります。

以上で、私からの説明を終わらせていただき

ます。

【山口分科会長】次に、企業振興課長より補足

説明を求めます。

【宮地企業振興課長】 私からは3件、継続事業
1件と新規事業2件についてご説明いたします。

4ページでございます。
まず、新成長ものづくり産業支援事業費でご

ざいます。この事業は、平成30年度からの継続
事業でございます。

1、事業目的に記載のとおり、県内サプライチ
ェーンの維持・強化による県外需要の獲得をさ

らに進めるため、成長ものづくり分野における

企業間連携の取組を支援するものでございます。

具体的な事業内容も平成30年度と同様なも
のとなっておりますが、2、事業内容に記載して
おります大きく2点ございます。

1点目は、（1）企業間連携の取組を促進する
ための人的サポート体制を設けております。具

体的には、県産業振興財団にコーディネーター

を4名配置しまして、技術・研究開発や販路開拓
など、複数企業で実施する活動をご支援いたし

ます。

次に、（2）企業間連携を伴う事業拡大等に対
する補助でございます。これは先ほど申し上げ

ました人的サポート体制などをご活用いただき

構築された企業間連携のうち、技術開発や販路

開拓などの取組について、資金的支援も必要だ

とされるグループにつきましては、この補助制

度でご対応するというものでございます。

続きまして、5ページ、新規事業であります航
空機産業成長応援事業費でございます。

1､事業目的に記載しておりますが、航空機産
業の集積を図るため、昨年設立したクラスター

協議会の会員企業に対して、技術力などを含め

た経営診断を実施するほか、販路開拓、人材の

育成などを支援し、本県におけるサプライチェ

ーンの充実・強化を推進するというものでござ

います。

具体的な内容は、2、事業内容に記載のとおり、
（1）から（3）と大きく3点ございます。

1点目の新規参入等支援につきましては、対
象となる本県クラスター協議会の会員企業全て

に、全国航空機クラスター・ネットワークに所

属する大手重工メーカーＯＢなどの専門家を派

遣して、企業が現在持っている技術で航空機分

野に転用できるものはないか、参入に当たって

追加で必要となる設備や人材はないかなど、具

体的なアドバイスを実施いたします。

次に、2点目、販路開拓等の支援につきまして
は、具体的にビジネスにつながるよう、大手重

工メーカーとのマッチングや商談会などの場を

企業にご提供するものでございます。

最後に3点目、（3）では、航空機産業に対応
できる人材の育成として、必要な資格や技術力

の向上などに関する研修会などを実施するもの

でございます。
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最後に、6ページでございます。
長崎フード・バリューアップ事業費、これも

新規事業でございます。

1、事業目的でございますが、県内食料品製造
業者の付加価値向上を図るため、商工関係団体

など関係機関と連携し、消費者ニーズを反映し

た商品づくりや大規模商談会への出展など、販

路を見据えた取組を支援するものでございます。

具体的には、2、事業内容に記載のとおり、大
きく4点ございます。
まず1点目、（１）テストマーケティング・フ

ィードバック支援につきましては、日頃、企業

から消費者ニーズの把握が必要だが、そこまで

は手が回らないとか、個社で専門アドバイザー

を招聘するのは負担が大きいなどの声を伺って

おります。売上を伸ばしていくためには、消費

者ニーズを反映した商品づくりが不可欠でござ

いますが、この事業によって、そのお手伝いを

しようというものでございます。

次に、（2）は、多くのバイヤーと接触する機
会を増やすために商談会へ出展する企業をご支

援いたします。

（3）は、販路開拓や商品開発など、ソフト事
業を中心に支援する補助制度を設け、最後に（4）
は、特に小規模事業者の方々向けにご用意する

支援メニューとなっております。県商工会連合

会など商工団体と連携しまして、小規模事業者

に対しセミナーや相談会を実施するなど、企業

に寄り添った伴走型支援を行うものでございま

す。

以上で、私からの説明を終わります。

【山口分科会長】次に、新産業創造課長より補

足説明を求めます。

【井内新産業創造課長】 では、私のほうから3
件ご説明をさせていただきます。

資料の7ページをご覧ください。
ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費、予算

額1億367万8,000円でございます。
1、事業目的としまして、今後成長が見込まれ
るロボット・ＩｏＴ関連分野におきまして、専

門人材の育成や技術とニーズのマッチング等を

行うことによりまして、事業拡大や新たなサー

ビスの創出につなげて、生産性向上や付加価値

の向上を図るものでございます。

次に、2、事業内容でございます。
まず（1）次世代情報産業創出支援2,255万

2,000円としまして、さまざまな産業分野の事
業者が会員となっております長崎県次世代情報

産業クラスター協議会におきまして、各事業者

の技術とニーズをマッチングしてワーキンググ

ループを組成しまして、その事業化に向けた支

援でございますとか、経営者向けの普及啓発セ

ミナーなどを行うものでございます。

次に、（2）システムインテグレーター育成講
座1,405万2,000円と（3）先端技術（ＡＩ・Ｉｏ
Ｔ）習得講座2,007万4,000円でございますが、
こちらは現場における先端技術の導入を推進す

るシステムインテグレーターなど専門人材の育

成を図る講座を行うものでございます。

最後に、（4）ロボット・ＩｏＴ関連システム
開発実証補助金4,700万円としまして、（1）に
ありますワーキンググループなどが製品化に向

けた開発実証を行う際の支援を行うものでござ

います。

次に、資料の8ページをお開きください。
スタートアップ集積・創出促進事業費、予算

額4,791万5,000円でございます。
1､事業目的としまして、こちらは今月3月26

日、出島交流会館2階にオープンいたしますス
タートアップ交流拠点におきまして、県内外の
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企業や人の交流を促進しますとともに、事業に

専念できる環境整備、支援を行うことによりま

して、今後成長が見込まれるスタートアップ企

業の集積を図りまして、革新的なサービスの創

出を目指すものでございます。

次に、2、事業内容でございます。
まず、（1）交流拠点の運営費802万6,000円と

しまして、本拠点で行う交流会やセミナー、事

業者が本業に専念できるよう事務代行などの支

援を行う環境整備、県内外スタートアップ企業

の誘致などを実施いたします。

次に、（2）産業振興機関補助金3,881万9,000
円としまして、スタートアップ支援や本拠点の

運営を行う県産業振興財団の担当部門の人件費

5名分とビジネスプラン策定やブラッシュアッ
プを指導するセミナーなど、交流拠点を中心に

行うものでございます。

最後に、（3）九州・山口ベンチャーマーケッ
ト負担金107万円としまして、九州・山口各県が
合同で開催します展示会、商談会に係る負担金

でございます。

次に、資料の9ページをご覧ください。
海洋エネルギー関連産業創出促進事業費、予

算額8,500万2,000円でございます。
1、事業目的としまして、今後、全国的に導入

が見込まれます洋上風力発電をはじめとした海

洋エネルギー関連産業におきまして、産学が連

携した専門人材の育成でありますとか、研究開

発による企業の技術力向上支援策を行うことに

よりまして、県内企業の海洋エネルギー関連産

業への参入促進、受注拡大を目指すものでござ

います。

次に、2、事業内容でございます。
まず、（1）の実証フィールドの構築及び事業

誘致1,203万9,000円といたしまして、関連企業

で構成いたします長崎海洋産業クラスター形成

推進協議会による実証及び商用事業の誘致に向

けたワンストップ窓口の運営、あるいは誘致活

動への支援を行うものでございます。

次に、（2）海洋エネルギーの商用化を見据え
た取組6,617万円といたしまして、洋上風力発
電事業への参画、受注獲得に必要な技術力向上

に向けた研究活動でありますとか、中核となる

企業の育成、社会人を対象とした専門人材育成

プログラムの構築などの支援を実施してまいり

ます。

また、風力発電導入を促進するエリアと環境

保全を図るエリアをあらかじめ設定するゾーニ

ングにつきまして、国の事業を活用して実施す

るものでございます。

最後の（3）県内外の取組事例の紹介でありま
すとか、企業間の交流を図る海洋産業フォーラ

ムの開催経費及びその他事務費としまして679
万3,000円でございます。
以上で、私からの説明を終わらせていただき

ます。

【山口分科会長】次に、経営支援課長より補足

説明を求めます。

【吉田経営支援課長】 資料10ページをご覧く
ださい。

県制度資金の概要についてご説明をいたしま

す。

予算額222億7,380万円でございます。
資金調達力が弱い中小企業に対し、信用保証

協会の保証制度を活用して、設備資金等を長期・

固定・低利で貸し付けることにより、資金繰り

の円滑化を図る制度でございます。

制度スキームは、2の図のとおりでございま
す。県は、①融資の原資の預託、④中小企業が

負担する信用保証料の軽減のための補助、⑥信
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用保証協会が代位弁済をした際の損失補償を行

うことで融資を側面から支援してまいります。

11ページをご覧ください。
新規融資の予算については、平成30年度並み

を確保しておりますが、過年度に融資した分に

ついては、償還が進み、残高が減少しているた

め、預託に係る県予算額は、222億7,380万円と
しております。融資枠は、全体で約732億円、う
ち新規融資分は約361億円としております。
また、制度について見直しを行っており、内

容については、4に記載のとおりでございます。
12ページをご覧ください。
海外ビジネス展開促進事業費、予算額2,554

万1,000円でございます。
これまで県内企業の海外展開を支援してきた

2つの事業、ＡＳＥＡＮ等経済交流促進事業及
びアジアビジネス展開プロジェクト推進事業の

2つの事業を整理統合したものでございます。
県内中小企業等の海外展開を促進するため、

企業の実情や課題を把握し、国や関係機関の支

援制度の活用促進など、県内企業のそれぞれの

状況に応じた支援を行うこととしております。

事業内容は、（2）のとおり、①補助金、②東
南アジア地域へのサポートデスクの設置、③上

海事務所における企業支援、④高度外国人材活

用セミナー等の実施等を予定しているところで

ございます。

続きまして、右側13ページをご覧ください。
移住創業・事業承継促進事業費、予算額703万

1,000円でございます。
事業承継につきまして、創業希望者と廃業予

定事業者とのマッチングを行う後継者人材バン

クというものを設置しておりますが、県外在住

者を含め、創業希望者は一定数の登録がある一

方で、廃業予定者の登録が進んでいない状況に

あります。

これに対しまして、（2）の①ですが、廃業予
定者に対して、税理士等が事業価値の簡易査定

を無料で行うサービスを提供し、廃業予定者が

自らの事業価値に気づくことで、後継者人材バ

ンクへの登録を促し、廃業予定事業者と創業希

望者の広域的なマッチングを推進してまいりま

す。

このため、後継者人材バンクや簡易査定の制

度周知をはじめ、事業承継の必要性、創業や事

業承継に関する国等の支援制度の広報について

も、関係機関と連携して取り組んでまいります。

14ページをお願いします。
サービス産業重点支援事業費、予算額1,381

万円でございます。

サービス産業の中で、従業員数や付加価値額

の構成比が高く、成長が見込まれる「ヘルスケ

ア産業」及び「観光関連産業」の2つの分野を対
象として取り組もうとするものであります。

2の（1）ですが、ヘルスケア産業については、
「健康寿命延伸」をテーマとした健康関連サー

ビス等の事業化を進めるため、部会及びワーキ

ンググループを設け、事業者間の連携やサービ

スの複合化を促して、新たなサービスの創出を

目指してまいります。

また、（2）ですが、観光関連産業については、
同産業に注力する地域において、観光客が求め

る新たなサービスの創出や付加価値の向上に取

り組む事業者グループへの支援を行ってまいり

ます。

（3）は、過年度に支援を行った事業者のフォ
ローアップ等のため、ニーズに応じた専門家を

派遣し、課題解決等を支援しようとするもので

ございます。

以上で、私からの説明を終わります。
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【山口分科会長】次に、若者定着課長より補足

説明を求めます。

【小林若者定着課長】 若者定着課長からは、5
事業ご説明させていただきます。

1点目ですけれども、15ページでございます。
人材確保に向けた企業の魅力向上事業費とし

て1,445万2,000円を計上しております。
目的ですけれども、人材育成やキャリアパス

構築等、若者に選ばれる企業となるために、自

社の磨き上げに主体的に取り組む企業を支援し

ていくとともに、各種媒体により企業情報を発

信して県内企業の認知度向上を図ってまいりま

す。

具体的には、事業内容の（1）以下に記載のと
おりですけれども、県内企業のキャリアパス導

入のための支援策として、経営者向けの啓発の

ための説明会や実際の導入に向けた個別相談会

を開催するほか、県内就職応援サイト「Ｎなび」

の機能追加や地元新聞社と連携したフリーペー

パーの発行によりまして、企業の取組、企業の

情報、こういったことを学生に届けてまいりま

す。

2点目は、16ページでございます。
学生と企業の交流強化事業費として2,810万

3,000円を計上しております。
事業目的でございますけれども、キャリアコ

ーディネーターや企業相談員の機能を強化し、

学生と企業との交流機会をさらに充実させてい

くことで両者の相互理解を深めてまいります。

事業内容としましては、事業内容（1）以下で
ございますけれども、次のＵターン就職促進事

業費にも関係しますが、大学や企業への訪問を

行うキャリアコーディネーターを統轄する役割

を担うチーフ職というものを県内に増員配置し、

大学訪問活動を強化することによりまして、大

学就職課や教授等とも連携し、学生へのきめ細

かな働きかけを進めてまいります。

また、就職活動前の早い段階における交流を

促進するため、1、2年生の講義の時間を活用し
てセミナーを実施するほか、交流会の拡充や業

種特化型説明会の開催等に要する経費というも

のも計上しております。

続きまして、3点目でございますけれども、17
ページでございます。

県外進学者Ｕターン就職促進事業費として

2,785万7,000円を計上しております。
目的でございますけれども、就職とともに若

者の県外流出の契機となっているのが進学でご

ざいます。特に、本県出身者が多く進学する福

岡県及び首都圏の学生に対して、県内就職に関

する情報を発信し、意識の醸成を図ってまいり

ます。

事業内容としましては、若者の情報収集、情

報交換における主要なツールとなっております

ＳＮＳを活用してふるさと情報を発信し、県内

への意識をつなぎ止めていきますほか、事業費

としては、さきの事業で計上し、少しご紹介し

ましたキャリアコーディネーターについて、新

たに、福岡担当と首都圏担当を配置し、大学訪

問を強化することで、県内と同様、県外の学生

への働きかけも強めてまいります。

また、県外在学中の学生を対象に、県内企業

との交流会や県内企業を見学するバスツアーを

実施し、実際に企業に触れ合う機会というのも

創出いたします。

最後になりますが、4点目、5点目、18ページ
をお開きください。

高校生の県内就職促進事業費として1,779万
9,000円、高校生のためのふるさと長崎就職応
援事業費として6,371万9,000円を計上してお
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ります。

こちらについてですけれども、高校へのキャ

リアサポートスタッフの配置、振興局や労働局

等の関係機関と連携した取組の推進によりまし

て、高校生に対して、県内企業の魅力、長崎の

住みやすさ等をアピールし、県内就職を促進し

てまいります。

具体的には、事業内容に記載のとおりですけ

れども、進路指導主事と協働して活動を行うキ

ャリアサポートスタッフを活用し、各高校にお

いて、きめ細やかな生徒への対応を行っていく

ほか、進学校の教員にも県内企業見学会の機会

を設けること、保護者や教員向けのパンフレッ

トを作成することなどによりまして、進路決定

に一定の影響を保持するであろうキーパーソン

への情報発信も強めていくことで、県内就職へ

の意識醸成を図ってまいります。

以上で、私からの説明を終わらせていただき

ます。

【山口分科会長】次に、雇用労働政策課長より

補足説明を求めます。

【吉村雇用労働政策課長】私からは、資料19ペ
ージになります、誰もが働きやすい輝く企業推

進事業費についてご説明をさせていただきます。

この事業は、1に目的を記載しておりますと
おり、県内企業における誰もが働きやすい良質

な雇用環境の実現に向け、企業への支援等を行

うもので、事業費として515万7,000円を計上い
たしております。

2の事業内容でございます。
（1）のＮぴかの促進は、ウエブ認証システム
の改修や制度のＰＲ用リーフレットの印刷費等

でございます。

（2）の企業内推進員養成研修は、企業の労務
管理担当者向けの研修会を行うもので、長崎を

メーン会場とし、佐世保にサテライト会場を設

けて講座を開催いたします。

（3）の職場環境づくり研修会は、企業経営者
や労務管理者を対象とした就業規則の整備など

についての研修会でございます。長崎と佐世保

での開催を予定しております。

（4）のアドバイザー派遣は、Ｎぴかの取得意
欲がある企業を中心としまして、社会保険労務

士をアドバイザーとして派遣し、職場環境の改

善、Ｎぴかの取得に向けた取組を支援するもの

でございます。

（5）は、Ｎぴか取得企業と大学生との意見交
換会の開催やホームページ上で公開するＮぴか

企業のガイドの作成、また高校生や大学生にＮ

ぴかを知っていただき、就職先を選択する際の

参考としていただけるようにするためのチラシ

作成費等でございます。

（6）は、九州・山口の各県が連携して取り組
むワークライフバランス推進キャンペーン事業

費の負担金でございます。

私からの説明は以上でございます。

【山口分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業の計上状況）」について、

説明をお願いいたします。

【大庭産業政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

についてご説明いたします。

お手元にお配りしております農水経済委員会

提出資料、産業労働部・水産部・農林部の1ペー
ジをご覧ください。

これは決議第5（3）に基づき、政策的新規事
業に係る予算要求内容についての査定結果を提

出するもので、産業労働部におきましては、1ペ
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ージの10事業の計上状況を記載しております。
右のほうに要求額と計上額をそれぞれ記載し

ておりますが、いずれも経費の精査、あるいは

事業規模の見直し等による減でございます。

以上で報告を終わります。

【山口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

【前田委員】具体的な質疑は後ほどさせていた

だきたいのですが、今年度から若者定着課がで

きて、所管というか、守備範囲も広いな、大変

だろうなと思って見ておったのですけれども、

今般の予算の計上額が前年と比べてマイナス

25.7％と大幅に減額になっています。これが所
管する範囲が変わったのかどうか、内容が変わ

ったのかどうか、それはよくわからないのです

が、さっき若者定着課長から、新規の政策につ

いても説明があったのですが、この新規の事業

の予算額を累計すると2億円ぐらいになって、
そうしたところ、かなりの部分を減額というか、

スクラップしているものもあろうかと思うので、

できましたら昨年の予算と今年の予算の中で、

スクラップ・アンド・ビルドしたようなものが

わかるような資料があったら提出をお願いした

いと思うのですが。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時４３分 休憩 ―

― 午前１０時４４分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

後ほど資料をということでありますので、後

ほどお願いいたします。

ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、20分という限られ
た時間でございますので、その中で特にお尋ね

したいことがありまして、国境離島新法が施行

されて、もう2年になるわけですが、横長資料の
18ページに、国境離島への企業誘致活動に要す
る経費として900万円余りの予算計上されてお
りますね。これはどういった企業誘致活動を宣

伝されているのか。まず、この活動内容を説明

いただけますか。

【佐倉企業振興課企画監】国境離島への企業誘

致活動に要する経費963万5,000円の計上をさ
せていただいている分でございますが、国境離

島地域への企業誘致を推進するために、昨年度

から、東京企業誘致センターに民間経験職の経

験者を採用いたしまして、国境離島を中心にタ

ーゲットとした企業誘致を行っているところで

ございます。昨年度から、ＩＴ系企業を中心に

訪問活動を行っておりまして、五島、壱岐、対

馬の誘致への活動を行っているところでござい

ます。

【山田(博)委員】 そんな誘致活動を去年からし
ているといって、ではお尋ねしますけれども、

どれだけの企業を訪問されているのか、それと

実績。去年からという話がありましたけれども、

去年の企業振興課の予算の中に、企業誘致推進

費といって細かく国境離島を項目として出され

ていましたか。まず、それを2点お答えいただけ
ますか。

【佐倉企業振興課企画監】予算の説明項目には

計上させていただいております。

離島への誘致活動につきましては、昨年度か

ら企業活動、訪問しておりまして、50社以上の
離島に適応するようなＩＴ系の企業を中心に回

っているところでございます。昨年度、直接的

には企業誘致には至りませんでしたけれども、

五島市とかに企業が立地の興味を持たれまして、

国境離島の雇用機会拡充事業のほうで創業した

という事例もございます。
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【山田(博)委員】企業振興課で去年、1人雇用さ
れて、この方が1年間で大体50社回ったという
ことですか。（発言する者あり）

【山口分科会長】 不規則発言になりますから、

質疑が終わってから手を挙げて答弁をしてくだ

さい。

【山田(博)委員】 企業振興課企画監、お尋ねし
ますけれども、去年採用されて、1名で何社を回
られた、今年はどれだけを目標にされているか

というのをお答えいただいて、具体的に、国境

離島のほうで回った会社が誘致じゃなくて雇用

機会で事業をしたということでありますけれど

も、その状況をまずお答えいただいて、また次

の質問にいきたいと思いますので、お願いしま

す。

【佐倉企業振興課企画監】昨年度の企業訪問実

績は約50社ということでございます。今年度に
つきましては、途中ですので確認はしておりま

せんけれども、昨年度につきましては、興味を

持っていただいた企業も約10社ほどございま
して、五島、対馬等に現地視察等にも行ってい

ただいているという状況でございます。

【山田(博)委員】 本年度目標は、どれぐらいの
訪問を計画されているのかお答えいただけます

か。

【佐倉企業振興課企画監】本年度につきまして

も、約50社等を目標に誘致活動を行っていると
ころでございます。

【山田(博)委員】ＩＴ企業だけを中心に50社と
言うけれども、国境離島新法という新しい法律

があって、手助けできるような制度があるわけ

ですね。それをするのであれば、離島活性化交

付金にもいろいろあるわけですね。そうすると、

これは企業振興課ではなくて企画振興部とも連

携しなければいけないわけですね。そういった

ことを踏まえた上でやられているかどうかとい

うのを含めて、再度お答えいただけますか。

【佐倉企業振興課企画監】国境離島の誘致につ

きましては、雇用機会拡充事業のほうとも十分

絡むところがございますので、地域づくり推進

課とも連携し、また東京にある移住サポートセ

ンターとも連携をとりながら行っているところ

でございます。

【山田(博)委員】 国境離島に企業誘致活動して、
専念してやっているということで、もうちょっ

とＰＲをされたらどうかと思うんです。余りに

も影が薄いということで、そういったＰＲのパ

ンフレットとかをつくっているのですか。

それとか、ここは特化しているわけでしょう。

特化してやっているのであれば、こういうふう

にやっていますよということで、インターネッ

トかなにかやっているわけですか。そこだけお

答えください。

【佐倉企業振興課企画監】国境離島への誘致と

いう活動で特化してＰＲとか、現時点では行っ

ておりません。

【山田(博)委員】 行っていない理由は、お金が
ないからですか、やる気がないのですか、どっ

ちなんですか。

【佐倉企業振興課企画監】現在、誘致活動にお

きましては、人材の確保というのが重要なポイ

ントになっておりますので、今後、そういった

ホームページ等を活用して、財団とも、移住サ

ポートセンターと連携をしてＰＲ等をしていき

たいと思っております。

【山田(博)委員】 それは企画振興部とは連携し
ていたけれども、肝心かなめの本家本元の財団

と連携をしていなかったということですか。こ

れは本来であれば、国境離島新法で企業誘致を

する本家本元の財団と連携をしながらやってい
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かなければいけなかったんですけれども、それ

をしていなかったので、今からやろうというこ

となんですか。

【佐倉企業振興課企画監】国境離島の担当職員

は財団の職員でございますので、当然そこは財

団と一緒にそれも連携してやっているところで

ございます。

【山田(博)委員】 財団の職員でしていて、それ
であれば特化してやっていますということをす

るのに、埋もれたら話にならんじゃないですか。

これはいいことだと思うんですよ。いいことだ

からこそ、あえて質問させていただいたわけで

して、ぜひしっかりと取り組んでいただきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

続きまして、経営支援課長にお尋ねしたいと

思います。横長資料24ページの長崎港活性化推
進事業費とありますけれども、長崎港における

取扱貨物の拡大を図り、コンテナ航路を維持・

発展するための取組に要する経費といって600
万円余りになっていますけれども、これは具体

的に今、どういうふうな形で取り組まれている

か、まず説明いただけますか。

【吉田経営支援課長】長崎港におけますコンテ

ナ貨物の取扱量を拡大するという目的のもと、

長崎市が事務局を務めております長崎港活性化

センターというところがございます。そこのメ

ンバーとして県も入りまして、コンテナ航路を

活用していただくための助成制度、あるいはポ

ートセールスと言われるような売り込みの活動、

そういったところを一緒にやっておりまして、

その負担金470万円等を計上しているものでご
ざいます。

【山田(博)委員】 こういった支援をしてから、

今、取扱量はどうですか。状況を説明いただけ

ますか。増えたか増えていないか、増えたてい

るのだったら、どれだけ増えたかというのをご

説明いただきたい。

若者定着課長にお尋ねします。横長資料27ペ
ージの外国人材活躍促進事業費ということで、

外国人労働者の安全・安心な受入環境を整備す

るための送出国の調査・協議に要する経費とい

うことで300万円余りが出ていますけれども、
これを具体的に説明していただけますか。

【小林若者定着課長】こちらの事業費について

ですけれども、今年度の6月補正に上げた外国
人材活躍促進事業の組み替えの事業となってお

ります。外国人労働者の安全・安心な受け入れ

環境を整備するために、各国と協定を結ぶなど、

連携しながら、送り出し国側においては優秀な

人材を確保していただく、そしてこちらにおい

ては安全・安心な外国人の受け入れ環境という

のを企業とも連携しながら整備していくといっ

たことを考えております。その中で、事業費と

しましては、各国との調整ということで旅費と

いうものを上げております。今年度においては、

ベトナムに3回訪問しているほか、今後、フィリ
ピンにも1度行く予定にしております。来年度
につきましては、またベトナムに4回、フィリピ
ンに2回行くということで旅費を計上させてい
ただいているというところでございます。

【山田(博)委員】 具体的に、安全・安心な受け
入れ環境を整備するというのは、どういうこと

を指しているのか、それを説明いただけますか。

【小林若者定着課長】具体的な安全・安心な受

け入れ環境の整備といたしましては、1月に、庁
内の各課でＰＴを開きまして、さまざまな産業

分野における就労環境の整備といったものを話

し合うことがございます。もう一つは、生活な

どに関する全般的な支援といったところの生活
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支援、この2つに関する環境整備といったこと
を考えております。

【山田(博)委員】 就労は当然なことなんですけ
れども、生活というのは、どういったことを指

しているのですか。要は、若者定着課長、極端

に言うと、出産から亡くなるまで対応できるよ

うなことになっているかなっていないか、そこ

だけお答えください。

【小林若者定着課長】まず、若者定着課の予算

ではないんですけれども、文化観光国際部の予

算として、ワンストップセンターを予算計上し

ているというふうに把握しております。そのほ

か、国のほうで、総合的な支援策ということで、

委員のご指摘のような出産から、さまざまな段

階での支援サービスというものを計上しており

まして、そこの様子を見ながら検討していくよ

うに考えております。

【山田(博)委員】 若者定着課長、外国人労働者
を受け入れて、働きやすい環境にすると。生活

と就労というのであれば、長崎県の中で、外国

人の労働者を入れて、受け入れをぴしゃっとや

ろうとしている窓口は若者定着課でしょう。そ

こで極端に言うと出産から亡くなるまで、ゆり

かごから墓場までと言うけれども、そこまでき

ちんと面倒を見るような協議会なのかというの

をお尋ねしているわけです。その件はあっちで

すよ、この件はあっちですよと私は聞いている

わけではないのです。これは一番大切なんだよ。

日本の国の真価が問われるんだよ。働いてもら

ったけれども、出産とか教育は一応相談します、

こっちへ行ってくださいじゃなくて、若者定着

課長でぴしゃっとやっているのだったら、そこ

をお尋ねしているということをご理解いただき

たいと思っております。そこまでちゃんとやっ

ているかどうかというのをお尋ねしているんで

す。いかがですか。

【小林若者定着課長】先ほど申し上げましたＰ

Ｔを統轄する役割として若者定着課がございま

す。就労、生活、両方とも取りまとめをしっか

りしながら、どういうふうな対策が可能か検討

してまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 これは5月から来るんでしょ
う。もうちょっと頑張って、しっかりやってい

ただきたいと思います。これはいろいろと大変

だと思いますけれどもね。なぜ大変かというと、

現在、日本の国でも子育てでも教育でも大変な

のに、言葉がなかなか、文化も違うところの外

国の方に来ていただいて、しっかりやってもら

うというのは大変だと思うんですけれども、そ

れはお願いしたいと思います。

続きまして、雇用労働政策課長にお尋ねした

いと思います。横長資料28ページの労働条件実
態調査等に要する経費ということでありますけ

れども、国でいろいろ労働、雇用の統計が問題

になっていますけれども、これは今問題になっ

ている労働条件実態調査とありますけれども、

国で問題になっているものとリンクしているか

リンクしていないか、そこだけお答えください。

【吉村雇用労働政策課長】国の調査とは別の本

県独自の調査でございますので、リンクはして

ございません。

【山田(博)委員】 県がやっているというのは、

県は今まで国の調査は一緒にやったことはない

のですか。そこをお答えください。

【吉村雇用労働政策課長】現在報道等で問題に

なっております国の調査につきましては、県で

は統計課の所管というふうに認識をしておりま

す。統計課が一緒にやっております。雇用労働

政策課はやっておりません。

【山田(博)委員】 そうしたら、統計課がやって
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いる調査というのは、雇用労働政策に直結しな

いような調査ということで理解していいのです

か。統計はあくまで統計課がやっていますから

自分たちは関係ありませんというふうに言われ

てもおかしくないのか。要するに、統計課がや

っていることが雇用労働政策の上で重要な統計

じゃないかどうかというのをお尋ねしているわ

けです。

【吉村雇用労働政策課長】先ほどご答弁申し上

げました内容は、調査の実施について統計課が

所管という意味でご答弁を申し上げましたけれ

ども、その調査の結果については、私どもが雇

用労働行政を進める上で大変重要な資料として

活用させていただいているところでございます。

【山田(博)委員】 そうすると、調査が国でいろ
いろ問題になっていますね。その調査のあり方

というのは今、十分精査しているかどうかとい

うのをお尋ねしたいと思います。

それで、先ほど答弁が漏れていましたけれど

も、お答えいただけますか。

【吉田経営支援課長】長崎港でのコンテナの実

績についてのご答弁を申し上げます。2018年
（平成30年）の歴年の数字で申し上げますと、
輸出入合計のコンテナの実績が6,715TEUとい
うことになっております。これは前年よりも

1,200TEUほど増えている数字になりますけれ
ども、ＬＮＧ船の建造に係る部品等の輸入、輸

出等が入っておりまして、現在、ＬＮＧ船の部

品等の輸入が終了しておりますので、これが増

加基調にあるというふうにはちょっと言えない

状況にございます。

【山田(博)委員】 ということは、経営支援課が
600万円余りの長崎港のコンテナ航路を維持・
発展するための取組に要する経費とありますけ

れども、今のところ、なかなか進捗が見られて

いないということで理解していいのですか。

【吉田経営支援課長】県内企業の海外展開等を

図る上でも、海外航路の確保、維持というのは

非常に必要なものと考えております。今申し上

げましたように、例えば、中国の国策で古紙の

輸出が増えるとか、あるいは中国の輸入が減っ

て国内からの輸出が減るとかいうふうな状況も

ございますけれども、県内からの新しい荷物を

しっかりとこの航路活用につなげていくように、

また背景としましては、コンテナ航路というこ

とで、コンテナ以外のばら積みとか、そういっ

たところが含まれてこないというやりにくさも

ありますけれども、この航路の維持・拡充に対

して、長崎市とも一緒になって、民間を巻き込

んで、しっかり取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【山田(博)委員】 時間が来ていますので、雇用
労働政策課長、先ほどの件は答弁が漏れていま

すから、それを聞いて、一旦終わりたいと思い

ます。

【吉村雇用労働政策課長】国の毎月勤労統計の

問題でございますけれども、内容といたしまし

ては、本来、全数調査を行うべきであった東京

の大規模事業所について、一部抽出調査で行っ

ていたと。その誤差の補正もかけていなかった

ために、国の平均賃金が低めに出ておりまして、

その結果といたしまして、雇用保険制度等の給

付額が本来給付すべき額よりも低くなっている

分があるというふうに認識をしております。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【西川委員】 縦長の資料で12ページですけれ
ども、海外ビジネス展開促進事業費の中に、実

は今、長崎空港発着の海外航空路の長崎～ソウ

ル線がちょっと危機状態じゃないかと私は思っ

ているんです。そういう中で、上海事務所にお
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ける企業支援とか、ほかの東南アジアのサポー

トデスクとかあるんですけれども、韓国の国情

も今、厳しい状態と思うんですけれども、韓国

とのビジネスの何か展開があっているのかがま

ず1点。
それと、横長の資料で16ページの産地ブラン

ド確立推進事業費の島原手延べそうめん、五島

手延べうどんのことなんですけれども、平成30
年度はドイツ、パリ、またイタリアとかに行か

れましたね。そういう中で、効果があった、ま

たはなかったとか、売れなかった、理解がされ

なかったとかも聞くんですけれども、平成31年
度は、そのような海外展開、国内も含めて、そ

うめん、うどんの販売拡張に対する事業などは、

どのような計画をされているのかと、2点お尋
ねいたします。

【吉田経営支援課長】韓国への県内企業の展開

についてのお尋ねでございます。県内企業が海

外展開する際の注目されている地域としまして、

ベトナム、中国、韓国というのが最初に挙がっ

てくる国となっております。実際、韓国に対し

まして、環境系の企業からは、先日ちょうどお

話をしたところなんですけれども、新たに海外

に事務所を設けて売り込みを図るなら、韓国は

市場として非常に有望なので、これから取り組

んでいきたいとのお話も承ったところでござい

ます。基本的には、県内企業さんが関心を持つ

地域への展開、県内企業さんがどうやったら展

開できるかというのを主眼としておりますけれ

ども、その中で、韓国は有力な相手先と考えて

おります。

【宮地企業振興課長】委員お尋ねがございまし

た産地ブランド確立推進事業費についてご答弁

申し上げます。島原手延べそうめん、五島手延

べうどんにつきましては、生産者の組合であり

ますとか、地元の市町、県商工会連合会と一緒

に協議会を設置しまして、ヨーロッパでのプロ

モーションを展開してまいりました。平成30年
度につきましては、ヨーロッパの方でドイツの

日本国の総領事館で商談会を行うなどいたしま

して、レストランが1店舗、メニューの取扱いが
増えております。今、28店舗でメニュー展開し
ているところでございます。

そのような中、高級店での取扱いを広げてい

くことでブランド化を図るという取組の一方、

実際の量は、正直、なかなかまとまった量にな

っている状況ではございません。ただ、その取

組を活かしまして、今、県商工会連合会のほう

で、国の補助を受けまして、ヨーロッパへの売

り込みの取組をされているところでございます。

一定そういう中で、商流もつながったという状

況で、先ほど申し上げました地元市町や組合

等々と話をしまして、ある程度、ヨーロッパで

の高い評価もございますので、その取組をもっ

て国内の販路開拓をやろうということで、今年

度、首都圏での販路展開やメニューフェアなど

も行っているところでございます。その中で、

私どもが受けている話では、非常に好評をいた

だいているところもございまして、ヨーロッパ

での評価を聞いて、自分の店でもやりたいとい

うふうにおっしゃって参加されている店舗もご

ざいます。

来年度につきましては、そのような経過から、

協議会、地元市町と組合等の中では、国内展開

をもう一歩力を入れてやりたいということで、

首都圏におきまして、これは大手のグルメサイ

トと合同でやりたいと思っておりますが、先ほ

ど申し上げましたメニューフェアとか、ＰＲ的

な店舗でのイベントを首都圏であわせて開催し

て、ヨーロッパのブランド力を活かして、国内
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で販路開拓をやりたいと思っているところでご

ざいます。

【西川委員】セールス活動はもちろん事業者主

体、またそれを取り巻く市町、そして商工会連

合会などが主となってやるのが当たり前ですが、

やはりブランド維持、確立のためには、継続し

てやらなければならないと思います。平成31年
度の予算が約半額になっておりますので、どう

いうわけか、心配していたわけですけれども、

私たちも会派で3年前、パリの日本食販売所と
かに行って、結構売れているという話もお聞き

しましたが、量がまだいってないのは確かです。

パスタと違うのは当たり前ですけれども、手延

べそうめんも手延べうどんも、乾燥パスタと一

緒で在庫、そして保存が便利だと思いますので、

あとは味付けが大事ですけれども、国内中心が

一番効果はあると思いますが、ぜひ海外向けに

も努力をしていただければと思います。

それから、海外ビジネス展開促進事業に移り

ます。実は、先ほど山田(博)委員がコンテナのこ
とで質問しましたが、長崎港からのコンテナの

相手は韓国が多かったんじゃなかろうかと思い

ます。そういう中で、観光客も減っていないし、

ただ、韓国政府があれだけ日本バッシングをや

っておりますが、ビジネスはビジネスで、お互

い日本と韓国は相通じるものがあるし、目的も

似たようなものだと思いますので、ぜひ今後と

も韓国に対する事業展開の支援をしていただけ

ればと思います。

先ほど環境と言いましたが、韓国はＰＭ2.5な
どがひどく、空気ですね。それから、水の汚染。

環境は主に空気ですか、水ですか。そして、そ

れが見込みがあるのか教えていただければと思

います。

【吉田経営支援課長】先ほど環境関係と申し上

げましたのは、水の浄化の部分で、聞くところ

によりますと、韓国では公園をつくる際に、必

ず池をつくるというふうなお話もございまして、

その水の浄化というところは非常に商機がある、

市場があるというふうにお聞きをしているとこ

ろでございます。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本(啓)委員】 中身の審査が始まっている中
で、もとに戻るようで申しわけないんですけれ

ども、入り口として、予算の中身についてより

も、総論を少しお尋ねしたいと思います。

先ほど、一緒に審査するということで、「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」の中身を見ましたが、かなり切られていま

すね。要求額と計上額の差が大きいですね。一

般質問でもさせていただいたんですけれども、

結局、新産業を中心として、若者の取組もそう

ですけれども、雇用対策または産業振興は本県

にとって重要なものであるという位置付けがあ

って、厳しい財政状況の中にあっても、財政健

全化の取組とは別に、こういったものはしっか

りとやっていくんだというやりとりをさせてい

ただいたばかりなんですけれども、しかしなが

ら、この中身を見ると、要求額の半分とか、行

政のやり方をよく理解していない部分もあるん

ですけれども、実際これで予定された成果とか

効果というものがどれぐらい期待できるのかと

心配になる部分も多分にあるんですけれども、

そういった部分を入り口でご答弁いただきたい

と思います。

【平田産業労働部長】当然、査定の中ではさま

ざまな検討をしてまいりますので、結果として、

かなり大きな額には切り込みが入るということ

もあるわけですけれども、私どもは、その議論

の中で、目指すべき目標であったり、成果とい
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うことはしっかり見極めをしながら、その中で

最大限の成果を上げていくということで予算を

計上していくということなので、予算の査定の

流れといいますのは、当然、要求する段階では、

我々はこれだけ要るということで積算をし、要

求するわけですけれども、県庁の中でいろんな

議論をしていく中で、こういうやり方もあるだ

ろうと、もっとこういう効率的なやり方もある

だろう、もしくは、ここは削減できないかとい

うようないろんな交渉の中で決まっていくわけ

ですけれども、とりわけ私どもがやりたいと考

えている、特に重要な課題となっています若者

の定着でありますとか、新産業の創出、もう一

つ、あえて言えば、小規模事業者の皆様への伴

走的な支援ということも含めて、経費は見直し

ながら、効率的、効果的な予算組み、かつ執行

していくということで成果を上げていきたいと

考えているところでございます。

【山本(啓)委員】 そうですね。その上で、あえ
て申し上げるならば、例えば、新産業の件であ

れば、昨年から委員会や議場での議論も多分に

ありまして、ロードマップというものが策定さ

れて、数年先の本県の新産業に係る、これは既

存の造船業やプラントなどの製造業に比肩する

ものであると、そこまでのロードマップが定め

られました。

そこに得られるものというのは、まさしく製

造業のみならず、本県の産業の雇用の数とか、

あとは経済の伸び、そういったものが示された

と理解しているんですけれども、そういった部

分は県庁内でしっかりと合意が形成されて、こ

ういった予算で反映されているのか。ここまで

の切り方があると、今、産業労働部長の答弁を

いただいたので、もう了とするんですけれども、

今回この説明を見れば、例えば、人的な雇用が

多いですね。コーディネーターを配置してとか、

産業支援アドバイザーや専門コンサルタントを

配置しとか、キャリアサポートスタッフを配置

しとか、魅力ある職場環境づくりアドバイザー

を派遣してとか、要するに、県庁職員以外の方々

で専門分野、スペシャリストの方々を成果を出

すため現地に配置すると、そういう展開が多い

わけですよね。だから、そういった方を活用す

る際には、そういったことがこれまでと違った

方法であれば、当然、予算というのは膨らむし、

必要な経費というのは多分、はね上がると思う

んです。もし、これまでもそういった手法をと

っていたのであれば、一定の予算レベルという

のは維持されていたんだと思うんですけれども、

新しい手法として、そういった行政外の方々を

活用することによって、他と違う取組とか、ま

たはやりたいことのスピード感を上げようとす

るのであれば、当然、そういったものの予算は

上がると。そういった部分の合意、理解という

か、共通認識というのはとれているものなんで

すか。

【平田産業労働部長】先ほど申し上げました若

者の県内定着の促進、それから新たな産業の創

出ということについては、県として取り組んで

いく重要テーマだということで全庁的に認識を

されていると考えています。予算編成の中でも、

要求に対しての査定ということを見れば、確か

に切り込みもあるわけですけれども、結果とし

ての予算編成、付いた予算額を考えますと、県

庁全体の今回の予算編成を考えれば、そこは私

たちは、必要なものは獲得できたと考えていま

す。今までと違うやり方をするために、もちろ

ん産業労働部の中で身を削った分もあります。

当然、既存の事業を見直す分もあります。終期

が来たものであったり、見直すべきものは、産
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業労働部の中でも当然見直すものもありますし、

全庁的な財源確保の中で、先ほどの取り組む重

点分野として財源をそういう施策に振り向けて

いただいた部分もあるということでございます。

【山本(啓)委員】 部長説明は、先ほどから十分
わかるんです。ただ、例えば、ここに今計上さ

れている10の項目については、要求額そして計
上額の差がありますねというやりとりをしまし

たけれども、求めた事業がゼロ査定だった部分

というのが幾つかあるのでしょうか。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時２２分 休憩 ―

― 午前１１時２２分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【平田産業労働部長】全くゼロになったという

ものはないということでございます。

【山本(啓)委員】 そうであれば、この10本以外
にもあろうかと思いますけれども、これらの計

上された額をフル活用して、その効果を十分に

発揮していただきたいと思います。

それでは、少し中に入っていきたいと思いま

す。

ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費につい

てお尋ねをしたいと思います。これは最下段の

（4）のロボット・ＩｏＴ関連システム開発実証
補助金として、これだけの額があります。これ

らが（1）の「県内情報関連、ものづくり等幅広
い産業分野の事業者を会員とし」云々という、

このマッチングされた後、何らかのものを開発

していきましょうという部分に充てられる予算

ということでありますけれども、こういった流

れというのは、どこかの地域の取組とか、そう

いったひな型的なものがあって、概ねこういっ

た流れだよというようなことのルーチンの部分

をはめ込んだ事業なのか、その部分をご説明い

ただきたいと思います。

【井内新産業創造課長】この事業につきまして

は、平成30年度の新規でございます。この事業
を構築するに当たりまして、民間関係団体等と

意見交換を重ねまして、こういう形にした次第

でございます。他県でこのような流れの事業が

あって、それを参考にということではございま

せんで、独自に意見交換を重ねて構築をした流

れでございます。

【山本(啓)委員】 私も前回からこのやりとりを
何回もしているのでわかるんですけれども、結

局、県内の方々とのやりとりを経て、こういっ

た構造にしているというふうな説明を前回もい

ただいたと思っています。県は、まさしく県内

の既存の事業者の方々、長崎県次世代情報産業

クラスター協議会等々をつくってというところ

で、そのマッチングも県内の方々というところ

が基本になっているんですよね。恐らく、サプ

ライヤー企業と連携して、サプライチェーンを

つくってとかいう話をしていますから、それは

軸になっていると思うんですけれども、その部

分について、もう少し入り口を、意見聴取する

にしても、県外に対しても、しっかりとしたリ

サーチや、また県外の方々がリサーチをするこ

とによって長崎県の取組に呼応するように長崎

県内へ進出するような話という展開もあろうか

と思うんですが、そこはそういう部分の取組も

されているのですか。

【井内新産業創造課長】今年度、事業を実施す

る途中の過程で、この形で果たして平成31年度
もいいかという検証をする中で、県外の方も含

めた全国のロボット協会の専門家の方でありま

すとか、そういう方の意見を踏まえて、平成31
年度も基本、この形でやっていこうと考えたと
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ころでございます。

長崎県次世代情報産業クラスター協議会にお

きましては、県内の事業者をメーンに構成して

おります。わずかではありますが、県外の方も

加盟をする動き等もございます。そのあたりと

の連携も今後検討していければと考えておりま

す。

【山本(啓)委員】 そこまで確認した上で質問を
したいと思うんですけれども、であれば、平成

30年度からやっているこの事業において、一定
具体的なマッチング、具体的なロボット・Ｉｏ

Ｔ関連システムの開発、そしてそれに伴うシス

テムインテグレーターの育成や技術者の講座、

育てていく、何かしらの最下段の開発というも

のが具体的なものがもう掲げられている内容と

して理解してよろしいですか。もし、あるので

あれば、その取組の内容、具体的な事例を説明

いただきたいと思います。

【井内新産業創造課長】こちらのマッチングと

並行しまして、今年度、実証補助も行っており

ます。具体なものを申し上げますと、県内の使

う側のユーザー企業と技術を提供するサプライ

ヤー側の企業のマッチングを図りまして、その

実証の2分の1の補助をするものでございます。
例えば、今年度の実証補助の例で申し上げます

と、工場の生産性の向上を図る中で、ＩｏＴで

データをとって、それをＡＩで分析をして、よ

り効率化を図っていくシステムを開発するであ

りますとか、あと鋼材の切断のロボットについ

て、今まで、職人さんの勘とか、そういう長年

の経験でやっていた部分を定型化して効率化、

生産性の向上を図っていきたいという具体な取

組がございます。

【山本(啓)委員】 もう少しわかりやすい何か資
料があれば、取りまとめをして、今の進み具合、

進捗状況ということでいただければと思います。

最後に質問をいたします。スタートアップ集

積・創出促進事業費、抽象的な説明が幾つか入

っているんです。「スタートアップ企業等によ

る革新的サービスの創出を図る」と書いていま

すけれども、これは例えば、福岡とか、十分先

進地として認識されているところ、また島根で

したか、そういったところもあろうかと思いま

すけれども、そういった部分がある上に、革新

的なサービスの創出を図るという説明ですけれ

ども、その中身について、もう少し掘り下げて

説明いただけますか。

【井内新産業創造課長】こちらに「革新的サー

ビス」と書いておりますが、これは今までにな

いサービス、あるいはビジネスモデルを指すも

のでございます。大きなイメージで言いますと、

例えば、フリーマーケットのアプリのメルカリ

とか、そういう今までにない新しいモデルとい

うものがございます。他県におきましても、規

模感は全然異なってくるのですが、ＩｏＴを活

用したものでありますとか、あと本県にスター

トアップで具体的に県外から来ようとする企業

さんでは、外国人旅行者の方に日本体験を提供

するマッチングサービスを新たに行うとか、そ

ういうものが今、考えられるところでございま

す。

【山本(啓)委員】 すみません、ちょっとわから
なかったですね。言葉尻をとるわけじゃないん

ですけれども、これまでにないと言いながら、

既存のアプリケーションやシステムを説明で例

えに出されると、もうあるじゃないかと、その

どこが革新的なんだというふうに思ってしまう

んですけれども、何かしら具体的なものは県庁

職員よりも、そういったものを生むような環境

づくりをしていきたいと、入ってきた方々が、
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そういった新しい革新的なサービスを構築でき

るような環境づくりを県としてはやっていきた

いと、そういうふうな理解でよろしいのですか。

【井内新産業創造課長】さまざまな関係者が交

流を図る中で、そのような新たなサービスを構

築、そういうものを進めていきたいと、そうい

う場にしたいと考えております。

【山本(啓)委員】 そういったことに関する必要
なものを用意しようというようなことであろう

かと思います。

例えば、スタートアップ事業であれば、海外

の方々もそういったところに興味を持ったり、

利用したり、または新しいアジアの戦略として、

日本に拠点を構えてという方々にとっては、こ

ういった県の事業というのは、ありがたい場所

になろうかと思います。

ただ、その場合に、もちろん海外の方にとど

まらず、県内の、また九州の経済の方々に地点

があったほうがアテンドしやすいとか、そうい

った部分の人脈を頼って来る方もいらっしゃる

と思います。そういった部分のサポートなどに

ついては、何かお考えがこの中にあるのでしょ

うか。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃられるよ

うに、県内だけの人脈ではありませんで、県外

の、例えば先進的にこういうスタートアップ拠

点を運営しております施設が既にございますが、

そのような方に随時アドバイスをいただきなが

ら、あるいは不定期になるのですが、こちらの

ほうにもおいでいただきながら運営をしていき

たいと考えております。

【山本(啓)委員】 こういった形でこの集積地に
対して、今年が拡大なので、3月からの拠点のオ
ープンに向かって、例えば、今年度中にどれだ

けの企業の方々または団体がこういった中を利

用していただきたいとか、また数年後、何年間

で、どれだけのスタートアップが行われたい、

起業が行われてほしい、起業させたい、利用者

の数はどうなんだとか、具体的な数値について

は、何か示すものがあるのでしょうか。

【井内新産業創造課長】この施設の数値的な目

標としましては、このスタートアップ交流拠点

に入居スペースがございますが、まずは、そち

らに年間3件の入居を目標にやっていきたいと
考えております。

【山本(啓)委員】 イメージが湧くような資料が
欲しかったですね。また別途、そういったもの

をいただきたいということと、もう一つ、全国、

スタートアップのこういったオフィスというの

はどこでもあると思うんですけれども、そうい

ったところと本県が違うんだと、本県はこうい

ったサービスが用意されていて、こういった部

分に利点があるんだと、そういったものの一覧

表か何かがありましたら、後ほど資料でいただ

きたいと思いますので、お願いします。

【山口分科会長】それでは、午前中の会議はこ

れにてとどめ、しばらく休憩します。午後は、

1時30分から分科会を再開いたします。

― 午前１１時３４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山口分科会長】 分科会を再開します。

午前中に引き続き、審査を行います。

まず、前田委員から申し出があっておりまし

た事業比較資料について提出があっております

ので、ご説明をお願いいたします。

【大庭産業政策課長】 産業労働部の平成31年
度当初予算のスクラップ・アンド・ビルドの事

業一覧の資料をお配りしております。

この表なんですけれども、例えば、1行目、産
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業政策課、小規模事業者等経営強化促進事業費

268万円が平成30年度に上がっておりますが、
平成31年度は廃止にしましたのでバー、2行目
は、平成30年度がバーで、平成31年度に地域産
業活性化計画推進事業費1,000万円、これが新
規。3行目と4行目、企業振興課ですが、食品製
造業の高付加価値化支援事業費と食品づくりス

テップアップ事業費を統合して、平成31年度は
長崎フード・バリューアップ事業費を計上した

という表でございます。

トータルしますと、廃止が15件、4億1,434万
1,000円、新規が15件、3億2,653万7,000円とな
っております。

以上で説明を終わります。

【山口分科会長】では、引き続き審査を行いま

す。

ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】 質疑をさせていただきます。

若者定着課の件を午前中に質問したわけです

けれども、それはこの資料で言う地域創生人材

育成事業費ということが、この種の事業がなく

なったということで理解をしました。

ただ、聞きますけれども、この地域創生人材

育成事業費というのは何年間続いて、どれぐら

いの成果があったのか、まずお答えをいただき

たいと思います。

【小林若者定着課長】ただいまの事業について

ですけれども、事業の成果について質問がござ

いました。まず、こちらの事業については、平

成28年度の補正事業で組んだもので、3カ年事
業として、今年度が最終事業という形になって

おります。

各年、事業者さんにおいてＯＪＴの推進等を

行って、正規雇用を生むというようなことをア

ウトカムとしながらやっているものでございま

す。3カ年で、合計490の雇用を生むという目標
を掲げているところ、それを上回る611の雇用
実績を生んでおります。

【前田委員】 国の予算を使って平成28年度の
補正からやって、3カ年でそれだけの実績が出
たということで、そういった意味では非常に効

果があった事業だと認識をしますが、これは国

の事業であったからやったということなんです

けれども、結局、それが今年度、新年度になっ

たら国の事業じゃなくなったからやらないとい

うことになるんでしょうけれども、ＯＪＴを活

用しながらこういう実績が上がったということ

であれば、例えば、これを県の単独事業でやろ

うみたいな検討というのはされなかったのです

か。

【小林若者定着課長】こちらの事業についてで

すけれども、事業者さんからも評価は高くて、

続けてほしいという声はたくさん伺っておりま

した。その中で、若者定着課として検討いたし

まして、来年度以降は、若者定着課の課員であ

りますとか、県内就職促進という形で、先ほど

もご説明いたしましたキャリアコーディネータ

ー、そういった方を通じながら、ＯＪＴの必要

性、重要性などを企業さんに説明し、相談に乗

るということで対応していきたいと考えており

ます。

【前田委員】ぜひその点は積極的に進めてほし

いと思います。

引き続き若者定着課ですけれども、新規の事

業の中で、予算額もかなり増えた形で事業を立

案されていますから、このことについては目的

とか内容は見させてもらったので、ぜひ効果が

あるようなことを期待しますが、いろいろ話を

聞く中で、なかなか若者定着の実績が出ないと

いう話の中で、高校生の県内企業からの求職活
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動の時期についてお尋ねしたいのですが、私が

聞くところでは、県内企業が高校生に対して求

職に回った時に、既に県外の企業がアプローチ

していて、かなり県外のほうに内定か、決まっ

たかわかりませんけれども、そういう時期で、

求職の時期が県内が遅いんじゃないかという指

摘があるのですが、それは実態としてどうなん

ですか。もし、そういう事実であるとするなら

ば、県内企業の地元の高校生に対するアプロー

チする時期というものを早めるべきだと思って

おりますけれども、この辺は法的なこともある

んでしょうから、わからないので、現状の説明

を願いたいと思います。

【小林若者定着課長】ただいま高校生に対する

採用活動の時期についてご質問がございました。

基本的に、協定によって、採用活動を行える時

期というのは決まっておりまして、9月16日か
ら、一斉に県内企業も県外企業もまとめて面接

自体は始まるという取り決めがございます。そ

の後、実質的に個々の企業によって差はあるん

ですけれども、一番最初の面接に対して、どの

時期に確定の合否のサインを送ったかによって

2回目の面接を行えるものが違ってくるので、
そこで差が出てくるという話は伺っていること

はございます。

【前田委員】それでは、採用活動の時期という

のは県内、県外問わず、もちろんこれは協定で

決まっているから9月16日を守っているという
ことであれば、私が聞いているような県内企業

より県外のほうのアプローチが早いということ

ではないということですね。それよりも、むし

ろ、スタートは一緒だけれども、その後に1次と
いうか、決める時期が県外のほうが即決に近い

ような形でという話になるのですか。ただ、私

は、時期の違いがあるということをまず前提で

聞いているのと、そういった時に、県外のほう

が賃金とか給与体系がよくて、場合によっては

寮とか住宅の提供なんかもあるから、やっぱり

都市部のほうというか、県外に向いていくんで

すよ、みたいなご指摘とかご意見を受けている

わけですけれども、今のような実態であるなら

ば、どこを改善していけばよろしいのですか。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時３８分 休憩 ―

― 午後 １時３８分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【小林若者定着課長】少し説明が漏れていたと

ころがございますので、補足して説明をさせて

いただきます。今言った面接の時期の差という

のがあるのと、ハローワークへの求人票の提出

といったところもございます。6月1日からハロ
ーワークでの求人票の受け付け自体は始まりま

す。7月1日以降順次、各企業さんにハローワー
クから戻ってきます。それを各企業が高校に提

出をして、正式な採用活動の申し込みという形

になります。ここについては県外のほうが早い

という指摘が従前からございましたので、キャ

ンペーンという形で県内の企業に、業界団体も

通しながら、知事から説得を行うなどして、求

人票の提出を早く行ってくださいということを

やった結果、徐々に徐々に県内企業も求人票の

提出時期は早まって、その結果、県内就職率と

いうのも上昇傾向にあったというところがござ

います。

【前田委員】最初と随分答弁が違ってきている

ので。わかりました。

ただ、そこをきちんと認識して働きかけてい

るということであればいいですけれども、やっ

ぱりそういうご意見がある中で、私自身も今、
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聞いた限りの話をしましたけれども、もしかす

ると企業レベルのところでも、その受け止め方

がまだまだ認識されていないところもあろうか

と思いますので、さらに徹底を図って、そこは

スタートの時点で遅れをとることなきよう、そ

の間に、きちんと地元の企業の魅力をアピール

できるように努めていかないと、幾らこういう

予算を組んでも、なかなかそういう手順とか手

続のところで遅れていたら何にもならないので、

ぜひお願いをしたいと思います。

その上で、非常に酷な言い方になるかもしれ

ませんけれども、昨日も本会議場の予算総括で

指摘をさせていただきましたけれども、結果と

して、なかなか定着がはかどっていないという

話の中で、今年度の予算を見る中で、まずこれ

はどういう視点に立って一番強く優先順位を組

みながら新規の予算というのを組んでいるので

しょうか。

【小林若者定着課長】まず、予算としましては、

県内企業のことを学生に知ってもらう、生徒に

知ってもらうということが一番重要だと考えて

おります。その中で、なるべく丁寧な対応がで

きるように、大学で言うとキャリアコーディネ

ーターといった人件費を計上したり、高校で言

うとキャリアサポートスタッフをしっかりと配

置したりしながら、丁寧な対応を行っていくと

いうふうなものを重視しております。さらにプ

ラスしまして、企業側に対する働きかけという

ことも重要だと考えていますので、先にご説明

した企業の魅力向上といったところ、さらに県

内だけではなく県外にも、県外に出ている人た

ちも呼び戻すというところで、こちらの3本の
柱というのを考えながら事業を組み立てていっ

たというところでございます。

【前田委員】 午前中の質疑の中で山本(啓)委員

からも出ておりましたが、キャリアコーディネ

ーターやキャリアサポーターというスペシャリ

ストを配置することによって、そこを高めてい

こうということで今、答弁があったわけですが、

勉強不足で申しわけないですが、キャリアコー

ディネーター、キャリアサポーターというのは、

どういう方々がなって、その上で、こういう言

い方は上から目線で大変失礼ですけれども、そ

ういう方々の資質の向上というのはどういうふ

うにして図っているのですか。

【小林若者定着課長】キャリアコーディネータ

ーもキャリアサポートスタッフもさまざまな方

がいらっしゃいますが、例示を挙げるのであれ

ば、ハローワークで相談を行っていた相談員さ

んの経験者がなっております。そういった方々

に対しては、ある程度ノウハウがあるというと

ころもあるんですけれども、キャリアサポート

スタッフで言うならば、公立、私立で集めて、

若者定着課から年間3回、事業の趣旨だとか、今
後の方針、そういったところの頭合わせを行う

会議を行っております。キャリアコーディネー

ターにつきましては、その都度、その都度、事

業の進捗等を確認しながら、動き方というのを

見直しを行いながら進めているというところで

ございます。

【前田委員】ハローワーク等を経験された方が

なるという、実務的な面ではノウハウはあられ

ると思うし、キャリアサポーターもそうですが、

ぜひこの際、要望させてもらいたいのは、その

方々が、例えば、実務的だけではなくて、生徒

の気持ちに寄り添って県内就職の魅力を伝えて

いき、そこにまた生徒と気持ちの共有ができる

ようになるということに対しては、非常にその

方々の資質と言いますか、その人たち自身も識

見を広げて、研修とかを重ねることの中で勉強
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していくことが多分必要だと思うので、どうい

う年代層がなられているかとかもあるし、男女

がどうなのかというのもありますけれども、今

も当然やられていると思いますが、ぜひ子ども

たちとか保護者の方々の気持ちに寄り添える、

もしくはいろんな知識、幅広い経験をされてい

る方を採用し、そして育てていきながら、これ

だけの人件費をかけてきているわけですから、

効果を出していただきたいということを要望し

ておきます。

続きまして、企業振興課の長崎フード・バリ

ューアップ事業費について質問します。事業の

中身については特段違和感はありませんし、一

番最後のところにあった小規模事業者のところ

をサポートしたいというのは、小規模事業者へ

の並走型支援というのは非常にありがたいと思

っているのですが、以前も質問させてもらった

のですが、県内の食料品製造業者の県民所得向

上も含めて付加価値額を上げることの伸び代が

あるからということで、食料品製造業者にター

ゲットを絞って、以前は室もありましたよね。

それが今は企業振興課の中でやっているわけで

すが、この表を見ても、昨年は2つの高付加価値
支援事業費、食品づくりステップアップ事業費

があって、それは衣替えというか、リニューア

ルして、今度、長崎フード・バリューアップ事

業費というふうに、多分ステップアップはして

いると思うんですけれども、そもそも論として

の食料品製造業者の取っかかりのところからの

現況、それから施策や助成を打ち込んだ中で、

どれぐらい付加価値が上がってきた、どれだけ

今後目標を定めている、雇用も増えたかという

ような食料品製造業をどういう方向に持ってい

こうかという、そういったものを私は拝見させ

てもらっていないんですけれども、そのあたり

については、多分、何かきちんとした構想とい

うのがあった上での新年度の事業費だと思って

いるんです。一度そういうものを示していただ

きたいんですけれども、大体今どんな状況にあ

るのですか。

【宮地企業振興課長】前田委員お尋ねがござい

ました食料品製造業の現在の姿でございますが、

目標観としましては、私ども、総合計画の部門

別計画でございます、ながさき産業振興プラン

におきまして、食料品製造業1事業所当たりの
付加価値額の目標を定めております。具体的に

申し上げますと、平成25年を基準としまして、
これが1事業所当たり付加価値額が1億1,845万
円ございますが、それを7年後の平成32年には
20％増加させようと、数字で申し上げますと1
億4,214万円まで伸ばそうということで取組を
進めているところでございます。

現況、平成29年度の工業統計の数字で申し上
げますと、これを上回る推移をしておりまして、

付加価値額で申しますと1億5,660万円と、非常
に足元好調な状況でございます。委員おっしゃ

られます食料品製造業全体の姿ということでご

ざいますが、今申し上げました、ながさき産業

振興プランの中に目標を持っておりまして、来

年度から総合戦略及び総合計画の見直しも始ま

ってまいりますので、その中で、あわせて食料

品製造業の振興にどう取り組んでいくかという

ことにつきましては、具体的に検討してまいり

たいと思っております。

【前田委員】 わかりました。

最後に、産業労働部長に対して質問したいと

思いますけれども、特段予告もしなくて恐縮で

すが、昨日、予算総括質疑の中で、まち・ひと・

しごと創生総合戦略の進捗状況に関する質疑を

させていただきました。産業労働部長は議場に
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いたのでお聞きになられていると思いますけれ

ども、その中で、転出超過数を3割程度改善する
という目標に対して、5カ年の計画、新年度が最
終年度ですが、平成29年度の実績ということで、
転出超過数を3割程度の改善を積み上げて、
18％の改善を目標値に掲げているところが、現
状においては1.7％しか改善されていない。そし
て、私は平成30年3月末の見込みの数値を質疑
しようと思ったのですが、そこについてはなか

なか3月で人が移動するから難しいですけれど
もという話の中で、しかし、想像するに、高校

生の県内就職もポイントが下がっているし、大

学も微増なので、なかなか厳しい数字になると

いうふうに言われておりました。

そうなった時に、最終年度の平成31年度で3
割程度、30％を達成できるかというと、もう現
時点において限りなく難しいと思われるわけで

す。そう考えた時に、全てが産業労働部とは言

いませんけれども、やはり転出超過数を3割程
度改善するというふうな一番のミッションとい

うか、そこに課題があるとするならば、厳しい

言い方になるけれども、それはやはり雇用を創

出するということになると思っていて、そうい

ったことを考えた時に、この進捗状況の中で、

産業労働部が今までいろんな形で取り組んでき

たことの個々については、それぞれ目標を達成

してきていますが、その集大成として、平成29
年度実績がこうなっていることについて、どう

自分たちで分析し、そして平成31年、最後の年
はもうどうしようもないかもしれないけれども、

その次のアクションとして、どう起こそうとし

ているのか、そこまで意識してこの新年度予算

を組まれているのかどうかも含めて、産業労働

部長として、この点の改善について、私も知恵

はないんですけれども、どういうふうに目指し

ていこうかというものについて、最後にご答弁

をいただきたいと思います。

【平田産業労働部長】この間の人口減少対策の

中で、とりわけ私ども、背負っております雇用

創出の面では、企業誘致につきましても、地場

企業の雇用創出につきましても、実は、それ自

体の目標は上回って推移をしております。企業

誘致にしても、これまでの累計の目標は上回っ

ております。これは知事も常々おっしゃられて

おりますけれども、私どもの目標としている今

言った雇用創出でありますとか、あるいは移住

にしても目標数値を上回る中で推移をしている

んですけれども、それが人口減少を止めるとい

うことにつながっていないというのが率直なと

ころでございます。

私どもはそれを考えなければいけないという

ことで、ある意味、雇用の質といいますか、今、

高校を卒業して県外に進学していっている子ど

もたち、彼らが長崎に戻ってきて就職を考える

選択肢を与える、それを考えてもらうというこ

とでありますとか、県内の子どもたち、県内の

大学もそうですけれども、そういう子どもたち

に長崎県内の就職の選択肢を増やしていくこと

が私どもとしては今後も重要だろうと思ってお

ります。そういう意味で、ＩｏＴでありますと

か、ロボット、スタートアップにしてもそうで

すけれども、今後の成長性、未来というものを

長崎県の産業の中に見出していくことが重要だ

ろうと思っています。

子どもたち、学生もそうですけれども、長崎

に戻ってきてほしいと言いながら、未来がなけ

れば戻ってきてはくれないわけですから、将来

がある、長崎県に未来があるという姿を見せて

いくことが重要だろうと思っています。そうい

う姿を私たちは、産業をつくっていくという中



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月５日）

- 54 -

で取り組んでいかなければいけないというふう

に考えております。

【前田委員】わかりました。決意と受け止めま

すけれども、そういうことを考えた時に、予算

のつくり込み方自身も、例えば、航空機産業成

長応援事業費は、2,700万円の要望に対して
1,700万円しかついていない。新産業でありな
がら、申し上げたいのは、たかだか1,000万円ど
うして切るのかなと思っているんですけれども、

そこを事業精査したということであれば、それ

はそれで結構ですけれども、もう少し強弱のつ

いた予算であってもいいと思うし、昨日も随分

と言いましたけれども、やはり産業労働、質の

高い雇用を生むということは県だけじゃなかな

か難しくて、そこにもやっぱり市町との連携し

た取組というものも必要なので、こういった新

規事業に対して、県がこれをやるから、じゃ、

市町がこういった事業を追っかけてやります、

一緒にやります、みたいなものを今後は示して

いく中で、県だけが頑張っているんじゃなくて、

市町等の問題認識を共有し、そしてこの市だっ

たらこの部分、この市だったらこの部分みたい

な形で産業労働部の中で、当然業種も違ってく

るでしょうから、さっきの食料品製造業もそう

ですけれども、そういった中で、もう少し、め

り張り、思い切って予算要求もしてやってほし

いということを要望しながら、今度の新規事業

を含めたところでの予算がその成果をしっかり

出すように期待しながら、私たちとしても見届

けていきたいと思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【髙橋副会長】 まず、縦長の補足説明資料の5
ページ、航空機産業成長応援事業費についてお

尋ねをいたします。この事業費については、新

規ということでございます。この事業目的につ

きましては、「本県クラスター会員企業」とい

うふうな名称とかありますので、まずこの長崎

県航空機産業クラスター協議会がどういう形態

をしているのかということについてと、それか

ら現在、どういう兆しがあって、将来、どうい

う見込みができるかということ。3つ目は、予算
額が1,700万円ですけれども、もともと要求は
2,600万円あったと。それで、この1,700万円に
削られての事業展開をなさるんだけれども、

2,600万円あれば、実はこういうふうなことを
もうちょっと充実したかったとか、そういうこ

とがあろうかと思いますので、その3点につい
てお尋ねをいたします。

【宮地企業振興課長】 髙橋副会長から3点お尋
ねがございました。

まず、長崎県航空機産業クラスター協議会で

ございます。昨年の8月に、長崎県として航空機
についてクラスター協議会を設立させていただ

いております。経過としましては、私どもの基

幹産業であります造船プラントを中心に、金属

加工の高い技術をお持ちの企業様がたくさんあ

るという背景で、成長分野として航空機産業に

ぜひ入っていきたいということで設立をいたし

まして、現在、会員数が県内企業で41社、オブ
ザーバーは18機関、県外の金融機関であります
とか、大学にご参加をいただいておりますが、

合計59の機関で活動しているところでござい
ます。

今年度につきましては、まずいろいろ航空業

界の勉強もするということで、クラスター協議

会として先進地、先月は名古屋のほうの大手重

工メーカーをお訪ねして、そういうところを勉

強したり、あと先月、宇宙航空展が東京でござ

いまして、それに長崎県としてブースをお出し

しております。これは全国でも私ども含めて3



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月５日）

- 55 -

県でございまして、私も参りましたけれども、

非常に目を引くブースでございまして、4社ご
参加いただきましたけれども、具体的におのお

の商談を持って帰ってきたと伺っております。

2点目、兆しでございます。航空機産業につき
ましては、まず参入としては非常にハードルが

高いということで、具体的に申し上げますと、

品質保証の認証を持ってないとなかなか取引が

拡大しないということで、3年前に、私どもの地
場企業支援のファンド事業で、資格を取りたい

という企業をご支援しました。その企業は3年
前から取り組みになられて、資格を取られた後、

同じくファンド事業を活用していただきまして

展示会に出まして、そこで大手重工メーカーの

目に留まりまして、実は、近々取引が始まると

いうふうなお話も伺っております。これは先ほ

ど申し上げました高い金属加工技術を県内企業

はお持ちという裏付けだろうということで、

我々も非常に勇気が湧くような取組が足元で始

まっております。

最後でございますが、要求から査定をされて

いるけれども、それで大丈夫なのかというお尋

ねでございますが、中身としましては、今回、

専門家の派遣、クラスター協議会の企業に入っ

て、技術は何が使えるのか、新しい設備が要る

のだったら、どういう設備が要るのかとか、そ

ういうふうな具体的なアドバイスをいただく予

定にしておりますが、それを当初は2回入れた
いと我々も考えておりましたけれども、それは

まず1回でやろうということで、財政当局の査
定が入っておりますが、実は、補足説明の中で

も私から先ほどご説明申し上げましたけれども、

実際のビジネスのご支援としましては、新成長

ものづくり産業支援事業費、平成31年度予算額
が2億8,040万1,000円でございます。これは実

は昨年度、2億3,356万5,000円ということで、
4,600万円程度増額で予算を獲得しております。
こういうふうに成長分野における取組としまし

ては、私どもは十分な予算を獲得できたのでは

ないかと考えているところでございます。

【髙橋副会長】航空機産業への参入というのは

新しいジャンルで、ぜひ大きく育ててほしいと

いう気がいたします。

金属加工なんかは、かなり高い技術を持って

いらっしゃる企業が多いということですけれど

も、この40社の内訳というのは、やっぱり金属
加工がメーンかどうか、そこら辺についてのお

話をいただけたらと思います。

【宮地企業振興課長】 40社の内訳でございま
すが、委員がおっしゃられましたように、金属

加工の企業がメーンでございますが、成長産業

ということで、その辺の期待もありまして、例

えば、システム関係の会社でありますとか、保

険関係が出てくるという見込みだと思いますけ

れども損害保険の会社、あとは物自体が動き出

すと流通の仕事も増えるだろうということで流

通関係でありますとか、いろいろ多彩な企業に

ご参加をいただいております。

【髙橋副会長】これも精いっぱい支援していた

だいて、形がたくさんできることを願っており

ます。

もう一点、13ページの移住創業・事業継承促
進事業費として700万円の予算を計上しており
ます。これは廃業予定事業者向けに、新しく創

業する、あるいは継承する、そのマッチングを

進めていくということなんでしょうけれども、

これについてお尋ねをいたします。廃業予定事

業というのは、この長崎県においては、どうい

う業種があるものなのか、それとどの程度の需

要と言ったらおかしいけれども、多さがあるの



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月５日）

- 56 -

かということについて、お尋ねをいたします。

それから、事業価値簡易査定サービスという

のは1件当たり10万円と書いてございます。ど
なたがこういう査定をなさって、結局は、継承

する時の有償とかなんとかという、そういう条

件付けにもベースになる数値だろうと思うんで

すけれども、それについてのお示しをお願いい

たします。

【吉田経営支援課長】まず、事業承継がどのく

らいあるかというところですけれども、正確な

数字をつかめない状況にございます。Ｍ＆Ａの

ような形ですと、後で新聞に載ったりする場合

もあるんですけれども、表に出ないまま承継さ

れるということが非常に多うございますので、

正確な数字は把握ができない状況にございます。

その一方で、県内の事業所が減っているという

数字があるんですけれども、法人については、

それほど減っていないということがございまし

て、我々は、個人事業者、個人事業主が多く廃

業されているのではないかと考えております。

創業希望者が創業したいという時に、地域密

着型の創業としましては、例えば、理美容です

とか、飲食、マッサージ、あるいは小売業、そ

ういったところで創業希望者が多い、なおかつ

個人事業者の廃業が多いということは、今申し

上げたような業種も、恐らく、廃業されてしま

っているということが想定されますので、そこ

をマッチングするような仕組み、これは後継者

人材バンクという仕組みがありますので、そこ

への登録を相互に進めることによって、マッチ

ング機会の拡充を図っていきたいと考えており

ます。

事業価値簡易査定サービスにつきましては、

廃業予定事業者が自分たちの事業の価値を正確

に把握しないまま廃業してしまうというところ

に対しまして、今回、県が制度を設けまして、

想定していますのは、税理士の方等に決算書や

これまでの事業計画、事業成果といったものを

聞き取りをしていただいて、そこの事業所の価

値を査定してもらおうという考えでおります。

【髙橋副会長】この事業についても、個人企業、

零細企業という表現はいいのかどうかわかりま

せんけれども、小規模のいろんな商売なさって

いる方とかも対象になると。こういうきめ細か

な支援事業というのは、私も田舎に住んでいる

んだけれども、いろんな小店が廃業して、いつ

の間にかやめてしまう。本当はこの地域に残っ

てほしい、地域の核になるようなお店なんだけ

れども、どうしても年をとって、あるいは余り

もうからないというふうなこともございましょ

う。こういう方々に何か支援の方法がないかと

いうふうなことをかねがね思っていましたけれ

ども、そういう手厚い事業継承の促進をやって

いただけたらと思います。

ありがとうございました。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 午前中お聞きしました国境離
島企業誘致強化事業というのがありましたね。

もう一度確認しますけれども、平成29年からや
っていますということでしたけれども、実績が

ないということでありましたけれども、それは

間違いないのかどうか、改めてお尋ねしたいと

思います。

【佐倉企業振興課企画監】昨年、国境離島専門

の担当職員を東京企業誘致センターに置いて活

動を行っておりますが、現在のところ、誘致の

実績に結び付いたというところまではございま

せん。

【山田(博)委員】平成29年度の主要な施策の成
果に関する説明書の307ページの中に、国境離



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月５日）

- 57 -

島企業誘致強化事業とあるんです。この中に、

「企業誘致専門人材を配置し、離島部において

1件企業立地し雇用数45人を達成した。」と書い
ているんですよ。これは違うのですか。

【佐倉企業振興課企画監】 この1件の実績につ
きましては、平成29年7月に五島市に立地した
案件がございます。国境離島の地区に立地した

ということで実績を計上させていただいており

ます。したがいまして、この担当職員を置いて

から、それが成果に結び付いたということは、

現時点ではないということでございます。

【山田(博)委員】 そうしたら、私は国語力がな
いということですか。ここに「企業誘致専門人

材を配置し、離島部において1件企業立地し雇
用数45人を達成した。」書いている。決算のほ
うにはこんなに書いている。ということは、こ

の書きぶりと説明と実際とは違うということで

すね。決算ではそんなに書いているんだよ。こ

れはどういうことかということだ。だから私は

午前中聞いたんだよ。決算書にそんなに書いて

いるんだよ。私はこれを県議会で認めたんです

よ。今聞いたら、違うんですよと。ということ

は、決算書にうそを書いていたということで理

解していいんですか。そういうことは大きな問

題になるんだよ。県議会の委員会というのを軽

視しちゃいかんよ。もう一度、説明していただ

けますか。

【佐倉企業振興課企画監】国境離島に対する誘

致につきましては、この事業実施計上以前から

取り組んでいたところでございます。そうした

案件が結果、結び付いてきたわけですけれども、

専門職員を配置したというのとリンクをいたし

まして、こういうふうな表現を書かせていただ

いております。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時１１分 休憩 ―

― 午後 ２時１１分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【山田(博)委員】 ほかの質問がありますので、

それではお尋ねしたいと思います。部長説明の

6ページにありました、誰もが働きやすい良質
な職場環境の実現に向け、優良認証企業のさら

なる拡大や認証取得に向けた企業への支援に要

する経費として500万円ありますけれども、こ
れは実際この優良企業の拡大というのは今どれ

だけされているのか、それが効果のほどは今ど

のように上がっているのか、それを説明いただ

けますか。

【吉村雇用労働政策課長】誰もが働きやすい職

場づくり実践企業認定制度、略称「Ｎぴか」と

言っておりますけれども、Ｎぴかの認証をした

企業数というのは、制度の創設以来現在までで

59の企業、事業所を認定したところでございま
す。ちなみに、これは累計でございまして、今

年度の認証が34件、制度創設以来の累計が59件
でございます。

具体的な効果といいますか、これは企業様の

声、あるいは従業者の方の声ということになり

ますけれども、従業者の方からは、自分の企業

は働きやすい企業だったんだということが再認

識できてモチベーションが上がったとか、企業

様のほうからは、プラスの意見、人が採りやす

くなったという意見もございます。ただ、一方

では、まだまだ一般の求職者ですとか、新規の

卒業見込み生についてのこの事業の周知が十分

できていないといったような声も頂戴している

ところでございます。

【山田(博)委員】 これはＮぴかとなっているん
ですか。この企業が、例えば若者定着課の大学
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生と企業との交流があるじゃないですか。それ

はどういうふうにリンクされるのか、それだけ

お答えいただけますか。

【吉村雇用労働政策課長】例えば、若者定着課

が担当しておりますＮなび、ここにＮぴかを取

った企業はＮぴか企業というのを標示するよう

にしております。また、私どものＮぴかのペー

ジもございまして、これは次年度の改修予定で

ございますけれども、そこからＮなびの求人情

報へ飛ぶような連携、あるいは若者定着課主催

の合同企業面談会や合同企業説明会について、

Ｎぴか企業を優先的に参加できるような連携を

とっております。

【山田(博)委員】 この雇用環境改善対策で、累
計して、これで雇用が幾ら増えたかというのは

実績をとっていますか。採用とか、雇用環境を

改善することによって、具体的な数字として何

か上がっておりますか、上がっていませんか。

上がっているのだったら説明いただけますか。

【吉村雇用労働政策課長】Ｎぴかの審査は、申

請時における、いわば静的なデータ、一部、休

暇の取得とかは昔と比べて増えたかとかいうの

はございますけれども、例えば、雇用の数字と

いったものを経年比較する仕組みにはなってお

りませんので、具体的なデータとしてお示しで

きるものはございません。

【山田(博)委員】 そういったものを含めて、こ
れは大変いい事業だと思いますので、ぜひＰＲ

活動をしていただきたいと思います。

続きまして、若者定着課長にお尋ねしたいの

ですが、「キャリアサポートスタッフの配置」

とありますね。この配置の状況を説明いただけ

ますか。

【小林若者定着課長】キャリアサポートスタッ

フの配置についてご質問がございました。平成

30年度につきましては、県内の各高校に25人配
置をしております。平成31年度については、そ
の配置の見直し等を含めまして22人、ただし、
その配置校自体は減らさないようにしながらや

っていくというふうに考えております。

【山田(博)委員】 これは1校に1名で、年ごとに
ぐるぐる変わるということで理解していいので

すか。そこだけお答えください。

【小林若者定着課長】 1校に1名ということで
はございません。併任している方もございます。

その上で、一応単年単年で採用していくという

形をとっております。

【山田(博)委員】 そうすると、カバー率はどう
なりますか。それをお答えください。

【小林若者定着課長】 県内の高校79校に対し
て、平成30年度は46校配置をしております。
【山田(博)委員】 それじゃ、79校、対象となる
校があって、46校しかしていないのでしょう。
残りのほかの高校はどうしていくのですか。こ

のカバーはどんなにしていくか、それだけ説明

いただけますか。

【小林若者定着課長】高校の中にもいろいろご

ざいまして、進学者が多い高校、就職者が多い

高校がございます。基本的には、就職者が多い

高校に対して配置をしているということでござ

います。

【山田(博)委員】就職が多い高校が46校だから、
46校に配置しているということで理解してい
いのですか。それか就職をしている学校が79校、
どういうふうなことなのか、そこをお答えくだ

さい。

【小林若者定着課長】基本的に就職者が多い高

校というふうにはなっていますけれども、学校

の希望等も考慮しながらやっております。キャ

リアサポートスタッフを募集するけれども、配
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置の希望があるかないか、そういったところも

現地のニーズとして聞きながら配置を考えてお

ります。

【山田(博)委員】 現地のニーズといって、例え
ば、私の地元の五島市内に高校は幾つあるかご

存じですか、若者定着課長。五島市内に高校が

幾つあって、そこに配置しておりますか。それ

はどうなんですか。時間がありませんので、後

で答えていただけますでしょうか。

それでは、横長資料の19ページ、これは新産
業創造課長にお尋ねしたいのですが、県有特許

等の出願及び維持管理とあるんです。あと、知

的財産を活用した県内企業の研究開発から事業

化までの支援に要する経費とありますけれども、

県の知的財産というのは大体どれぐらいあって、

これを今、どのように活用しておられるのか、

それを説明いただけますか。

【井内新産業創造課長】 現在、県の特許は、工

業技術センター23件、窯業技術センター19件、
合計で42件登録しております。その中で、実際
に活用されているものもございまして、例えば、

物を壊さずに、果物とかを切ったりせずに光を

当てるだけで糖度をはかる技術、そういうもの

の活用等が図られているところでございます。

【山田(博)委員】 特許は42件あるんでしょう。
実際活用されたのはどれだけかわかりますか。

それを説明いただけますか。

時間がかかるでしょうから、もう一つ、企業

振興課にお尋ねしたいと思います。この中の18
ページに「工業団地の開発可能性について」と

ありますけれども、どこをされているのかとい

うのを関連してお尋ねしたいというのと、もう

一つは、Ｖ・ファーレン長崎さんが大村の工業

団地に進出したいということでありますけれど

も、一部の報道によると、返還をしてもらわな

ければいけないと。一部のマスコミでは返還金

額がある程度の数字で出ていますけれども、そ

の金額はどうなのか。万が一、大村のほうに進

出するとなると、その金額は、今お聞きしてい

ると、場合によっては国のほうに返還せざるを

得ないと。返還するとなるともったいないから、

長崎県内でしっかりと使ってもらわなければい

けないわけでして、そうすると返還してもらう

に当たっても、今後、長崎県として工業団地に

使うに当たっても、いろいろと事業計画とか、

予算を組み合わせなければいけないものですか

ら、大村市に対して、いつまでにそれは返事を

いただかなければいけないのかというのを説明

いただけますか。

【佐倉企業振興課企画監】まず、工業団地の開

発に関する調査の経費219万1,000円を計上さ
せていただいております。これにつきましては

毎年200万円ほどを計上させていただいており
まして、検討を進めていく中で、今、適地とか

いうところは具体的にございませんけれども、

出てきた時に、すぐ調査を行いたいということ

で確保をさせていただいております。

それと、2つ目の大村市への工業団地の補助
金についてでございます。大村市の工業団地に

つきましては、平成27年度から工事を始められ
ておりまして、これまで今年度も含め6億2,200
万円ほどの補助金を交付予定でございます。現

時点では、大村市のほうからは具体的に用途変

更と、ジャパネット様のほうにするというよう

なご相談はあっておりません。したがいまして、

現時点では相談もございませんので、報道等が

なされているサッカー場のような運動施設に使

われるということであれば、一般的には、事業

計画といいますか、交付決定の目的外使用とい

うことで、補助金の返還になろうかと考えてお
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ります。

その返還された交付金につきましては、具体

的には国と協議をして対応していくということ

になりますので、現時点でどうするかというこ

とは、お答えをすることができません。（「時

期」と呼ぶ者あり）

いつまでに答えをもらえばいいかということ

でございますけれども、県としましては、いつ

までにということは今、考えておりませんけれ

ども、対応が決まれば、対応に当たってまいり

たいと思っております。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２５分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【佐倉企業振興課企画監】財源でございます電

源立地地域対策交付金の取扱いにつきましては、

現在、市町営工業団地に充当している分につき

ましては、平成33年度まで、県として工業団地
の造成に対する補助金として充当するというふ

うに、交付決定をそういう形で受けているとこ

ろでございますので、それまでに何らかの対応

という形になろうかと考えております。

【山口分科会長】答弁の残しがありますけれど

も、答弁はありますか。

【井内新産業創造課長】先ほどの特許の活用状

況でございますが、今年度の状況としまして、

工業技術センター、窯業技術センターの特許合

わせて10件が企業様に活用をいただいており
ます。

【吉村雇用労働政策課長】申しわけございませ

ん、先ほど山田(博)委員への答弁の中で、Ｎぴか
の取得数、累計59、今年度34と私、申し上げま
したけれども、34は平成29年度末までの累計で

ございまして、今年度の取得企業数は25でござ
いました。訂正をさせていただきたいと思いま

す。

【山田(博)委員】 それでは、新産業創造課長、

今、42件特許があって、10件活用されていると
ありましたけれども、これはどんどん活用して

もらうようにしなければいけないわけですね。

どういった特許を長崎県は持っているかという

のはオープンにしているのかしていないのか、

活用できるようにしているかどうかというのを

お尋ねしたいというのと、企業振興課企画監、

平成33年度と言っていますけれども、大村市が、
要は、平成33年度までにどうするかというのを
返事をもらえれば国に返還しなくていいという

ことで理解していいのですね。これは先ほど、

6億2,000万円というのを目的外使用だからと
いって返還してもらいますよと。それをそのま

ま目的外使用で、別の事業に使わなくなって6
億2,000万円国に返すよりも、長崎県で使える
ようにしたほうがいいわけだから、その6億
2,000万円を使うには、大村市が最低でも返事
をもらわなければいけないのは平成33年度ま
ででいいということで理解していいのですね。

これは大事なところですよ。企業振興課企画監

はさっきから国境離島新法でもちょっと違うこ

とを言うし。お答えください。

【佐倉企業振興課企画監】国への交付金の取扱

いにつきましては、今後正式に大村市から具体

的な相談がありまして、それをもって国と協議

をさせていただいて、その場で国のほうからご

回答をいただけるというふうに考えております。

したがいまして、現時点で、どういうふうな取

扱いになるかというのは、まだわかりません。

【山田(博)委員】 私が言った趣旨がご理解いた
だけないのですか。その6億2,000万円というの
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を、大村市から相談のタイムリミットが、いつ

までであれば国と協議して長崎県で使えるかと

いう時期を明示してくださいと言っているんで

す。平成33年で間違いないのですか、そこだけ
お答えください。時期がそれで間違いないかど

うか。これは大村市さんに教えてあげなければ

いけないじゃないですか。そこをちゃんと明確

にお答えくださいと言っているんです。

【佐倉企業振興課企画監】想定でございますが、

大村市から補助金の返還を受けて、それを県の

基金のほうにそのまま置いて、ほかの事業等に

活用できるか、もしくは、それをそのまま国の

ほうに返還をしてくださいというふうに国が判

断されるかということがございますので、どの

ような取扱いになるかというのは、国に正式に

協議した後でなければ、お答えが現在しかねる

というところでございます。

【山田(博)委員】 時間ですので、一旦終わりた
いと思います。

【山口分科会長】 2巡目ですけれども、ほかに
質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 山田(博)委員、まだあります
か。

【小林若者定着課長】五島に配置しているキャ

リアサポートスタッフの数についてご質問がご

ざいました。まず、五島市にある公立高校の数

が4つ、特別支援学校の数が3つで、そのうちキ
ャリアサポートスタッフを配置している校数と

しては、公立高校と特別支援学校で2つずつの
計4校に配置をしております。キャリアサポー
トスタッフの人数としては、2人で対応してい
るというところでございます。

【山田(博)委員】 キャリアサポートスタッフと
いうのは、これは大変いい事業だと思うんです

けれども、県内には83校あって、34校しか配置
できないんですけれども、あと残りの49校はど
のようにしていくかというのは、残りの49校と
いうのは、特段必要じゃないというふうに認識

したのかどうなのかというのを説明いただけま

すか。

【小林若者定着課長】追って答弁を訂正させて

いただきたいと思っているのですけれども、83
校というのは公立と私立両方入っておりまして、

私立高校には別途、県内就職推進員を置いてお

ります。そこの人数も含めて、全体の数という

のはまた報告させていただきます。

その上で、私立も公立も全体をカバーしてい

るわけではなくて、先ほどご説明したとおり、

就職者の多いところというのを中心に配置して

おりまして、その上で、希望もとった上でやっ

ているというところでございます。

これで十分かというところではございますけ

れども、今後、進学校に対しても働きかけは強

めようというふうに思っておりまして、そのた

めに進学校の教員に対する県内企業の見学会だ

とか、そういったところを来年度考えておりま

す。

進学者が多い高校も就職者が多い高校も、キ

ャリアサポートスタッフの配置の有無にかかわ

らず、県内のことを知っていただく、そういう

ことが重要だと思っておりますので、両者に働

きかけはしっかりとしていきながら、人口減少

を止めていくというような結果につなげていき

たいと考えております。

【山田(博)委員】 先ほど、「保護者向け情報発
信強化」と、地元就職魅力発信パンフレットと

いうことで、「なっとく！ながさき」というこ

とで拝見をさせてもらったんです。これはデザ

インは誰が考えられたのか。若者定着課長が考
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えられたのですか、お答えください。

【小林若者定着課長】私の着任前ですので、私

ではございません。業者がデザインをしており

ます。

【山田(博)委員】 業者がデザインして、若者定
着課長、これを見て、どう思われますか。これ

は大人の目でつくったのですか、どうですか。

【小林若者定着課長】こちらはファイナンシャ

ルプランナーの相談だとか、統計数字を使いな

がらつくったものでございます。

【山田(博)委員】 小林若者定着課長、私は、こ
ういうものをつくるのだったら、大人の視線じ

ゃなくて、やっぱり子どもたちというか、実際

見る人たちに、どういうふうなつくり方、見た

ほうがいいかということをしたほうがいいんじ

ゃないかと思うんです。業者につくらせました

と。そう思いませんか。これは誰が見るかとい

うと、若者、これから就職する高校生とかが見

るのだから、それでこれは長崎の生活、福岡で

の生活、東京の生活といって、通勤はどれぐら

い、余暇、お金のこととかいろいろ書いており

ますけれども、こういったもので選ぶのかどう

かというのを含めて、ちょっと考えてされたら

どうかと私は思うわけでございます。ぜひ就職

する子どもたちの目線でそういったものをつく

られたらどうかと思うんですけれども、これは

要望にかえさせていただきたいと思いますけれ

ども、何かご意見とかありますか。いかがです

か。

【小林若者定着課長】このパンフレットの作成

に限らず、さまざまな事業を進めていく上で、

学生や生徒、若い人たちの意見というのはしっ

かりと聞きながら事業を進めていきたいと考え

ております。

【山田(博)委員】 雇用労働政策課長にお尋ねし

ますけれども、28ページに労働福祉対策費とい
うのがあって、労働者福祉の向上に要する経費

237万6,000円とありますね。これは何の経費で
したか。

【吉村雇用労働政策課長】これは労働者団体に

対する運営費の補助と事務費でございます。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時３７分 休憩 ―

― 午後 ２時３７分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【山田(博)委員】 新産業創造課長にお尋ねしま
すけれども、横長資料の22ページに、燃料電池
船建造プロジェクト事業費とあります。それと、

それに関連して、海洋エネルギー関連産業創出

促進事業費とありますけれども、この中に「風

力発電にかかるゾーニング導入可能性検討」と

ありますね。この中に、風力発電導入の促進エ

リアとかを含めて調査委託とあっていますけれ

ども、このエリアというのは港湾とか漁港を含

むのかどうか、それを含めてお答えいただけま

すか。2つですね、お願いします。
【井内新産業創造課長】まず、燃料電池船建造

プロジェクト事業費でございますが、これにつ

きましては現在、背景としまして、環境省事業

によりまして、船舶における水素利用のロード

マップの策定に向けた作業を進めております。

これに県内企業が参画をしておりまして、ロー

ドマップ策定後の平成33年以降に、国のプロジ
ェクトを活用した県内での実証船の設計、製造、

実証運航を目指しているところでございます。

この事業費としまして、県内で実証事業をする

に当たりまして必要な調査の経費として200万
円を計上しております。加えて、活動経費、旅

費等ですが、これが約120万円程度という内訳
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でございます。

それと、海洋エネルギー関連産業創出促進事

業のゾーニングにつきましては、港湾というよ

りも、今後、国の法律で、一般海域における長

期の使用が認められるという法律が4月に施行
予定でございます。これを見据えた一般海域で

の可能性を調査しようとするものでございます。

【山田(博)委員】 新産業創造課長、そのゾーニ
ングはわかりました。

燃料電池船というのは水素漁船で間違いない

ですね。そこだけお答えください。

【井内新産業創造課長】環境省の事業で前提と

しておりますのは、20トンクラスの旅客船でご
ざいます。

【山田(博)委員】 そうしたら、この燃料電池船
というのは20トンクラスの水素の船でいいわ
けですね。そうしたら、20トンの水素船の旅客
船を考えているというのであれば、今現在、実

際このデータというのはとられているのかとら

れていないのか。今、環境省の五島の分は調査

が終わっているんですね。にもかかわらず、そ

れをずっと今までするというのは、なぜこうい

うふうになっているかというのを説明いただき

たいと思います。

【井内新産業創造課長】おっしゃられるように、

現在、データは取得をしていないところでござ

います。過去、データを一部とっておりました

が、電動船として動かしたものでございますの

で、そのデータを直接今回の水素船に活用でき

るというものではないと考えております。

【山田(博)委員】 そうすると、今回は燃料電池
船というのは、「研究開発に要する」とありま

すけれども、今現在データはとっておりません、

過去のとっていたものは小さい普通の漁船を改

造したような旅客船であって、それもデータも

とっていない、それは利用されるわけじゃない

ということでありますね。そうしますと、20ト
ンクラスの水素の、要するに、燃料電池の旅客

船を研究開発する、平成33年以降と言っていま
すけれども、絵に描いた餅になってくるんじゃ

ないかと。今初めてそういった話を聞いたらで

すね。長崎県はずっと500万円近くの予算計上
していますけれども、平成33年以降、環境省が
やりますからと、長崎県もついていっておりま

すけれども、実際それが本当に大丈夫かという

のは心配になってきたわけです。これは次長は

どなたが担当なんですか。私が今、議論してい

ることにおいて、本当にこれは大丈夫かと思い

ませんか。説明なかったから、今初めてこんな

ことを聞いたんですよ。産業労働部次長、私の

今のやりとりを聞いて、誰が聞いてもこれは心

配になりますよ。それをお答えいただけますか。

どう思われますか、見解をお聞かせください。

【貞方産業労働部次長】この事業につきまして

は、国のほうと県関係の企業等も含めて研究会

だったと思いますが、立ち上げて、今始まった

ばかりのプロジェクトだとお聞きしております。

今後、できるだけ長崎県にいろんなプラスの波

及効果があるように進めていかなければいけな

いと考えておりまして、そういうふうな働きか

けは今後ともやってまいりたいと考えておりま

す。

【山田(博)委員】 これは立ち上げたばっかりと
言って、いつから立ち上げたのですか。新産業

創造課長、お答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】 平成30年度に立ち上
げました。

【山田(博)委員】 立ち上げたばかりでデータが
ないので、じゃ、どんなにしてつくるんですか

と。新産業創造課長、お答えいただけますか。
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データがないので、どうやってつくるのですか。

私は、立ち上げ、頑張っていただきたいとい

う思いはあるんです。がしかし、環境省がやり

ましょうからといって長崎県も一緒についてい

って、やっぱりできませんでしたでは話になら

んわけですよ。これじゃ、産業労働部次長、デ

ータがないんですよ。ないのにつくろうと言っ

ているから県が予算をつけますよと。こんなこ

とあるものか、ばかばかしい。何でこんなにし

なければいけないのですか。産業労働部長、私

が思っていることを覆すような何か考えなり、

状況があるのだったらわかるんですよ。データ

もない、何もない、とにかく平成33年以降つく
りますから長崎県も一緒にやってくださいと言

われたって、それはどうかと思うよ。普通そう

思いませんか。新産業創造課長、これは率直に

どう思いますか。担当課長としてお答えくださ

い。

【井内新産業創造課長】この船の実証船の建造

が平成33年以降を目指してというところでご
ざいますが、そこに今から県内の企業が入り込

んで一緒にやっていくと。その一緒にやってい

くことで、県内でそういう実証あるいは建造が

できるようにするという、そういう意味では意

義があると思います。

【山田(博)委員】 新しい燃料電池船をつくると
いうのはわかるけれども、しかし、データがな

いのに今からつくろうと言ったって、それは本

当に大丈夫かと普通思いませんか。じゃ、お尋

ねしますけれども、五島の最初の「長吉丸」と

いう船があったですね。あの水素で動いていた

船を民間に払い下げて、それを活用しようとい

うふうな話になっていましたけれども、国土交

通省から許可がおりていないから運航できてい

ませんということが事実ありますけれども、そ

れは間違いないかどうか、そこだけお答えくだ

さい。

【井内新産業創造課長】「長吉丸」につきまし

ては、五島市への譲渡に向けて、現在、日本小

型船舶検査機構と協議を進めているところでご

ざいます。今年度については、運航実績はござ

いません。

【山田(博)委員】 実績じゃなくて、日本小型船
舶検査機構から運航の許可がおりているかおり

ていないか、そこをお答えください。

【井内新産業創造課長】まだ許可はおりていな

い段階でございます。現在、最終的な協議を行

っている状況でございます。

【山田(博)委員】 最終的な協議と言って、協議
をしてからどれぐらいになりますか、お答えく

ださい。

【井内新産業創造課長】今年度当初来、協議を

しております。その中で、日本小型船舶検査機

構のほうからデータ等を求められて、やりとり

をしている状況でございます。

【山田(博)委員】 それはいつ許可が出るのです
か。

【井内新産業創造課長】現在、最終的な段階と

伺っております。少なくとも3月には最終的な
結果が出るものと考えております。

【山田(博)委員】 そうしたら、燃料電池船の旅
客船の「長吉丸」というのが4月1日から運航す
るということで理解していいんですね。これは

燃料電池船の研究開発等に要する経費に関連し

て質問しているわけです。間違いありませんね。

そこだけお答えください。

【井内新産業創造課長】早期の運航開始に向け

て、できるだけ早くできるように努めてまいり

ます。

【山田(博)委員】 もともとこれは名前は別とし
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て、こういった船を有効活用しなければいけな

いということで、地元の団体なりに活用しても

らうように話をしていたわけですね。新産業創

造課長、私が提案させていただいておりました

けれども、今回、これだけ日本小型船舶検査機

構からの許可がおりないというのは、いかに難

しいかというのがわかったんです。それで20ト
ンの船を平成33年度以降建造すると言っても、
なかなか実際難しいというのは、たったこのこ

とでもわかると私は思って今質問しているわけ

です。しっかりと取り組んでいただきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いした

いと思います。

最後に、産業政策課長にお尋ねしたいんです

けれども、横長資料の15ページに中小企業団体
指導育成費とありますね。長崎県の厳しい財政

の中でも、この予算というのは、そうでも削減

されていないということで理解しているわけで

すが、今、離島の商工会支所の統廃合が進んで

いるわけです。長崎県の中小企業振興費の中に

中小企業団体指導育成費とありますけれども、

長崎県のこの予算というのは、各離島の商工会

の支所の統廃合というのと関係するか関係しな

いか、そこだけお答えください。

【大庭産業政策課長】商工会及び商工会議所が

行う小規模事業者のための経営改善普及事業、

その他、商工会と商工会連合会と商工会議所の

事業費に対する助成を行っております。その中

には、支所の統合に関する啓蒙普及等の経費と

か、事務費等が含まれております。

【山田(博)委員】 そうしたら、お尋ねしますけ
れども、壱岐、対馬、五島で市町とか町が合併

して、その時の支所が幾らあって、今現在どれ

だけになったのか、それをお答えいただけます

か。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時５０分 休憩 ―

― 午後 ２時５１分 再開 ―

【山口分科会長】 再開します。

【大庭産業政策課長】まず、新上五島町商工会

でございますが、平成29年度末、5あった本支所
が、平成30年度末で2、五島市商工会でございま
すが、5の本支所がそのまま5、壱岐につきまし
ては、平成29年度末で1、平成30年度末、1、対
馬につきましては、平成29年度末、6の本支所が、
平成30年度末、4に統合したところです。
【山田(博)委員】 商工会の各支所というのは地
域の要なんです。それで、ただでさえ大変な状

況にもかかわらず、この中に、商工会とかの支

所の統廃合の啓蒙等の予算を組んでいたんだ。

あなた方は、商工会に頑張れ頑張れと言って、

その一方で、商工会の支所をなくせなくせとか。

対馬なんかは上県から厳原まで1時間かかるん
だよ。五島だって、玉之浦に行くのに幾らかか

るか知っていますか、1時間かかるんだよ。こう
いうふうな状況の中で、高齢化が進んでいくの

に、商工会の指導及び、こういう中で統廃合し

ようというのは何だ、これは。あなたはこれか

ら地域は頑張れと言うのに、地域の要の商工会

を縮小しようとか、これは言語道断だよ。産業

政策課長として、またしっかりと考えてもらい

たい。そういうふうな啓蒙をしていたかもしれ

ないけれども、運用に当たっては慎重にやって

いただきたいです。これは強く要望しておきた

いと思っております。私の五島市はこれは指一

本させません。私は地元の方から言われている

のだから。玉之浦、三井楽、富江、岐宿、奈留、

商工会の支所があるからこそ地域の祭りもある、

行事も支えていただく。これは商工会の支所を
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なくしたら困ると言われているんだ。今回大き

な声が上がっていますから、産業政策課長、そ

ういった声があるということで、ぜひご理解い

ただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【吉村雇用労働政策課長】 先ほど山田(博)委員
お尋ねの横長資料28ページ、労働者福祉の向上
に要する経費でございます。先ほど答弁いたし

ましたとおり、労働者福祉団体に対する補助が

主なものでございます。補助の予算としては、

平成31年度、221万5,000円でございます。内容
といたしましては、この団体が行いますセミナ

ー等の研修、啓発、相談事業、スポーツ・文化

活動事業、調査研究事業等が補助対象となって

おりまして、補助率が2分の1以内で、平成30年
度の実績はまだでございますが、平成29年度の
実績として、約700万円の補助対象経費に対し
て230万円の補助を行ったところでございます。
【山田(博)委員】 その予算執行に当たっては、

きちんとした執行をお願いしたいと思います。

これは言っていることはわかると思いますから

ね。予算の執行は、いろんな問題が発生しない

ように、しっかりお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いします。

【山口分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第7号議案、第57
号議案のうち関係部分及び第62号議案につい
ては、原案のとおり、それぞれ可決することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

15時10分まで休憩いたします。

― 午後 ２時５６分 休憩 ―

― 午後 ３時１０分 再開 ―

【山口委員長】 再開します。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

まず、産業労働部長より総括説明をお願いい

たします。

【平田産業労働部長】産業労働部関係の議案に

ついてご説明いたします。

資料といたしましては、農水経済委員会関係

議案説明資料とその追加1と追加2がございま
すので、お手元にご用意いただければと思いま

す。

まず、農水経済委員会関係議案説明資料の1
ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第41号議案「長崎県工業技術センター条例及び
長崎県窯業技術センター条例の一部を改正する

条例」、第42号議案「長崎県ビジネス支援プラ
ザ条例等の一部を改正する条例」、第43号議案
「長崎県技能会館条例の一部を改正する条例」、

第44号議案「長崎県立職業能力開発校条例の一
部を改正する条例」であります。

第41号議案「長崎県工業技術センター条例及
び長崎県窯業技術センター条例の一部を改正す
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る条例」につきましては、人件費算出方法の見

直し及び消費税率の改定等に伴い、所要の改正

をしようとするものであります。

また、第42号議案「長崎県ビジネス支援プラ
ザ条例等の一部を改正する条例」及び第44号議
案「長崎県立職業能力開発校条例の一部を改正

する条例」につきましては、消費税率等の改定

に伴い、所要の改正をしようとするものであり

ます。

第43号議案「長崎県技能会館条例の一部を改
正する条例」につきましては、長崎県立佐世保

技能会館の廃止及び消費税率の改定に伴い、所

要の改正をしようとするものであります。

次に、産業労働部関係の議案以外の主な所管

事項についてご説明いたします。

本日ご報告いたします項目は、経済・雇用の

動向について、地場企業の支援について、航空

機関連産業の振興について、ロボット・ＩｏＴ

関連産業の支援について、サービス産業の振興

について、小規模事業者等の振興について、事

業承継の推進について、海洋エネルギー関連産

業の創出について、企業誘致の推進について、

県内定着の促進についてで、内容につきまして

は記載のとおりであります。

そのうち、新たな動きなどについて、要点を

絞ってご紹介をいたします。

5ページをお願いいたします。
（事業承継の推進について）

県内事業者の円滑な事業承継を支援するため

に創設した「長崎県事業承継ネットワーク」で

は、事業承継に係る支援ニーズを掘り起こす事

業承継診断を行っており、昨年12月末までの実
施件数は、目標を上回る681件となっておりま
す。診断の結果、支援が必要な企業に対しては、

地域の専門家や支援機関と連携しながら、事業

承継計画の策定等を進めております。

また、平成31年度につきましては、マッチン
グ機会の拡大に向けて、簡易査定を無料で行う

サービスを新たに提供し、事業承継の推進に努

めてまいります。

続きまして、6ページをお願いいたします。
（海洋エネルギー関連産業の創出について）

海洋エネルギー関連産業の創出については、

実証フィールドを含む本県海域への潮流発電及

び洋上風力発電の国内外からのプロジェクト誘

致による県内企業の新規参入を促進するととも

に、商用化を見据えた研究開発や、事業分野ご

との中核企業の育成と共同受注体制の構築支援

などに取り組んでまいりました。

去る2月6日には、長崎市内において、第5回長
崎県海洋産業フォーラムを開催し、県内企業の

参画促進や海洋エネルギー関連産業の拠点形成

の推進を図ったところであります。

次に、農水経済委員会関係議案説明資料（追

加1）をご覧いただきたいと思います。
（スタートアップ企業の集積及び交流拠点の開

設について）

今後成長が見込まれるスタートアップ企業の

集積及び交流を図る拠点を、3月26日に出島交
流会館2階に開設する予定としております。
この拠点におきましては、交流会やセミナー、

相談会等を開催するためのスペースや、起業者

向けの専用デスク等を整備しており、今後、ス

タートアップを目指す方や県内企業、大学、金

融機関など様々な人材が交流し、アイデアや技

術を高め合うことで、新たなサービスの創出に

つなげてまいります。

（企業誘致の推進について）

去る12月27日、株式会社シーエーシーが、長
崎市への立地を決定されました。
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また、1月10日には、株式会社ペイロールと立
地協定を締結いたしました。同社は、今年7月か
らクレインハーバー長崎ビルで事業を開始する

予定とされております。

さらに、2月19日には、富士フイルム株式会社
及び富士フイルムソフトウエア株式会社と立地

協定を締結いたしました。富士フイルム株式会

社が、次世代ＡＩ技術の開発拠点「Ｂｒａｉｎ

（ｓ）九州」を長崎市に開設することに併せて、

同拠点に富士フイルムソフトウエア株式会社が

来年4月に事業所を開設し、当初5年間で20名程
度を雇用、将来的には50名規模での事業実施を
予定されております。

さらに、2月20日には、京セラコミュニケーシ
ョンシステム株式会社が、長崎市への立地を決

定されました。ＩｏＴ関連部品に関するソフト

ウエア開発等を行っており、今年11月にクレイ
ンハーバー長崎ビルに事業所を開設し、当初5
年間で50名の雇用を予定されております。
今後とも、地元自治体等と連携しながら、企

業誘致の推進に努めてまいります。

（県内定着の促進について）

今春卒業の高校生を対象とした県内の求人数

は、1月末現在で前年度を134人上回る5,052人、
内定率は0.1ポイント上回る93.5％、県内就職率
は49.5％と、前年度を2.8ポイント下回っており
ます。

一方、大学生の内定率は、1月末現在で前年度
を2.9ポイント上回る88.7％、県内就職率は
39.4％と、前年度を0.1ポイント上回っておりま
す。

ここで説明資料の本体の7ページの一番下に
お移りいただきたいと思います。

これは、全国的な強い人手不足や県外企業の

積極的な採用活動を背景に、多くの学生が県外

企業を志向する傾向があるためと考えられます。

このため、県内就職への関心が薄い学生に対

する働きかけを強めること、そのために、三役

を含め県幹部職員などが大学に加え高校へも出

向いて、ふるさとの魅力や本県で働くことの意

義などを直接伝え、県内就職の促進を図ってま

いります。

また、福岡と東京担当のキャリアコーディネ

ーターの配置、ＳＮＳを活用した、ふるさと情

報の発信など、県外へ進学した学生の県内就職

促進に向け、取り組んでまいります。

このほか、高校に配置していますキャリアサ

ポートスタッフ等を活用した県内就職促進対策

など、さらに県内企業で働くことに対する意識

の醸成を図ってまいります。

その他の事項につきましては、記載のとおり

であります。

また、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく提出資料について、説明資料を配付さ

せていただいております。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 第43号議案、長崎県立佐世保
技能会館を廃止するということでありますが、

これは現状はどういうふうになっているのか、

まずそれを説明いただけますか。

【吉村雇用労働政策課長】佐世保技能会館につ

きましては、佐世保市の干尽町、みなとインタ

ーのそばにある施設でございます。現状、会議
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室、研修室等を技能関係者及び一般の方々へ貸

し会議室のような形で貸し付けをしております。

管理運営につきましては、ハウステンボス・技

術センターへの指定管理でやっております。

【山田(博)委員】 今、どなたか入居している人
がいらっしゃるのですか。それはどのようにな

っているのですか。それをお尋ねしたいと思い

ます。

【吉村雇用労働政策課長】従来、石油商業組合

佐世保支部様が事務所を1室、入居しておりま
したけれども、廃止に向けて準備を進める中で、

昨年10月に、別の場所に移転をしておられます。
現在、入居団体はございません。

【山田(博)委員】 佐世保技能会館を廃止すると
いいますけれども、廃止する理由と経過を詳し

く説明していただけますか。

【吉村雇用労働政策課長】 1つには、利用率が
低迷して収支に赤字が生じていること、それと

これは本来は技能関係の利用を主目的としたも

のでございますけれども、諫早の技能会館に比

べて技能関係者の利用率も低くとどまっている

こと、さらに施設の老朽化も進みまして維持管

理に多額の経費が見込まれること等が理由でご

ざいます。

【山田(博)委員】 佐世保技能会館を廃止すると
いうことで、老朽化とか、利用率があったとい

うことでありますが、総合的に判断したら、そ

ういうことになったということですね。それは

廃止するということは、いつから検討されてい

たのですか。

【吉村雇用労働政策課長】議会に対してご説明

をいたしましたのは昨年の2月定例県議会委員
会で、その時から1年間の指定管理を行ってお
りますので、その時に議会に対してご説明した

のが最初でございます。

【山田(博)委員】じゃ、2月定例県議会で初めて
話をして、それからスタートして今日に至った

ということで理解していいわけですね。間違い

ありませんね。

【吉村雇用労働政策課長】もちろん議会にご説

明をするということは、内部的な方向性を検討

しての上ですので、内部的な検討は、もっと以

前からやっているということでございます。

【山田(博)委員】 そうすると、廃止するという
ことで議会で確かにお話しされましたけれども、

その後に、廃止すると同時に、この利用はどの

ようにするかというのを検討はされているので

すか。

【吉村雇用労働政策課長】この会館の敷地及び

建物でございますけれども、まずは県庁内で他

の部署に対して、利用希望があるかどうかとい

う調査をいたしました。その結果、県庁内での

利用希望はないということで、次に、現在、地

元佐世保市に対して、利用希望の有無をお尋ね

しているところでございます。仮に、そこで利

用希望がないということになれば、売却に向け

て事務を進めていくことになると考えておりま

す。

【山田(博)委員】廃止を去年の2月から話して、
それをずっと佐世保市とか、跡地活用を含めて

やるということで理解していいわけですね。そ

れをずっと並行してきていたということですね。

わかりました。

【山口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに、質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【山口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時２３分 休憩 ―

― 午後 ３時２６分 再開 ―

【山口委員長】 再開します。

第41号議案乃至第44号議案については、原案
のとおり、それぞれ可決することにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。

【大庭産業政策課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づく産業労働部関係の状況

についてご説明いたします。

お手元にお配りしております農水経済委員会

提出資料、産業労働部をご覧ください。

1ページから2ページでございます。
これは知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、県議会議長宛てにも同様の要望が行わ

れたものに対する県の対応状況を整理したもの

でございます。産業労働部関係の2件について
掲載をしております。

また、別紙につきましては、土木部営繕課が

契約の手続を代行している案件に係る1,000万
円以上の案件について、参考資料として提出し

ているものでございます。

以上で説明を終わります。

【山口委員長】説明が終わりましたので、次に、

所管事務一般に対する質問を行うことといたし

ます。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【山田(博)委員】 平成30年度の1,000万円以上
の契約状況で3つの案件が挙がっております。
これは契約日が11月ということになっており
ますが、工期的には十分確保されているのか、

そこをまずお答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】新産業創造課関係では

2件ございますが、工期は確保できております。
【吉村雇用労働政策課長】雇用労働政策課所管

の1件でございますが、これは土日、休日を利用
して、既に終わっております。

【山田(博)委員】 この工事、例えば、新産業創
造課で、直流電源盤改修、空調とかありますけ

れども、どういった形でこうなったのか説明い

ただけますか。

【井内新産業創造課長】こちらは工業技術セン

ターの実験棟にございます非常用の電源設備で

ございまして、蓄電池が18個ございます。こち
らが前回の更新が平成18年度になるのですが、
その蓄電池の劣化に伴う電池ケースの亀裂等が

生じておりまして、これを更新するものでござ

います。

【吉村雇用労働政策課長】雇用労働政策課所管

の勤労福祉会館受変電設備改修工事でございま

すが、これは勤労福祉会館の受変電設備、いわ

ゆるキュービクルの老朽化に伴う取り替えでご

ざいます。

【山田(博)委員】 これは老朽化は、年次計画に
して、そういうふうになったということで理解
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していいんですね。そういうことですね。わか

りました。ありがとうございました。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】お尋ねですけれども、ジャパネッ

トホールディングスからの陳情の中で、企業誘

致、オフィス入居企業に対する支援ということ

で、この対応は全く問題ないと思うんですけれ

ども、ここに書いているオフィス系企業立地促

進補助の3番の新規雇用、30万円掛け人数分と
いうのは、まず、この制度というのは何年間続

いているのですか。

【佐倉企業振興課企画監】オフィス系企業立地

促進補助につきましては、平成23年度から実施
をしております。

【前田委員】県下の産業界を見る中で、どこも

人材不足の中で、平成23年の頃と状況が随分変
わってくる中で、当時としては、県内の雇用を

増やしたいということで、新規雇用1人1回限り
（3年間）30万円ということであったと思うん
ですけれども、これがインセンティブになるの

かということがまず1つと、もう一つは、こうい
う状況になった時に、地元企業のほう、地場の

製造業とか、いろんな職場からも求人がある中

で、このことが逆に県内の雇用の求人を狭める

ような形にならないかなと思っていて、環境の

変化の中で、見直してもいい時期じゃないかと

いう思いがいたしているので、その辺というの

は何か部内で検討した経過とかおありですか。

それとも、やはりこれは必要なのですか。

【佐倉企業振興課企画監】昨今の人材不足によ

り、県外企業における立地企業、対象企業にお

きましても、人手不足という課題、当然県内の

地場中小企業においても人材不足があるという

ことは、現状認識として課題は認識をしている

ところでございます。ただ、誘致のために与え

るインセンティブといたしましては、他県との

条件というところも勘案をして、現在、こうい

う金額の設定をしているところでございます。

今後、状況等に変化が生じましたら、検討をし

てまいりたいと思っております。

【前田委員】企業誘致することは非常にありが

たいと思いますが、今年度の予算を見ていても、

誘致企業に対してのその後の支出というんです

か、かなり増えていますよね。何で長崎を目指

して来るのですかといった時のやりとりの中で

は、言葉のコミュニケーションの力とか、要は、

資質がいいというようなことで総括していただ

く中で、あえて他都市もやっているということ

も含めて今おっしゃいましたけれども、この30
万円掛け人数分というのは、私は、もう必要な

いのかなというか、一度抜いてやってみてほし

いと思うんですが、そのことによって地場のと

ころとどんなふうに影響が出るのかわかりませ

んけれども、もう平成23年当時と比べたら随分
状況は変わっているので、そこは検討する余地

があるかと思いますけれども、その点はいかが

ですか。

【佐倉企業振興課企画監】最近の本県に企業立

地する決め手の要因といたしましては、本県内

の人材の優秀さ、それと人材の確保がしやすい

のではないかということを決め手にということ

になってきております。しかしながら一方、全

国的な調査におきましては、自治体の優遇制度

というところも要因となっているというふうな

アンケート結果もございます。こうした状況も

踏まえまして、委員おっしゃられるようなこと

も含めて検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 企業振興課企画監、確かに誘
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致企業は大変大切だと思うんです。実は、地元

の企業さんも、誘致企業にこれだけ手厚くする

のであれば、私たちにもしっかりやってもらい

たいという声も出ているというのはあると思う

んです。そうしますと、今、ご存じのとおり、

テレビのコマーシャルを見たら、企業さんは求

人募集が多いわけですよ。つまり、誘致はした

ものの、また自分のところの優秀な社員がとら

れるんじゃないかとか、地元企業にしたって、

こんなに誘致企業に手厚くされたら、なかなか

歯が立たないわけです。そこはやっぱりバラン

ス感覚、そこで若者定着課と話をしていかない

と、ここは調整をしていかなければいけないん

じゃないかと思うわけです。こういうところを

含めて、一度話されたことはありますか。課と

しては企業誘致をしなければいけない、しかし、

県内企業に就職を紹介しなければいけないとや

っているわけだ。片方では県内企業、片方では

誘致をして県外企業にしようとしているわけで

す。これを調整をどのようにするかというのが

産業労働部政策監なのか、産業労働部長なのか、

少々難しい調整をしなければいけないわけです。

そこは部としてはどんなになっているんですか。

この補助金も含めて、どういうふうに部として

今後方向性を持っていくかというのをしっかり

議論しなければいけない時期に来ているんじゃ

ないかと思うんです。わかりやすく言うと、テ

レビのコマーシャルを見たら、企業が最後は求

人募集だから。そういうふうになってきている

わけだから。わかりやすく言うと、仕事が欲し

くてＰＲするんじゃなくて、求人、来てもらう

ために会社のＰＲをしているわけだから。今、

時代が変わってきたんです。だから、この補助

金も含めて、部として、どういうふうな方向性

を持っていこうとするか、ここは考えどころじ

ゃないかと思うわけですが、いかがですか。

【宮地企業振興課長】委員ご質問がございまし

たけれども、企業振興課の中で、地場企業の支

援もやっておりますので、誘致企業とあわせ、

今どういう考えでいるかということでご答弁申

し上げたいと思います。委員おっしゃるとおり、

誘致にしろ、地場にしろ、いずれも企業につい

ては人材不足、新しい事業を行うためには人材

が必要というのは我々も承知しております。誘

致企業につきましては、私ども今、念頭にござ

いますのは、おいでいただいた後に、地場企業

と一緒にお仕事をしていただくというところ、

そこを一生懸命やらなければいけないと思って

おります。誘致企業だけ栄えるとかいうことで

は、何のために企業誘致をやっているのかとい

うことにもなりますので、ここは企業振興課の

ところで、地場企業と一緒にお仕事をしていた

だくように努めておりますし、お話にございま

した若者定着課とも、その辺は情報を常日頃共

有しながらやらせていただいているところでご

ざいます。

【山田(博)委員】 そうしますと、オフィス系企
業立地促進補助とあるじゃないですか。これも

いろいろと考えをしていかなければいけないの

じゃないかと思うんです。さっき言ったように、

平成23年でしょう。これをまた質問しようと思
っていたんですけれども、これを他県のほうは

どうなっているかとか、やっぱりいろいろ調査

をしてやっていかなければいけないと思うんで

す。それを実際調査して、平成23年時点と今、
変えているのか変えていないのか、徐々に変え

ていっていたのか、平成23年からずっと同じで
来ているのか、そこだけお答えいただけますか。

【山口委員長】 しばらく休憩します。
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― 午後 ３時３９分 休憩 ―

― 午後 ３時３９分 再開 ―

【山口委員長】 再開します。

議案外のほうで詳しくやってください。

ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般についてご質問はありませ

んか。

【山田(博)委員】 まず、県立高等技術専門校で
今、県内の就職率というのはどのようになって

いるか、それをお答えいただけますか。

【吉村雇用労働政策課長】高等技術専門校にお

ける県内就職率でございますが、平成29年度の
実績で86.2％、平成30年度は、まだ途中でござ
いますけれども、現在までのところで9割を少
し超えているという状況でございます。

【山田(博)委員】 これは全国的な高等技術専門
校の中では、比較検討されて、どのような状況

になりますか。

【吉村雇用労働政策課長】県内就職率につきま

しては、例えば、高等学校ですと文部科学省の

学校基本調査という全国調査がございますけれ

ども、高等技術専門校について全国調査がござ

いませんで、他県のデータは持っておりません。

【山田(博)委員】 他県のデータというか、今、

県内の高等技術専門学校は、産業労働部では、

大変高い就職率でしょう。県内の企業でも、こ

ういった就職をしても6割ぐらいだけれども、
高等技術専門学校は、それをはるかに超えて、

長崎県はこれだけれども、他県はどうなのかと

いうのを今後の高等技術専門学校の運営に当た

っては、ぜひ参考にしていただきたいと思いま

して、やっぱり状況をしっかりと把握しなけれ

ばいけないと思うんですよ。それは誠に残念で

すけれども。

なおかつ、今、特に離島のほうも大変な人手

不足になっておりますが、こういったところも

特にそこをフォローするための学校と提携がで

きないものかというのをお尋ねしたいと思いま

す。特に、離島のほうも人口減少が続いている

ものですから、そこをうまく離島の中小企業と

提携ができないかと思っているわけですが、い

かがですか。

【吉村雇用労働政策課長】離島につきましては、

まずは高等技術専門校への入り口として、県内

就職率の高い高等技術専門校に来ていただきた

いというのがございますので、離島の高校につ

きましては、全て回って高等技術専門校への入

校をお勧めしているところでございます。一方、

お尋ねの企業でございますけれども、現状、離

島への修了生の就職者数というのは少ない状況

にございます。修了生が離島へ就職した場合、

そのフォローアップとして、その企業を訪問す

るといったようなことはやっておりますけれど

も、求人の開拓という意味では、これまで少し

手薄だったということを、今回、校のほうに確

認をいたしました。一方で、例えば、五島市が

つくっておられるような企業情報を校として、

離島出身の訓練生でございますけれども、渡し

たり、そういった形での紹介はしているという

ことでございます。今後は、地元市町あるいは

振興局、ハローワークとも連携をとりながら、

離島の求人についても、どのような形で掘り起

こしができるのか、進めてまいりたいと考えて

おります。

【山田(博)委員】 ぜひ取り組んでいただきたい
と思います。

続きまして、大規模な太陽光発電事業におい
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て、電気主任技術者の専任の状況ということで、

しっかりと調査していただきたいということで

通告しておりますが、それを説明いただけます

か。

【井内新産業創造課長】県内の太陽光発電設備

のうち、出力が2,000キロワット以上のものに
ついては、県内合計で14件ございます。電気主
任技術者の専任状況につきまして、こちらは国

が所管しております九州産業保安監督部に問い

合わせをいたしましたところ、専任自体の統計

はないとの回答でありました。ただ、電気事業

法、事業用太陽光発電設備には電気主任技術者

の設置が義務付けられております。そのことか

ら、電気主任技術者は配置されているはずとの

回答を得ております。

【山田(博)委員】新産業創造課長、県内には2メ
ガ以上が14件ありまして、これは電気事業法で
専任技術者が置かれているはずということであ

りますけれども、「はず」ということは、きち

んとそれは配置されているかどうかという確認

はされていないということですね。「はず」と

いうことは、どこどこにちゃんと確認している

か。というのは、離島にもあるわけですね、五

島にも。基本的に、この専任技術者というのは

電気事業法では、車で言うと2時間以内におら
んといかんわけでしょう。そうしますと、離島

の場合は無理なわけですね。間違いなくそうい

ったものをちゃんとできているかというと、「は

ず」と言われたらこれは困るわけですよ。そこ

はきちんと確認を国のほうにしてもらいたいと

いうことをお伝えしたいと思うんですが、国の

ほうも、はずですよとか、ちょっといかがなも

のかと。それはそういった回答だったというこ

とで理解していいのですか。「はずです」とい

うことで、もう一度お尋ねしたいと思うんです

が、そういった回答だったのですか。

【井内新産業創造課長】電気事業法の工事計画

でありますとか、電気主任技術者専任の届け出

は国が所管しております。その専任状況も踏ま

えた上で、届け出を受理するということで、そ

の後、実際に専任にされているかどうかという

確認まではされていないという回答でございま

した。

【山田(博)委員】 わかりました。
それでは、新産業創造課長、その担当部署の

連絡先を後でいただきたいと思っております。

場合によっては、これは私のほうで直接確認し

たいと思います。14件あって、その届けはした、
受理はしたけれども、それが実際そこにいるか

どうかというのはわからないということでしょ

う。国のほうは確認していないということでし

ょう。それは間違いありませんね。そこだけお

尋ねしたいと思います。

【井内新産業創造課長】届け出を受理した後の

フォローというか、そこまではされていないと

いう回答がございました。

【山田(博)委員】 新産業創造課長としては、こ
れは電気主任管理技術者をなぜ配置しなければ

いけないかというと、万が一の火災とかがあっ

た時、大変な災害になるから専任しているわけ

であって、後から、そこはきちんと委員会でも、

そういった確認をしていただきたいということ

でお伝えいただけませんでしょうか。私も再度

それはしたいと思いますけれども、これは大切

なことですから。よろしいですか、国にしっか

りと要望していただきたいと思うんですが、い

かがですか。

【井内新産業創造課長】委員おっしゃられます

ように、電気主任技術者の専任の目的としては、

その保安監督をしっかりして安全を確保すると
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いうものでございます。国にしっかり伝えてま

いりたいと思います。

【山田(博)委員】 企業振興課企画監、オフィス
系企業立地促進が平成23年に制定されて、その
後、どういうふうに変更があったかというのは、

もうちょっと時間をいただきたいということで

すね。これは大体5時までということになって
いますから、5時以降じゃ困るわけですよ。よろ
しくお願いします。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村委員】先ほどから、ほかの委員さんたち

からもずっと高校生の就職活動についての質問

もあっていましたけれども、どうしても県内の

企業に就職する高校生というのが非常に少ない

ということで、これは毎年ポイントが下がって

いますよね。先ほどから、若者定着課長も一生

懸命答弁してくれましたけれども、私も、何が

県内の企業に魅力が足りないのかな、どうして

県内の企業に就職をしてくれないのかなという

気持ちでいっぱいなんですよ。若者定着課長に

聞きますけれども、課長は、この中でも就職を

する生徒たちに一番年齢が近いと思うんだけれ

ども、そういう課長として、現在の長崎県の企

業に対して、どういうふうな魅力が足りない、

またどういうふうな魅力があれば、もっと県内

の企業に就職をしてくれると考えますか。

【小林若者定着課長】高校の担当の方からの話

を聞いたり、私も個人的に思うところではござ

いますけれども、長崎県の未来を語れるように

という話を先ほど産業労働部長からも申し上げ

ましたけれども、県内の企業が、自分の企業の

未来を語れるように、自分たちがどういうふう

な成長を遂げようとしているのか、自分のとこ

ろに来たら、どんな暮らしぶりができるのか、

成長ができるのか、そういったことを示せるよ

うになっていくことが必要なのかなと思ってお

ります。その前に、所得の話だとか、さまざま

な客観的なデータの差というのもありますので、

そこを埋めていくというのも当然やりながら、

でも一番重要なのは、そういったところなのか

なと考えております。

【中村委員】一番年齢が近い若者定着課長だと

思うから聞いたんだけれども、産業労働部長、

今の若者定着課長の答弁を聞かれて、やっぱり

長崎県の企業が何かが足りないから、よそに行

っているというのも1つの理由だと思うんでよ。
長崎県の企業は、例えば、製造業がもっとたく

さんあって、もちろん報酬が高くて、割と休暇

取得の自由度が高ければ、若者がもう少し定着

をしてくれるのかなという感覚も私も思うんだ

けれども、産業労働部長として、今、若者定着

課長の答弁を聞いて、今後、この長崎県の企業

のあり方というのは、どういうふうな状況であ

ったほうがいいのか、またどういうふうな状況

でなければ県内の高校生が県内の企業に就職を

してくれると思われますか。

【平田産業労働部長】もちろん若者が就職先を

選ぶのに、給与の額というのは判断基準になろ

うかと思うんですけれども、むしろ、それより

もやはり働きがい、それと働き方、それが重要

になってきていると思っています。どうしても

中小企業の皆さん、完全週休2日ということも
なかなかとれない、私も聞きます。有給休暇も、

そうしっかりとらせることができない、難しい

んだという実態もよく聞きます。しかし、そこ

を乗り越えていかないと、人材の確保というの

は今後難しくなっていくだろうと思っています。

そのためには、仕事の進め方、仕事の価値、自

分の売り物の価値の付け方、そういうことをそ

れぞれの企業さんが見直せるところを見直して
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いって、一歩でも先に進んでいくということが

必要ではないかと考えています。

【中村委員】 それで、県のほうも、もちろん高

校生も、そしてまたその保護者に対しても企業

の訪問なんかをやっていますよね。ただ、そう

いう中で、高校生に対する長崎県の企業に要望

するような、例えば、アンケート調査とか、そ

ういうものはやったことあるんですか。長崎県

の企業に、就職する高校生たちが要望するよう

なことを理解するようなアンケートとか、一回

やったことあるのですか。

【小林若者定着課長】どういった理由で県外に

出ていくのかとか、どういう尺度で将来につい

て考えていくのか、相談先が誰なのか、企業に

どういうものを求めていくのか、県に何をして

ほしいのか、そういったところのアンケートを

今まさに実施しているところでございます。集

計がまだできていないんですけれども、そうい

う状況でございます。

【中村委員】それをもっと以前にやっておかな

ければいけなかったのかなと私は思います。

ここ数日間、24時間営業のコンビニも24時間
営業を変えるような状況になってきていますね。

ということは、それだけ働き手がいないんです

よ。ということは、今の状況では、長崎県の企

業ももちろん働き手が足りないんですよ。猫の

手もかりたい。だから、要するに、外国人労働

者を雇用しようとやっているわけですよね。そ

ういう中で、長崎県内で育った子どもたちを長

崎県内の企業に就職させるためには、やっぱり

子どもたちが長崎県内の企業に入ろうという魅

力を持たなければいけないと思う。だから、一

刻も早くそのアンケートも集計をしていただい

て、本当に何が足りないのか。ただ、私たちも

一緒だけれども、若い頃は、当然都会のほうに

行って、利便性の高いところ、そしてまたたく

さん遊ぶところがあるところ、いろんなことを

経験できるところに行きたいという気持ちは十

分わかるんです。ただしかし、今からの世界、

大都会、また長崎県のちょっとした田舎っぽい

ところ、そういうところが逆に行きたい場所に

なってくる可能性は高いと思っているんです。

だから、そういうところを一刻も早く見出して

いって、もちろん今、長崎県には地震が少ない

とか、いろんな意味で企業があっせんしてきて

いますよね。だから、そういうところを確実に

長崎県の利点として考え、そしてまた離島もた

くさんあります。だから、離島でしかできない

事業とか、そういうことを展開していただける

ような企業をあっせんしていって、何とかして

若者の定着を進めていかなければいけないと思

いますから、予算のところでも言いたかったん

だけれども、もっともっと若者が長崎県に残れ

るようなところに予算をつぎ込んでいただきた

いと私は思うんです。長崎県内の企業に入った

ら、例えば、今、長崎県は田舎なんだけれども、

結構家賃が高いんですよ。そういうところもあ

る。だから、そういうところを何とかして補助

ができないのか。ただ、個人的なものに補助す

るのはきついと思う。でも、それを企業に対し

てやれば、まだ何とかできるんじゃないのか。

いろんな方式があると思うから、ぜひその辺を

もっと予算の配分も含めて、何とかして長崎県

に残ってもらえるようなところに予算配分を重

点的にやっていただければと思うんですけれど

も、産業労働部長、その辺はどうですか。

【平田産業労働部長】その時その時の情勢もし

くは必要なことをしっかりと見極めながら対応

をとってまいりたいと考えております。

【高比良委員】今の中村委員の質問にも少し関
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係をするんですけれども、いよいよ最後になっ

てきたので私からも一言質問をさせてもらいた

いと思っているのですが、長崎県全体というよ

りは、大変申しわけないけれども、県都長崎市

に限った議論をしたいと思っているのですが、

ダム機能を果たすべき県都長崎市の産業力、経

済力を俯瞰した時に、基本的に、大きく右肩下

がりになってきていると思うんです。具体的な

数字、工業出荷額、あるいは年間商業販売額と

か、その辺についてのこれまでの統計を後で資

料をもらいたいと思っているんですけれども、

例えば、三菱。要するに、基幹産業として、造

船、重機を中心として長崎の地域経済を牽引し

てきた。その三菱の従業員数も、往時、最大の

時は2万人おった。それが今、ＭＨＰＳを入れて
も5,000人しかいない。まさに、それだけでも大
きな生産高が減少している、あるいは工業出荷

額が減少しているといったことが明らかになっ

てきているわけです。

そういう中で、産業振興財団、産業労働部の

取組の成果として、オフィス系企業は幾らか立

地ができているんですけれども、しかしながら、

県民所得を伸ばしていくためには、やっぱりも

のづくり企業というか、製造業の立地集積とい

うものがないと、なかなか県民所得というのは

上がってこないわけです。それで、そういう状

況の中で、例えば、県内でも大村とか、諫早あ

るいは佐世保には、ご案内のように、キヤノン、

ソニー、ウラノ、その他の企業、そういったと

ころが立地をして、それぞれの地域の経済力を

牽引する大きな役割を持ってきているんだけれ

ども、長崎市だけが、言ってみれば三菱におん

ぶに抱っこと、そういう形の中で、これを補完

するというか、これと両輪となるような新たな

産業構造をつくり出してこなかった、これがま

さに今の現状を招いているわけです。

そういうことで、先ほどから出ているような

若い人の転出超過数、長崎市だけでも2,376名、
これはとにかく長崎市内の4校の普通高校、そ
れに長与にある北陽台高校の3年の卒業生が全
部いなくなってしまう、それでもまだ賄えるぐ

らいの大きな数字になって減少している。要す

るに、転出超過数として全国1位と、最悪の状況
になっている、こういう実態を招いてしまって

いるんですよね。

こういう現実の中で、いつの時代も自律的に

発展をしていけるような原動力となる産業力を

新たにつくり出すということを何としても今や

らなきゃいけない。そのために、県全体のこと

になるんだけれども、県都長崎がダム機能を果

たしていくために、ここをやっぱり力を入れる

というのは非常に大切だと思っているんですけ

れども、こういう現実の中で、私自身として、

こういうふうな施策を講ずるべきだ、いろいろ

あるんですが、それを置いておいて、産業労働

部として、こういう実態の中で、長崎市の産業

力をもっと伸ばしていくために、基本は何が一

番ポイントというか、そしてそのためにやって

いかなければいけないという、特別力を注いで

いかなければいけないというか、あるいはこう

いったことが必須だという、その辺についての

考え方を聞かせてもらいたいと思っているんで

す。

【平田産業労働部長】長崎市の産業の経済のこ

とを考えた時、今後何をすべきかと。一言で言

うと、市の外に需要、市場といいますか、販売

先、お客様、売り先を求めていくと。長崎市は、

観光にしても、先ほどの造船にしても、地域に

一定の需要があります。それぞれの経済を活動

されている皆様も、今、お付き合いをされてい
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る範囲、お付き合いをされている企業、お客様、

その先の中での経営という部分が長崎県内の他

の地域と比べても、私は、先ほど言ったような

傾向が高いと思っています。積極的に域外、長

崎市の外に自らの強み、あるいは技術を販路を

拡大していく、今持っている技術を使って他の

分野に進出をしていく。観光であってもこれは

同じで、単に来てもらえばいいということでは

なくて、その中で、どのようにして経済という

ものを考えていくのかということも含めてです

けれども、そこには一部私どもも関係あります

食料品等も含めた、ものづくりも関係立ってま

いります。商工業、商店街、全てのものがかか

わってくるわけですけれども、そういう視点を

どこに置くのかということが重要だろうと思っ

ています。

こういう議論というのは、実は、もう既に長

くやられているということも十分承知をしてお

りますけれども、しかし、現実に、そういう大

きな流れにはなっていないというふうに思って

います。

先般、日銀の支店長がいろいろな評論をされ

ている中でも、同じような分析をされているこ

ともありましたけれども、一番人口も多い、経

済規模としても大きい長崎の経済、人口という

ところが、域内のここにある需要だけに頼って

いては、それで今後の先行きを考えた時に、今

までどおりいくということではなくて、一歩踏

み出すということが重要だろうと、ちょっと抽

象的な言い方になってしまいましたけれども、

私の率直な感想というか、意見でございます。

【高比良委員】要するに、これでいいというふ

うにとどまってないで、リスクを負っても市外

に市場、マーケットを求める、それだけの競争

力を持つ、あるいは足腰の強い経営体質をつく

りながら事業運営を展開していく、そして技術

を磨いていく、総論としてはわかるんです。

しかし、そういうことが言われつつも、これ

まで地場の企業として、今言っているような取

組というのはほとんどなされてこなかった。あ

るいは一定何か緒についたかなと思ったけれど

も、長続きしていない、そういう状況をずっと

繰り返してきたような気がしてならないんです。

時津あたりに対しても、ロボット関係の産業

とか、ＡＩ、そういったものが地域的に立地を

したり、技術の開発をしたり、頑張ってやって

いるんだけれども、長崎市の中では、そういう

取組が私の知る限りでは、なかなか見当たらな

い。ＩＴあたりを活用してどうだという、そこ

ら辺はあるんだけれども、広がりは持っていか

ないという実態の中で、今言った三菱がこれだ

け言ってみれば、造船部門も分社化をし、合理

化をする中で規模が縮小していく。ＬＮＧとか

ＬＰＧがどこまでもつのかというのはわからな

いし、自衛官の募集についても、これは撤退す

るとかいう話になって、そうするとそこを規模

縮小すると、長崎の基幹産業がなくなってしま

って、今の地場の企業のやり方というか、産業

労働部長がおっしゃるような気概を持った取組

をもっと進取的にやっていける、そういう危機

感を持った、それでさあ、やるぞという気概が

生まれてくれば別なんだけれども、何かある意

味、なるようになるさというか、これでしよう

がないというか、そういう少し全体的な機運と

いうか、雰囲気があるものだから、なかなかシ

ーズがあっても、そこが実際として成果に結び

付くだけの成長というか、取組になっていない。

地場企業を育てていくというのは、あの手この

手でやっても、成果を具体的に上げるまでには、

なかなか長崎市の体質、市民の体質から言って、
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市の企業の体質から言って、非常に難しいので

はないかなという思いがするんです。だから、

そういう現実にあって、これを本当に物にして

いくためのインセンティブづくりというか、も

うかった、やればできたというようなモデルを

どうやってつくっていくかというのは、とても

難しいなと思っているんです。

地場企業を育てていかなければいけないとい

うことは、もちろん命題の1つなんだけれども、
もう一方は、足らざるところは他者の力を引き

出すというか、かりる、そういうこともやっぱ

り必要になってくるんじゃないかと思っている

んです。今、海洋クラスターでいろんなことを

やっていこうとしているんだけれども、そうい

う意味では、三菱自体が造船や重機にとどまら

ないで、全ての海洋構造物の生産拠点づくりを

新たに長崎でやっていくんだというような経営

戦略を持っていただけるように、そのため県は

もちろん、行政としてできることは全部やると

いうような取組があってこそ、少しカーブが変

わっていき、将来に少し希望が持てる事例づく

りができてくるのではないかと思っているんだ

けれども、この辺についてはどう思いますか。

【平田産業労働部長】 委員が1点目におっしゃ
られたように、私たちも、まず目に見える事例

をつくり出していくということが大変重要だと

思っています。そのために、地域の製造業の皆

様ともいろんな形でお話をし、仕組みとしては、

企業振興課長が先ほどご説明しましたが、新成

長ものづくり産業支援事業というようなことで、

その中に、あえて造船・プラントという分野も

明示しているわけでございます。今ある技術を

使って、グループを組んで販路開拓をしていこ

うという方々は支援しますということでの制度

をつくって、あとは産業振興財団とも連携をし

ながら、売り先も含めて、伴走的な支援をして

いくということで成功事例をつくり出しながら、

こういう形というものを広げていくということ

を今まさに手がけようとしているというところ

でございます。

もう一点の地元の大手企業のことにつきまし

ては、これは私どももいろいろな考えを持って

取組をいたしております。お話もさせていただ

いておりますが、大変申しわけありませんが、

やはり経営のことになりますので、当社がどう

いう考えを持っておられるというようなことは

私の口からお話しすることはできませんけれど

も、そこは今、長崎県の造船で培ってきた技術

というのが海洋の構造物ということで強みを活

かせるということの中で、海洋再生エネルギー、

具体的に洋上風力発電への参入を地元の地場企

業を含めて目指しているわけですので、その中

では、地元の中小企業だけではなくて、地場大

手企業も含めて一緒にお話をさせていただきた

いと考えております。

【高比良委員】九州は航空機関連産業について

も、これはＭＲＪ、長崎でというようなことも

なきにしもあらずと仄聞をしています。とにか

く大手企業に対しても、もっと長崎で本当は頑

張っていただけるような、触手を伸ばしていた

だける環境づくりというのは、とにかく命がけ

でやっていかなければいけないと私は思ってい

ます。

あと1点、若い人たちが長崎で働けるという
雇用機会、雇用の場、そういったことをつくっ

ていくということとあわせて、都会に流れてい

く2つ目の要因としては、賃金が安いというこ
とがある。それについて、生きがいとか、働き

方でどうだとか、先ほどそういうお話があった

んだけれども、それは二次的なものじゃないか
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と私は思うんです。やっぱりいろいろ言っても、

本質的に賃金がちょっと安過ぎるということに

対しては、若い人は、いやいや、それはちょっ

と選択肢に上がらんよというようなのが現実じ

ゃないかと思っているんです。そうであれば、

高校生、若い人の定着を図るということでいろ

いろやっておられるんだけれども、それは周り

からできることからやろうみたいな話で、本質

的なものに対する取組から見ると、ちょっと違

うかな、まだ正面から取り組むべきことがある

んじゃないかと。それは具体的には、賃金が安

くても、自分で自由に使えるお金、要するに、

可処分所得において都会と遜色がないという状

況をさらに実感させるような、あるいは長崎で

就職して暮らすことによって、実利が伴う、得

をしたというものをつくり出すことじゃないか

と思っているんです。

これは具体的に何かというと、家計の中では、

子育て世帯において、特にやっぱり住宅による

支出というのが非常に大きいわけです。狭いし

というようなことがあるから、そうであれば、

標準これくらいの間取りのものを、一定これだ

けの安い月額の家賃で、そして新たにそういっ

たものを提供していく。あるいはほかの子育て

支援についての施策もさらに拡充することによ

って、自由に使えるお金を増やしていくんだ。

それで、あわせたところで住みよさという定性

的なものをあわせてやっていく。そういうこと

をやっていけば、長崎で暮らして得をするな、

ということになって、就職ということに結び付

いていくのではないかと思っているんです。

大きなところは、社宅とかいうものはありま

す。公営住宅の中でも、特定優良賃貸住宅とい

って、そういうふうなことを通常の公営住宅の

建設手法の中でやったりするんだけれども、非

常に家賃が高い。そういったところも活用しよ

うと思ったら、何とかできないことはないんだ

けれども、なかなか量をつくったり、社宅をつ

くったり、あるいは特別公営としてそういう住

宅をつくって受け皿として、要するに、雇用政

策と住宅政策を一体となってやっていくみたい

な、そういう取組がないんですよ。そこは全部

賃金の枠の中でやれという個人の努力に委ねら

れているものだから、だからパイが小さかった

ら、とても生活が成り立たない、嫌だというの

で出てしまうという、そういう話だと思ってい

るんです。

こういったところを横断的、総合的にやって

いく必要があるんじゃないかと思っているんだ

けれども、これについてはどう考えますか。

【下田産業労働部政策監】可処分所得のお話が

ありましたけれども、その中で、住宅のお話で

すけれども、例えば、県では、県が使っていな

い滑石の公舎を今年度から、長崎商工会議所に

貸し付けをしまして、入居者募集ということで

やっています。ただ、今年度につきましては、

離島半島出身者ということで要件を付けている

んですけれども、そういった取組をしておりま

す。そのほかにも、そういった遊休資産を活用

する方法とか、ほかの方法もあるかもしれませ

んので、そういったところも含めまして、可処

分所得については、さっきの「なっとく！なが

さき」の中にも、東京、福岡と比べた生活費の

説明もしておりますので、そういった方面から

の情報発信も含めて、実質的な住宅の費用の軽

減策というのが図れないかというのは、いろん

な方向から検討してまいりたいと思います。

【高比良委員】そういうことをぜひ進めてもら

いたいと思っています。だから、いいことをや

り出したなと思っていたんです。だから、離島
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とかそういうところにとどまらないで、例えば、

長崎市内でも、雇用促進住宅で昔、建設をした

ようなところがいっぱいあいているんですよ。

深堀なんか、三菱のああいうところなんだけれ

ども、いっぱい空いている。もったいない限り

なんだ。だから、そういうところも含めて住宅

政策としてやっていく。

知事も、可処分所得においては都会ともう既

に遜色がないんだという言い方をする。一定の

試算なんかもあっているんですけれども、それ

では若い人には、まだぴんとこないんですよ。

もっとこういった実利に伴うというところを正

面から打ち出していくことが大切じゃないかと

思っています。

いずれにしろ、とにかくわかりやすい、みん

なが納得できるような、ここを力を入れると、

ここにアクセルを踏むと事業力が強化できるな

といったことを市民がわかる形で言っていかな

いとなかなか進まないので、その辺はお互い知

恵を出し合いながら、ぜひよろしくまたご教示

をいただきたいと思っています。ありがとうご

ざいます。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村委員】 先ほどの陳情・要望書の中で、ジ

ャパネットホールディングスのことがあったん

だけれども、今回、幸いにしてといいますか、

長崎市に拠点のスタジアムを含めたところをつ

くるという話になっているんですけれども、産

業労働部では、この所管が企業振興課になると

思うんだけれども、ジャパネットがこの長崎市

につくろうと思っているスタジアムの施設、こ

の中には、今、県が県庁舎跡地につくろうとし

ているホール機能を持った部分、もちろんその

ホールも長崎市と県がやっていますけれども、

それと長崎市が今やっているＭＩＣＥ事業、こ

れに関連したような施設というのは、今のとこ

ろで、あなたたちが聞いている中では含まれて

いないのですか。

【大庭産業政策課長】幸町の跡地、ジャパネッ

トのご利用につきましては、2月13日に、長崎ス
タジアムシティプロジェクト推進会議というの

が開かれまして、平田副知事を筆頭に、統轄監、

総務部長、企画振興部長、文化観光国際部長、

産業労働部長、土木部長、長崎県警交通部長を

委員とする庁内連絡会議が設置されました。そ

の中で、この会議自体につきましては非公開と

いうことですが、今回の委員会でご報告できる

内容について、事務局の都市政策課長に聞きま

したところ、項目については報告していいと。

跡地開発計画の概要についてということと、ジ

ャパネットホールディングスからの今の要望書

について議論が行われました。その中で、今、

中村委員が言われたＭＩＣＥ的な会場について

は、まだ特段はっきり決まった、こうしますと

いうような議論はなかったということでござい

ます。

【中村委員】私はこの間の一般質問の時にも言

わせていただいたけれども、できるだけこうい

う公共的な施設については、今から先は、もち

ろん県がやるべきじゃなくて、民間企業にさせ

るべきだと思うんだ。要するに、民間企業に任

せれば、運営から何から全てやるわけですよ。

ところが、県がこういう事業に手を出せば、ど

うしても後、指定管理者とか、いろんなものが

必要になってきます。ということは、いつまで

たっても県が金を投資しなければならない。そ

ういう関係になってくるから、できるだけ民間

の企業が手を出してくれる分については民間に

やらせていただきたい。民間のほうが、そうい

うことに関しては、それだけのキャリアも持っ
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ていますし、それだけの営業力も持っています。

今回、企業秘密ですから、今の時点ではまだ

全てのことについては漏らせないと思うんです。

ああいうものをやります、こういうものをやり

ます、これはよそから競争相手が来たらどうし

ようもないわけですから、恐らく、企業秘密で

今はまだ消していると思うんです。ただし、こ

の間、知事も県庁舎跡地のホール機能について

は、もう構想がまとまったから実行していきま

すということを言われました。でも、これから

先、このジャパネットの部分がどういうふうに

変わっていくか、それに合わせていく必要もあ

ると思うわけです。同じような機能を持ったも

のを2つつくる必要はない、私はそう思います。
だから、そういう意味で、ぜひ産業政策課長、

この協議の中でできた部分についてというのは、

もちろん知事も理解すると思うけれども、知る

余地もあると思うけれども、できるだけ早い時

期にその情報を聞いて、やっぱり考えたほうが

いいと思う。

以前、私が言ったように、オフィス事業につ

いてもそうだけれども、あの事業についても、

私はこの中で、やらないほうがいいということ

を言いました。でも、結局、県がやりました。

何とか今、皆さんたちが頑張ったおかげで、あ

と1室残っている以外は埋まってきました。と
ころが、この近くに建った民間がつくったオフ

ィスは、もう既につくった時点で満室になって

いる。料金も県のほうが安いけれども、入らな

い。いろんなことがあるわけですよ。

私は最初にこのオフィス事業を民間の方たち

にも公募はしましたかということをここで聞き

ました。職員の方たちは、やりましたというこ

とを言いました。でも、実際はやっていない。

あれだけのすばらしい土地を、この土地を活用

してオフィス事業をやっていただけませんかと

いう公募をかけたら、私は、どこかが民間が来

たと思うんだ。やり方の問題だと思う。民間は、

自分の土地を使ってやるのももちろん収益が高

いから可能だけれども、逆に、県の一等地の場

所をオフィス事業で使っていけば、県も一緒に

立地をしてくれるだろう、もちろん自分たちも

やると思うんです。県とすれば、そこの借地料

だけをいただければいいわけですから。あと全

て民間に任せればいいわけだから。

だから、もういろいろ今から言いませんけれ

ども、やっぱりああいう一等地を持っている県

というのは、今から土地の利活用については、

全てそういうふうな関係を持ったほうがいいと

私は思うんだ。自分たちでやるんじゃなく、と

にかく民間に任せようと。

1つだけ聞きますけれども、県がつくったオ
フィスのビルは、窓が二重窓とかそういう機能

になっていますか。加湿機能とかも入っていま

すか。

【佐倉企業振興課企画監】構造等の仕様につき

ましては、二重窓とか、オフィス内の空調環境

については、配慮できるような設備になってお

ります。

【中村委員】私はこの県庁の時にも言いました。

10年たったら取り戻せるよ、だから全部二重に
しなさいとか全部言った。でも、全く聞き当て

てもくれなかった。コンクリートもいいものを

使いなさいよ、100年もつよと言ったけれども、
全く聞き入れない。もちろん、地元の材料を使

うのは大事だけれども、そうじゃなくて、やっ

ぱり将来的なことを考えていって、今からは、

どれだけ行政が節約をできるかというところを

考えていかないと。

何かがすぐれているから、民間のオフィスは
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すぐ満タンになるんですよ。料金が高くても満

タンになっているじゃないですか。ということ

は、何かがすぐれているということなんですよ。

だから、そういうものをやるのは民間なんです

よ。行政がやろうとしたら、何とかして節約し

ようという考えがあるんです。だから、いろん

な条件が制約されるから、なかなか民間は乗っ

てこない。

だから、今から先、産業労働部としていろん

な事業を展開されると思うんです。その時は、

やっぱり民間の知恵をかりるなり、そしてまた

民間のノウハウを十分吸収しながら、先を考え

て私はやっていただきたいと思う。それだけ今、

県の財政状況は厳しいのだから、そこを考えて

いっていただきたいと思います。よろしくお願

いしておきます。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 一般質問で、外需を取り込ん
で県内の課題をクリアしていく流れをつくった

ほうがいいというやりとりをさせていただきま

した。その上で、それぞれのプロジェクトの取

組も質問をしていて、ほかの委員が今質問した

ような内容をやりとりしたんですけれども、当

然、何かを生み出したり、つくり出したりする

のは民間の方々で、その環境の制度や規制とい

うもの、また枠組みを行政が自由濶達に民間が

動けるような環境づくりをしていく必要がある

というふうな訴えをさせていただきました。実

際、民間のオフィスとクレインハーバー、今そ

ういう状況になっているのですか。確認はされ

ているのですか。分析もされているんですか。

入居率の話です。

【佐倉企業振興課企画監】クレインハーバー長

崎ビルと長崎ビズポートの施設でございますが、

入居につきましては、先ほど中村委員からもご

ざいましたけれども、長崎ビズポートはもう満

床になっていると聞いております。クレインハ

ーバー長崎ビルですけれども、本年度、3フロア
と4分1、3.25フロアが埋まっているという状況
でございます。設備につきましては、ほぼ同様

な施設、セキュリティーでございますとか、柱

がないということ、レイアウト対応性、自由化

というところと、あと非常用電源につきまして

は、クレインハーバー長崎ビルの場合は72時間
全館対応でございますが、長崎ビズポートのほ

うは、共用部分のみ72時間非常電源が可能とい
うことで、オフィス入居部分については入居者

負担と伺っております。

【山本(啓)委員】 それぞれがそれぞれ真剣に取
り組んでいる話なので、明確な答えを求める気

はありません。ただ、中村委員がおっしゃるよ

うに、同じステージでやるのであれば、今、長

崎市でどのような状況にあるのか、また県下に

おいて、どのような状況にあるかというのをや

っぱり分析する必要があると思います。その上

で、必要なものは何なのか、またそこに期待を

している県外のどういった方がいらっしゃるの

か、そういったところの分析をした上で、そう

いった取組に活かしていただきたいと思います。

私からは、海洋エネルギー関連産業創出促進

事業費、先ほどの予算の中でもあったんですけ

れども、前回もこういう議論があったと思うん

ですけれども、海洋エネルギー関連産業をつく

りましょうと、このやりとりはわかるんですけ

れども、そもそも再生可能エネルギー等々の取

組、エネルギーを生む取組、これは今、本県に

おいて、どういった流れになっているのですか。

【井内新産業創造課長】再生可能エネルギーの

割合を引き上げていこうという目標を県として

掲げてやっているところでございます。その中
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には、もちろん今回予算として上げております

洋上風力等も含めたところで、その割合を上げ

ていこうという全体の目標はございます。

【山本(啓)委員】 それも新産業創造課で行って
いるというふうな理解でよろしいのですか。

【井内新産業創造課長】長崎県再生可能エネル

ギー導入促進ビジョンを策定しております。導

入目標をこの中で、2030年度、平成で言うと42
年になりますが、再生可能エネルギーの割合、

出力を1,360メガワットにしていこうというと
ころで目標を立てておりまして、こちらの所管

は私のほうになります。

【山本(啓)委員】 その上で質問を続けたいんで
すけれども、ほかの説明でもありました本県に

は非常に多くの再生可能エネルギーに活用でき

る海洋のフィールドがあると。候補地となるよ

うなところがたくさんあって、県内外問わず、

国外からもそういったアプローチがあるような

話もいろいろ説明を伺っております。県は、そ

ういった海洋フィールドにおいて、2030年まで
の取組の中で、基礎自治体、21市町とか、あと
海ですから、当然漁協関係者とか、そういった

ところとの連携を果たした上のこの2030年の
目標というのが今、動いているのか、そこを確

認させてください。

【井内新産業創造課長】国におきまして、一般

海域を長期にわたり海洋再生可能エネルギーの

発電設備の整備、最大30年使えるような法整備
をされているところでございます。県内におき

ましても、五島あるいは西海のほうで、漁業者

等も含めた地元との調整をしまして、再生可能

エネルギーの導入を図っていこうという動きが

ございます。

【山本(啓)委員】 それもわかっています。県は
その時、どういう立ち位置で対応されているの

ですか。

【井内新産業創造課長】漁業者をはじめとした

関係者の調整につきましては、発電事業者ある

いは地元自治体のほうで行っていただいており

ます。

【山本(啓)委員】 よくわかりませんでした。す
みません、もう一回お願いします。

【井内新産業創造課長】関係者との調整、地元

の調整におきましては、発電の事業者であり、

あるいは地元の市町のほうで一義的にはやって

いただいているというところでございます。先

ほど申し上げた国の新しい法律におきましては、

もちろん県は何もしないというわけではござい

ませんで、そういう地元のポテンシャルがある

ということ、あるいは地元の調整がちゃんとつ

いているというところも踏まえた上で、促進区

域に指定していただくに当たって、県のほうで

国と協議会を設置するのですが、そういう地元

の調整等もちゃんとできているということは、

県としてもしっかり訴えていく立場でございま

す。

【山本(啓)委員】 2030年に1,360メガワットと
いう目標数値があって、県内にそういったフィ

ールドが多数あるということも確認していて、

各所各所でそれぞれの取組をしていると。そう

いった部分において、県の立ち位置というのは、

今のところ、そういった動きを確認して、法整

備に絡んだ環境整備などについて国に訴えてい

くというところにとどまっているのですか。

【井内新産業創造課長】県内の一般海域におき

まして、来年度当初事業の一部に、ゾーニング

の事業を3,000万円上げております。その一般
海域の中で、保全すべき地域、あと導入を図る

地域というのを明確にして、県がその事業を主

体的に行います。その上で、県下海域において
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海洋再生エネルギー導入が図られるように取組

を進めていくところでございます。

【山本(啓)委員】 この一番下の部分の予算の話
になっていくのかと思いますけれども、事業の

話になってくると思いますけれども、要するに、

県内のフィールドを民間の方々や自治体の方向

性というものを打ち出したところが、しっかり

と法に照らして適法に活用できるような環境整

備に調査等々そういったものについて県が取り

組んでいくんだと、そういう立ち位置なんだと

いうご答弁をいただいたと思います。

それは最低限、法に照らして適法性を確認す

るという作業をするんだということでしょうけ

れども、その後、それ以外、民間の方々が活発

にもっと活用できるとか、例えば、風力だった

場合、渡り鳥の調査、自然の環境アセスとか、

そういった部分がその時、計画の中で入り込む

よりも、その前段階で一定調査ができていたり、

事前のその地域の情報を取りまとめたりすると、

計画自体がスピーディーに進んでいくんだと私

は理解するんですけれども、そういった部分に

おいて県が果せる役割というのはありませんか。

【井内新産業創造課長】先ほどのゾーニングの

中で、地元の理解も得ながら、地元市町等の力

も合わせながら進めていくところでございます。

これを行うことによって、もちろん先ほどの導

入がスムーズに進むというところがございます。

【山本(啓)委員】 先ほど高比良委員からもお話
があっていましたが、市内だという話だと思い

ますけれども、民間が活躍する場を県内にどう

用意し、その先のプレーヤーはもちろん民間で

あって、県は、その枠組みや制度設計の部分、

そして規制緩和の部分に取り組んでいくんだと

いうところのやりとりがあったと理解をしてい

ます。これらについても、ぜひ、どういった形

であれば多くの企業が進出してきて、参入して

きて、またさらには多くの投資が得られるのか、

そういった部分についても全方向を確認しなが

らやっていく必要があるのかなと。造船業につ

いても、例えば、観光分野におけるクルーズ船

の部分においても、大型化していって港を整備

して、そこに来たクルーズ船の整備やメンテナ

ンス等々に対応するとか、プロジェクト1つ1つ
をその1つだけの効果に完結させずに、横の連
携、効果をつなげていくということが必要なの

かなと感じています。

そういった流れの中で、ぜひ産業労働部長に

おかれましては、それぞれの1つ1つのカテゴリ
ーのみのものではなくて、広く産業労働部外も

含めて民間の活躍の場を構築していくことに県

が取り組んでいくべきだと思いますが、最後に

考えをいただきたいと思います。

【平田産業労働部長】さまざまな分野がつなが

っていくことで新たな可能性を生み出していく

ということが今まさに大変重要だろうと思って

おりますので、十分に留意をしながら対応して

まいりたいと考えております。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 時間も押し迫っていますので
手短に終わりたいと思いますので、よろしくお

願いします。食品加工センターについてお尋ね

したいと思うんですが、食品加工センターの基

本設計の設計業務の入札は終わっているのです

が、食品加工センターの基本構想、基本計画は

いつ作成されたのか、まずそれをお答えいただ

きたいと思います。

【井内新産業創造課長】 先の11月定例県議会
委員会におきまして補足説明をさせていただき

ました食品加工センターの事業計画を農林部と

共同でつくったものでございます。こちらが事
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業計画でございます。

【山田(博)委員】 それを事業計画ということで
理解していいのですね。あれは事業計画と書い

ておりましたか。そうですね。それはわかりま

した。

それでは、この入札に食品加工センター新築

工事の設計業務ということで参考図というので

地図とかいろいろありますけれども、特にそこ

の中で、食品加工センター試作支援スペースの

整備イメージ図とありますけれども、この案は

どこが作成されたのかお答えいただけますか。

【井内新産業創造課長】直接このイメージ図を

作成したのは、工業技術センターと農林技術開

発センターでございます。農林部農政課の監修

のもと、工業技術センターのほうで策定をいた

しました。

【山田(博)委員】 工業技術センターで作成され
たのですね。どこが策定されたか、その工業技

術センターの課というのはわかりますか。

【井内新産業創造課長】工業技術センターの食

品・環境課でございます。

【山田(博)委員】 わかりました。
それで、この設計業務委託の仕様書を拝見し

ましたら、これは新築工事の後に機器の搬入を

行うとなっていますけれども、もう機器の選定

は終わっているのですか。

【井内新産業創造課長】全ての機器の選定は終

わっておりません。まず先行的に、分析の機器

の選定を今、作業として進めているところでご

ざいます。

【山田(博)委員】 これは新産業創造課長、食品
加工センターの新築工事の設計業務というのは

土木部営繕課にお願いしていますよね。それは

新産業創造課で間違いありませんか。

【井内新産業創造課長】 間違いありません。

【山田(博)委員】 それで、設計委託業務の概要
とあるんです。この中に、別紙1に、当該施設に
設置する厨房機器は選定済みであり、新築工事

の完成後に機器の搬入を行うと書いてあります。

さっきの答弁と違いますよ。

【井内新産業創造課長】先ほどの機器の選定に

つきましては、分析とか、においの判定とか、

そういうものを行う機器でございます。平成31
年度から平成32年度にかけまして、段階的に導
入をしてまいります。

【山田(博)委員】 これは設計がある程度固まっ
て、それから選定するのはわかるわけだ。先に

ここには選定済と書いているんですよ。今、新

産業創造課長は、ずっと今、選定していますよ

というふうに言っていました。これは選定済な

んですよ。私が一番心配しているのは、設計も、

普通私たちが思うのは、設計をする時に、大体

これだけの広さで、本業務では、厨房機器設置

のための給排水、電気設備等の設備設計も含む

と書いているんですよ。厨房機器がどういった

機械でするかということをしっかりと反映しな

がら、後からそれで機器を置くというのはわか

るけれども、先に機器だけ決めてしまってね。

これは厨房機器は選定済みと書いているんです

から。食品加工センターの建設当初、スタート

から、基本構想とか基本計画、事業計画はあり

ますけれども、明確な基本計画とか事業計画と

いうのはお示しされていないわけですよ。それ

で、あえて言っているわけです。何か食品加工

センターにおきましては、そういった選定しま

すよと。何でこういうふうになっているのか、

私は不思議でならないわけです。先ほどは選定

中ですと言いながら、この図書には選定済みと

書いているんだから。だから、厨房設計を終わ

ってから、配置をどういうふうに考えるという
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のが普通だと私は思うんです。しかし、先に選

定をしているから、設計は後でいいんですよと

いうふうなニュアンスのとられ方の設計図書に

なっているわけです。こういった状況というの

は新産業創造課でご存じでしたか。

【井内新産業創造課長】申しわけございません、

十分把握していない部分がございます。確認を

させていただければと思います。

【山田(博)委員】 新しい事業で、すばらしい事
業ですから、これはぜひそういったことを把握

しながら、しっかりやっていただきたいと思う

んです。これは営繕課とか、そちらのほうとは

話もしなくて、何かどんどん、どんどん先に行

っているんじゃないかというふうにとられても

おかしくないと思っているんです。私は心配し

ているわけですよ。だから、こういった状況だ

ったということを踏まえて、しっかり取り組ん

でいただきたいと思っております。

最後に、さっき予算のほうで時間がなかった

ので。これは若者定着課長、保護者向けの情報

発信強化ということでパンフレットをつくると

言っていますね。今度、保護者とか教員向けの

パンフレットを新たに制作するとありますけれ

ども、これも制作に当たっては、しっかり教員

の目線とか、生徒の目線、保護者の目線でパン

フレットをつくっていただきたいと思っており

ます。たかがパンフレットといえども、これで

人の人生も左右するぐらいの大きな事業だと思

いますので、若者定着課長、大変なポジション

でご苦労もあると思いますけれども、ぜひ頑張

っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

【佐倉企業振興課企画監】 先ほど山田(博)委員
からのご質問のご答弁でございます。オフィス

系補助金の補助内容でございますが、平成23年

度に創設いたしまして、今現在、限度額が3億円
でございますが、当初、2億4,000万円を平成26
年度に3億円に引き上げたということで、補助
単価、補助率等につきましては、現在変更ござ

いません。

【山田(博)委員】 3年したら補助限度額を上げ
て、それからもう4年近くしているわけですか
ら、また状況を見据えて、しっかりと取り組ん

でいただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

産業労働部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時４８分 休憩 ―

― 午後 ４時４８分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、水産部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４９分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４６分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君

委   員 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 久野  哲 君

〃 髙比良 元 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

３、欠席委員の氏名

吉村 正寿 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 坂本 清一 君

水 産 部 次 長 西 貴史 君

水 産 部 次 長 髙屋 雅生 君

水産 部参事 監 中村  隆 君

漁 政 課 長 黒﨑  勇 君

漁業 振興課 長 中村 勝行 君

漁業振興課企画監 森川 晃 君

漁業 取締室 長 松本 啓一 君

水産 経営課 長 川口 和宏 君

水産加工流通課長 岩田 敏彦 君

漁港 漁場課 長 中田  稔 君

漁港漁場課企画監 平野 慶二 君

総合水産試験場長 長嶋 寛治 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山口委員長】 皆さん、おはようございます。

ただいまから、委員会及び分科会を再開いた

します。

なお、吉村(正)委員から、欠席する旨の届が
出されておりますので、ご了承をお願いいたし

ます。

これより、水産部関係の審査を行います。

【山口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

水産部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【坂本水産部長】それでは、水産部関係の議案

についてご説明いたします。

「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料 水産部」という資料をお開きください。

今回、ご審議をお願いたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第6号議案「平成31年度長崎
県沿岸漁業改善資金特別会計予算」、第10号議
案「平成31年度長崎県長崎魚市場特別会計予
算」、第15号議案「平成31年度長崎県港湾整備
事業会計予算」のうち関係部分、第57号議案「平
成30年度長崎県一般会計補正予算（第5号）」
のうち関係部分、第61号議案「平成30年度長崎
県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第1
号）」、第65号議案「平成30年度長崎県長崎魚
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市場特別会計補正予算（第1号）」、第70号議
案「平成30年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第3号）」のうち関係部分です。
本県の水産業は、造船、漁業資材、流通及び

加工等の幅広い関連産業を支え、特に、離島・

半島部において地域の経済、社会の維持に大き

な役割を担う重要な基幹産業でありますが、漁

獲量の減少や魚価安などによる漁労収入の減少、

漁業就業者の減少、高齢化などにより大変厳し

い状況にございます。

このような中、県におきましては、平成28年
度にスタートした「長崎県水産業振興基本計画」

のもと、広大な漁場で多種多様な漁業が営まれ

ている本県水産業の特性を踏まえ、漁業実態や

経営状況を把握、分析し、各地域に応じた漁業

振興策を盛り込んだ地域別施策展開計画を策定

のうえ、これに取り組むことにより、水産分野

における所得向上対策を重点的に推進している

ところであります。

平成31年度は、漁業者の所得向上をさらに推
進するため、漁業の経営力強化、養殖業の成長

産業化と水産物の輸出増大、販売力強化、漁業

就業者の呼び込みと定着、資源管理の推進、藻

場回復等による漁場づくり、漁港整備や浜の環

境整備等の施策を重点的に展開してまいります。

そのため、平成31年度当初予算におきまして
は、これまで推進してきた事業の強化を図ると

ともに、さまざまな国の予算や地方創生推進交

付金等を活用し、必要な予算を計上いたしまし

た。

まず、第1号議案「平成31年度長崎県一般会
計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。

2ページ目をお開きください。
歳入は、合計で131億7,365万2,000円、歳出

は合計218億1,581万7,000円をそれぞれ計上し
ております。

歳出予算の主な内容につきましては、後ほど

漁政課長から補足説明させていただきます。

7ページをお開きください。
債務負担行為につきましては、記載にありま

すとおりございます。

次に、第6号議案「平成31年度長崎県沿岸漁
業改善資金特別会計予算」の主な内容について

ご説明いたします。次の8ページをお開きくだ
さい。

歳入、歳出それぞれ、合計2億708万9,000円
を計上しております。これは沿岸漁業者等が自

主的にその経営や生活環境を改善するため、経

営等改善資金、生活改善資金及び成年漁業者等

養成確保資金を無利子で貸し付けるものであり

ます。

次に、第10号議案「平成31年度長崎県長崎魚
市場特別会計予算」の主な内容について説明い

たします。

歳入が合計2億2,477万5,000円、9ページの歳
出ですが、合計で2億2,477万円と同額を計上し
ております。

これは、長崎魚市場の維持管理並びに生鮮水

産物等の取引の適正化等を図るための経費であ

ります。

債務負担行為につきましては、記載にありま

すとおりです。

次に、第15号議案「平成31年度長崎県港湾整
備事業会計予算」の関係部分について説明いた

します。

収益的収入では、貸付収益及び平成31年度に
土地売却が見込まれる土地売却収益として、

9,608万4,000円、収益的支出では、完成土地の
維持管理経費、土地売却収益に伴う土地売却原
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価として、1億7,857万6,000円をそれぞれ計上
いたしております。

次に、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。10ページをお開きくださ
い。

歳入は5億4,892万6,000円の減、歳出は9億
6,850万4,000円の減を計上いたしております。
補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

水産基盤整備等についてでございますが、事

業費の精算見込み等に伴い、漁場水産基盤整備

費につきましては、水産環境整備費等1億2,928
万3,000円の減、県営漁港水産基盤整備費につき
ましては、水産流通基盤整備費等2億7,036万
2,000円の減、市町村営漁港水産基盤整備費につ
きましては11ページをお開きください。農山漁
村地域整備交付金事業費等1億437万2,000円の
減をそれぞれ計上いたしております。繰越明許

費につきましては記載のとおりです。

次に、第61号議案「平成30年度長崎県沿岸漁
業改善資金特別会計補正予算（第1号）」につ
いてご説明いたします。

歳入は1億1,743万5,000円の減、次に12ペー
ジをお開きください。歳出は1億1,743万5,000
円の減を計上いたしております。これは貸付見

込額の減等に伴うものであります。

次に、第65号議案「平成30年度長崎県長崎魚
市場特別会計補正予算（第1号）」についてご
説明いたします。

歳入、歳出それぞれ697万円の増を計上いた
しております。これは国有財産等所在市町村交

付金の増等に伴うものであります。繰越明許費

については記載のとおりであります。

次に、13ページをお開きください。

第70号議案「平成30年度長崎県港湾整備事業
会計補正予算（第3号）」のうち関係部分につ
いてご説明いたします。

土地売却収益等の増に伴い、収益的収入で

951万9,000円の増、土地売却原価等の増に伴い、
収益的支出で709万3,000円の増を計上いたし
ております。

また、国庫補助金返還に伴い、資本的支出で

25万1,000円の増を計上しております。
最後に、平成30年度予算につきましては、本
議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫

補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、平成30年度予算の補正
について専決処分により措置させていただきた

いと考えておりますので、あらかじめご了承を

賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山口分科会長】次に、漁政課長より補足説明

を求めます。

【黒﨑漁政課長】 それでは、私の方から平成

31年度当初予算の概要につきましてご説明を
させていただきます。

お手元にお配りしております資料1及び資料
2、この2つを使いながらご説明いたします。
まず、資料1の1ページをご覧ください。
表中平成31年2月議会の3の列を上から下っ

ていきまして、一般会計の計のところでござい

ます。一般会計におきます水産部の平成31年度
の当初予算と平成30年度経済対策補正予算の
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合計は、ここにありますように285億2,681万
6,000円でございます。
これを横に見まして、前年度の場合と比較い

たしますと、7のところですけれども、48億
7,167万8,000円、率にして20.6％の増でござい
ます。

部内各課別の内訳、特別会計並びに公共事業

の計上額は、それぞれここに記載のとおりでご

ざいます。

ページをめくっていただきまして、2ページ、
3ページ目に部内各課の主な計上事業を掲載い
たしております。

続きまして、主要事業の内容について資料2
の方で説明をさせていただきます。恐れ入りま

すが、資料2の方をご覧ください。
まず、資料2の1ページをご覧ください。
離島漁業再生支援事業費10億8,420万円を計

上しておりますが、これは、離島の漁業集落が

行う漁場生産力の向上や新たな漁法導入等の漁

業再生活動、あるいは新規就業者に対する漁

船・漁具等のリースの取組、または特定有人国

境離島地域の雇用創出の取組等を支援するもの

でございます。

2ページをご覧ください。
成長産業化のための養殖産地育成事業費

3,966万5,000円、これは、漁場の有効活用及び
産出額の増大、並びに養殖業者の所得向上を図

るため、水産政策の改革に伴う国事業を積極的

に活用しながら「漁場再編」、「新規参入」、

「産地強化」、この3本柱で養殖業の成長産業
化を支援するものでございます。

3ページに移ります。
高級魚クエ資源増大支援事業1,760万円、これ

は重要な漁獲対象種でありますクエの資源回

復・増大を図るため、県内5海域で実施します

種苗放流と、その資源管理の取組を支援するも

のでございます。

次、4ページをご覧ください。
悪質密漁連携監視事業1,946万8,000円でご

ざいます。これは、県内13海域の漁場監視連絡
協議会が実施いたします監視活動、密漁防止啓

発活動を支援するものでございます。

次、5ページです。
次代を担う漁業後継者育成事業費5,992万

3,000円でございます。これは、漁業就業者の確
保・育成のため、就業相談から技術習得、就業

後の定着支援まで、段階に応じた切れ目ない支

援を実施するための経費を措置するものでござ

います。

次、6ページ、上段にあります新水産業経営
力強化事業9,772万5,000円でございますが、こ
れは経営計画に基づき、所得向上を目指す漁業

者自身が行う取組への支援に加え、漁業者の所

得向上に不可欠な漁業等の取組や施設整備を支

援するものでございます。

同じく、その下段の水産業所得向上支援事業

1,481万3,000円でございますが、これは、漁業
の経営強化のために関係機関が連携して経営指

導支援を行い、経営意識を醸成する機会を提供

するとともに、優良漁業経営体の育成と漁業所

得の向上を推進するものでございます。

次、7ページをご覧ください。
長崎県水産物輸出倍増事業費4,681万8,000

円でございます。これは、海外での本県産水産

物のＰＲや、輸出国が求めます衛生管理体制の

充実、あるいはニーズに応じた商品力強化を図

るとともに、新たな輸送ルートや新規販路の開

拓を推進するものでございます。

8ページをご覧ください。
売れる商品開発・生産加工連携による販売力
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強化事業費3,880万6,000円でございます。これ
は消費者ニーズを捉えた売れる商品開発や、生

産者との連携体制づくりに必要な加工機器等の

整備を支援するものでございます。

最後に、9ページをご覧ください。
藻場回復等総合推進事業6,316万7,000円で

ございます。これは、行政研究機関、漁業者等

が連携し、藻場回復の取組、技術普及啓発、漁

業者等による活動組織の育成等の支援を行い、

藻場回復を推進するものでございます。

以上をもちまして、平成31年度当初予算の概
要説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【山口分科会長】次に、水産部参事監より補足

説明を求めます。

【中村水産部参事監】それでは、私の方から公

共事業であります漁港漁場整備事業の平成31
年度当初予算の概要についてご説明させていた

だきます。

お手元にお配りしております資料1、先ほど
の漁政課長の説明の資料1と資料3「漁港漁場整
備事業（公共）について」、この2つを使って
ご説明いたします。

まず、資料1の1ページ、下の参考の公共事業
の計上の欄をご覧ください。

漁港漁場整備事業の公共事業の平成31年度
当初予算と平成30年度経済対策補正予算の合
計は、178億3,944万8,000円でございます。平
成30年度当初及び平成29年度経済対策補正の
合計と比較いたしますと41億4,671万円、
30.3％の増となっております。
次に、資料3「平成31年度漁港漁場整備事業

（公共）について」で説明申し上げます。

1ページ目をお願いします。
平成31年度当初予算140億9,600万円のうち、

漁港事業は101億5,900万円、漁場整備につきま
しては39億3,700万円を予定しております。
主要事業の概要について、漁港事業におきま

して、まず、流通拠点漁港等での衛生管理対策

です。安全・安心な水産物を提供し、災害時に

おいても流通機能を確保するため、荷捌所の整

備や施設の耐震化等を行います。

また、生産機能の強化といたしまして、養殖

の生産拠点におきまして、陸揚げ機能の強化や

生産性の向上に対応します。

安全で快適な就労環境の整備におきましては、

高齢者や女性をはじめ、就労者が安心して快適

に活動できますよう干潮時にも容易に陸揚げ可

能な浮桟橋等の整備を行います。

さらに、災害に強い漁港・漁村の形成といた

しまして、台風等の防災・減災対策を推進しま

す。

漁場整備におきましては、沿岸から沖合に至

るまで、それぞれ海域環境に適した整備を行い

ます。沿岸海域におきましては、増殖場の整備

といたしまして、水産資源の維持、回復を図る

ための藻場造成、魚礁漁場の整備といたしまし

て、漁獲の増大や生産性を向上させる魚礁の整

備や、国直轄事業と一体的なマウンド礁の整備

等を行います。

沖合海域におきましては、国直轄フロンティ

ア漁場整備を推進するための負担金を確保する

こととしております。

次に、2ページ目をお願いします。
漁場整備に関連いたしまして、藻場回復に向

けた取組についてご説明します。藻場の回復に

つきましては、漁業者、行政、研究機関等が連

携いたしまして、公共事業による藻場の造成や

技術サポートを推進しているところであります。

左側に示していますように、藻場は、磯焼けの
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進行等によりまして、平成元年から25年まで、
約6割まで減少しているところです。このため、
県では、藻場回復ビジョンを策定いたしまして、

ハード・ソフトの一体的な取組を進めていると

ころであります。

具体的には、ハード面といたしまして、漁場

整備事業によりまして、自然石やブロック等に

よる藻場機能を持つ増殖場の整備を行います。

また、ソフト面といたしまして、先ほど漁政課

長から説明がありましたけれども、藻場回復等

総合推進事業におきまして、技術的サポートや

藻場の保全活動に対する支援等を行っておりま

す。これらの対策について、漁業者による見守

り隊の活動と連携いたしまして、より効率的に

推進しているところであります。

次に、漁港漁場整備事業について、具体的に

3つの事例をもってご説明したいと思います。3
ページ目をお願いします。

まず、流通拠点漁港等での衛生管理対策の推

進です。長崎漁港の例です。長崎漁港では、中

国等への水産物の輸出拡大や産地競争力の強化

に向けまして、高度衛生管理型漁港の整備のた

め、埠頭の両側の荷捌所の改良や、その前面岸

壁の耐震化等、一体的な整備を進めているとこ

ろです。平成31年度におきましては、15億622
万5,000円を計上しておりまして、荷捌所の改良
や岸壁の耐震化、延伸を進めてまいります。

なお、現在、人件費、資材の高騰であります

とか、需要が増加する中国向け輸出の対応、ま

た、現地施工調整等のための理由のため、事業

費については約285億円から約338億円へ増額、
また、事業期間につきましても、平成32年度か
ら平成35年度に延長を見込んでいるところで
ありまして、水産庁と現在協議中であります。

今後、できるだけ早期に計画変更が行われるよ

う努めてまいるところであります。

次に、4ページ目をお願いします。
平成31年度新規事業であります小値賀漁港

です。人流・物流の拠点及び地域水産物の生産・

流通の拠点といたしまして、大規模な災害の後

にも定期航路や漁業活動を維持するため、防波

堤の改良等を実施することとしており、平成31
年度予算においては7,350万円を計上いたしま
して、防波堤の調査及び設計等を行うこととし

ております。

次に、5ページ目をお願いします。
平成31年度、これも新規事業であります広域
フロンティア漁場整備事業であります。右下の

図であります。平成29年度から対馬海峡地区に
おきまして、国直轄事業によりますまあじ、ま

さば等の生産力の向上のため、マウンド礁整備

が進められているところです。

県といたしましては、その国直轄事業のマウ

ンド礁整備と一体的に県のマウンド礁を整備す

ることとしておりまして、これによりまして一

層の水産資源の増大、漁獲の増大、これらを図

ることといたしております。平成31年度予算に
おきましては、9,450万円を計上いたしまして調
査及び設計を行うこととしております。

今後とも、地域の実情を踏まえまして、事業

の円滑かつ着実な実施に努めてまいります。

以上をもちまして、補足説明を終わります。

ご審議、どうぞよろしくお願いいたします。

【山口分科会長】 次に、提出がありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業）の計上状況」について説

明をお願いいたします。

【黒﨑漁政課長】お手元にお配りしております

資料の「農水経済委員会提出資料（政策的新規

事業の計上状況）」をご用意願います。
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水産部関係の平成31年度新規事業につきま
しては、2ページをおめくりいただきまして、
この上段に合計5つ、成長産業化のための養殖
産地育成事業費をはじめとしまして、全部で5
件ございます。各事業の事業概要と当初要求額

及び今議会に上程しております当初予算計上額

は記載のとおりでございますが、いずれも先ほ

ど資料2の方で概略ご説明を申し上げましたと
おりでございます。個々の詳細は、この際、省

略させていただきます。

よろしくお願いいたします。

【山口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 おはようございます。
それでは、平成31年度当初予算案の横長資料

に基づいて質問させていただきたいと思います。

時間が限られておりますので、特に地元の人か

らいろんなご意見、ご要望があった予算を中心

に質問させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

横長資料の13ページの水産試験場費の試験
研究費、漁業資源調査研究のための経費とあり

ます。今、離島の方では、クロマグロの規制も

されておりまして、私の地元の方でも新たな水

産資源を確保してもらいたいという要望がある

わけでございます。この資源調査というのは、

具体的に魚種を絞っているのか、海域を絞って

やられているのか、どういう方向性で取り組ま

れているのか、まず、そこを説明していただけ

ますか。

【長嶋総合水産試験場長】この調査につきまし

ては、魚種を絞っております。県内で15魚種を
対象とした資源調査を行っております。調査船

鶴丸を使いまして、漁場環境、それから卵と稚

魚の状況等を把握しながら、資源の評価、必要

なデータを集めていくという調査でございます。

【山田(博)委員】 私の地元の方で、長崎大学の
水産学部や関係者の方々がサクラエビの調査研

究を今取り組まれているという話をお聞きしま

して、地元の漁業者もそういった声を私に寄せ

られ、そういった調査研究をしてもらいたいと

いう声が上がっているんですが、それについて、

恐らく水産県長崎としては、このサクラエビに

関心を持っていると私は思っております。長崎

大学の水産学部がこれをやっているのに、まさ

か水産県長崎の水産部の方々が知らないという

わけはないと思いますが、どのような関心を持

って取り組んでいかれようとしているのか、ま

た、その状況なり、見解を聞かせていただきた

いと思います。

【長嶋総合水産試験場長】サクラエビの件につ

きましては、先月23日の静岡新聞に掲載された
内容とお聞きしております。委員からご指摘を

いただきまして、当方としましても調べており

ますけれども、この調査自体が2009年ですから
10年前の長崎大学の調査でございます。その後、
現在までの間にどのような経緯をたどったのか

とか、その時の担当の長崎大学の先生が退官さ

れているということもありまして、なかなかこ

の1週間で詳細なことまで我々が把握するとこ
ろまでは至っておりませんので、この件につき

ましては、もう少し時間をかけながら、最終的

な漁場調査につながるかどうかを含めまして、

まずその材料を集めるところから始めていきた

いと思っております。

【山田(博)委員】 何ですか、2009年、10年前に
やった調査だから、長崎県は知らなかったと。

知っていたけれども、時間がかかったというこ

とでしょう。まさか、私から言われて初めて知
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ったということはないんでしょう、これは。だ

って、長崎県の水産部出身の課長とか、職員は

いっぱいいるでしょう。まさかそれで知りませ

んでした、10年前ですのでわかりません、初め
て聞きましたということはないでしょう。知っ

ていたけれども、まだ関心がなかったというこ

とで理解していいわけですね。私から話があっ

て、再度関心を深く持ってやっていきたいとい

うことで理解していいわけですね。今年度から

本格的にやろうと思っていたということで理解

していいわけですか。それはいかがですか。

大体、今、クロマグロの規制があって、全く

水産業に、漁業に明るい材料がないわけですよ。

ここで明るい材料を、ぜひ、このサクラエビで

調査をやって長崎県の漁業者の所得向上に頑張

っていただきたいわけですよ。どうですか。

【長嶋総合水産試験場長】サクラエビの調査に

つきましては、この10年間云々という話があり
ましたけれども、10年前にちょうど長崎県海域
にサクラエビじゃなくて、ヒゲナガエビという

エビが五島の南方海上で捕れるということで、

県、それから大学等で調査をして、いろんな関

心のもとに、何とか地元の漁業者に利用できる

方法はないかということで取り組んだ経緯はご

ざいます。ただ、その時に長崎大学が漁場調査

をしたヒゲナガエビのサンプルの中にサクラエ

ビが100匹ほど混じっていたということで、そ
れが最近になって東京海洋大学の先生が鑑定さ

れて、サクラエビで間違いないという経緯の中

で、新たな漁場の可能性があるということで新

聞に報じられたものでございますので、その点

につきましてはこれから関係の機関にもう少し

詳細な聞き取り等を行いながら、詰めて漁場開

発につながるかどうかの材料を集めてまいりた

いと思っております。

【山田(博)委員】 ということは、本当は知って
いたわけですね。

では、お尋ねします。大体長崎大学の水産学

部といろんな連携をしながらやっているんです

よね。最初の答弁は、知っていたけれども、10
年前だったからよくわかりませんでしたと言う

けど、今聞いたら確かにやっていましたと、や

っていたけれども、あんまり関心がなくて、今、

静岡新聞に載ったから、それで関心を持ってき

たということで理解していいわけですね。これ

から、長崎大学の水産学部と、もうちょっと連

携をとってやっていただきたいと思うんですけ

れども、いいですか。

サクラエビの産地は静岡県ですね。静岡県と

その調査をしながら、将来的には販路拡大をど

うしたらいいかとか、商品開発をどうするかと

か、漁法はどうすればいいかというのを静岡県

と連携しながらやっていきたいということで理

解していいんですか。それを力強く、もう私は

地元に明後日帰りますから、明るい材料を持っ

てやって行きたいと思うんですが、いかがです

か。

【長嶋総合水産試験場長】サクラエビの件につ

きましては、既に静岡水試の方とは連絡をとら

せていただきまして、サクラエビについて現状

はどうなのか、それから、今後、どういうふう

な取組をすれば、漁場の開発につながるのかと

いったような情報交換を既に始めております。

それと、長崎大学につきましては、年に3回
ほど一緒に検討する場、連絡調整会議というの

を設けておりまして、今月中にもう一回やる予

定にしておりますので、今日の議論を踏まえま

して、先方にも再度お願いして、情報の共有化

を図りながら、一緒に取り組んでいきたいと考

えております。
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【山田(博)委員】 大変明るい材料をもたらして、
あとはこれをほかの漁業との調整をしながらや

っていかないといけないですね。新しい漁業を

するに当たっては、既存の漁業等と調整を図り

ながら、しっかりやっていかないといけないと

思います。聞いたら年に3回長崎大学水産学部
と連絡調整会議をやっているんですね。しかし、

今の話は私から聞いて初めて聞いたと。連絡を

うまくやっているのか、やっていないのかよく

わからんけれども、やっていたんでしょうね。

しかし、これはうまくかみ合わなかったところ

があったかもしれませんけれども、これはぜひ

水産部長、頑張ってくださいね。あなたはサク

ラエビを食べたことがあるとさっき言われまし

たけれども、私は食べたことがないんですよ。

今回、しっかりと食べていきたいと思っている

んです。水産部長、これは水産行政の明るい材

料としてしっかり取り組んでいただきたいと思

いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

部長のこれに関する決意というか、思いとい

うか、見解を聞かせていただいて、この漁業資

源調査研究のための経費の予算の質問を終わり

たいと思うんですが、いかがですか。

【坂本水産部長】委員ご指摘のサクラエビにつ

きましては、静岡の駿河湾が特産で、それ以外

の海域には生息しないということで私はずっと

認識していたのですが、この新聞を見て、五島

にもいるのかということで少々驚いた次第です。

ただ、これは生物学的には非常に貴重な発見で

はございますけれども、これがすぐに産業に結

びつくかどうかということについては、これか

ら実際に調査を行われた長崎大学の先生方から

情報をとりながら、産業として成り立つかどう

かについては検討させていただきたいと考えて

います。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
続きまして、横長資料の25ページ、ＦＲＰ漁
船リサイクル処理等体制普及推進事業費とあり

ますけれども、ここに五島市でモデル的に実施

したＦＲＰ漁船処理体制をもとに、他の離島地

区への普及推進活動を実施するための経費と言

われましたけれども、ちなみに五島でやって、

どれぐらい時間がかかったのか、それと、どの

ような体制をつくってほかの離島にもっていこ

うとしているのか、五島の次はどこなのか、そ

れを含めてお答えいただけますか。

【平野漁港漁場課企画監】 平成31年度からの
ＦＲＰ漁船のリサイクル事業のことについての

ご質問ですけれども、まず、今年度の事業につ

きましては、2回協議会を開催させていただき
まして、第2回目を今月の3月22日に開催し、結
果を出すことにしているんですけれども、五島

市にあります4隻の廃船漁船をモデル的に五島
で減容して、小さくして長崎本土の方に持って

来てリサイクルに回すという事業でございまし

た。結果の概要、詳細は3月22日にはっきりす
るんですけれども、少し概要を説明させていた

だきますと、5トン程度の漁船の場合、平成26
年に五島市で実施した事業では、リサイクルシ

ステムという処理をする場合は約90万円かか
るということだったんです。先ほども言いまし

たように複数隻を減容して長崎の方に持ってく

るという今回のシステムの中では約74万円と
いうことで16万円程度安くなるという結果が
出ました。こういったある程度の成果が出たと

いうことで、来年度事業におきましては、同じ

く離島で、やはり産業廃棄物の処理場の容積が

非常に小さい壱岐や対馬におきまして、五島の

例の紹介や、それぞれの地区での協議会設立等
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へ支援を行うということを考えております。

【山田(博)委員】 ということは、いいですか、

平成26年から始めて、当初は5トンだと約90万
円かかって、県の方でやったら約74万円と、要
するに約16万円安くなりましたと。だから、今
度は壱岐や対馬でやりますということですね。

じゃ、4人の漁業者の負担というのは、74万円
を漁業者が4人で負担したということですね。4
人で負担したということでしょう。これでほか

のところはうまくいきますよと。壱岐や対馬に

もっていったらこれはうまくいきますよという

ことで理解していいんですね。うまくいくから、

壱岐や対馬にもっていくということですね。そ

ういうことですね、それをお答えいただけます

か。

【平野漁港漁場課企画監】ＦＲＰ漁船の廃船処

理は、やはり所有者、排出者が責任を持ってそ

の費用負担を行うという大原則のもとに、私ど

もとしては、どうしても本土地区よりも離島の

方の廃船処理というのが高くついているという

現状を踏まえて、その費用を少しでも安くした

いということの中で、このＦＲＰの事業を始め

たわけです。今回、5トンの船で16万円程度安
くなるということで、まだ相変わらず高いとい

う状況は続くんですけれども、一応こういうシ

ステムを組むと安くなりますよという紹介で、

これを一番いい、ベストの方法だという形で紹

介するわけではないんです。けれども、現状で

は、現行のものよりも少し安くなりますよとい

うご紹介を、壱岐や対馬で協議会を設立して紹

介していきます。

【山田(博)委員】 私の質問に答えていないんで
す。企画監、いいですか。今、3月22日に最終
的にこの詳細が明らかになるということであり

ますけれども、では、4隻の処理費用74万円を

誰が負担するのか。74万円を4人で割ったんで
しょうけれども、ただでさえ魚価の低迷、燃油

の高騰等、離島の漁業者は経営が大変厳しい中

に、今言われたように漁船は所有者が責任を持

って廃船しなければいかんと。それはわかって

いるわけです。しかし、74万円かかるから、一
応これでやるから普及させるんだとか言って、

これが今ベストとは言わんけれども、とにかく

こういうふうに普及するということであります。

もう一度お尋ねします。先ほどはお答えになっ

ていませんでしたけれども、五島市で平成26年
にやって約90万円かかった。16万円安くしたの
に、長崎県ではどれくらいの期間をかけてこの

システムをつくったのかということをお答えい

ただきたいと、最初そう尋ねたのに答弁があっ

ていませんから、何年かかったんですか。それ

をお答えください。

【平野漁港漁場課企画監】ＦＲＰ漁船の処理の

事業は、山田(博)委員もおっしゃるとおり、リ
サイクルでのやり方というのは平成26年度か
ら新たに計画をしました。予算面も少し多かっ

たんですけれども、3年間、この委員会の席で
も山田(博)委員からご指摘も受けましたけれど
も、3年間はほとんど動かないような状況でご
ざいましたけれども、今年度は何とか5トンク
ラスの船が3隻と6トンの船が1隻なんですけれ
ども、何とかモデル的に一体的に解体をして本

土に持ってくるという事業が組めたということ

で、ある程度の成果が出たということをご報告

させていただいております。

【山田(博)委員】 大分私から指摘されたと言わ
れますが、私がいじわるで質問しているみたい

に言わないでくださいよ、企画監、縁起でもな

い。私は漁業者の方のため、あなた方のことを

考えて質問しているんだよ。大分質問されたと
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か、私がいやみで質問しているように聞こえる

んじゃないですか。冗談じゃないよ。

3年間計上して、ほとんど動かなかったのは
事実じゃないですか。その事実を私は指摘して

いるだけであって、それはもう部長、後で指導

をお願いしますよ。

私がお尋ねしたいのは、いいですか、今のこ

の状態で、またほかのところに普及活動すると

いうのは、5年間かかって16万円安くなったか
らこれでいいんじゃないですかということで、

またほかの地域の漁業者にどうでしょうかとも

っていくのはいかがなものかと思いますね。

時間がきたので一旦終わりますけれども、資

料を要求したいと思います。

補足説明資料3の1ページに生産機能強化と
いうことで尾崎漁港、荒川漁港とありますけれ

ども、「養殖マグロの生産基地として陸揚機能

の強化とともに、更なる生産拡大に対応するた

め、防波堤や岸壁等の整備を行う」ということ

でありますけれども、尾崎漁港、荒川漁港、特

に荒川漁港というのは40億円をかけてやると
お聞きしておりまけれども、この40億円の内訳、
概要、なぜこれをつくるようになったか、地元

から要望が上がったと言っていますけれども、

40億円ですよ、40億円。私は地元選出の議員と
して、ほかにいっぱいつくってもらいたいとこ

ろがあるんだけれども、そこは先延ばしにして、

ここに40億円もつけることになったというの
は、どういった経過があったかということを午

後からの委員会で、漁業協同組合からの要望書

があると思いますから、それをぜひ提出してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。一旦終わります。

【山口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【西川委員】 横長資料の28ページ、漁港漁場

課にお尋ねしますが、2段目の港整備交付金事
業費と3段目の漁港漁村活性化対策費が計上さ
れていますが、この県営漁港整備事業のための

経費と県営漁港整備等のための経費で幾らか、

港そのものとか、それに係るいろんな施設とか、

これは国からの補助がほとんどなんですが、ど

のような違いがあるのかお尋ねいたします。

【中村水産部参事監】 28ページのお尋ねの農
山漁村地域整備交付金、そして港整備交付金、

漁港漁村活性化対策費の違いでございます。例

えば、27ページにあります通常の流通基盤整備、
生産基盤整備、こういったものは公共事業であ

ります補助事業となります。それと比べまして

28ページの農山漁村地域整備交付金は、補助事
業とは違いまして、県に一括して交付金が下り

ます。その中で県の裁量のもと、県営事業だっ

たり、市町営事業だったり、そういったものに

配分するというものであります。いわゆる国の

個別箇所の内示ではない事業であります。

続きまして、港整備交付金につきましては、

港の連携を図る事業ということでございます。

具体的に言いますと、漁港事業と港湾事業の連

携、こういったものの事業となっております。

そして、漁港漁村活性化対策費は、これは公

共と書いておりますけれども、県では公共とし

て整理をしておりますが、国の予算の中では非

公共事業と整理されております。いわゆる小規

模な、ちょっとした施設の改良でありますとか、

ここでは、例えば車止めでありますとか、そう

いった付属施設などのこまごました整備を対象

とするものであります。

以上のような違いがあります。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本(啓)委員】 補足説明資料2の中身から質
問をしたいと思います。
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一般質問でも、予算の全体的な枠組みを絞っ

ていく経営改善ということで取り組む中で、一

つひとつの事業に対するものとか、各部局のも

のに対することということで、水産部について

の質問をさせていただきました。

この1ページ目の離島漁業再生支援事業費の
中身についてお尋ねするんですけれども、この

中の事業内容に、①、②、③でそれぞれ交付金

の中身が書いてあり、説明をいただきました。

事前にいろいろとやりとりをさせていただいて

いますので省きますが、例えば、各漁協単位で

あったり、集落単位であったりという取組の中

で、漁業の環境、水産の環境を維持管理してい

く取組が幾つかあります。資源の回復や藻場、

または駆除の取組とか、いろいろな取組にもこ

ういった事業をそれぞれ使われています。長年、

県が単独で水産の予算をつけてそういった事業

に取り組んでこられ、地元は大変ありがたく活

用させていただいたことがあると思います。し

かしながら、そういった県単の取組が、少し国

と内容が重複する部分や、国の事業を活用でき

るということから県単の事業を取りやめて国の

事業に切り替えるというのがよくあっているん

ですね。

その一つひとつを見ていくうちに、やっぱり

使い勝手、または用船契約や潜水費用といった

部分の単価を県単の方が高く設定をしているこ

とが多分にありまして、そういったものを国の

事業の方だけに絞ってしまうと、その部分で漁

業者からの評判が悪いといったところがありま

す。

この離島漁業再生支援交付金は非常にありが

たい話で、さまざまな部分に広く活用がされて

いるんですけれども、かつて平成27年から県単
で地先型増殖場整備事業、その後、平成28年か

ら3カ年事業で駆除委託事業という形で、壱岐
は主にウニ（ガンガゼ）の駆除にこれを充てて

いました。

これは予算の審査なので、その取組の考え方

だけをお尋ねしたいと思うんですが、そういっ

た具体的な例を引くまでもなく、先ほどのよう

な国の事業との併用によって、または県単を取

りやめることによって、地元の漁業者の中の認

識には県単を続けてほしいという部分が多分に

あるんです。この離島漁業再生支援交付金と駆

除の委託事業、この2つの項目について少し説
明をいただきたいと思います。

【平野漁港漁場課企画監】 山本(啓)委員がおっ
しゃっている今やっている事業というのは、こ

れは県単ではございませんで、国の公共事業の

一環として増殖場造成というのがありまして、

それをやったところに、途中から海藻を食べる

ような魚やウニを駆除するソフトの方にお金を

出すよという事業でございまして、これは原則、

長崎県の場合は3カ年という期限がございます。
それが終わった後は、可能であれば水産多面

的機能という国の事業もございますし、この離

島再生支援交付金という中で、引き続きソフト

の藻場対策を実施していただければということ

で県としては考えているんですけれども、それ

ぞれは、例えば水産多面だと活動組織がその地

区で何を優先して考えるのか、壱岐の場合はい

ろいろな魚の放流なんかも今考えているみたい

ですけれども、離島再生支援交付金の場合は集

落がどういったのを優先するかということの中

で、なかなかうまく連携してやれてないのが現

状なのかなと捉えておりますけれども、できれ

ばそういう連携の中で継続していただければと

考えております。

【山本(啓)委員】 漁法や魚種、狙っている魚種
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も違いますから、今おっしゃったように、確か

に連携の部分は地元の中でもまずは難しいとこ

ろもあるかなというのは理解します。

しかしながら、部長の説明にもありましたと

おり、我が県の水産部は漁業者の所得向上を掲

げています。何とか上げようということで平成

30年度からですか、取組を掲げてやっています。
要するに、漁業者がもうかるように頑張ろう

と、漁業者の方々が漁業一本でやっていけるよ

うに頑張ろうと。どこを押せば、どこに突っ込

めばそれが果たせるのかということを打ち立て

て予算を組んでいらっしゃいますよね。

その上で言えば、やはり集落として捉えてい

る漁業という産業を、その集落の中の連携を含

めて何が一番効果的なのかというのを、結局、

各振興局や水産の浜回りなどを展開しながら、

関与しながらやっていただいている部分が多分

にあるじゃないですか。だから、この支援事業

においても、ぜひ方向性を導くとか、もちろん

漁協がやることなのかもしれませんけれども、

方向性を導くとか、効果があるもの、ガンガゼ

の駆除は非常によかったという話を聞きました。

その後の変化も見られていると。これを今やめ

てしまったならばということからの要望だと私

は理解しているんですけれども、そこをやめず

に続けられるような、違うところでもやれます

よというところを、もう少し掘り下げて説明し

ていただかないと、漁業者の方々のモチベーシ

ョンというのはすぐ変わってしまうんじゃない

かと思うんですけれども、いかがですか。

【平野漁港漁場課企画監】 今の山本(啓)委員の
お話は、事前に少しそういうお話をお聞きしま

して、地元の漁協には担当の方から電話をさせ

ていただいております。そういった方がいらっ

しゃるということでですね。

あと、壱岐の場合は、ガンガゼ等もあるんで

すけれども、今、組合長会等で言われているの

はイスズミですね、それが大軍をなして来て、

一気に何日間かで海藻がなくなっているという

お話もありますので、そういったことも踏まえ

て、地元や漁協とはもう少しお話をし、前向き

に進む方法がないか、いろいろ検討はさせてい

ただきたいと思います。

【山本(啓)委員】 さっき言ったイスズミについ
ては、市の方もしっかりと支援をしてでも対応

策をしていくという話もあっていますし、また

は、加工して別のものに転用できないかという

思案もしていただいているようでございます。

私が申し上げたいのは、一つひとつの事業が

次につながるようなつなぎ目をしっかりとご指

導いただきたいと。これはこっちの方でできる

んですよ、いや、これはこっちの方でできるん

ですよと、またこういう展開があるんですよと

いうことは、一個一個のメニューからはわから

ないものですから、トータル的にこういう方向

性で展開していますのでどうですかという予算

の説明をしていただきたいと思います。

次に、8ページ、（新）売れる商品開発生産
加工連携による販売力強化事業費ということで、

内容についても先ほど説明がありました。こう

いった分野の話になると、例えば市場の環境に

ついてとか、今までは吹きさらしの状態が、よ

かったとは言わないんでしょうけれども、昔は

それが普通だったところが、いやいや、壁があ

って屋根があってといった環境が、今後、国際

的な衛生基準からすると必要なんだというふう

に変わってきた。じゃ、それを急いでやりまし

ょうと、それもお願いしたいなと思うんですけ

れども。

そしてまた、こういった商品開発に関係する
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販売力強化につながる施設等を整備していきま

しょうという話になるんですけれども、具体的

に、例えば右側の加工機器等の整備支援でレト

ルト殺菌器とか、具体的に何が一番よくて、何

がスタンダードで整備するのがいいのかとか、

漁協が判断するとか、漁業者がこれがいいと言

うのか、地元がしっかりと聞くとか、専門的な

分野からの知見を伺うとかやっているんだと思

うんですけれども、何が最も開発、改良に必要

なものなのかという分析というか、専門的なと

ころはどこから生み出しているんですか。まず、

そこのところをお尋ねしたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】これにつきましては、

この事業の左側にありますバイヤー連携による

新商品開発に係る支援というところとも連携を

しているんですが、まず一つは実際物を買って

いただいておりますバイヤーの方と話をしてい

ただいて、例えばそこの現地ではこういう魚が

あり、こういう加工をやっていますよというの

を見ていただいて、これじゃなくてといいます

か、こういうものがあるのならこういうものを

つくりませんか、こういうものなら売れますよ

ねという話をしていただきます。それをつくる

時に、今の加工場では、ちょっとこの機械が足

りませんねというところで助言をいただいてそ

れを入れると。

ですから、今、委員がおっしゃいましたよう

に、今の加工のトレンドの中でこの機械がいい

んですよという一押しをするのではなくて、そ

の場所、その加工場に応じてオーダーといいま

すか、そこの加工場で原材料を見た時に、加工

品をつくる時に何が要るというのをバイヤーと

も話をしながら入れていく、具体的な機器を考

えて入れていくということでこの事業は動いて

おります。

【山本(啓)委員】 地元でもこれまでの絞め方や
下処理の仕方ではなくて、それがいい、悪いで

はなくて、こういう形でやっていただけません

かというふうに飲食店から直接お話があったり、

指導があったりしているんです。そういう情報

の交換というのは、最近、非常に活性化されて

いるなというのは理解します。

今の話も、恐らく逆算的に、お客さんの前に

出す形から逆算していって、じゃ、最後は生産

の場面はどういう形が一番いいのかというとこ

ろに戻っていくと。それらに関わる環境づくり

を県が支援をしていく、整備に県が関わってい

くと、そういった理解でよろしいんですか。

【岩田水産加工流通課長】そのとおりでござい

ます。

【山本(啓)委員】 その上で、例えば機械に関し
て言いましょう。機械はどういったものがベス

トであるかというところを、機器のメーカー等

まで踏み込んで枠組みというのを照らしていく

んですか。

それとも、こういう処理の仕方がいいですよ、

また、こういう保存の仕方がいいですよ、そう

いう話をするんですか。

それとも、バイヤーからのリクエストを現場

が対応できる時に、現場の判断に対して支援を

するんですか。

【岩田水産加工流通課長】具体的な機器をどれ

にするかというレベルになっていきますと、

我々もそこは専門家ではないというのもありま

して、実際入れる方がメーカーともいろんな機

種を選定して、これがベストだねというところ

を考えていく。あるいは、場合によっては水産

試験場の加工センターにも助言をいただいて、

こういう機械がありますよとかいうのを助言い

ただきながらしていくという状況になっており
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ます。

【山本(啓)委員】 それならば、バイヤーとの連
携による商品開発に係る支援ですから、県がバ

イヤーと連携を図るんじゃなくて、あくまでも

現場の関係性において、必要と認めるものに支

援ができる枠組みをつくっていると、そういっ

た枠組みだと理解していいですか。

【岩田水産加工流通課長】そのとおりでござい

ます。

【山本(啓)委員】 それで、左側の長崎県水産物
流通促進協議会の運営というのがありますけれ

ども、生産の現場でもいい環境が整ってきまし

た。そして、いい処理の仕方をしました。流通

においての扱い方も非常にすばらしいものにな

りました。じゃ、それを今度売っていきましょ

うと。先ほどは、一定売り先が決まったような

やりとりが現場との中であって、そういったも

のが一定絞られた相手に対していいものが届く

ような環境になっていましたけれども、この上

の段の場合は、広く流通販路を広げていくよう

な話なわけじゃないですか。ということは、ど

こかにとっていい処理の仕方、いい保存の仕方

であったけれども、それがスタンダードで、広

く万民に受けるようなものではない可能性もあ

りますよね。そういった部分のバランスとかに

県としては入っていくんですか。

要は、何が言いたいかといったら、そもそも

のそれぞれの対応について自由闊達にやってく

れと、そこの支援の仕方や枠組みだけは県がや

りますからと。そうしたら自由に民間がやりと

りしますよと。でも、売り先を広げていく、販

路を広げていく見本市とか、そういったものは

もっと幅広に県の水産物としてやっていきたい

ので、長崎県がそこは主催しますよとか、そう

いう話なんですか。

【岩田水産加工流通課長】このＰＲ版にありま

す左の上ですけれども、流通促進協議会につき

ましては、まさしく広く、いろんな情報が県の

方にも入りますので、それをメーリングリスト

の中でどんどん情報提供していくと。参加され

る方はご自由にといいますか、自分の方で取捨

選択をしてどんどん行ってくださいという状況

になっております。

それから、販路開拓、販売促進につきまして

は、具体的に先ほどのバイヤー連携で商品を開

発したら、そこのバイヤーが属するところに当

然卸すというのがございます。

それと併せて、各社が開発したものを販路開

拓して展示会に行きたいという場合は、例えば

加工業者ならグループを組んでいただいたりは

しますけれども、それで展示会に行く費用を支

援しますということで、全体で動く部分と、も

う一つ個別、希望に応じて展示会への出展を支

援するということを行っております。

【山本(啓)委員】 理解します。
その上で、一番下の左側の販路開拓・販売促

進等に係る支援ということで、消費者ニーズを

捉えた商品の商談会やフェア出展、アンテナシ

ョップ運営等への支援を行うと。これは今のこ

とで言えば、例えば漁協単位とか、離島の括り

とか、どういったまとまりに対しての支援をす

るのか、説明をお願いします。

【岩田水産加工流通課長】一つは漁協が加工場

を持っておられるようなところはそこが行かれ

ますし、あるいは県漁連がまとめて行く。それ

から、加工業者で実際にグループをつくってお

られるという方もいらっしゃいます。そういう

方も出席をされます。

もう一つ、先ほどの答弁で抜けておりました

けれども、県が主催する展示会もやっておりま
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す。ただ、今年度から、県がというよりも、大

きな展示会の中に県の水産部のブースを一つつ

くりまして、そこに皆さん来ませんかというこ

とで、そうすると、お客様はたくさんいらっし

ゃいますので、県の水産部のブースに加工品を

持って来てくださいと、そこは参加される方は

どうぞということもやっております。

【山本(啓)委員】 なるほど、わかりました。
後で議案外でも質問しますけれども、結局、

そこまで積み上げたものが、じゃあとなるんで

すけれども、先ほどの一番原点に戻りまして、

品質管理の高度化に係る支援ということになる

んですけれども、個別のリクエストに対する対

応とか、またはバイヤーの行き来とか、または

生産者の方が店舗まで行ってとか、または島外

や県外の加工場まで行ってとか、そういった研

修を受けに行くとか、視察に行くとか、そうい

った部分に対する支援というものはこの中に含

まれるんですか。

【岩田水産加工流通課長】販路開拓、販売促進

という中身でどういうことを希望されるかにも

よりますけれども、先進地といいますか、どう

いう加工品をつくろうかという販路開拓の意味

も込めて行かれるのであれば、支援の対象には

なると思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【前田委員】少し多岐にわたっているので、ポ

イントを絞りながら短めに質問していきます。

まず、新規の事業について、新規の予算につ

いて質問させていただきますが、資料2に沿っ
てやっていきます。

（新）成長産業化のための養殖産地育成事業

費というのを今回新規で掲げていますが、養殖

業の推進というのはこれまでもやってきたこと

ですが、まず、この新しい事業になることで、

今までと何が明確に違ってくるんですか。

【中村漁業振興課長】養殖業については、現在、

主要な産地をグループ化して、そこの中核グル

ープの活動を支援するという産地育成事業を進

めておりましたが、今回、国の方で水産政策の

改革というのが大きく打ち出されております。

その中で養殖業の発展を後押しするために、漁

場の整備や陸上養殖の展開支援などというメニ

ューが国の方で事業化をされております。今回、

その養殖産地育成事業をスクラップ・アンド・

ビルドいたしまして、この国の方向に沿って新

たに漁場を再編する場合や新規に参入する場合、

それから引き続き養殖産地をさらにステップア

ップしていく、この3つを組み合わせて、うま
く国の公共事業等を取り込めるような事前の仕

組みとしてこの事業を立ち上げたものでござい

ます。

これまでやってきた養殖産地については、さ

らに計画の検証を行いまして、成長産業化に向

けたステップアップを図っていきたいと考えて

おります。

【前田委員】国の制度に乗っかってバージョン

をアップさせたということでしょうけれども、

計画の策定というのは、これはどこがやるんで

すか。それぞれの事業者ですか。

【中村漁業振興課長】これは地域ごとに協議会

等を設けて、その中に県も参画をして計画を一

緒につくっていこうと考えております。

【前田委員】こういった国の制度が充実した中

で進めていくことは非常にいいと思いますが、

現場の方からすると、就労する人がというか、

人材が不足しているというお話も聞く中で、本

当は外国人等もできたら雇いたいんだけど、そ

れはできないという話です。議案外のところで

改めて確認したいので資料を準備しておいてほ
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しいんですが、農林部とかは、外国人の就労に

ついて明確な地区ごとの実態であったり、ニー

ズの調査であったり、それからどうやって進め

ていこうかと、ご承知のとおりもう事業体が立

ち上がっていくんですが、水産部についての外

国人の就労の考え方等は、予算の中でもそうい

うのを検討するような会議はどこにも上がって

いませんし、午後の議案外でいいので、一定、

今自分たちが考えているようなものを資料とし

て提出いただいて、その考え方についてご答弁

をいただきたいと思います。それは議案外でま

たお願いします。

それと、悪質密漁連携監視事業というのが新

規で上がっていますけれども、この自警船の現

状における実績、今お聞きしたいのは、密漁の

実績というか推移と、自警船でやられていると

いうのは、今もってやっているものも含めてこ

ういう形のイメージしたものを構築したいとい

うことなんですか。自警船とかの実情も含めて

少し説明をお願いしたいと思います。

【松本漁業取締室長】 自警船につきましては、

漁協が所有している船、それから漁業者の方が

所有している船という2種類がございまして、
それぞれ、各漁協が構成した13地域の協議会が
ございます。その協議会が漁協自前の船とか、

漁業者の船を用船契約いたしまして、自分の海

は自分で守るということで、特に夜間の密漁を

監視するということで警戒活動を実施しており

ます。それにつきまして県が3分の1経費を支援
しようという考えでございます。

【前田委員】それは今までなかったものという

理解でいいんですか。

【松本漁業取締室長】 もう20年ほど前から自
警活動については経費を出しておりましたが、

今回、組み替えまして、自警活動の経費は継続

でございますが、それに加えて右の方の下の②

密漁防止啓発監視活動に係る支援ということで、

一般の方が陸上からアワビ、サザエを捕るとい

う場合もございますので、それを抑止するため

の看板を、この写真にございますように看板を

立てるということにつきましても、県が国の補

助を活用しまして支援しようというのが新たに

組んだ事業でございます。

【前田委員】連携して監視を強めていこうとい

うことなんでしょうけれども、一方で予算の中

では夜間監視の予算、微々たる金額ですけれど

も、前年度と比べて減額されていますよね。こ

れはどんなふうに整合性がととのうんですか。

【松本漁業取締室長】夜間密漁監視の事業とい

うのは、この事業とは別でございまして、県が

独自に夜間監視を強化すると。例えば取締船以

外にも航空機をチャーターして、夜間、航空機

を飛ばして密漁監視を行うという事業でござい

ますが、その航空機をチャーターする予算が少

し減額となったというものでございます。

【前田委員】新規の事業を掲げながら、今おっ

しゃったように航空機の方の監視の予算という

のは少し減額したということですね。了解しま

した。

それで、県における監視の現況ですけれども、

まず、取締船が今5隻ある中で、初期につくっ
たものはかなり時期が経っていて、速度も後か

ら入れたものと比べたら遅いと認識しています

けれども、その辺の更新というのはどんなふう

に考えているのかということと、もう一つはそ

こで従事されている人たちの、ローテーション

を組みながらずっとやっているんでしょうけれ

ども、そこの増員ということは考えなくていい

んですか。結構きちきちで回しているという話

は聞きますけれども、いかがですか。



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月６日）

- 105 -

【松本漁業取締室長】おっしゃるとおり、県所

有の漁業取締船は5隻ございます。最も古いも
のは平成5年に建造しておりますので、もう25
年経っております。通常であれば、そろそろ更

新時期を迎えるということでございますが、財

政的にも厳しいものがございますので、今年度、

定期検査の時期になりましたので、予算をつけ

まして、新船建造ではなくて延命措置を図ろう

ということで船体の強度等をレントゲン検査を

行ったり、補助エンジンを更新したりといった

ことを行いまして、5隻体制の維持を考え、一
番古い取締船についても延命措置を図りながら

5隻体制を維持していくということでございま
す。

それから、乗組員は全部で41名でございます
が、1隻だけ9名乗組、あとの4隻は8名乗組で行
っておりますが、法令上は6名の乗組で運航で
きますので、病気等で休んだりする場合もござ

いますので、それを考慮して最低でも8名の乗
組ということで運航はしております。

【前田委員】延命措置を図っていくということ

ですが、明らかに速度が遅いから、取締船とし

て用途があるならいいですけれども、取り締ま

る時に遅いというのがいかがなものかなと思う

ので、そこは十分検討しながらですね。ただ、

必要であれば更新することも含めて、改めてご

検討いただきたいと思います。

それと、水産業の所得を上げていく中で、時

折相談があるのは、さっき山本(啓)委員も質問
されていましたが、売れる商品開発生産加工連

携による販売力強化事業費ということでの新規

の事業が組み立てられていますけれども、ここ

にある加工機器等の整備支援というのは、あく

までも消費者ニーズを捉えた商品の開発、改良

に必要なというところに限定されるんですか。

要は、加工するところ、民間の設備に対する

補助というのは、以前あったメニューが今ない

ですよね。それに対して、前は国のメニューも

多分あったと思うんですけれども、なくなった

中で、そういうものがあれば非常にありがたい

というお話を聞くんですけれども、一遍そうい

う方の話を聞けば、それは一定働き方改革にも

つながってくる話になるので、水産業の現場に

おける働き方改革という視点から言えば、そう

いった民間の事業者がやっている設備について

も、以前のような助成メニューというものが検

討されていいのかなと私は思うんですが、ここ

にある、たまさか出てきた加工機器等の整備支

援というのは、そういった設備に対しても支援

できると考えていいですか。

【岩田水産加工流通課長】今回、この事業で組

み立てておりますのは、あくまでも個者といい

ますか、グループを組んでいただいて体制をつ

くりましょうと。例えばバイヤーからたくさん

の量をつくってくれと言われたので、今の機器

ではだめなので、例えばフィレマシーンを入れ

ましょうかとか、フィレマシーンはちょっと高

いんですけれども、そういう状態です。個者支

援ではなくて、民間の方もグループを組んでい

ただいて、ここの注文にみんなで対応しましょ

うというものを支援すると。

それと、予算の関係もありまして、個々の事

業に割り振っておりますのは約1,000万円ほど
ですので、たくさん出てきても全部に対応する

のは困難という状況にございます。

【前田委員】だから、私が言ったような水産加

工事業者が自社の中でやる設備投資は、以前も

ちょっと議会外で聞いて探してもらったら、そ

んなメニューは何もないんですけれども、今後

ともそこは検討できないというか、新年度もな
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いという理解でいいですか。

【岩田水産加工流通課長】現状ではございませ

ん。

【前田委員】それは検討できる、それとも要ら

ないんですか。そういった水産事業者というの

はどうやって頑張っていくんですか。以前はあ

ったんですよね、国のメニューで。そこも確認

します。

【岩田水産加工流通課長】今現在、県の水産部

の事業にはございませんけれども、国の事業で

すと水産物の流通の目詰まり事業と呼んでおり

ますけれども、そういう事業がございまして、

国の方に応募して、それで個者支援も受けられ

るというのはございます。県の水産部の方には

個者支援は現状ではございません。

【前田委員】すみません、私ももう少し勉強し

ますけれども、さっき言ったように働き方改革

を含めたところで、そういうものは今後検討し

てもらいたいということを要望しておきます。

それと、新規の事業で最後になりますけれど

も、次代を担う漁業後継者育成事業費というも

のが出ています。内容は十分、これで進めてい

ただければありがたいんですが、要求額と計上

額が随分と変わっていますけれども、これはど

うしてこんなに、内容等の精査ということです

が、何を精査してこの計上額というか、半分近

くの額になったのでしょうか。

【川口水産経営課長】今回、要求しております

次代を担う漁業後継者育成事業費につきまして

は、当初、予算計上の時は、独立後に経営が非

常に厳しいということで、これを何とか支援で

きないかというところで就業後の支援でありま

すとか、現在高齢化が進んでいるということで、

その高齢者の方がリタイアしていく中で、漁船

や漁具が、漁業者としては価値がある中で、誰

も使用しないというところもございますので、

それを何とか第三者承継はできないかという支

援の予算を組んでおりましたが、これを県の方

でこれまでやったことがないということで、効

果の判定が非常に厳しいという中で査定を受け

まして減額をされております。

ただ、この独立後につきましては、国の方に

独立後の経営支援の要望もさせていただいてお

りますし、別に国の事業で新規就業者の方の初

期投資の軽減に係る事業もございますので、そ

ういうものを最大限活用しながら、この減額の

部分については取り組んでまいりたいと考えて

おります。

【前田委員】以前にも多分お話したと思うんで

すけれども、まさに事業の精査をした今の答弁

の中で、就業後の支援については農業の方はあ

るのに水産業はないじゃないかというやりとり

をずっとさせてもらっていたと思っていて、そ

ういう意味においては、産業の違いの中で、非

常に厳しい後継者育成の中で、いい意味で打ち

出してきたんだと思うんです。財政に切られた

と言えばそれまでかもしれないけれども、今、

国の方も活用しながらと言ったけれども、そこ

はぜひ何とかして、またリカバリーできるとい

うか、やっぱりそこがないとなかなか厳しいと

私は思っているんです。どうして農業とそんな

に違うんだという思いもありますけれども、そ

こにせっかく踏み込んだのに、査定の中でそこ

を一定減額したというのは非常にもったいない

というか、今後も取り組んでほしいと思います

が、ちょっとこの点については次長か部長か、

もう少し、今後どう対応していこうとしている

のか、ご答弁いただきたいと思います。

【高屋水産部次長】ご指摘いただきました財政

課との関係で、今の件に限らないと思うんです
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けれども、私ども水産部としましては、やはり

漁業者の所得向上並びに年齢構成等のバランス

のよい就業等を目指して、これがいいという確

信のもとに予算要求してまいるわけでございま

すので、そこに予算がつかなかったから、もう

それを諦めるということは、当然私どもはござ

いません。ただ、私どもが要求にするに当たっ

て足りなかった部分、切り口が甘かった部分等

もあろうかと思いますので、そこの部分はいろ

んなデータを集めてみたり、いろんなフォロー

の調査をしたりして、要求時の予算が獲得でき

るよう、今後ともそこの部分は努力をして、予

算獲得に動きたいと思います。

そしてまた、国の方も同じようなことで就業

者関係、あるいは所得向上についての切り口を

同じく持っておりますので、国の方が次々と新

しい切り口で出される予算の可能性もございま

すので、そこは敏感に情報を取って、使えるも

のは積極的に取り入れるというスタンスで臨み

たいと思っております。

【前田委員】 今、包括的に言われたので、当然

水産業において消されたもの全てが必要だと思

うんですが、人材の確保というか、後継者育成

というのが大きな課題の中で、外にもあります

よ、リカバリーを頑張ると言うけれども、その

レベルの中でも特に人材確保は大事な話の中で、

せっかく打ち出したものが削られたり、今後頑

張っていきますというのは非常に残念ですよ。

だから、押し並べてみんなということじゃなく

て、やっぱりここだけはきちんと何とかして取

ってほしかったという気持ちもするし、逆に次

長がさっき言った、国もどんどん変わってきて

いて、それを見極めながらと言うんですけれど

も、そうじゃなくて、県として停滞する水産業

の中でここにきちんと付けてもらって、逆にそ

の後で追いかけて国がその制度にしたら、そっ

ちに切り替えていけばいいんですから、ちょっ

と発想の転換をそこはしてほしいと思うし、こ

の就業後の支援については、特に力を入れて今

後取り組んでほしいことを要望して一旦終わり

ます。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【久野委員】 2点だけお尋ねします。
まず、第10号議案「平成31年度長崎県長崎魚
市場特別会計予算」の内容については十分この

中でわかりました。ただ、昨年、この長崎魚市

場の現地調査を私どもさせていただきましたけ

れども、現状はどうなのか、そのあたりをお聞

かせいただきたいと思います。

【岩田水産加工流通課長】工事の方は、いま少

し時間がかかる、予算的にもちょっと足りない

ということで増額、それと工事期間の延長とい

うことを、今、水産庁と協議をさせていただい

ております。その中身につきましては、魚市場

の関係者の方にもご説明をしているところでご

ざいます。

それから、魚市場の状況ということでござい

ますので、水揚げの状況ですけれども、今年に

つきましては春から夏にかけまして台風が非常

に来ました。そのため、操業日数がかなり少な

くなりまして、水揚げの量はちょっと落ちてお

ります。ただし、金額につきましては、単価が

よかったということもありまして、前年度より

落ちてはいるんですけれども、水揚量ほどには

落ちていないという状況にございます。

【久野委員】順調にいっているということで理

解しておいていいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）

もう一点は、我が長崎県の基幹産業でありま

す水産業が、この説明を見た中でも非常に厳し
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い。漁獲量の減少、あるいはまた魚価安等によ

って漁労収入の減少、それから、また漁業就労

者の減少、あるいはまた高齢化という状況が続

いているわけでございます。非常にいい条件が

ないなと思うんですけれども、今後、こういう

対策について、どういうふうにもっていこうと

されているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

【川口水産経営課長】委員ご指摘のとおり、漁

業については漁業所得の減少、水産資源の減少

でありますとか、高齢化、また就業者の減少と

いうことはございますが、先ほどご説明申し上

げました次代を担う漁業後継者育成事業とか、

平成27年から個別漁業者の経営に踏み込んで
いろんな支援をさせていただいております。そ

れと、国の方にも個者支援というものが大きく

打ち出されておりますので、そういうものを総

合的に県の事業、国の事業、それぞれ補完し合

いながら、漁業者の所得向上を目指し、また、

就業者の確保・育成にも努めてまいりたいとい

うことで考えてございます。

【久野委員】やっぱり漁業就業者の減少、ある

いは高齢化というのが一番大きな問題だろうと

思うんですね。本当に漁業をうまくもっていく

ということになれば、それなりの人材も必要と

いうことなんですが、今から先、どうしても雇

用が伴わないという時には外国人労働者に頼る

以外はないと思うんです。ここらあたりについ

ては、現在どれくらい入っているのか、入って

いないのか。（発言する者あり）これは議案外

になるのかな。（発言する者あり）

【山口分科会長】 現状だけお伺いしましょう。

【中村漁業振興課長】現在、外国人の就業につ

きましては、技能実習制度を用いて漁業の世界

では外国人の方に研修をしていただいていると

ころでございます。直近のデータでは、活用中

が24経営体で74名の方の研修をいたしており
ます。出身国は全てインドネシアから来ていた

だいているという状況でございます。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 先ほど、水産試験場長からサ
クラエビの件でお話をいただきました。ちょっ

とだけ確認をさせていただきたいと思います。

先ほどの答弁では、いろいろ取り組んでいき

たいということでありましたけれども、要は資

源調査とか、生態調査とか、漁場調査を含めて

取り組んでいくということで理解していいんで

すか。そういったのを含めて、静岡の試験場と

ですね。どういうことか、最近ちょっと耳が遠

くなったので、もうちょっと詳しく、しっかり

とお答えいただけませんか。

【長嶋総合水産試験場長】先ほど部長答弁にも

ありましたけれども、生物学的にサクラエビが

本県海域で発見されたということをもって、漁

場開発に即つながるかどうかは、まだよくわか

りませんので、そこらあたりをまず10年前の長
崎大学の調査を含めて、当時からの状況を把握

したうえで、新たな調査が必要かどうかを含め

まして検討してまいりたいということでござい

ます。

【山田(博)委員】 その新たな調査というのは何
ですか。漁場に行って調査を水産試験場として

取り組んでいくということで理解していいんで

すね。そこを明確にお答えいただけませんか。

【長嶋総合水産試験場長】今回の調査のきっか

けは、長崎大学の調査船による調査でございま

すので、長崎大学との連携を図って、長崎大学

が継続的な調査をやるのか、うちの水産試験場

がやるのか、また、試験場の隣にあります国の

水産研究所も調査船を持っておりますので、そ
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こらあたりは連携をとりながらいろんな調査活

動をやっておりますので、そこらあたりの連絡

調整をしながら、今後、このサクラエビ資源に

ついて、少しずつ積み上げていって、実際の調

査につなげていくということを検討していきた

いということでございます。

【山田(博)委員】 ぜひ取り組んでいただきたい
と思っております。

今回、そういった視点を持って、主体的に長

崎県が取り組んでいくということで理解してい

いんですね、これは。大体10年前のことをやっ
と今わかったということですからね、アメリカ

経由で日本に来たわけじゃないんでしょうから

ね。隣の長崎大学の水産学部がやったわけです

から、ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、横長資料の15ページに漁業許
可・海面利用調整事業費ということであります

けれども、これは新たな許可漁業の創出という

ことで、許可の有効活用とありますけれども、

では、これは目標として数値的にどういうふう

に考えていらっしゃるのか、具体的に説明して

いただけますか。

【中村漁業振興課長】この事業は、先ほどから

ご議論いただいていますように、漁業就業者が

減少している中で、長崎県の許可漁業におきま

しても、一部の許可漁業では余裕が出てきてい

るという状況がございます。そういうものの情

報を収集して、各漁協に提示をし、そして、所

得向上につながるように新たな許可に着業して

いただくような、そういうマッチングを図って

いこうとする事業でございまして、毎年、漁協

の方に調査をかけて、そして、その結果をまた

フィードバックをしているところでございます。

具体的に何件という目標ではございませんが、

平成29年度では新規就業者への許可が11件、そ

れから新たな許可、許可内容の見直し等が4件、
今年度につきましては、新規就業者への許可が

4件、それから許可の見直しが6件という状況に
なってございます。

【山田(博)委員】 毎年見直しをしているという
ことでありますけれども、それは何ですか、空

いた漁業許可があるから、それを振り分けて、

平成29年は新規が11件、平成30年度が4件あっ
たということでありますけれども、そういった

やり方で今後もやっていくということで理解し

ていいわけですか。

それは毎年毎年じゃなくて、この漁業許可と

いうのは、3年とか4年とかのサイクルでやって
いるわけですから、最初からわかっているわけ

でしょう、空いている漁業許可が何かというの

は。この許可というのは、高屋次長が漁業振興

課長の時、調査したわけだから、昨日今日わか

ったわけじゃないんでしょう、漁業振興課長。

何か昨日今日わかって、今やっていますよとい

うわけじゃないんでしょう。

だから、今、空いている許可が何件あって、

それをちゃんと把握した上でやっているという

ことで理解していいわけですね。そこだけお答

えいただけますか。

【中村漁業振興課長】 許可はおおむね、今、委

員ご指摘の3年許可ではございますが、途中で
休業したり、廃業したりする方も出てきますの

で、毎年度一応調査をして、漁協に還元をして

いるという状況でございます。

【山田(博)委員】 そういうことで、しっかりと
取り組んでいただくということですね。わかり

ました。これは大変有効な活動でありますし、

大変すばらしい活動だと思いますので、引き続

きお願いしたいと思います。

続きまして17ページの栽培漁業推進基金の
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造成ということで500万円とありますけれども、
これは、壱岐と五島で一時中断したとあります

ね。これはなぜ中断になったのか、それを説明

していただけますか。

【森川漁業振興課企画監】 壱岐と五島の2地域
でそれぞれ10億円という目標を立てておりま
したけれども、平成14～15年ぐらいの低金利状
況に陥ったところから、それぞれ中断をしてい

るという状況でございます。

壱岐につきましては10億円の目標に対して8
億円、五島につきましては10億円の目標に対し
て6億円で中断しているところでございます。
【山田(博)委員】 中断していたというのは何で
すか、金利運用がうまくいかなかったから中断

して、それを今やろうとしているんですか。企

画監、私が聞いているのにわからんじゃ困るじ

ゃないですか。しっかり教えてくださいよ。お

願いします。

【森川漁業振興課企画監】 もともと10億円の
目標に対しまして4％程度の金利を想定して基
金の造成を始めました。しかしながら、平成10
年以降、14～15年ぐらいから非常に低金利の情
勢になっているという状況のもとで、基金の運

用益による財源の確保が非常に困難だという状

況になりましたので、基金の造成を中断いたし

まして、中断している地域につきましては未造

成分に対して、壱岐で言えば2億円、五島で言
えば4億円に対しまして、それに乗じた現行の
金利の2分の1を支援事業という形で補助して
いるという状況でございます。

【山田(博)委員】 これは何ですか、基金は漁業
協同組合の方で預かってやっているということ

で理解していいですか。そうしたら、要するに

今の説明であれば、この基金の運用で種苗の経

費を確保するためにしていたということであり

ますけれども、そしたら、この運用ができない

から県が出しているということでしょう。そう

いうことでしょう。そう理解していいんですか。

【森川漁業振興課企画監】 先ほど目標として

10億円と申しましたけれども、その半分は県、
半分は地元の市町、あるいは漁協で負担割合を

決めて、それぞれ半分ずつ負担するという形で

造成を始めておりました。中断して以降は、先

ほど申しましたけれども、未造成分に対しまし

て、それぞれ現行の金利を乗じた形、それぞれ

の地元と県で2分の1ずつ負担するということ
ですので、未造成分に対する現行の金利の2分
の1を県が毎年支援するという形で補助をさせ
てもらっております。

【山田(博)委員】 これはもう十何年もこういう
ふうな状態というのであれば、この基金のあり

方というのは抜本的に見直さないといかんのじ

ゃないですか。金利が発生しないところに、わ

ざわざ県や市町が出すよりも、具体的に基金の

お金を出し入れしたりするよりも、こんな低金

利状態であれば、もう基金を一旦廃止したらど

うですか。それか別のところにその運用益でや

ってもらうとかしないといかんのじゃないかと

思うんですよ。

いいですか。五島が6億円、壱岐が8億円でし
ょう。これじゃ運用益が間に合わないというの

であれば、スケールメリットでして、長崎県な

ら長崎県にもってきてもらって、運用益で利益

を出した方がよっぽどいいんじゃないかと思う

んです。そういうふうにした方がいいでしょう。

これは一般財源でしょう。こういうことをする

んだったら、もう早くしておいた方がいいよ。

これは気づかなかったですか、参事監。あなた

は私より頭がいいからわかっただろう、こうい

うことはすぱっと。参事監に聞くよりも、これ
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は企画監ですね、そう思いませんか。どうです

か。スケールメリットとしてするんだったら、

そういうふうにしませんか、来年度から。いか

がですか。

【森川漁業振興課企画監】申し忘れましたけれ

ども、先ほど低金利情勢になって中断している

というお話をさせていただきました。その当時、

既に造成済みのところは一部、毎年幾らかずつ

基金を取り崩して、それを放流に使っていると

いう現状もございます。ただ、造成を中断して

もう15年ぐらい経ちますけれども、今後、どの
ようにしていくのかということを考えていくべ

きであろうと考えておりますので、今すぐどう

という結論は出ませんけれども、地元等の意見

をよく聞きまして、今後対応を考えたいと思い

ます。

【山田(博)委員】 一般財源が大変厳しいんだか
ら、これは財政当局が聞いていたら何やってい

るんだと、財政担当者が聞いていたら、山田委

員が言っているのが当たり前じゃないかと、そ

ういうふうにしないといかんよというふうにな

るわけだよ。これは、次長か、どちらかでも、

私が言っていることをどう思いますか、率直に。

そういうふうにした方がいいんだよ、これ。自

分のお金をやるよりも、この基金を元に戻して

もらって、その運用益でやった方がいいじゃな

いですか。なんでかというと、8億円とか6億円
で運用するよりも、長崎県にもってきてもらっ

て、それが20億円、30億円になった方が金利は
出るわけだからと、私は思うわけでございます。

漁業振興課長、答弁したいんだったら、どうぞ

答弁していただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】この基金は、出捐という

形で公益法人に出捐しておりますので、使途、

目的が決まったものでございます。これは地域

の沿岸性の栽培漁業を推進していくための基金

として、長期にわたって活用できるように積ん

だ目的でございますので、積み上がりが終わっ

たところについては運用益と、それから一部先

ほど説明いたしましたように取り崩しをしなが

ら漁業資源回復のために放流事業を進めていた

だいているところでございます。

壱岐と五島については、満額積み上がってお

りませんが、今積み上がった中での運用益を活

用しながら、そして、先ほど言いましたように

一部県の方が助成しながら放流事業に活用して

いただいておりますので、県といたしましては、

栽培地域ごとの特徴ある栽培漁業を進めていく

ためには、この基金が必要であると認識をいた

しているところでございます。

【山田(博)委員】 それはわかりますけれども、

要は、これは目的があって基金をやっています

よと言われますけれども、これに長崎県の一般

財源を出しているんですよ。基金を出したうえ

に、また一般財源を出しているんだから。誰だ

ってそう思いますよ。何かと言ったら予算がな

い、予算がないと言いながら、荒川漁港に40億
円もかけているんだから。一般の漁業者のとこ

ろに係船環をつけてくれと言ったら予算がない

と言いながら、なんで荒川漁港に40億円もかけ
るんだよと言う漁業者もいるんだよ。だから、

私は長崎県の財政のことを心配して言っている

んだよ。別にあなた方がやっていることにケチ

つける気は全くありませんよ。ごもっともです。

しかし、その一般財源をするよりも、一旦こう

した方がいいんじゃないですかと言っているわ

けですから。決して、漁業振興課長の言ってい

ることを全く否定しているわけじゃないんです

よ。それはごもっともです。ごもっともですが、

そういうふうにやったらどうですかと言ってい
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るだけでありますので、ご理解いただきたいと

思っております。

続きまして、24ページを見ていただけますで
しょうか。この24ページの長崎魚市場特別会計
繰越金でありますが、ここに5,900万円を特別会
計に繰り越していますとなっていますけれども、

これはなぜこうするのか、説明していただけま

すか。

【岩田水産加工流通課長】長崎魚市場の運営に

つきましては、基本的には売上といいますか、

施設の使用料の収入で賄うことになっておりま

すけれども、2億何千万円かかる中で施設使用
料で賄えない分につきましては一般会計から特

別会計への繰出金ということで、これだけ一般

会計から特別会計に繰り入れていただいている

ということでございます。

【山田(博)委員】 いつからこういうふうにされ
ていますか。

【岩田水産加工流通課長】少なくとも長崎魚市

場が新三重に移ってからはずっと繰出金をいた

だいております。

【山田(博)委員】 長崎魚市からやってきている
のであれば、基本的に長崎魚市の水揚げで賄え

るようにしてもらわないといかんけれども、ど

うしても運営的に厳しいからということで毎年

これを出しているわけですね。要は、簡単に言

うと、どうしても賄い切れないから、お金が出

ないから補塡をしていると理解していいんです

か。そういうことですか。

【岩田水産加工流通課長】そのとおりでござい

ます。

【山田(博)委員】 これは、長崎県の水産部の台
所ですからしっかり守っていただかないといけ

ないというのはわかるんですが、ここは新しく

今度魚市が変わるわけですね。100億円近くの

お金をかけてやるんですから、今回、これを機

にしっかりとした独立した長崎魚市になってい

ただかないといけないと思うんですよ、県も施

設整備を行うわけですから。長崎魚市の経営は

大変厳しいかもしれませんけれども、しっかり

とバックアップをしていただきたいと思うんで

す。これを出すなとは言っていないんですよ。

出すなとは言わないけれども、今後の長崎県の

厳しい財政状況もありますし、しっかりとした

独立した、自立した長崎魚市の支援をしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

先ほど、ＦＲＰ漁船の件をお話したんですが、

それはまた別の機会に。

先ほど離島漁業再生支援事業費の説明があり

ました。この中で県内の漁船リースの利用状況、

今、県単独でも漁船リース、また、国からも再

生で漁船リースが始まりましたけれども、現在、

漁船リースというのがどれだけの状況でされて

いるのか。それが、例えば平成28年に漁船リー
スを使った人がどのようにされているかという

のを、要するに漁業を営んでいるか、何らかの

事情があってやめているか、ちゃんと統計をと

っていると思いますので、その統計を午後から

いただきたいと思います。

なぜかというと、対馬の漁業者が漁船リース

で漁船をお借りしたら、漁船の船舶の保証が10
年あったにもかかわらず、1年足らずでエンジ
ンが故障して漁業を営むことができないと、大

変な状況になっているという声をお聞きしてお

りまして、これは事前通告もしておりますから、

その漁船リースの利用状況及び、特にリース事

業を断念したところの状況がわかる資料を、委

員長のお許しをいただいて委員の皆さん方に提

出していただきたいと思いますので、よろしく
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お願いいたします。

時間がきましたので、一旦終わりたいと思い

ます。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもちまして質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第6号議案、第10
号議案、第15号議案のうち関係部分、第57号議
案のうち関係部分、第61号議案、第65号議案及
び第70号議案のうち関係部分については、原案
のとおりそれぞれ可決することにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

それでは、午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山口委員長】再開します。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題とします。

まず、水産部長より総括説明をお願いいたし

ます。

【坂本水産部長】 資料は、「農水経済委員会関

係議案説明資料」と同資料の（追加1）がござ
います。説明資料の1ページ目をお開きくださ
い。

水産部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

45号議案「長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例
の一部を改正する条例」、第46号議案「長崎県
漁港管理条例の一部を改正する条例」、第55号
議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の

負担について」であります。

第45号議案「長崎県地方卸売市場長崎魚市場
条例の一部を改正する条例」についてご説明し

ます。

これは、消費税率の改定に伴い、長崎県地方

卸売市場長崎魚市場の施設使用の許可を受けた

者が納付する使用料等について所要の改正を行

おうとするものであります。

次に、第46号議案「長崎県漁港管理条例の一
部を改正する条例」については、消費税率の改

定に伴い、漁港施設の利用料等について所要の

改正を行おうとするものであります。

次に、第55号議案「直轄特定漁港漁場整備事
業に対する県の負担について」は、対馬暖流域

のまあじ、まさば、まいわしの資源増大を図る

ため、対馬海峡地区において国が行う特定漁港

漁場整備事業に要する経費の一部を県が負担す

ることについて同意しようとするものでありま

す。

続きまして、議案外の主な所管事項について、

ご説明いたします。

引き続き1ページ目でございますが、水産政
策の改革についてであります。

国は、水産資源の適切な管理と水産業の成長
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産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バ

ランスのとれた漁業就業構造の確立を目指し、

「水産政策の改革」の検討を進めてきたところ

であり、今般、資源管理措置や漁業許可制度・

免許制度などの漁業生産に関する基本的な制度

を一体的に見直す漁業法等の改正法が成立しま

した。さらに、水産政策の改革を後押しするた

め、平成31年度予算案及び平成30年度第2次補
正予算案において、農林水産省全体で3,200億円
の水産関係予算が確保されました。

国では、改正法等の施行に向け、政省令等の

整備を進めている状況であり、県といたしまし

ては、必要な情報を収集し、漁業関係者に対し

国と連携して丁寧な説明に努めるとともに、国

の支援事業の積極的な活用を図りながら、漁業

所得の向上と漁業・漁村の活性化に取り組んで

まいります。

次に、2ページ目をお開きください。
漁業協同組合の合併についてでございます。

去る1月23日、大村湾漁協、多良見町漁協、川
棚漁協の合併契約調印が、関係市町、県の立会

いのもと行われました。これにより、平成31年
4月1日に組合員数約600人の大村湾漁業協同組
合が発足する運びとなりました。本県において

は、平成24年以降の漁協の合併であり、沿海漁
協数は68から66になります。
県といたしましては、水産業の振興を図るう

えで、漁村の中核的組織である漁協の経営基盤

の強化は重要であることから、市町、系統団体

等と連携して合併に向けた啓発活動や実務指導

などに取り組んでいるところであります。

今後とも、組合員の期待と信頼に応える漁協

組織の構築に向け、市町、系統団体等と連携し、

合併の推進に努めてまいります。

次に、3ページ目でございます。

長崎県真珠振興計画についてでございます。

長崎県真珠振興計画につきましては、昨年12
月、法律に基づく国の基本方針を踏まえ、県計

画の骨子案をご説明したところではありますが、

前回の委員会以降、長崎県及び対馬の両真珠養

殖漁業協同組合等からのご意見を伺いながら、

今般、計画案を策定いたしました。

本県は生産量・生産額とも全国2位の真珠養
殖の産地であり、計画案では2027年を目標とし
て、主に生産段階での施策を取りまとめており

ます。

今後、県議会のご意見を踏まえ、本年度中に

計画を策定するとともに、その実現に向け各種

施策の充実に努めてまいります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

【山口委員長】 次に、水産部参事監より、補足

説明を求めます。

【中村水産部参事監】お手元にお配りいたして

おります資料4「農水経済委員会補足説明資料
直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担に

ついて」をご覧ください。

本議案は、国が行う特定漁港漁場整備事業に

要する経費の一部を平成31年度県負担限度額
といたしまして県が負担することを同意するに

当たり、議会の議決をお諮りするものでござい

ます。

1ページ目をお願いします。
本事業の内容は、まあじ、まさば、まいわし

の増殖を図る湧昇流漁場を対馬東方沖の海域に

国が整備するものであります。事業費は、全体

で42億円、施設の規模は、高さ約20メートル、
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長さ約170メートル、幅約80メートルを計画し
ております。平成29年度に事業が開始されまし
て、平成30年度から本格的な工事が開始されて
おります。

2ページをお願いします。
漁場整備の箇所は、図の緑色の三角印で示し

ているところでありまして、対馬市美津島の黒

島灯台から東約14キロメートルの地点で、我が
国の排他的経済水域内でございます。

3ページ目です。
平成31年度の対象事業費は7億2,225万5,000

円となっております。この金額に、法令に基づ

く県の負担金の基準13％を乗じて算出した
9,389万3,150円が平成31年度の県負担の限度
額となります。

負担金の基準につきましては、漁港漁場整備

法の規定に基づき、事業に要する経費の25％と
なっておりますが、「後進地域の開発に関する

公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法

律」の適用によりまして、本県における平成31
年度の負担金の基準は13％に低減されており
ます。

また、本県の負担分につきましては、地方債

を充当することによりまして、その一部が後年

度に交付税として措置されますので、実質的な

負担はさらに軽減されるものとなります。

4ページ目です。
平成31年度の工事内容といたしましては、石

材投入及びブロック製作が予定されております。

具体的には、石材については全体で約6万立米
のうち、平成30年度末までに約37％の投入が終
わっておりまして、平成31年度に約3万8,000立
米が投入され完了する予定です。

また、ブロックにつきましては、全体で約

6,000個のうち、平成30年度末までに約17％が

製作されておりまして、平成31年度には、さら
に約300個が製作される予定であります。
この費用負担に係る根拠法令につきまして5

ページ目に規定をお示ししているところであり

ます。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより、議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 第55号議案の「直轄特定漁港
漁場整備事業に対する県の負担について」お尋

ねしたいと思います。

こちらの事業に要する経費ということで、全

体の県の負担は当初25％になっているんです
が、これは「後進地域の開発に関する公共事業

に係る国の負担割合の特例に関する法律」の適

用になって13％に低減されているということ
になっておりますが、まず、この「後進地域の

開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特

例に関する法律」というのは、いつ適用されて

いるのか。また、この後進地域とはどこを指し

ているのか、まず、それを説明していただけま

すか。

【中村水産部参事監】この法律につきましては、

高度経済成長があった頃に、このとおり開発に

関する公共事業に係る支援の上増しということ

でなされた法律であります。

この後進地域というのは、全国の各県のその

年々の財政状況によって決まっております。長

崎県もこれの財政状況によって適用されるとい

うことになっております。ですから、固定され

ている枠ではございませんで、その県の財政事

情によるということでございます。
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【山田(博)委員】 この法律はいつ施行されたの
か、詳しい年を教えてもらいたいのと、後進地

域というのは、長崎県は入っておりますけれど

も、この割合というのは財政によって違うとい

うことであります。では、その割合というのは

誰が決められるんですか。その2つお答えいた
だけますか。

【中村水産部参事監】 法律の適用については、

後ほどお答えしたいと思います。

長崎県につきましては、この事業が始まった

当初から対象ということで、平成29年度からこ
の事業は始まっておりますけれども、ずっと長

崎県は対象とされております。

割合については、毎年、総務省の方でその財

政状況、基準の財政の状況の式がございまして、

それによって適用されるか否かというのが決ま

ってきます。その最新のパーセンテージで後進

地域の特例、この12％というものを計算した数
字がこの表に書いてあるものでございます。

【山田(博)委員】 じゃ、漁港漁場課長にお尋ね
しましょうか。この後発地域の開発に関する公

共事業というのは、中田課長でも参事監でもい

いんですが、これはどういった公共事業に適用

されるんですか。今聞いたら、平成29年から始
まっているから、この法律が初めて適用された

のは今回の対馬沖の事業ということで理解して

いいんですか。これが初めてか、初めてじゃな

いか、そこを含めてお答えいただけますか。

【中村水産部参事監】先ほどの法律の施行日で

すけれども、昭和36年10月2日でございました。
この適用につきましてですが、この後進地域

による法律の中で適用する事業が決定しており

ます。例えば、漁港漁場整備事業で言いますと、

県営事業、これが対象となっております。

漁場整備事業は一般には対象になっておりま

せんが、国の大規模なもの、これにつきまして

は適用されるということで、通常の県営・市営

事業については漁場整備は適用されないものの、

直轄事業については適用されるということで、

今回の29年度の国直轄事業の長崎県の負担分
について適用されるということでございます。

【山田(博)委員】 それでは、もう一度確認です
けれども、昭和36年にできた「後進地域の開発
に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に

関する法律」の適用された事業というのは、長

崎県では今回の対馬沖の事業が初めてというこ

とで理解していいんですね。

それと、今参事監がおっしゃったのは、県営

の漁港の整備も適用されるということで、この

2つ、そういったことで理解していいんですね。
その点をお答えいただけますか。

【中村水産部参事監】事業につきましては、先

ほど申し上げましたが、漁港については県営が

適用ということになっております。

漁場整備については、この事業が初めてでは

ございませんで、以前、国直轄事業で五島西方

沖の事業がございました。これについても、こ

の後進地域の法律が適用されているということ

でございます。

【山田(博)委員】 じゃ、確認ですけど、「後進
地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割

合の特例に関する法律」は、県営事業に適用と

いうことですが、荒川漁港もこの法律が適用さ

れているか、されてないか、そこだけお答えい

ただけますか。

【中村水産部参事監】 適用されております。

【山田(博)委員】 適用されているわけね。
こういった法律が適用されている漁港の整備

というのは、それは何カ所ぐらいあっているん

ですか、漁場も漁港も含めて、現時点で。わか
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りますか。わからない。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時４６分 休憩 ―

― 午後 １時４６分 再開 ―

【山口委員長】 再開いたします。

【山田(博)委員】 時間がかかるということであ
りますので、これはこの法律を積極的に使って

いるということで理解しているわけでございま

すが、この漁港に至っては、国の直轄とか漁場

とありますけれども、これはどちらかというと

水産庁の支出の割合が大きい事業、水産庁、要

するに国の割合が多い時にこういった適用をす

るわけですか。それはどうなんですか、適用す

る主体というのは、漁場や漁港といいますけれ

ども、どういった基準になっているのか、それ

を教えていただけますか。

【中村水産部参事監】この法律ができた背景か

ら言いますと、この当時、開発に関するという

名前のとおり、大規模な開発が全国で進んでお

りました。ですから、県営が事業対象となって

いる背景といたしましては、県営の方が比較的

大規模な事業が行われているという背景があっ

たように聞いております。そういった背景から

漁港のうち県営事業が対象となっているという

ものであります。

漁場につきましては、当時、公共事業ではご

ざいませんで、別途非公共事業という枠組みで

やっておりました。その後の変遷で漁場整備が

公共事業になったため、この法律の適用は一般

に、先ほど申し上げたとおり自治体がやる、県、

市町村がやる漁場の公共事業については対象と

なっていないという背景がございます。

【山田(博)委員】 大規模というのは、どこが線
引きになるんですか。県営事業でも10億円も5

億円も大規模は大規模でしょうけれども、大規

模という線引きの規模というのはどれぐらいに

なるんですか。

【中村水産部参事監】先ほど大規模という言葉

を申し上げましたのは、事業の背景を申し上げ

ました。具体的に言いますと、この法令の中で

事業として漁港整備事業、水産基盤整備事業で

あります補助事業の漁港整備事業という規定が

されているところであります。

【山田(博)委員】 金額の線引きがあるのか、な
いのか、お尋ねしたいんです。

【中村水産部参事監】法令上の金額の線引きは

ございませんで、事業の要件の線引きというこ

とであります。

【山田(博)委員】 事業の金額の線引きがないと
いうことであれば、これは極端に言うと、3億
円でも4億円でもいいわけですね。
そうしたら、金額の線引きがないというので

あれば、できるだけどんどん使った方がいいと

いうことになるね、そうであればね。県営事業

としてはね。そのために参事監は来ていただい

ているなと、わかりました、私はなるほどと。

そういうことですね。

【中村水産部参事監】それぞれの事業によって、

先ほど申し上げましたように要件がございます。

例えば、水産基盤整備事業でいきますと、流

通基盤整備事業というもの、生産基盤整備事業

というもの、さまざまな事業ごとに要件がござ

います。その要件の中で、例えば3億円以上で
ありますとか、事業の要件がございますので、

そういったところで必然的に事業費要件がかか

ってくるということでございます。

【山田(博)委員】 それを早く言ってくれればよ
かったのに、参事監。最初、金額のあれがある

んですかと言ったら、ないみたいなことを言う
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から。ちゃんと種類ごとに金額はあるわけです

ね。それをちょっと確認したかったものですか

ら。

どれだけ利用されているかというのを後で教

えていただきたいと思いますが、よろしくお願

いします。一旦終わります。

【山口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので

採決を行います。

第45号議案、第46号議案及び第55号議案につ
いては、原案のとおりそれぞれ可決することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。

しばらく休憩します。

― 午後 １時５１分 休憩 ―

― 午後 １時５２分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

漁政課長より、補足説明を求めます。

【黒﨑漁政課長】午前中に、委員より資料の求

めのありましたものにつきましては、委員長を

通じて先ほど3種類配らせていただきました。
後ほどお目通しをいただきたいと思います。

私の方からは、「水産政策の改革」というこ

とについて、部長説明に補足いたしましてご説

明をいたします。

お手元にお配りしております「農水経済委員

会補足説明資料 水産政策の改革」の1ページを
ご覧ください。

今回の国の改革の狙いは、上段に記載いたし

ておりますとおり、水産資源の適切な管理、水

産業の成長産業化、この2つを両立させて所得
向上と年齢バランスのとれた就業構造の確立、

これを目的とするものでございまして、真ん中

の黄色で着色をしておりますけれども、全体像

というところに掲げられた分野ごとの改革の内

容を、左側の方に示しております制度の改正、

それから右側の方にお示ししておりますその改

革に連動した施策、予算の充実により推進する

という体系になっております。

それでは、全体像、真ん中の方から説明をさ

せていただきます。

全体像のうち、資源管理のポイントは、新た

な資源管理システムの構築と国際的な枠組みを

通じた資源管理の徹底ということであります。

それから、遠洋・沖合漁業では、漁獲割当て

を導入し、併せてそうした漁船に限りトン数規

制を撤廃して、安全性、居住性、作業性の高ま

った漁船の大型化を進めるということでありま

す。

それから、養殖・沿岸漁業につきましては、

漁場の適切かつ有効な利用を前提にいたしまし

て、その継続利用を措置することで、安心して

漁業経営の継続や将来への投資が可能となる環

境をつくるとともに、養殖業を戦略的に振興す

るというものでございます。

下の水産物の流通・加工でございますけれど

も、産地市場の競合やＩＣＴの活用等によりま

して、品質面・コスト面で競争力のある流通構
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造の確立を目指すということになっております。

添付していますパンフレットの方をご覧いた

だきたいのですが、もう少し掘り下げた説明を

させていただきます。

まず、1ページ、冒頭に申し上げた新たな資
源管理システムの導入でございますけれども、

下段のマサバの新魚種原料のグラフがございま

すけれども、こちらの方をご覧ください。赤い

破線は、現在の環境下において、持続的に採捕

可能な最大の資源量を達成できる親魚の資源量

を示しております。これを下回らないようにＴ

ＡＣ（漁獲可能量）が設定をされるとともに、

仮にその資源水準が、実態として、黒い点線を

下回るような場合には、赤い破線まで回復させ

るための計画をつくり、これに取り組むといっ

た制度でございます。

次に、2ページをご覧ください。漁獲割合、
いわゆるＩＱと申しているものですけれども、

この導入についてでございます。中段上の青で

着色された部分がございます。そこの概要に記

載のとおり、準備が整った魚種、漁業種類、操

業区域の区分において、準備が整い次第、船舶

ごとのＩＱを導入していくということでござい

ます。準備が整っていない場合は、従来どおり

のＴＡＣによる管理が継続されます。

次に、3ページをお開き願います。
漁業許可制度の見直しについてであります。

大きな改正点といたしましては、同じく青く着

色された概要のところですけれども、この3点
目、ＩＱを導入した漁業のうち、一定の条件が

確保されたものについては船舶の規模に関する

制限を定めないということでございます。

その下の実施に当たっての配慮、赤字で書い

ている部分ですけれども、そこに記載がありま

すとおり、これは国が責任を持って資源管理の

実施や紛争の防止を確保することを確認した場

合のみ、漁船の大型化が認められるという制度

になっております。

次に、4ページをご覧ください。
漁業権制度の見直しについてであります。下

段の表でご説明をいたしますと、まず、共同漁

業権については、現行どおり漁協に免許されま

す。定置と区画漁業権は、現在の優先順位の規

定を廃止し、朱書き記載のとおり既存の漁業権

者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、

その者に優先して免許されます。なお、漁業権

の新設等の場合は、地域の水産業の発展に最も

寄与すると認められる者に免許されます。

次に、5ページをお開きください。
沿岸漁場管理制度についてであります。

8ページにくだっていただきまして、「この
ため」以下の部分になりますけれども、漁協等

が、構成員以外を含め漁場を利用する者が広く

受益する保全活動を実施する場合に、県がその

申請に基づいて沿岸漁場管理団体として指定し、

一定のルールを定めて沿岸漁場の管理業務を行

わせることができる仕組みでございます。漁協

等からの申請に基づく任意の制度となっており

ます。

次に、6ページをご覧ください。
密漁対策のための罰則強化が資料記載のとお

り強化をされるというものでございます。

次に、7ページをご覧ください。
漁協制度の見直しについてであります。概要

の2点目にございますとおり、販売事業を行う
漁協には、理事のうち一人以上は水産物の販売

等に関し実践的能力を有する者の登用が水産業

協同組合法に規定されております。

次に、8ページをご覧ください。
海区漁業調整委員会の委員選出方法等の見直
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しについてであります。概要の2点目に記載が
ありますとおり、これまでの公選制を改め、委

員は漁協に関する識見を有する者から知事が議

会同意を得て任命をする制度となっております。

続きまして、お戻りいただき、A3判の2枚目
になりますが、平成31年度水産予算概算決定の
主要事項をご覧ください。

1の新たな資源管理システムの構築では、資
源調査・評価の充実や新たな資源管理措置への

移行により、影響を受ける漁業者等への支援が

ここに計上されております。

次に、大きな2の漁業の成長産業化に向けた
重点的な支援のところですけれども、新規とし

て（2）の沿岸漁業の競争力強化154億円、及び
（4）先端的養殖モデル地域の重点支援51億円
というのは内数になっておりますけれども、こ

ういったものが計上されております。

最後に、右側の方に移りまして、大きな括り

の3でございます。
水産基盤の整備、漁港機能の再編・集約化と

強靭化の推進では、産地市場の統合や養殖適地

の確保など、水産改革と連動した水産基盤の整

備、衛生管理対策、防災対策等に係る予算が計

上されているところでございます。

再度お手数ですけれども、最初の資料1ペー
ジにお戻りください。

これまで説明をいたしましたような国による

一連の対応を踏まえ、県といたしましては、一

番下段の方に記載しておりますけれども、水産

関係者の理解と協力のもと、国の支援事業の積

極的な活用を図りながら、漁船漁業、養殖業、

輸出、担い手の育成確保、これらに関する取組

を強化し、漁業者の所得向上を図ってまいりま

す。また、これらと連携し、災害に備えた漁業

地域の強靭化、漁業・漁村の活性化も目指して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【山口委員長】 次に、漁政課長より、補足説明

を求めます。

【黒﨑漁政課長】引き続き、有明漁協の状況に

ついて補足をしてご説明いたします。

お手元にお配りしております資料6「農水経
済委員会補足説明資料 有明漁協の状況につい

て」の1ページをご覧ください。
有明漁協の状況について、平成29年度からの
経緯につきましては、このページから後ろのペ

ージの中ほどまでに記載させていただいており

ます。前回の委員会におきまして、既にご報告

いたしておりますので、ここでは省せていただ

き、中段以降の（以下、前回委員会後の主な動

き）についてご説明をさせていただきます。

県は、12月15日から1月8日まで、4回にわた
り地元との調整を実施してまいりました。これ

らを受けまして、双方のご意見を参酌したうえ

で、県は役員選任にかかる折衷案を作成し、1
月24日には湯江地区、同25日には大三東地区に
それぞれ提示をし、地区の意向をまとめるよう

に依頼したところでございます。

しかしながら、2月1日及び8日に予定いたし
ておりました両地区代表者との協議は、地元の

調整がつかず延期となりまして、8日には前代
表幹事らと事態打開に向けた意見交換会に切り

替えをさせていただいたところです。

2月19日には、大三東地区の組合員の意見を
直接確認いたしたく意見交換を追加で行ったと

ころでございます。

県といたしましては、部長の説明にもござい

ましたけれども、湯江地区、大三東地区、双方

の組合再開を大方の組合員は望んでおられるこ
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とは確認できておりますことから、引き続き島

原市や系統団体とも連携を密にして、早期の総

会開催に向け指導を継続してまいります。

説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山口委員長】 次に、漁業振興課長より、補足

説明を求めます。

【中村漁業振興課長】お手元の「農水経済委員

会補足説明資料」、右上に「資料7」と記載し
ているものをお出しください。「長崎県真珠振

興計画案」について補足して説明をさせていた

だきます。

1ページをご覧ください。
前回、委員会でご説明いたしましたとおり、

真珠振興法及び国が策定した基本方針に基づき、

本県におきましても真珠産業の健全な発展等を

目的とする「真珠振興計画」を策定することと

して、県内2つの真珠養殖漁協等のご意見を伺
いながら作業を進めてまいりました。

なお、概要版の次には計画案の全文を添付し

ておりますので、後ほどご覧いただきたいと思

います。

それでは、1ページの概要で説明をさせてい
ただきます。

全体は、第1の真珠産業や真珠に係る宝飾文
化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

から、第5の真珠の需要増進のための施策に関
する事項まで5つの構成といたしております。
一番上の第1の真珠産業や真珠に係る宝飾文

化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

といたしまして、計画期間を2019年から2027
年までとすること、関係機関と連携して施策に

取り組むことを記載いたしております。

第2は、真珠の需要の長期見通しに則した生

産目標に関する事項として、2027年の本県の目
標生産額を74億円といたしております。国の基
本方針では、世界の真珠購買に関する長期的需

要としまして、日本アコヤ真珠の新規需要額を

64億円と試算をいたしております。
本計画では、国が試算しました64億円に対し、
本県の真珠が過去10年で最大の全国シェアと
なりました平成26年の37％を採用いたしまし
て、64億円の37％に相当する24億円を新規需要
といたしました。これを平成26年の本県生産額
50億円に合算をして、74億円を目標値として定
めたものでございます。

資料中段になります。第3には、真珠産業の
振興のための施策に関する事項といたしまして、

本県の真珠生産に関連が深い施策につきまして、

1の生産者の経営の安定から7の人材の育成及
び確保までを盛り込んでおります。

まず、1、生産者の経営の安定につきまして
は、共同利用施設の導入や生産性向上のための

グループ活動の推進、また、災害に対する備え

として、真珠貝の漁業共済への加入等を推進し

てまいります。

2、生産性及び品質の向上の促進につきまし
ては、アコヤ貝の健康状態や巻き、照りといっ

た品質の評価、入札出品時の等級ランクづけへ

の助言など、これまでの取組の充実を図るとと

もに、生産技術の改良やアコヤ貝種苗生産施設

の整備などを推進してまいります。

3、漁場の調査等につきましては、対馬で導
入されておりますＩＣＴ技術を活用した海洋環

境の自動観測システムの普及や、県が実施して

いる漁場調査結果の迅速な提供に引き続き取り

組むことといたしております。

4、漁場の維持又は改善につきましては、地
元漁協等が持続的養殖生産確保法に基づき、漁
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場環境のモニタリングや過密養殖の防止を実践

するために定めた漁場改善計画の着実な履行を

指導してまいります。

5、加工及び流通の高度化につきましては、
全国真珠関係団体等において検討中の品質表示

の共通基準策定について情報収集に努めてまい

ります。

また、全国真珠養殖漁連主催の合同入札会が

長崎でも開催されており、入札会の効率的、効

果的な運営についても検討をしてまいります。

6、研究開発の推進等では、総合水産試験場
が取り組む外套膜萎縮個体の出現率の低下など

に関する技術開発を進めるとともに他県の病害

発生や生産技術に関する情報収集に取り組んで

まいります。

7、人材の育成確保では、国や県の就業支援
制度の活用を促進するとともに、外国人材が活

用できますよう、国や関係機関との協議を促進

してまいります。

資料の下段、第4には、真珠に係る宝飾文化
の振興のための施策に関する事項といたしまし

て、日本人の生活に深く浸透しております真珠

の宝飾文化の振興を図るため、冠婚葬祭や記念

式典での活用、情報発信など、全国真珠関係団

体等の取組との連携を進めてまいります。

最後に、第5は、真珠の需要増進のための施
策に関する事項として、アコヤ真珠の需要の増

進のためには全国規模での取組が重要となりま

すので、国際的イベント等での積極的なＰＲ、

観光業界との連携協力など、国や全国真珠関係

団体等と連携して需要の増進に努めてまいりま

す。

説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山口委員長】 次に、提出のありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明をお願いいたします。

【黒﨑漁政課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した水産部関係の資料についてご説明いたしま

す。

お手元にお配りしております「農水経済委員

会提出資料」をご覧ください。

まず、1ページ、補助金内示一覧表でござい
ます。

平成30年11月から平成31年1月の直接補助金
の実績としまして、1ページから3ページに記載
のとおり、養殖産地育成計画総合推進事業費補

助金をはじめ27件、それから、4ページに記載
しておりますとおり間接補助金の実績は、経営

構造改善事業費補助金など3件でございます。
次に、5ページでございますが、1,000万円以
上の契約状況でございます。

平成30年11月から平成31年1月までの建設工
事以外の実績は、5ページに記載のとおりのホ
シガレイ種苗量産技術開発委託業務の1件でご
ざいます。

次、6ページ以降になりますけれども、建設
工事の実績でございます。これは6ページから7
ページにかけて記載のとおり、14件ございます。
次の8ページですが、建設工事に係る委託の

実績として1件ございます。
なお、9ページから25ページにかけまして、

さきの建設工事及び建設工事の委託に係る入札

結果一覧表を全て添付いたしております。後ほ

どお目通しいただければと思います。

次に、26ページですけれども、陳情・要望に
対する対応状況につきまして、知事及び部局長
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に対する陳情・要望のうち、県議会議長あてに

も同様の陳情・要望が行われたものは、新上五

島町ほか3件であり、これに対する県の対応は
資料の26ページから44ページにかけて記載の
とおりでございます。

最後に、45ページ以降ですけれども、附属機
関等会議結果報告でございます。平成30年11月
から平成31年1月までの実績は、45ページから
48ページに記載のとおりの3件でございます。
説明は以上でございます。

【山口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象は、3番と6番でござい
ます。

陳情について、何かご質問はありませんか。

【山田(博)委員】 最初に、対馬の漁業者の所得
向上対策についてという要望がきておりますが、

まず、漁政課長にお尋ねしましょうか。

「対馬の漁業者の所得向上を実現する会」と

ありますけれども、これは任意団体ですね。任

意団体と理解しているのか、理解してないか、

そこだけまずお答えください。

【黒﨑漁政課長】委員ご指摘のとおり、私ども

は任意団体と認識しております。

【山田(博)委員】 任意団体ですね。水産部とい
うのは、任意団体の要望書は、基本的に受け取

らないということになっているんですか、なっ

ていないんですか、そこだけまずお答えくださ

い。

【黒﨑漁政課長】任意団体であるから要望は対

応しないということは考えておりません。

【山田(博)委員】 そうですね。もう一つお尋ね
しますけれども、漁業協同組合とか、県漁連を

通したら知事とか副知事に面会することができ

るとか、水産部としてはそういったルールにな

っているのか、まずそこをお尋ねしたいと思い

ます。

【黒﨑漁政課長】先ほどのお話につきましては、

明文化されたルールというものはございません。

ただ、水産行政に係る要望につきましては、当

然のことながら、その特殊性、専門性の観点か

ら水産部が引き受けをいたしておりますけれど

も、水産行政といいますのは、県の行政は漁協

や県漁連といった系統機関や、あるいは市町村

とこれらを車の両輪として行政を司っている実

態がございまして、まずはその車の両輪の中で

この要望を取り扱うという基本的なスタンスは

持っております。

【山田(博)委員】 では、県議会と行政というの
は車の両輪であるのかないのか、お答えくださ

い。

【黒﨑漁政課長】県の行政としての両輪という

ふうに認識をいたしております。

【山田(博)委員】 県議会と行政というのは車の
両輪で一緒にやろうとしているんです。私たち

はこれをちゃんと受け取っているんです。溝口

議長は陳情をちゃんと受け付けているんです。

水産部というのは、系統の県漁連、漁協じゃ

ないと基本的に受け取らない姿勢というのは変

わらないということなんですね。任意団体であ

ろうが、これだけの多くの署名を集めて訴えて

いるにもかかわらず、それを県の水産部という

のは、系統の漁協とか、県漁連じゃないと、一

緒にやっている両輪だから受け取らないと言っ

ていますけれども、こっちは県議会もあなた方

と両輪でやっているんです。両輪でやっている

県議会は受け取るけれども、あなた方は受け取

らないとはどういうことだろうかとなっている



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月６日）

- 124 -

わけです。まず、そういった姿勢というのはど

うかと思いますよ、私は。

もっと言いますと、漁協を構成している、支

えているのは組合員ですよ。組合員の関係から

こういったものがきているのに、知事や副知事

に面会する時になったら、そういった系統じゃ

ないと受け付けないというのは、これは間違い

なく今後の方針ということで変わりないといこ

とで理解していいんですか。

私が先ほど言いましたように、県議会はきち

んと受け取って、今、審査をしているんです。

水産部はそういった姿勢を今後も貫くのか、貫

かないのか、そこを改めてお聞きします。まず

は、最初はこの姿勢の問題ですよ。5,000人です
よ、これは。まず、そこの見解を聞かせていた

だきたいと思います。

【黒﨑漁政課長】数千人の署名を携えた任意の

団体による要望につきましては、先般、その事

例ですけれども、水産部の方で対応させていた

だいたところでございます。

必ず漁連や系統、市町を通さなければ受け付

けないのかということではございません。それ

は時々の状況に応じて、特段の緊急性を有する

もの等については、例外的に急ぐということ等

で三役に対応いただくことはございます。

ただ、冒頭申し上げましたけれども、水産行

政に係る要望というものは、得てして特殊性な

り、専門性を要するものが多い性格がございま

すので、そこは三役から委ねられております水

産部長において一旦受け取らせていただいて、

その後、情報を共有して、どう対応していくの

が一番適切であるのかということで対応をさせ

ていただきたいと考えているところでございま

す。

【山田(博)委員】 わかったようなわからんよう

な煙にまいたような答弁ですね。水産部長、私

が言いたいのは、こういった漁業者5,000人もの
署名が集まったのに、いいですか、漁協とか県

漁連を通さないと知事や三役に会わせないとか、

水産部も受け取らないとか、そういったことは

ないということを明確に聞きたいわけですよ。

5,000人ですよ、5,000人。
これは改めてお尋ねしますけれども、基本的

にそんなことがあるのか、ないのか。私が聞い

ているのは時によってはある場合もあるし、な

い場合もあるということで、どっちかわからん

ような答弁でしたから、水産部長から明確にそ

こをお答えいただきたいと思います。

【坂本水産部長】今回の対馬のご要望に対しま

しては、委員の方からご指摘もありましたが、

水産部長ということで今回は対応させていただ

きました。水産部長では力不足ではないかとい

うようなお考えがもしあるのであれば、非常に

そこは私としても実力がなかったのかなという

ことで反省したいと思っています。

要望・陳情等につきましては、これまで知事

含め三役に上げた事例はございます。

例えば、私がこちらに参ってからクロマグロ

の問題で長崎県全体の問題となって一部の道県

がクロマグロの先取りをしたことによって、長

崎県の全体の枠が減らされて、自粛措置が課せ

られたと、そういった大きな問題について何度

か水産部長の方でお受けして、最終的には知事

の方に県漁業界を代表して県漁連の会長からご

要望いただき、それを承って国の方に要望する

といったことはございました。

そういった形で、一定の状況なりプロセスを

とった上で、知事を含む三役の方には要望を上

げていくということもございます。

ですから、今回のご要望につきましても、水
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産部長で全ておしまいというわけではなくて、

そこはそれぞれの事情に応じて対応はさせてい

ただくつもりでございます。必ずしもそういっ

た明確なルールはないということでご理解いた

だければと思います。

【山田(博)委員】 ルールとか言っているんじゃ
ないんだ、私は。水産部長がこれを受け取った

から力不足とか、そういったことじゃないんで

すよ。系統を通さないと三役は受け取らないと

か、部長も受け取らないとか、行政のそういっ

た姿勢は前向きじゃないという話が出たから言

っているわけです。これだけの署名が集まって

きているんだから、前向きに対応するか、対応

しないかと言っているわけです。決して、私は

水産部長が役不足とか何とか言っていません。

誤解しないでくださいよ。私は、あなたは大変

すばらしい人だと、人格的にも能力的にもすば

らしいと思っているんですよ。

私が言いたいのは、何回も言いますけれども、

こういった任意団体のところから陳情を上げた

時に、県議会はこうしてちゃんと受け付けして

おります。水産行政も、別に漁協とか、県漁連

を通さないと水産部としては陳情を受け付けな

いとか、そういうわけじゃないんでしょうとい

うことを確認しているわけです。そういうこと

でしょう、間違いないんでしょう、それは。そ

こをお尋ねしているんです。

さっき漁政課長は、系統からでないと、受け

付けないみたいに聞こえたから、そうじゃない

んでしょうということを改めて部長にお尋ねし

ているわけです。そうでしょう。いかがですか。

【坂本水産部長】先ほど漁政課長も私の方から

もお答えしたように、個々の事案、ケースに応

じて検討はさせていただきますけれども、ただ、

一方、今回ご要望のあった漁業者の所得向上に

つきましては、県といたしましては漁協と関係

市と連携をとりながら取り組んでいるところで

ございます。特に、漁協につきましては、漁業

者のさまざまな活動を支援しています。例えば

共済の手続であるとか、漁船保険の手続、あと

は国の各種事業の申請等、漁業者の諸活動を全

面的にサポートしているのが漁協でございます。

ですから、そういった漁協と地元市と一体とな

って県としては取り組んでまいりたいと考えて

いますので、今回のご要望についても、いただ

いたうえで対馬の漁協の方には情報はお流しし

ましたが、漁協の方でもこういった要望を初め

て知ったというお声もありましたので、そうい

った点は十分整理したうえで今後の要望の取扱

いは検討していきたいと考えてございます。

【山田(博)委員】 要望は受けたけれども、漁協
組合に返して、またもう一度話をして、もう一

回やってくださいということを言っているわけ

ですか、今の話だったら。私はそういうふうに

聞こえたわけです。今回の要望書を受けたのは、

これは最初の入り口が大切なんですよ、私から

言わせると。こういった要望は要望で真摯に受

け止めてやるかどうかということを聞いたら、

今は漁協組合も知らないから、漁協組合で整理

して、もう一回検討してからやってくださいと

言っているわけですか、水産部長、お答えいた

だけますか。

【坂本水産部長】 漁協に放り投げたというか、

ご要望の内容について、対馬の地元の各漁協の

方に情報を周知、お知らせして、情報を共有し

たうえで、今後どのような取組をしていくかと

いうことを一緒に検討してまいりたいと考えて

ございます。

【山田(博)委員】 そういうことですね。わかり
ました。ちょっと誤解していたかもしれません。
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いずれにしても、この対馬の漁業者からの要

望を受けて県当局はどう考えているか、それを

お聞かせ願えますか。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時２８分 休憩 ―

― 午後 ２時２８分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

【坂本水産部長】先ほどご答弁申し上げたよう

に、まず、要望の内容につきましては対馬の各

漁協の方に情報共有させていただいたところで

ございます。今後、どのような取組ができるの

かは、今後検討してまいりたいと考えています。

また、要望の内容の中には、全く初めて聞く

内容も含まれているものですから、その点につ

いてはよく精査させたうえで検討させていただ

きたいと考えています。

【山田(博)委員】 今、精査しているということ
ですね。そこは大切なところですから、水産部

としては、こういった任意団体からきてもしっ

かりと受け止めて、こういった要望がきた場合

には別に県漁連とか、漁協を通さないと聞く耳

を持ちませんとか、要望書も受け取りませんと

か、そういったことはないということで理解し

ていいわけですね。これは漁政課長、そういう

ことですね。間違いありませんね。場合によっ

ては、知事や副知事にお会いして渡したいとい

うことがあっても、それは専門性のところがあ

るから、水産部としてしっかりと受け止めて取

り組んでいきたいというなら、それは大いに結

構だと思うんです。そういうことで理解してい

いんですね。最終的な確認ですけれども、漁政

課長、お答えいただけますか。

【黒﨑漁政課長】県政に対するご要望につきま

しては、水産行政に携わっている立場から、し

っかりこれは受け止めて対応させていただきた

いと思っております。

【山田(博)委員】 私も今まで議員活動をしてお
りましたけれども、実質1カ月の間に5,000人の
署名が集まったのにはびっくりしましたよ。大

変な大きな問題ですよ。実質1カ月ですよ。こ
れだけ集まったわけですから、これだけの思い

があったということで、大変にこれは大きな問

題じゃなかったかと思うわけでございます。

陳情の3番「海運・船員の政策諸課題に関す
る申し入れ」とありますが、幾つかここの中で

お尋ねをしていきます。

今現在、漁船漁業の乗組員の不足ということ

でありますけれども、これは実際どれぐらい不

足しているか把握されておりますか。把握され

ているんだったら、それを説明していただけま

すか。これは政策等決定過程の透明性等の確保

などに関する資料にも具体的に県の対応という

のは記載されておりますが、どれだけ不足して

いるかを把握されていますか。

【中村漁業振興課長】漁船といっても、大きい

大臣許可漁業から沿岸漁業までございますが、

県として今どのぐらい不足しているかという具

体的な数字は持ち合わせておりません。

【山田(博)委員】 これは陳情先からも、特段、

具体的な数字は聞いてないわけですか。

【中村漁業振興課長】具体的な本県の漁船員で

ということは伺っておりません。

【山田(博)委員】 そうしたら具体的にある程度
の数字がないと、陳情に対応することもできま

せんね、漠然としていたってね。漁業振興課長、

いかがですか、そう思われませんか。

【中村漁業振興課長】本要望の大半の内容につ

いては、直接国、県も関わる部分もございます

が、そういう大きな課題が多うございました。
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具体的な中身も私たちが把握できているところ

も少なかったというのは正直なところでござい

ます。

【山田(博)委員】 これは政策等決定過程の透明
性等の確保に関する資料の39ページにありま
すが、担当は水産経営課ですね。水産経営課が

県の対応として何と書いているかというと、「漁

船漁業の乗組員の不足に対応するため、水産高

校等関係機関との連携による継続的な人材確保

や」と書いているんですよ。だから、漁業振興

課長が答えるんじゃなくて、水産経営課長が答

えないといけないんじゃないですか。漁業振興

課長がなぜ答えるのかと思ってですね。よっぽ

ど答えたいんだなと思って。だめじゃないです

か、水産経営課長が答えないと。

【川口水産経営課長】乗組員の確保・育成とい

うことで、本題が日本船舶の乗組員を確保した

いという主題でございまして、そもそもは漁業

振興課長が申し上げたように、大型の大臣管理

の許可漁船の乗組員の確保についてのお話が主

体でございました。ただ、ここに書いておりま

すとおり、水産高校とか、小型の沿岸漁業の就

業者の確保につきましては、我々もいろんな事

業等で確保に努めておりますので、こういう回

答で答えさせていただいております。

【山田(博)委員】 こういう回答をしているので
あれば、やりとりされたんでしょうから、実際

どれぐらい足りないんですかという聞き取り調

査をしてやるべきじゃないかと私は思うわけで

ございます。県の対応としてそこまで書いてい

るんですよ。しっかりとそこはやっていただき

たいと思います。

今回、そういったことをお聞きしたかったわ

けですけれども、後からまたいろいろとお聞き

したいことがありますが、私ばかり質問できま

せんので一旦終わりたいと思います。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

ほかに質問がないようですので、陳情につき

ましては承っておくことといたします。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保に

関する資料」について質問はありませんか。

【山田(博)委員】 政策等決定過程の透明性等の
確保に関する資料の3ページを見ていただけま
すでしょうか。3ページにＦＲＰ漁船リサイク
ル処理体制づくり事業費補助金とありますけれ

ども、ここに協議会がＦＲＰ漁船のリサイクル

処理に係る現地での粗解体、処分地への搬送等

に要する経費に対する助成として95万円とな
っていますけれども、これは間違いないかどう

か、そこだけお答えください。

【平野漁港漁場課企画監】委員のおっしゃると

おりでございます。

【山田(博)委員】 午前中、このＦＲＰ漁船リサ
イクル処理体制普及推進事業費ということで、

五島市でモデル的に実施した時、かかったお金

が74万円と言っていました。95万円出したと言
っていますけれども、この関係はどうなってい

るんですか。

【平野漁港漁場課企画監】午前中に答弁させて

いただきました74万円という処理費用は、5ト
ン程度の漁船1隻を処理した場合ということで、
今回の事業の中では合計4隻処分することがで
きました。4トン台が3隻、6トン台が1隻という
ことです。だから、実際トータル費用というの

はもっとかかっているということになります。

【山田(博)委員】 そうしたら、何ですか。とい
うことは、ＦＲＰ漁船の4隻のうち1隻分が75万
円かかって、残りの分は県が負担したと理解し
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ていいですか。

【平野漁港漁場課企画監】実際、廃船予定をし

ている方から船を提供していただいて、例えば

1隻分が5トンクラスだと74万円今回の事業の
中でかかったということでございます。だから、

これが3隻ありますので、74万円掛ける3隻で
220万円ぐらい、正確な金額はわからないんで
すけれども、6トンクラスがもう一隻あります
ので、かかった費用というのは300万円を超え
るような費用が実際処理にはかかっております。

午前中に述べさせていただいたのは、このＦＲ

Ｐ漁船のリサイクル事業というのが、以前のや

り方だと非常に費用がかかったんだと。しかし

ながら、今回のやり方をすると、少しその費用

が軽減するんだということの中で、5トンクラ
スの船の比較で回答させていただきました。

【山田(博)委員】 処理したのを全部県費でやっ
てみたら、これだけかかりましたからというこ

とで、廃船しようと思っていた船をもらうなり

して処理した。処理した費用を県費で全部出し

たということですね。

今まで私たちが聞いていたのは、協議会の活

動を実施するためなんですよ。そしたら、これ

は処理費用を出したということになっているじ

ゃないですか。私たちは、当初この予算という

のは、いいですか、このＦＲＰ漁船リサイクル

処理対策協議会をつくるためにお金を出してい

ると思っていたら違うんだと。処理費用にお金

を出していたということだったら、当初のあれ

と違うじゃないかと私は言っているわけです。

漁政課長、所管課長として、これはどう思われ

ますか。私たちは全部今までの予算のあれをひ

っくり返して、このＦＲＰ船というのは協議会

に対するお金と思っていたけれども、処理費用

にお金を出すというのは、私たちは今初めて聞

いたよ。驚いたよ、私は。協議会のためのお金

で100万円ぐらいと聞いていたのが、実質はこ
のリサイクル処理費用にお金を出していたとな

ったら大きな問題じゃないか。

漁政課長、あなた方はこれをご存じでしたか、

この分のお金というのは。私は当初からずっと

見ているけれども、あくまでも協議会に対する

支援のお金だと思っていたけれども、処理する

ためにお金を出していたとなったら、今までの

予算のあり方と全然違うよ。

漁政課長は去年の4月から来ていますけれど
も、西次長もずっとしていたから、西次長は所

管課の課長としてこういったものは把握してい

たんですか。私の認識をどう思いますか。私は

そういうふうに認識していたわけですよ、去年

もずっと。どうですか。

【西水産部次長】ＦＲＰのリサイクル補助金に

つきましては、この五島市の協議会の活動に要

する経費として予算計上をしておりまして、基

本的には、当然補助金の交付のルールに基づい

て交付され、今回の活動にかかった費用として、

事業概要のところに記載されています費用が協

議会としてかかって、それに対して助成をした

ということの報告をさせていただいたと認識し

ております。

【山田(博)委員】 よくわからんから、これは委
員長にお許しいただいて、この協議会の任意団

体のところに1万円、2万円じゃないんだよ、ず
っとお金を100万円支出していたんだから、あ
くまでも協議会の活動になっていたはずですよ。

もう一度あなたたち、これは要綱もあるはずで

しょうから、この協議会の要綱、補助金要綱、

メンバー、これをいただかないと審議できませ

んよ。1万、2万じゃないんだよ。一般財源で大
切なお金をやっているんだから。それを今まで
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ずっとやっていて、協議会の皆さん方の活動と

いうのは視察や会議費とかと思っていたわけだ

よ。これは処理費用じゃないですか。こういっ

たことになっているとはどういうことかとなり

ますよ。これこそ目的外使用じゃないかと私は

思うわけです。

そこで、これは資料をいただいて、改めてこ

の協議をしたいと思いますので、委員長におか

れましては資料請求をお願いしたいと思います。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時４３分 休憩 ―

― 午後 ２時４８分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

【平野漁港漁場課企画監】協議会に対する助成

なんですけれども、その中には補助対象、補助

対象外というのがございまして、基本的には協

議会の活動に対して、その一部を助成していて、

処理に使用しております。

【山田(博)委員】 協議会の運営に関する活動を
推進するための経費となっているんだ、経費。

処理費用が経費になるのか。これは財政課が言

うんだったら財政課に聞きたいよ。よく財政課

が通したなと思うよ、そんなにおっしゃるので

あればね。

今、運営協議会であって、机だとか、会議費

とかにお金を出すというなら協議会の経費だと

思うわけよ。その処理費用に対する助成という

のだったら、これは経費じゃないんだ、事業費

じゃないかと言っているわけです。事業でしょ

う。リサイクルに対する事業でしょう。今、こ

のＦＲＰ漁船処理の体制づくりの事業費よ、事

業費、経費じゃないんです。私だってそれぐら

い読めるんだから。そこをどういうふうにとっ

ているかと言っているわけだよ。大体、私から

これを質問されて、右往左往すること自体が間

違いなんだよ。

【平野漁港漁場課企画監】今回の実施要綱を読

ませていただきますと、第2条ですね、補助の
対象及び補助率、第2条になりますけれども、
「補助金の交付の対象となる事業及び経費並び

にその補助率は別表のとおりとする」というふ

うになっておりまして、その別表が第2条関係
であるんですけれども、ＦＲＰ漁船リサイクル

処理対策事業ということの中でＦＲＰ漁船のリ

サイクル処理場の当地での粗解体、処分地への

搬送等に要する経費、2、団体に所属する者の、
すみません、その第1項だけですね。
【山口委員長】 しばらくお待ちください。

休憩します。

― 午後 ２時５１分 休憩 ―

― 午後 ２時５２分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 政策等決定過程の透明性等の
確保に関する資料の中で驚いたことがあります。

これは新上五島町からきております離島地域に

おける燃油価格の是正並びに農林水産業燃油高

騰対策の更なる充実についてということであり

まして、漁業用のA重油、私の地元の五島の平
均価格が平成30年8月1日、県当局が、これは漁
政課の方で聞いていただいたとなっていますが、

五島の平均が1リットル当たり100円11銭で、同
じ長崎県でも壱岐が87円10銭ということにな
っております。県平均は94円27銭となっていま
す。なぜこんな価格になっているかというのを

調査されているのか、されてないのか、まずそ

れをお答えいただきたいと思います。

【黒﨑漁政課長】漁業用A重油の流通ルートと
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いうのは、ちゃんと私どもも把握をしておりま

す。卸価格は、漁連等の助成によりましてほぼ

一律でございますけれども、このルートにかか

る配送費等の違いがこの価格差を生んでいるも

のと理解しております。

【山田(博)委員】 配送費がかかると言っていま
すけれども、どのような形で配送費がかかるか

というのを把握されていますか。これは、そこ

まで調査していますか。

【黒﨑漁政課長】県漁連の方から事情をお聞き

いたしております。

【山田(博)委員】 県漁連から聞いたら、配送費
がかかりますからと言って、五島が一番高くて

壱岐が一番安いんですというふうに言われたん

ですか。

【黒﨑漁政課長】そういうことはおっしゃって

おりませんけれども、結果として実態がこうい

うふうになっているということでございます。

【山田(博)委員】 実態がそうなっていると。私
はもっと踏み込んで、なぜ五島はこれだけ高い

んですか、壱岐が安いんですかというのを調査

研究してもらいたいと言っているわけですよ。

ただ単に県漁連に聞いたら、搬送費でお金がか

かりますと、その一言で済まされたらたまった

もんじゃないと言っているわけですよ。調査を

しっかりやっていただけませんか。離島圏でこ

んなに違うんだから。これは驚きだよ。壱岐の

漁業者はいいなと。私のせいじゃないと思うけ

れども、こういうふうになっているのはなぜか

というのを調べていただきたいと思います。（発

言する者あり）中村委員が言うように、壱岐は

どこから買っているのかとか、そういうことを

言ってくれよ。（発言する者あり）そうなんで

すか。中村委員から質問してくださいよ。

今、後ろからペーパーが回ってきたけれども、

漁政課長、お答えいただけますか。今、わから

ないのであれば調査してやっていただけません

か。これは大変大きな問題ですよ、五島の漁業

者にとっては。これだけ違うんだから。ただ単

に配送費がかかるんですよと、この一言で済ま

されたらたまったもんじゃないよ。

【黒﨑漁政課長】まず、委員が先ほどおっしゃ

いました県平均とか、五島、壱岐の価格、これ

は各漁協からの聞き取り価格、いわゆる小売価

格でございます。先ほど私が申し上げた県漁連

の一律になる支援というのは、各漁協に卸す段

階で離島・本土に差がないように、県漁連が一

律に1リットル当たり1.3円のようですけれども、
補助をしていると。それを織り込んだうえで小

売価格に差が出ておりますのは、各漁協が調達

価格に漁協の経費とマージンを上乗せして価格

設定をされているということでございまして、

同じ地区内でも価格差が大きいこのような実態

が生じていると認識をいたしております。

【山田(博)委員】 どうもありがとうございまし
た。今の漁政課長のお話であれば、五島が一番

高いのは、県漁連は長崎県全域に同じ価格で卸

していますと。それに漁協組合の方が経費とか、

流通コストとか、そういったマージンを乗せて

いるからこういうふうになっているんですよと

いうことが明らかになったわけでありますので、

これは漁協組合長さんにしっかりと、漁業協同

組合も大変かもしれませんけれども、組合員も

大変なんだから、その価格の方は見直しをして

もらうように、しっかりと取り組んでいきたい

と思っております。本当はこういうのはどうか

と思いますけど。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時５８分 休憩 ―
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― 午後 ３時１０分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

先ほどの政策等決定過程の透明性等の確保に

関する資料について、ほかに質問はありません

か。

【山田(博)委員】 35ページの水産業の担い手確
保と育成に関連してお尋ねしたいと思うんです

が、例えば、現在、担い手で漁業協同組合を移

りたいとなった場合、あくまでも漁協を通じて

漁業権というのは申請されておりますね。例え

ば、Bという漁協からAという漁協に移る場合、
一旦その漁業権というのは返さないといけない

のか、どうなるんですか。組合を退会して、そ

のままスムーズに移行できるのかどうか、漁業

権のあり方というのを、35ページの水産業の担
い手確保・育成に関連してお尋ねしたいと思い

ます。

【中村漁業振興課長】漁業権のお尋ねでござい

ますが、漁業権を持っているのは漁業協同組合

ということになりますので、ＡからＢに移ると

いうことになりますと、Ｂの組合員となって漁

業権を行使するということになります。

【山田(博)委員】 すみません、漁業権じゃなく
て、漁業許可です。Ｂという漁協に所属して、

例えば固定式刺し網とかの許可を持っている人

が、別の漁協に移る場合にはどうなるのかとい

うことです。移る手続だけでいいのか、漁業許

可は組合を通じて一遍返さないといけないのか

どうかです。基本的に漁業許可というのは県の

許可だから、別に組合を通じたからといって、

その組合に一旦返さないといけないわけじゃな

いと思いますが、そこだけお尋ねしたいと思い

ます。

【中村漁業振興課長】地域の固有の漁業許可の

中には、漁協ごとに枠を定めているものもござ

いますので、そういったものに係る場合は一旦

返納するということもあり得るかと思います。

【山田(博)委員】 漁協の枠で漁業許可を県が与
えているのもあるということですか。原則とし

ては、組合を通してじゃなくて、個人にやって

いる場合がありますよね。要するに、漁業許可

証を知事からもらっているのであれば、別に漁

協に一旦返さないといけないというわけじゃな

いんでしょう。だって、もらっているのはあく

までも知事からもらっているわけだから。漁業

許可というのはそうなんでしょう、大体。漁協

の枠とか、ある程度の枠があったとしても、そ

れを漁協に返さないといけないというわけじゃ

ないんでしょう。だって、漁業者個人に漁業許

可をやっているんだから。そんな漁協に枠とし

て定めてあったとしても、あくまでも個人にや

っているんですから。それはもう一度お尋ねし

たいと思います。

【中村漁業振興課長】漁業許可を審査する上で

は、各漁業協同組合からの意見書等もいただい

たうえで、漁業調整上支障がないか判断をいた

してございますので、漁協をかわるといった場

合には改めて審査が必要な場合があるというこ

とでございます。

【山田(博)委員】 では、そういうふうに明文化
されていると理解していいんですか。そういっ

た規程や要綱があって今まで取り組んでいると

いうことで、移る場合には一旦返さないといけ

ないということになっているんですか。そうい

った規定があるかないか、そこを含めてお答え

ください。

【中村漁業振興課長】実は、私自身も漁協を移

ったという事例は今まで経験したことはござい

ませんが、先ほど言いましたように漁協ごとに
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申請をしていただいて、組合の意見を求めたう

えで漁業調整上の支障を判断しておりますので、

具体的な事例についてはもう少し精査、詳細を

検討しなくてはならないと思いますが、基本的

には漁協をかわるということについては、根本

的にもう一度許可についても見直さないといけ

ないと考えております。

【山田(博)委員】 時間がきましたので、終わり
ます。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般について質問はありません

か。

【前田委員】質問に入る前に、先ほどの政策等

決定過程の時に、発言をもうしなかったんです

けれども、附属機関等会議結果報告の中の、長

崎魚市場高度衛生課施設整備検討委員会が11
月2日に開かれていて、内容を見させてもらっ
たら、私が委員会の中で質疑したような内容も

含まれていて、魚市の高度衛生化が3年遅れ、
50億円工事費が増すという中で、こういう委員
会を11月にやって、3月の議会に出てくるまで、
これは傍聴不可ですから聞くこともできずに、

こんな内容の変更とか、見直しをしたことを、

現場は知っているけれども、委員会とか、当然

質問した委員も含めて知らないというのは非常

に私は問題があると思っていて、こういうとこ

ろはあえて質問しませんでしたけれども、今後

についてはもう少し、結果の報告については関

係する部分はきちんとしてほしいということを

苦言を呈しておきます。

質問に入ります。

先ほど、補足説明の水産政策の改革の中で、

新しく制度が変わる中での成長産業化というこ

との予算総額3,200億円の説明があったわけで
すが、午前中に審査があった予算の中で、るる

説明の中であっていた新しい予算を使ってステ

ップアップしたというか、そこの中で組み替え

たと言っているんですが、先ほど説明があった

新しい予算の中で、ほぼ全部新年度予算に組み

込まれたという理解をしていいですか。それと

も、まだまだ出たばかりで、該当するもの、も

しくは使えるものがまだ吟味できていないので、

今後の補正等も含めて対応があるということか、

その辺はどういう認識に立っておけばいいです

か。

【黒﨑漁政課長】この法律の改正も伴っている

わけですけれども、この施行が昨年12月に公布
されて以降、2年以内で施行するということに
なっておりまして、まだ隅々まで制度の全容は

わかっていない部分もございます。

ただ、今現在でわかる範囲で国の予算、取り

込めるところは地元の需要と重ね合わせながら、

目いっぱい取り込みをしているところでござい

ます。

【前田委員】 では、ぜひ鋭意研究をしながら、

補正等の対応も含めて、取れるものはしっかり

取って、水産業の振興に寄与してほしいという

ことを要望しておきます。

続いて、同じ補足説明の中で有明漁協の状況

についてということで報告がありました。

報告を聞く限りは、前回の委員会から進展を

してないという理解、努力されていることは理

解しながらも、結果的には前に進んでいないよ

うなんですが、一番最後におっしゃった2月13
日、その上段の方で大三東地区において推薦員

が決まらず、会議が開催されなかったというく

だりから、一番最後のところに2月19日、大三
東地区の組合員と意見交換を実施したというと
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ころまでは報告があったわけですが、その一番

ネックとなっているのは、この文書を見る限り

では大三東地区の組合の方々のご理解だと思う

んですが、この方たちとの意見交換の内容とい

うか、そこでの課題というのは何か報告ができ

る内容はないのか。それとも協議中なので、全

くそこはご報告できないということになるんで

すか。

【黒﨑漁政課長】 都合8回、私は現場に出向き
ましてお話を聞かせていただいております。

その中で一番大きな争点になったというのは、

これは双方了解をいただいているものというふ

うに理解をしておりますので、委員会の方でも

ご報告させていただきますが、新しい新体制を

急いで確立するようにということで強く指導い

たしているところでございますけれども、新し

い役員体制の中に前役員、今回、現金不足の状

態が出てきておりますけれども、それを発生さ

せた時におられた役員、この方を新体制の中で

も入れるか入れないか、ここの部分が実は双方

まだ折り合いを見ていないというところでござ

います。

【前田委員】その折り合いを見ていないという

か、解決しなきゃいけない課題がそこにあると

いうことは認識しましたが、8回にわたって協
議する中で、県当局の努力というものは一定認

めるというか、評価しますけれども、しかしこ

ういう状況の中で生産者がいるわけですから、

やっぱりそこはそうは言いながらもどこかで県

の方も、再三ただしていますが、タイムスケジ

ュールというか、きちんとした時期というもの

を示しなさいということを言っていますが、今

のような話の中で、現場は現場で動いているこ

とを考えた時に、そう長々と引っ張ると言った

らおかしいですけれども、持ち越すわけにはい

かないと思っていて、そう思った時に、じゃ、

いつ総会を開いて、新執行部をいつ決めるのか

というタイムスケジュールについては、今のと

ころどのような指導というか、確認できている

か、そういうことについてご答弁をいただきた

いと思います。

【黒﨑漁政課長】この点につきましては、極力

作業を急いでいただく必要から、当初は12月ま
で、年明け、年を越しましてからは3月までと
考えておりましたけれども、今の現在の状況か

ら、客観的に申し上げて3月中までの臨時総会
にこぎつけるというのは極めて困難と認識して

おります。したがいまして、通常、漁協は、そ

の定款によりまして毎年6月に決算と同時に総
会を開きますけれども、そこが一つの区切りか

なと思っております。

【前田委員】この件については最後にしますけ

れども、こういう状況になって非常に、何と言

えばいいのかな、私は以前から各漁協について

の経営の指導というか、そういうものをもっと

強めて、県が目指す、水産部が目指している経

営強化のための合併等を急ぐべきじゃないかと

いうことで、その実績もずっと質問してきまし

た。

そうする中で、ここ直近において、幾つか合

併の動きとか、実績が見えてきていますけれど

も、翻って考えた時に、こういう状況になった

ということが、この有明漁協に関して言えば、

水産部というか、行政の責任として何か反省す

べきところが行政にもあったという思いが私は

いたしているんですが、これはあくまでも一部

の方がしたことによっての避けがたい状況、突

発的な状況でこうなったのか。それとも、もっ

と日頃から、ここだけに限らず、各漁協組合の

経営等に県がもっと関与、関与というのは実際
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には検査であったり、面談とか指導だと思うん

ですが、そういうものをしておけば防げたのか、

その辺の認識と、今後、こういうことを再発さ

せないための部としての対策とか、取組という

のは、どういうふうな部の中での共通認識に立

っているのか、そこだけこの件については最後

にお聞かせください。

【黒﨑漁政課長】先ほど、国の水産政策の改革

についてご説明を申し上げたところではござい

ますが、国同様、本県はむしろその先端に立っ

て、今、高齢化、それからなり手の不足、魚価

の低迷等々、非常に水産を取り巻く状況が厳し

いものがございます。

これは私の私見ではありますけれども、そう

いった厳しい状況の中で、末端の経済団体であ

る漁協は、その影響をもろに受け、なおかつ本

県は68組合、間もなく66組合にはなりますけれ
ども、小規模漁協がたくさんあるという地域で

ございまして、今後、その漁協経営そのものが

非常に難しい課題を抱えたような形になってお

りますので、こういった問題は有明漁協に限ら

ず、今後出てまいる覚悟はしておかなければい

けないと思っているところです。

そういう認識のもとで、今年度から、30年度
より検査体制を本庁に一元化をして体制を強化

したところでございます。今後とも、まずはこ

の1年の検証を始めなければいけないとは思っ
ていますが、漁協に対する常例検査をはじめと

して、漁協のガバナンスがしっかりと維持向上

していきますように、これからも県の行政指導

というのはますます必要であり、強化しなけれ

ばいけないと思っております。

【前田委員】有明漁協の抱えている問題という

か、同様なケースが出てこないようにぜひ頑張

ってほしいと思います。

外国人材の件に関して先ほど質疑していまし

たので、現況について、改めて、先ほど久野委

員からの質問にもお答えになっていましたけれ

ども、私も確認していましたので現況、特に内

訳と、それから水産業界における外国人材のニ

ーズ調査をやったかやらないか、そして、この

ペーパーの説明も含めて、一遍資料の説明を求

めたいと思います。

【黒﨑漁政課長】外国人材受け入れに関する本

県水産部のこれまでの対応でございますが、今

現在、この外国人材受け入れの制度の施行を踏

まえまして、活用に向けた各種検討を進めてい

るところでございます。

具体的には、昨年12月以降、水産庁に職員を
派遣しまして情報収集に努めるほか、去る2月
13日には、ここにも書いてございますけれども、
漁業、養殖、加工、魚市場の各業界と関係市に

よります連絡会議を設置させていただいたとこ

ろでございます。

そこで、国に先駆けて制度の説明を実施させ

ていただき、併せて特定技能の活用について意

見交換会まで実施をさせていただきました。課

題の整理を含め、今後、活用に向け検討を進め

ていくということで合意をいたしております。

また、ここにも書いていますけれども、特定

技能にかかる特定産業14分野に、実は魚市場が
含まれておりません。1月に県及び関係団体か
ら法務省に制度の検討に係るパブリックコメン

トを提出するほか、去る2月20日には関係団体
と連携をしまして、外国人材の選別、仕分け分

野の受け入れ方法等について、本県としての案

も携えながら水産庁と意見交換を行ったところ

でございます。

今後とも、農林部における農業サービス事業

体「エヌ」や、他県の動向も注視しつつ新たな
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制度の活用に向け、鋭意検討を進めてまいりた

いと考えております。

【川口水産経営課長】補足して説明させていた

だきます。

委員ご質問の現状の実態調査を行っているか

という部分でございますが、昨年11月に、これ
は全ての業者ではございませんが、ある程度主

だった漁業ということで、中小まき漁業、定置

網、養殖関係等で県内全体の主要な経営体とい

うことで129の業者に聞き取りを行っておりま
す。この中で、8割が周年、繁忙期含め人手不
足の状況に陥っているということです。この8
割の中で外国人の受け入れは可能かというのを

併せて聞いておりますが、これにつきましては

6割の方が外国人受け入れも検討したいという
ことでございました。

ただ、外国人の受け入れにつきましては、今

回、特定技能ということで4月から施行される
わけですけれども、言葉や生活習慣の違い、住

宅の確保、周辺住民の理解など、さまざまな不

安定要素があるということで、業界も非常に慎

重になっているというところで、先ほど漁政課

長が申しました2月13日に、まずは業界全体と
してどういう問題点があるのか、どういう課題

があるのか、そういうものを含めて検討会議を

設置させていただいたところでございます。

【前田委員】水産経営課長、ご答弁ありがとう

ございました。

具体的ニーズの調査というのは、さっき129
の業者の中で8割は人材が不足していて、6割は
受け入れを検討したいというか、できるという

話ですが、これは農業のようにニーズとしてど

れぐらいの人数分が要るというものはまだ出て

ないんですか。

【川口水産経営課長】先ほど申しましたとおり、

全業者に対して調査をかけたわけではございま

せんので、現在のところ、回答をいただいた業

者につきましては、人数等も含め回答いただい

ておりますが、それが全てではないということ

で、追加して調査が必要だということでござい

ます。

【前田委員】今説明いただいたように、参考ま

でに結構ですが、129業者、全体じゃないです
けれども、その中でのニーズで人数というもの

が出ているんだったら、それは全体でどれぐら

いという数字ですか。

【川口水産経営課長】周年、繁忙期含めて人手

不足ということで合わせますと297名という調
査結果となっております。

【前田委員】そうですね。直近で私も魚市に行

かせていただいて、やっぱり早朝の魚の選別、

ああいうところも人材不足が本当に深刻だとい

う話も聞きましたし、その後、水産の加工場に

も行ってきましたが、加工場の中でも、ここに

該当するかどうかわかりませんけれども、そう

いった民間のところにおいても本当に人材がい

ないんだという話が出ておりました。

そうする中で、ちょっと農業が先行している

ことはそれとしながら、2月13日に連絡会議を
設置したということですけれども、ぜひこの連

絡会議の中で、今言った漁政課長、水産経営課

長の方から話をしたことについて、もっともっ

とニーズの調査も対象を広げてというか、業界

として、今297人という数字は一部ということ
でしたけれども、全体としてどれくらいあるか

ということと、やっぱり喫緊の課題になってい

るものですから、国に要望もしていいですけれ

ども、そういうことと併せて、例えば受け入れ

するところで不安定な要素があるという課題認

識が幾つか示されましたが、そういう部分は農
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業の部分でも共通する課題がありますから、農

業の部分がそこは先行していますので、部で連

携をとって、農業の方とも外国人の受け入れと

いうことの中で協議をずっと進めてほしいと思

っています。

ついては連絡会議を設置して、私はもう頻繁

に会議をやってほしいと思っているんですけれ

ども、これをやっていくのに予算の計上という

のは要らないんですか。

【川口水産経営課長】予算の計上でございます

が、まずはそれぞれの業界団体でどういう課題

があるかというのを抽出し、また新しい法律に

つきましても研究をしながら、制度をどう活用

できるかというところを検討したいということ

で考えてございます。

【前田委員】流れとしては了としますけれども、

やっぱり農業も水産も全体含めて人材が不足す

る中で、今まさに、さっき言ったように129業
者だけでも通年297人の人材が必要ということ
も出ているんですから、やはりそこは、例えば

連絡会議の設置要綱とか、協議する内容もタイ

ムスケジュールを組みながら、しっかり部会等

も設けてやりながら、できるところからどんど

ん国に対しての働きかけと、県としてできるこ

とを確認しながら、事業や施策に活かしてほし

いということを要望して、とにかく現場が、も

う人手不足がにっちもさっちもいかなくなる手

前の状況だと私は認識していますので、ぜひ規

制の緩和も含めたところでの働きかけを強めて

ほしいということを要望し、また、その検討状

況の報告というものを随時、定期的に議会の方

にも報告していただくことを要望しながら、私

は一旦終わります。ありがとうございました。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 まず、有明漁協の件が出てい

るのでお尋ねしたいと思います。

この委員会で今期、有明漁協の経営が大変厳

しいということで指摘されたのは誰かご存じで

すか。漁政課長、いつ指摘されたかご存じです

か。それをまずお答えいただけますか。

【黒﨑漁政課長】すみません、詳しくは存じ上

げておりません。

【山田(博)委員】 当期のこの委員会で、県議会
議員というのは4年の任期があるんですが、4年
の中で最初にこの有明漁協の経営の問題を取り

上げた議員はご存じないんですね。では、西次

長、お尋ねします。どなたかご存じですか。い

つの委員会で誰が言ったかご存じですか。

【西水産部次長】いつの委員会でという時期ま

では明確に記憶はございませんけれども、山田

(博)委員からこの有明漁協の対するご指摘があ
ったというのは一部記憶にございます。

【山田(博)委員】 一部記憶にございますですね。
これは平成29年9月に私は言ったんだよ。それ
から、「その後大丈夫ですか」と聞いたら「大

丈夫です」と言っていてこうなったんですよ。

私は、この状況というのは、あの時しっかりや

っていただければどうにかなったと、そう思う

わけですよ。

水産部長、平成29年9月に私が委員会で、そ
の時、別に西次長を責めるわけじゃないんだけ

れども、部としてあの時きちんとしておけばこ

うならなかったんじゃないかと思うわけよ。ま

ことに残念ですよ。

あえてお尋ねしますけれども、現在、有明漁

協の組合員数、貯金残高、融資残高、漁協の組

合員に対する県知事の漁業許可件数、それをお

答えいただけますか。

【黒﨑漁政課長】ちょっとお時間をいただきた

いと思います。
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【山田(博)委員】 ぜひお願いしたい。
それでは、ほかの件を質問させていただきた

いと思います。

先ほど資料をいただきました県内の漁船リー

スの利用実績及び離職者の状況ということであ

ります。委員の皆様方のお手元にありますよう

に、平成27年から新規就業者の特別交付金と特
定有人国境離島漁村支援交付金の漁船リースで、

現在、合計51件やっております。
実は対馬の漁業者の方から話がありまして、

耐用年数というのは、この中で言うと集落の方

から漁船を借りるというパターンの特定有人国

境離島漁船支援交付金ですか、これで対馬の漁

業者で漁船を借りているという方がいらっしゃ

るんですが、実は耐用年数が5年とか10年とか
いろいろあるんですが、耐用年数がきちんと保

証されていると思っていたら、漁船のエンジン

が故障して漁業活動を営むことができないとい

うことがありました。こういったトラブルとい

うのは、水産部としてはどれだけの件数を把握

されているのか、まずそれをお答えいただけま

すか。

【黒﨑漁政課長】委員の質問がございましたの

で、早速この制度を活用している漁協等に確認

をいたしまして、照会をいたしました。今現在、

エンジン等に故障が生じたといったものにつき

ましては、51件の実績がある中で、漁業者ごと
でいけば3名の方、五島では3名、対馬では委員
がおっしゃる1名の方、合わせて4名の方に一部
修繕を要する事案が出てまいったということで

ございます。なお、この方々に関しましては、

いわゆる保険の適用があって一部補塡をされた

方等もある。それから対馬の例の案件につきま

しては、まだ額は確定していないようですけれ

ども、若干出てくるのではないかと聞いている

ところでございます。

【山田(博)委員】 私は、漁船リースというのは
大変いい、すばらしい制度だと思うんです、県

当局のご理解とご協力で漁業者の支援と新規漁

業者の応援ということでね。

その中で一番問題なのは、この漁船の船体、

またエンジンを保証してくれるようになってい

るわけですね。保証してあるからこれは大丈夫

だろうと思ったら、ところがそれが漁業に支障

を来すということになれば、どのようにしてそ

れを補償するかとなるわけです。そういった制

度設計というのはあるのか、ないのか、そこを

お尋ねしたいと思います。

【黒﨑漁政課長】この漁船をリースさせるとい

う事業の枠組みにつきましては、当然リースし

た物件の中に瑕疵がある、いわゆる故障をして

いるというような不具合、これがある、ないと

いうリスクを一定抱えることになろうかと思い

ます。これにつきましては、国の指導により、

実際に漁業者にリースをする前にその不具合が

見つかれば、それは当然船を所有する漁協が負

担をしなさいと。それから、リースをした後、

実際に漁業に使った後は、これはリースを受け

たユーザー、いわゆる漁業者の負担においてし

なさいと、国の通知ではそういうルールになっ

ております。

【山田(博)委員】 リースをする前には所有者が
責任を持つと。しかし、リースで漁船を借りた

後は漁業者の負担になっているという話があり

ましたけれども、借りる前に保証は誰がするん

ですか。この船は大丈夫です、エンジンも船体

も大丈夫ですと太鼓判を押すのは誰が押すんで

すか。漁業協同組合が押すんですか、国が押す

んですか、県が押すんですか。

【黒﨑漁政課長】この制度の仕組みにもなりま
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すけれども、まず、リースをする漁船そのもの

につきましては、とりあえずリースを受ける漁

業者が船を見つけて、これをリースでやりたい

ということで始まる制度になっております。し

たがいまして、リースを受ける前の瑕疵のある、

なしにつきましては、基本的には船を供給する

者と漁業者との間で十分チェックをしていただ

く必要がございます。

県としましては、そこにあるリスクの負担に

つきましてはこういった事例も出てきましたの

で、従来から留意をして説明をいたしておりま

すけれども、その説明を事前に行うということ

を、より徹底させたいと考えております。

【山田(博)委員】 では、お尋ねします。県の方
もリース事業をやっておりましたけれども、県

の事業の時もこういった事例があった時には所

有者の責任にしていたわけですか。漁政課長は

来たばかりでわからんだろうから、水産経営課

長、わかりますか。お答えいただけますか。

【川口水産経営課長】県がリース事業を行って

おりましたのは平成27年度まででございます。
そのリース事業の中で、途中で機関が故障した

とか、船体が非常に壊れたとかいう事例も幾つ

かございましたが、それにつきましてはリース

事業体であります漁協、それと、借り受けは毎

年漁業者に更新をしておりましたので、漁業者

と話をしながら、どちらかの負担になっている

ということで記憶しております。

【山田(博)委員】 そうでしょう。先ほどの話だ
ったら、リースした後は漁業者ということにな

っていますけれども、県の方は今までは借りた

方と貸した方、双方がどうするかと話し合いを

していたんですよ。漁政課長、県の事業を今ま

でやってきたわけですからね。このリース事業

というのは、もともと長崎県のやり方を水産庁

が活用してやっているわけだから、そこをしっ

かりと、従来どおり、双方が話をしながらやっ

ていく方法をとっていただきたいと思うんです。

先ほど、51件の中に五島は3件、対馬が1件と
いう話がありましたけれども、それ以外にもま

だいっぱいあるわけですから。この新規のリー

ス船のトラブルというのは氷山の一角です。し

っかりと漁協と借りている漁業者、双方の話し

合いのテーブルを設けて、今後、漁業者の経営

をどのようにして支えていくかということに取

り組んでいただきたいと思うんですが、いかが

ですか。

【黒﨑漁政課長】こうした内容は、事業採択を

受ける新規就業の漁業者まで十分に知らしめて

おくことが必要と考えます。

市町、漁協と連携して周知徹底を図りますが、

この漁船の取得の段階で、今まで以上に漁船の

船齢とか、故障の状況だとか、漁労設備の状況

等について十分に確認できたかどうかというの

は、確かに本人たちに十分注意は促すものの、

そこが完全になし得たかどうかということにつ

きましては、なかなか難しいところがございま

すので、そういった部分につきましては十分関

係者が納得いくように協議をするというプロセ

スはしっかり踏まえて対応させていただきたい

と思っております。

【山田(博)委員】 そういうふうにしっかりと、

漁政課長、すみませんが、水産県長崎で漁船リ

ース制度に取り組んで、今、国がその事業をや

っていただいているわけですから、そういった

トラブルがあった場合には、双方、お互いに納

得いくような方法を取り組んでいただくように

お願いしたいと思います。

有明漁協の先ほどの質問はわかりますか。

【黒﨑漁政課長】申しわけございませんでした。
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今わかった情報をお伝えいたします。

これは全て平成28年度末でございます。組合
員数は144名、内訳として正組合員135名、準組
合員9名でございます。
それから、出資金でございます。これは、平

成28年度末で9,407万円でございます。
それから、これも平成28年度末の漁協の預金

残高でございますけれども、合計で2,658万
9,000円でございます。
それから、漁業種類の許可ですけれども、こ

れについては刺し網、カニかご、イカかご、タ

コつぼ、ノリ養殖業等がございますけれども、

正確な許可数については、まだしばらく時間を

必要としますのでご容赦願いたいと思います。

【中村漁業振興課長】許可漁業の件数につきま

しては44件でございます。
【山田(博)委員】 今の状態であれば3月までに
組合の総会は開かれないと、組合の理事会も開

かれないと。基本的にこの44件の、一番問題な
のは許可の更新があるわけですね。今の状態で

あれば、漁業協同組合の理事会も開かれない、

総会も開かれなければ、あくまでも漁協を経由

してからでないと県知事への許可申請はできな

いと。ということは、厳密に言うと44件は漁業
許可の更新ができないということになるわけで

すね。どうですか、イエスかノーか、そこだけ

お答えください。

【中村漁業振興課長】通常のルールでいくとそ

ういうことになりますが、幸いにも直近で切れ

るのが平成32年の12月末というのがございま
す。今回は特殊な事例ですから、許可のあり方

については個別に検討していきたいと考えてお

ります。

【山田(博)委員】 では、今の44件は平成32年に
切れるということで理解していいんですか。今

年の4月に更新とかではないんですね。それを
もう一度お尋ねしたいと思います。

【中村漁業振興課長】今、リストを見たところ、

平成32年12月末までのものと平成33年3月末ま
でのものの2種類がございます。
【山田(博)委員】それが合計して44件だという
ことですね。そうしたら、今の状態であれば、

少なくとも来年までにこれは解決しないといか

んですね、来年の今頃までに。できなかった場

合のことを想定して、県当局としては今から最

悪の場合を考えないといかんから、今その検討

に入るということで理解していいんですね。

【中村漁業振興課長】許可漁業を営んでいる方

に負担が生じないような方法をこれから考えて

いきたいと思います。

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。
漁業者の人は、組合の方ががたがたして、あり

がた迷惑だったでしょうから、ぜひその点はし

っかり取り組んでいただきたいと思います。

続きまして、平成27年10月20日に水産庁長官
からサンゴの通達がきておりますけれども、こ

の中で大きく2つあるんですね。サンゴ漁に関
しては、水産庁はＧＰＳを使いなさいと、原則

1年間にしなさいと、もう一つは漁獲量規制を
しなさいと、この3つがあるわけです。現在、
長崎県は、平成27年10月の水産庁長官の通達に
基づいてどのように取り組んでいるか、それを

お答えいただけますか。

【中村漁業振興課長】宝石サンゴをめぐる国際

情勢として、中国等での需要が近年高まってお

りまして、一方、それを背景にして生物保護の

観点からワシントン条約の附属書にこの宝石サ

ンゴを掲載して、国際取引を制限すべきという

ような議論も今生じているところでございます。

このため、水産庁では、国内のサンゴ漁業を守
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るとともに、国際的な議論に耐え得るように、

今委員からご指摘がありましたように、平成27
年に水産庁長官通知が出されております。その

内容の主なところは、現状以上の数の許可を発

給しないなど、総漁獲努力量を増やさないとい

ったもので、資源管理の強化を関係の県に求め

ているものでございます。

この中で、一つがＧＰＳということがござい

ましたが、長崎県の許可につきましては許可区

域を当初から定めておりますので、その中で操

業していただくということになります。

もう一点、1年間という許可の文言がござい
ますが、実は水産庁では遊休許可の整理及び必

要な制限を適時に課せるように原則1年間とす
るという通知がされておりますが、これは許可

数の制限など、許可上の規制を強化するに当た

り、通常3年間の許可ではなくて、1年間ずつ許
可する仕組みを活用して必要な制限を段階的に

行っていくようにという考えのもとということ

で伺っているところでございます。

先ほど申しましたように、本県のサンゴ漁の

許可は、昭和48年から長い間許可漁業として行
ってきておりまして、定着をしております。こ

の水産庁長官通知が出て、速やかに県としては、

その当時許可を受けていた5隻に制限をしてい
るものです。制限をしたことによって許可期間

についてはこれまでと同様3年間として県は運
用しているところでございます。

このことにつきましては、水産庁にも事前に

説明をいたしまして、長崎県のサンゴ漁業許可

は管理強化の面で整理ができていると、一般的

な許可漁業と同様の許可期間として何ら問題な

いということでご了解をいただいているもので

ございます。

【山田(博)委員】 時間がきたので終わりたいと

思うんですが、漁獲量規制についてもお答えが

なかったわけです。また、再質問で先ほどの有

明漁協の出資金9,407万円、また貯金が2,658万
9,000円と言われましたけれども、融資残高がど
れだけあるかというのも含めて、今の状態であ

れば漁協がどのようになっていくかというのは

大きな問題になっていくんですね。組合費、ま

た預金、あと融資残高が、どのように考えてく

かというのも再質問でお尋ねしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

【黒﨑漁政課長】融資残高というのは、有明漁

協が組合員に対する融資の残高ということかと

思いますけれども、ご承知のように単体の漁協

は平成27年度までに全て信用事業は県信漁連
の方に統合をいたしましたので、今現在、有明

漁協は信用事業を行っておりません。したがい

まして、組合員に対する融資の残高という意味

では、これはゼロでございます。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 まず、前回の委員会でのクロ
マグロについて質疑をしましたが、その後の経

過について少しお尋ねしたいと思います。

やりとりの中で第4管理期間についての国の
動きなどの説明をいただいたうえで、「しかし

ながら、本県においては」ということでやりと

りをしたと私は記憶しているんですけれども、

その上で、要するに代表者によるクロマグロ部

会なるものが開催され、行われているけれども、

そこには代表して組合長とか、そういうお立場

の方々がご出席をされていますと。より現場に

近い声を届けるには、できれば漁業者の方とか、

そういった方々も参加できるようにクロマグロ

部会には何とかできませんかと。また、それが

今度いつ開催されるのかが今のところわかりま

せんというやりとりがあったと思います。
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その後も国の方でこういった資源管理に関す

る部会や会議等々が開催されたり、または新た

な通達が行われていればご説明いただきたいと

思います。

【中村漁業振興課長】委員ご指摘のとおり、今、

第4管理期間ですが、第5管理期間に向けて水産
庁では、国の政策審議会の中にクロマグロ部会

を設けて、沿岸漁業、沖合漁業双方のご意見を

伺いながら、第5管理期間の配分をしたという
ことでございます。

その後、このクロマグロに関する水産政策審

議会での部会というのは開催されておりません

が、第5管理期間の配分については決定をし、
各県に通知をされております。

県といたしましても、その国の方針に基づき、

県も配分枠を各海区ごとに決めまして、現在、

各組合長会に説明をし、おおむね了解をいただ

いているところでございます。

【山本(啓)委員】 第5管理期間に向けての準備
は大体整って、各組合からのご了解というか、

内容についての確認をされたということで今説

明があったと理解します。

大変足しげく地域に入って漁業者の声を聞い

ていただいているということは理解をするんで

すけれども、その上で、例えばこの資源管理の

あり方について、仕組み自体に対する意見とい

うのは当然引き続き出ていますし、または仕組

みプラス新たな資源のあり方で、産卵期におけ

る漁獲制限という提案も出ています。枠組みや

仕組み以外の部分で言えば、共済などの支援の

あり方についてのお話も出ていますね。

例えば共済については、後ほど質問したいと

思いますけれども、水産の改革の中でも少し文

章が入っていたと私は理解するんですけれども、

漁業者の方々のそれぞれの人生においては、や

はりステージが違えば必要な部分というのは違

ってくるわけですから、そういったものにもし

っかりと光を当てた支援が改革ではなされるよ

うな話がある、理解しました。

そういった部分について、第5管理期間に向
けて、今、漁業者の方々からどういったご意見

が多く上げられているのか。一番直近に聞かれ

たことで結構ですし、直近でどういった形でそ

ういった話を聞かれているのか、報告の形もご

説明いただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】先月、漁業振興課の担当

者が壱岐の方に行った関係上、一番大型魚を獲

っておられます勝本町漁協の方何名かにお話を

伺う機会を設けさせていただきました。

これまで同様、産卵親魚についての規制の強

化を何とかしてほしいと、もう一つは日本の枠

そのものを増枠する努力を引き続きやってほし

いというような長期的な課題がございました。

一方で、釣りでかかる小型魚等を放流する作業

にも手間がかかるので、そういうことについて

も引き続き支援ができるように国に要望してい

っていただきたいというご要望をいただいたと

ころでございます。

【山本(啓)委員】 我々は、その資源管理のあり
方などを議論する際に、一定資源が今の状況は

回復しているのか、していないのかというとこ

ろは、もう国の調査や世界的な機関の調査に委

ねるわけですけれども、今、我が県の水産部と

して、クロマグロ、大小ございますけれども、

クロマグロの資源の状況について、どのような

認識を共有されているのか、ご説明いただきた

いと思います。

【中村漁業振興課長】 国の目標値が、たしか

2024年を目標にした親の量を回復させるとい
う目標になっておりますが、それに回復する確
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率が、今、ほぼ9割近くなっていると伺ってお
ります。

それから、小さい魚の加入状況の調査、これ

も国の調査でございますが、ここ数年は例年よ

りも高い水準で加入が行われているということ

で、クロマグロの資源については徐々に回復傾

向にあるだろうとは見ておりますが、何せ太平

洋を広く回遊する魚でございまして、今年もそ

こそこ獲れるのではないかと期待をしておった

んですが、現在のところ、報告にもありました

ように、割り当ての半分程度の漁獲という現状

もございます。ただ、回復傾向にはあるんだろ

うと、この資源管理の成果ではないかと考えて

おります。

【山本(啓)委員】 そういった認識をお持ちの本
県においては、資源管理という形で漁獲制限を

履行している各漁業者に対して、あとどれくら

い待てばどういったスタートが切れるよとか、

そういった部分が、やはり漁業者の方というの

は日々辛いわけですよね。あとどれだけ待てば

いいのかというところがほしいんだと思うんで

す。ただ、それが、いいですよと、少し回復し

ましたからいいですよという話になっても、す

ぐ獲ってしまえば、またそこは値段が影響する

し、市場に影響があるしというところで、もち

ろんそういうところは国が全体的なところでバ

ランスをとりながら新しい枠組みをまたつくっ

ていかなきゃいけないし、新しい資源管理の仕

方をまた構築していくことになると思うんです

ね。

結局、我慢していたものが解禁になりました、

終わりです、ではない話であるからこそ、徐々

にやっていく取組や、その後のやらなければな

らない産業としての構造づくりとか、また、漁

業者の方々の取組の仕方とか、そういうのをゴ

ールじゃないですけれども、通過点に向かって

つくっていく必要があると思うんですね。それ

が示せないと、先ほど来出ていたリース事業で

船をリースして、それを稼いだお金でしっかり

返しながらと、魚を釣って稼いで、魚を釣った

金でまた船をという展開が、なかなか漁業者の

中で若い人たちが夢を持てないんですよね。そ

ういった取組というのは、例えば県の中では難

しいかもしれませんけれども、国に対して新し

い改革の中で働きかけるような認識や考えはあ

りませんか。

【中村漁業振興課長】各地を回りまして、やは

りこの制度に対するいろんなご不満は私たちも

伺っているところでございます。

ただ、今申し上げましたように、先が非常に

見通しが立てにくいという内容でもございまし

て、漁業者の方のご不満もたまっているという

ことは私どもも理解しております。

ただ、国の方としては、先ほど言いました

2024年に親の量を13万トンと、これは国際約束
の中で目標を定めておりますので、まずはそれ

に向かって今の資源管理をきちんと行っていく

と。その中で本県の漁業者の負担が減るような

いろんな支援策を引き続き国の方に求めていき

たいと考えております。

【山本(啓)委員】 クロマグロについては最後に
しますけれども、ぜひそれはしていただきたい

と思うんですけれども、その上で、ある場面で

は、マグロは回遊魚であるから地域においてと

か、回遊するタイミングも違ってとか、または

地域の漁法によってはとか、いろいろおっしゃ

る。けれども、あるところでは一律の網にかけ

たような制度設計や発言や情報発信をされるん

ですよね、水産庁は。そういったところをしっ

かり各地域に照らして、隅を照らす話になって
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いくんだと思いますけれども、県が県内の漁業

者の方々の活動をしっかり聞いて、不満なのか

もしれませんけれども、不満と捉えずに、地域

を生き抜く方々のご意見だという捉えをしてい

ただいて、ぜひこれまで以上に、引き続き水産

庁の方に話をしていただきたいと思うんです。

1点やはり共済の仕組みですね。当然ご自身
が歩んできた道の数字を積み上げるので、これ

には誰も不満は言わないんですよ。ただ、長ら

く資源管理をしてきているうちの何年間とか、

長らくそうしてきているうちでも下がってしま

ったところのマックスとか、やっぱり前提とな

る場所が少し、まだまだ不満の声が聞こえてく

るんですけれども、今、一定それしかないもの

ですから、皆さんありがたく活用させていただ

いているところもありますし、その部分につい

て、今後、何かしらまた聞き取りをして、丁寧

に丁寧に、さらに整理してやっていただきたい

という要望なんですけれども、何かコメントが

ありますか。

【川口水産経営課長】委員ご指摘のとおり、昨

年度来クロマグロに対する共済制度は充実して

きておりますが、そういった声もまだまだ聞こ

えるということでございますので、共済組合と

も地元の声も聞きながら、よりよい、活用しや

すい、一番いいのは補償が高いというのが一番

いいんでしょうけど、そこも制度設計の中でど

ういう形がいいのかというところも、皆さん方

の声を聞きながら考えていきたいと思います。

【山本(啓)委員】 ありがとうございます。
一つ提案ですけれども、よければ最後に次長

にお答えいただきたいと思います。

以前から、漁業者の声を私は言う、国の制度

から、その中身でどうそれが充実できるものに

近づけられるかという答弁を県庁側が言うと、

このやりとりをずっとしてきているんですけれ

ども、例えばほかの産業、職種を問わず、人生

においては、民間の保険会社とか、ライフプラ

ンナーという職種があって、ご主人様の職業で

あればとか、奥様のご家庭のライフスタイルで

あればとか、そういった形でその都度、その都

度のライフステージに合った支援のあり方とか、

保険のかけ方とか、資産の運用の仕方とか、そ

ういったことを指導する方はいらっしゃいます

よね。

この漁業において、ちょっとこの前そういう

のが出ていたので絡めて言うんですけれども、

漁業者の方々は、やっぱり海の上でお仕事をす

るということに誇りをお持ちでいらっしゃると。

若くても自分の家族や父親、兄弟の背中を見て

きていますので、そうやって生きるものだとい

うことで一生懸命されている。

しかしながら、その彼らが幅広く、お子さん

を育てて、自分の職業と違う職業に行ったり、

進学したり、そういった流れの中で漁業に関わ

る人生の支援とか、何というんですか、メニュ

ーだけで見ているような節も少し感じる場面が

たくさんありました。ぜひそういった部分を考

えていただいた時に、水産関係のメニューにと

どまらない人生設計というか、そういった部分

にしっかりと目を向けていただきながら、もち

ろんクロマグロだけではなくて、ほかの底もの

やほかのものに目を向けるという発想も業界と

しても大事、人生においてもそういった目線も

広がりが必要なのかなと私は思います。そうい

った人的なサポートというものの強化を求めた

いと思いますが、いかがですか。

【川口水産経営課長】今、委員おっしゃったと

おり、まさしく漁業経営につきましては、そう

いう老後の設計とか、いろんなライフプランが
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あるということで、これにつきましては平成27
年度から取り組んでおります水産経営の指導の

中で、やはりそういう声が高いということで、

今年度から漁業者に対する経営指導につきまし

て、研修制度を充実して、その中で経営に明る

い漁家講座ということで、主には青色申告とか、

節税のための対策でありますとか、退職金を積

み立てるなどという制度もございます。そうい

う制度をぜひ活用して、そのようなものにも取

り組みたいという声もありましたので、講座を

設けて取組をさせていただいておりまして、現

在、県下で3地区、具体的には壱岐の方も手を
挙げて今取り組んでおります。そういうものを

含めて、漁業経営を見直ししていただきながら

所得向上につなげていきたいということで考え

ております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございます。
結局、パンフレットを置いています、手に取

ってくださいという手法で行政がアプローチす

ると難しくなるものですから、やはりそこは一

定前提となるものがあって、前提とは何かとい

うと、漁業者の方々を一定取りまとめる漁協の

方々と県行政がこういう方向でいきましょうと、

漁業者の生活もしっかり支援しながらやってい

きましょうと、そういったところに目線を変え

ましょうと、それが前提であれば、そういう専

門家の方が漁業者の方に「どうですか、利用し

ませんか」じゃなくて、もう既にカウンセリン

グを始めるとか、そういったこともできるんじ

ゃないかと思います。そうでもしなければなか

なか変わらない部分もたくさんあるのかなとい

うことも思います。ぜひそういった部分の強化、

アプローチの仕方も含めて、県としては、今年

度スタートしたものをもう少しスピード感をも

って取り組んでいただきたいと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

【高屋水産部次長】現在、取り組んでおります

方向性については水産経営課長が申し上げたと

おりでございますが、その中でプランナーとい

う言葉も委員からいただきましたが、私ども一

つのよりどころにしているのが中小企業診断士

の先生方に経営をちゃんと見ていただくという

ことです。

ところが、中小企業診断士の先生方も、漁業

を専門にされている方というのは割と少のうご

ざいまして、私ども、先生方からより確実なア

ドバイスを頂戴するためにどんどん浜に出てい

ただいて、漁業者に寄り添った診断をしていた

だくという姿勢を持っていただくために、一生

懸命お願いしておりまして、机の上だけで診断

していただくのではなくて、浜に中小企業診断

士の先生方も実際に出向いていただいて、そこ

で現場を見ていただいて診断をしていただくと

いうことも今一生懸命お願いをしているところ

でございます。

それから、共済の話が先ほど来出ております

が、山本(啓)委員よくご存じのとおり、私もマ
グロの問題が起こりました時、当時、漁業振興

課長をしておりまして、この共済の問題で非常

にいろんな勉強をさせていただきました。その

中で積み立てプラスのこともありましたし、制

度のスパンの問題もありました。それは実際に

漁業者の方から指摘をされて、私、気づいた面

もございました。それも委員がよくご承知のと

おりです。それをダイレクトに水産庁にお届け

したところ、「そうだよね」というお話をいた

だきまして、何点も改善がされてまいりました。

そういう実感を私は肌でも感じておりますので、

今後とも、そのような漁業者の方が実際感じて

おられることを国に直接伝えて、一番実になる
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制度を今後ともつくっていくということで寄り

添った制度になっていけばというふうに心がけ

ていきたいと思います。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。ぜ
ひ引き続きお取組をお願いしたいと思います。

あと2分ということですから1問だけ。
水産政策の改革ということで説明をいただい

たと思いますが、最後の8ページに海区漁業調
整委員会の委員選出方法等の見直しということ

で、項目、概要が書いてあるんですけれども、

移行期間を踏まえて平成33年4月からこれを実
施するということにした場合、選び方や人数、

地域割り、メンバーの内容に具体的にどういっ

た変化があるんですか、どう変わるんですか、

ご説明いただきたいと思います。

【中村漁業振興課長】 長崎県には4海区ござい
まして、定員が15名の地区が2海区と10名の海
区が2海区ございます。この定員については、
基本的には総定員は変わらないということでご

ざいますが、今度の法律の中では、都道府県の

裁量もありまして、必要な場合については条例

を別途定めて定員の変更もできるとなっており

ます。

それから、これまでは公職選挙法に基づいて

選挙で選ばれる委員と、知事が選任する学識経

験者、それから公益代表者という3種類でござ
いましたが、今度からはその選挙制がなくなり

まして、自薦・他薦で応募があったうえで、県

が一定の基準のもとで選任をするという方法に

なっております。

その中身につきましては、漁業者委員が過半

数を占めるという条件が一つございます。それ

以外には学識経験者と、中立な立場の委員を加

えるようにという、今回も3種類ということに
なっております。

それぞれの割り振りについては、先ほど言い

ました漁業者委員については過半数という要件

があるんですが、それ以外については県の方で

決めるということになってございます。

詳細については、現在、水産庁の方で政令、

省令を整理しているところでございますので、

これから見えてくるという状況でございます。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ４時１７分 休憩 ―

― 午後 ４時１８分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 ＦＲＰ船の補助金実施要綱に
ついてきていますけれども、先ほど補助対象と

なるのは搬送費に対する経費ということになっ

ております。私たちが聞いているのは協議会に

対する運営費ということでした。これは、私た

ちははっきり言って、企画監、これが配られて

なくて見てないわけだ。私たちは、あくまでも

協議会に要する経費ということで認めたんだ。

しかし、あなた方は、ここに自分たちはこうし

ていますと言っているけれども、私はこれを見

せられていないんだよ。それで、こうだから認

めてくださいと言われたって、私たちはあくま

でも協議会の運営に対するものと、それを協議

会でどうするかは知ったことじゃありませんで

は困るわけです。あくまでも私は協議会の会議

費とか、いろんな学識経験者を呼んでのものだ

と思っていたわけだよ。

では、お尋ねしますけれども、企画監、この

補助金をつくる時、予算を出された時にこれを

私たちに見せてくれましたか。委員の皆さんに

見せましたか、お答えください。これをつくっ

た時、見せたか、見せてないか、そこだけお答
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えください。

【平野漁港漁場課企画監】 見せておりません。

【山田(博)委員】 委員会の質問のやりとりの中
では、あくまでも協議会の運営費となっている

わけだよ。これでやっていますから、これらの

解体費とかもそれに入っているんですよと言わ

れたって話にならないよ。やり方というのはち

ょっと考えないといかんと私は思いますよ。

なおかつ、いいですか、補助金をやって、そ

の経費がこれだけかかったから、次大丈夫です

よと。一旦民間企業を精査してやった方がよか

ったんじゃないかと私は思うんだ、逆に言えば。

解体費用は、どれだけ皆さん方は精査してやっ

たかということです。

もっと言うと、いいですか、補助金をやって

する事業と、民間でやっている事業と全然違う

んだよ、これ。建物だって違うでしょう、企画

監、いかがですか。補助金でやっている場合と

民間でやっているのは全然違うじゃないですか

と私は言っているわけだよ。

【平野漁港漁場課企画監】 この事業の目的は、

あくまでもモデル的に、実証的に五島でやって

みるということの中で、協議会が主体になりま

して、実際船を集めて、私どもがお願いするよ

うなやり方でリサイクル、本土に持ってくる場

合にどれくらい安くなるかということを、その

船を集める時にどうしても、従来やっている費

用よりも高くなりますので、その分の助成を協

議会にするということの中で進めておりまして、

この事業そのものはもう今年で終わりまして、

来年度から始める壱岐、対馬の分は、もうこの

ように実際漁船を解体するようなことはないん

です。

【山田(博)委員】 そしたら、そういうふうに最
初からやってよかったじゃないですか、民間で、

補助金をやらずに。補助金をやったらこれだけ

安くなったから、これで皆さんやってください

というのはどうかと思いますよ。そういうふう

に取られてしまうんです。これを企画監、これ

ばかり質問していたら時間がないから後でいい

です。

次に、水産政策の改革についてお尋ねしたい

と思います。

この中で、以前、漁業法の改正において、暴

力団に対して漁業権を与えないということで陳

情が出ておりましたね。今回、漁業法の新しい

改正にそれが盛り込まれた、盛り込まれてない

か、そこだけお答えください。

【中村漁業振興課長】 盛り込まれております。

【山田(博)委員】それは47都道府県の中で長崎
県が初めて政府施策要望を上げて、今回上がっ

て、この中に載せられてないわけだ。これは大

事なポイントじゃないかな。そこはどういうふ

うに周知していくのか、そこだけお答えくださ

い。

【中村漁業振興課長】 現在、国を中心に各県、

各地区で説明会が行われております。その中に

は法律の新旧条文等も提示されておりまして、

その中には漁業権の免許、それから許可に関し

て暴力団を排除するという条項がきちんと整理

をされておりまして、国の方から説明がなされ

ているところでございますし、我々もこれから

各地で説明をしていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 これはしっかりと周知をして
いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

先ほどのサンゴの方に戻りますけれども、水

産庁から言われていることでもう一度お尋ねし

ますけれども、許可の制限又は条件という中で、

簡単に言うと、宝石サンゴは貴重な資源だから、
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要するに操業をきちんと制限しないといかんと

いうことでＧＰＳをつけなさいとなっています

よね。平成27年にはなっていながら、長崎県は
今までＧＰＳをつけなくてもいいということで

水産庁はオーケーしたと理解していいんですね。

私はこれを確認しますからね。

【中村漁業振興課長】本県のサンゴ漁業の許可

は、許可区域を定めてございますので、この制

限については入っておりません。これについて

も水産庁には説明をいたしているところでござ

います。

【山田(博)委員】 漁業許可区域があるのはわか
っているわけですよね。それが本当に守られて

いるか、守られてないかをしっかり確認するた

めにＧＰＳをつけなさいということだと私は認

識しているわけだけれども、長崎県の方は別に

しなくてもいいといって水産庁の許可を得たと

理解していいわけですね。原則1年間となって
いますけれども、これも3年間になっています
から、これも水産庁がオーケーしたと理解して

いいわけですね。もう一つの漁獲量規制という

のもそういうことで理解していいんですね。そ

の3点は水産庁に確認したけれども、水産庁長
官の通達文書は無視していいと、極端に言うと

ね、そう理解していいわけですね。

【中村漁業振興課長】 3点の許可については、
長崎県としてサンゴの管理強化の面で整理がで

きているということで水産庁のご了解をいただ

いているものでございます。

【山田(博)委員】 そういうことで、私も漁業振
興課長を信用しないわけじゃないんですけれど

も、考え方とか、伝え方がいろいろとあるかも

しれませんので、ちょっとお尋ねをしたいと思

いますので、後で確認しますので担当部署の方

の連絡先を教えていただきたいと思います。そ

れはよろしいでしょうか。漁業振興課長、いか

がですか。

【中村漁業振興課長】それはお伝えしたいと思

います。

【山田(博)委員】 先ほど、ほかの委員からも話
がありましたけれども、クロマグロの規制にお

いて、一方で新しい水産資源を開発して、特に

シイラの漁をされたらどうかという声も上がっ

ているんですが、それについて県当局はどのよ

うに考えているか、見解を聞かせていただきた

いと思います。

【中村漁業振興課長】今のシイラのお話は、県

の許可で言いますと、シイラづけまき網漁業の

新たな着業についてのご質問と捉えましてお答

えをさせていただきますが、シイラづけのまき

網漁業許可については、漁業調整要綱というの

を定めて運用しております。

その中には漁場ごとに許可隻数の上限を定め

ておりますが、現在、許可枠には空きも生じて

ございます。このため、新規許可に関しまして

所属漁協や希望者から具体的なお話がいただけ

れば相談をしてまいりたいと考えております。

【山田(博)委員】 今、マグロの規制があり、大
変漁業の経営が厳しいのであれば、このシイラ

の許可と、その販売をしっかりと支援する体制

をつくっていただきたいと思うんですよ。国か

ら言われたから規制ばっかりするんじゃなくて、

その一方で、同じ漁法でできる何か別の水産資

源がないだろうかと。お聞きしたら、マグロを

釣る時にシイラという魚が釣れる。これはマン

ビキという魚だそうですね、この魚をほとんど

の漁業者はこんなものは使い物にならんからと

捨てたりすると言っていますから、それを新た

な未開発の水産資源として漁業者の所得の向上

に、ぜひこれを活用していただきたいと思うん
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です。漁業振興課長、しっかりとこれは取り組

んでいただきたいと思うんですが、今回のこう

いった未利用の水産資源を活用する予算が組ま

れているか、組まれていないかを含めて、組ま

れているんだったら、どのように活用してやっ

ていくかを含めてお答えいただきたいと思いま

す。

【中村漁業振興課長】漁業振興課の方で特別新

たな漁法、あるいは未利用資源といったような

予算は組んでございませんが、午前中にもあり

ましたように、新たな許可、あるいは空いてい

る許可等については積極的に情報提供いたしま

して、着業しやすくなるように県もマッチング

を進めているところでございます。

【山田(博)委員】 では、漁政課長にお尋ねしま
すけれども、さっきの答弁でそういった対応が

できるところはありますか、ありませんか。

黙っているので答えようがないんでしょうか

ね。考えて、後でまたお答えいただきたいと思

います。

それで、荒川地区の水産基盤整備事業につい

てお尋ねしたいと思います。委員の皆さん方の

お手元にあると思いますが、これは皆さんご存

じのとおり平成24年から始まったと言ってい
ますけれども、これは39億といいますが、実質
40億円近くあるわけですね。これを先ほどの平
成31年度漁港漁場整備事業の公共についてと
あって、生産機能の強化ということで養殖マグ

ロの生産基地として陸養機能の強化をするため

ということで荒川漁港が上がっているわけです

が、荒川漁港のこの件は、そういったことで理

解していいのか、確認でございます。お答えい

ただけますか。

【中村水産部参事監】お手元にお配りしてある

荒川漁港水産基盤整備事業についてですけれど

も、この図で見ますと荒川地区と白泊地区とい

うものがあります。この荒川地区の方におきま

しては養殖の陸揚げの基地となっており、白泊

地区、ここについても養殖の基地とともに、こ

こについては定置網等の網干場の基地ともなっ

ております。したがいまして、先ほど公共事業

について全般で申し上げました生産機能の強化、

これは養殖のところもありますが、それプラス

定置の網干場、このような機能も、両面を持っ

ているという漁港でございます。

【山田(博)委員】 白泊地区ですか、こちらが定
置網の人たちの荷捌所になるというか、網干場

ということで理解していいわけですか。

【中村水産部参事監】この前面の岸壁、浮桟橋、

こういうものがありますが、これは定置の船と

養殖の船、両方が着岸するということでござい

ます。

用地の方が、先ほどの定置の網、もしくは養

殖の網、網を干す場ということであります。で

すから、両面を持っているということで、どち

らか一方だけというわけではございません。

【山田(博)委員】 これは漁業組合長からいただ
いた要望書の中に、漁業区域に隣接する用地に

おいて大手商社系列の現地法人のクロマグロの

人工種苗センターの建設事業が進められている

ところであり、今後、ますます荒川漁港の重要

性は高まるものと思われます。何卒これらの事

情をご高察くださいまして、これらの諸問題を

解決するため、白泊地区の外郭施設、係留施設

及び作業用地の整備に向け、格別のご配慮を賜

りますようお願い申し上げますとあるわけです。

いいですか、先ほどの平成31年度漁港漁場整
備事業というのは、マグロの基地として陸上機

能と書いているわけだ。私は何が言いたいかと

いうと、どちらかというと、これはマグロの基
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地にするということで予算が上がっているとし

か理解できない。それを聞けば、いや、これは

別に定置網にも使うんですよと言っていますけ

れども、別にこのマグロ養殖の基地をつくって

はいけないと言っているわけじゃないんですよ。

漁港上つくってはいけないと言っているわけじ

ゃないんです。

私は何が言いたいかというと、一般の漁業者

の方も、たくさんつくっていただきたいところ

がいっぱいあるわけですよ。どちらかというと、

こちらを優先しているとしか思えないという声

がたくさんあるわけですから、しっかりとした

漁業者の声も、例えば係船環をつくってくださ

いとか、漁港施設に街路灯をつくってもらいた

いとか、そういった声もしっかりと取り組んで

いただきたいということを私は言っているわけ

でございます。どちらかというと、こちらの方

にばかり予算がいっているんじゃないかといっ

た漁業者の声が出てきているわけですから、そ

うじゃないと否定できるような迅速な対応をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。参事監、いかがでしょう

か。

【中村水産部参事監】この荒川漁港でいきます

と、実はこの図に主な事業箇所ということで記

載していませんけれども、湾奥に沿岸の漁業者

の方々の浮体式の小さな簡易的な使いやすい施

設も整備しているところでございます。

委員ご指摘のとおり、漁業者の方々の要望は

多々あると思います。今後とも、地元の要望に

耳を傾けながら整備に努めてまいりたいと思い

ます。

【山田(博)委員】 最後に、総合水産試験場長の
長嶋さん、あなたが水産試験場長であった時、

いろいろと視察に行ったりさせていただきまし

たけれども、私も県議会議員になった時、総括

や課長になってから随分ご指導いただきました。

逆に叱咤激励いただきましたけれども、今後も

水産試験場長としての経歴を活かして、第二の

人生を頑張っていただきたいと思うんですが、

最後にあなたの水産行政はこうあるべきだとい

う見解を聞かせていただいて、私は終わりたい

と思います。あなたの話を最後に聞きたいんで

す。水産部長よりあなたの考えを聞いて、私の

今後の水産行政に活かしていきたいと思ってお

りますので、大変申しわけございませんが、ぜ

ひ、ご意見をいただいて終わりたいと思います。

よろしくお願いします。

【長嶋総合水産試験場長】委員からそういう時

間をいただきましてありがとうございます。何

をしゃべっていいかわかりませんけれども、私

が県に入りまして、ちょうど今月で34年と3カ
月経過いたします。今度で定年ということにな

りますが、この間、水産試験場が6年、水産業
改良普及センターが最初の2年3カ月、その間の
二十数年間は行政を経験させていただきました。

私の34年間の集大成という話ですけれども、や
はりヒントは必ず現場にあると思ってやってま

いりました。そういうつもりで次の方も、若い

人も、困ったら現場に行っていろんな話を聞い

ていただきながら水産行政を進めていただけれ

ばと思っております。

以上でございます。（拍手）

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【髙比良委員】時間が押している中で大変恐縮

ですけれども、私も県議会は最後になりますの

で一言だけ、次長なり部長なりにご所見を伺い

たいと思います。少しだけ時間をいただきたい、

なるべく早くします。

議案の中で質問してもよかったんですが、少
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し領域というか、ウィングが広がるものですか

ら、議案外所管事務一般の中で今こうして質問

をさせてもらうんですが、水産県長崎として、

なかなか漁業の経営環境は厳しい。あるいは、

いろんなマイナス要因が多い中で大変だと思う

んだけれども、しかし、そうは言いつつも、や

っぱり長崎県の基幹産業ですよね。ここはしっ

かり振興していかなきゃいけない。

それで、私なりにもいろいろ考えるんですけ

れども、今日もいろいろ議論があって、予算も

たくさん、いろんな各方面からついておって大

変なご苦労をされているんだけれども、例えば

漁場の再生とか、後継者の育成とか、あるいは

技術の云々とか、いろんなことがあるんだけれ

ども、しかし、そこはすべからく、究極は漁業

所得の向上というか、漁業者、経営体の安定的

な経営、そこを確保していく。もちろん、円滑

な水産物の消費者に対する安定的な提供という

のはあるんだけれども、やっぱり水産業の振興

という時に、それを担う漁師さん、漁業者、経

営体の所得を向上させるということが一丁目一

番地だと思っているんですね。中心テーマだと

思っている。それをせんがために、いろんな周

りの、つまり関係するところの施策を推進しよ

うとするわけです。

そういうことで、私なりにもいろんな取組と

してこうあるべしということを考えたりもする

んだけれども、今こう見てみると、この資料に

もあるように、所得300万円以上を目指すとか、
とてもそれじゃ食っていけないですよね。やっ

ていけないですよ。

基本的には、3次産業じゃないけれども、他
産業並みの就労で他産業並みの所得を上げると

いうことがないと、それは幾ら笛吹けども後継

者も育たないということになっていくし、漁業

を自分が担っていこうという気概というか、長

続きもしていかないと思うんですよ。

それで、ここの水産業の所得向上支援事業と

かをお取り組みになっていると。先ほどの話の

中では、中小企業診断士、経営診断士というか、

そういう人たちの力をかりながら、どうやった

ら少しでも省力化ができて、少しでも収益が上

がるかといったことについてお知恵もいただこ

うという話なんだけれども、しかし、省力化と

か、効率化とか、そういうこともいいんだけれ

ども、基本的には所得を伸ばすためには生産高

を上げなきゃいかんわけでしょう、生産高を。

生産高というのは漁獲だけの話ではないんです

けれども、よりいろんな角度から所得が上がる

方策というものをしていかなきゃいけない。言

ってみれば、規模拡大であったり、あるいは複

合経営的なやり方であったりとか、そういうこ

とでないとなかなか所得は伸びていかないと思

っているんですよ。

そうすると、例えば何とか縄専門だとか、あ

るいは養殖専門だとか、まき網に乗ってどうだ

こうだという、あるいは、もとより漁船漁業で

一本釣りとか、そういうことだけではなかなか

所得の向上といったことに、今現状において、

現実の厳しさの中では成果が出てこないんじゃ

ないかなと。

前からお話があるように、多様な漁法で多様

な魚種を効率的に採取していって、そして経営

の改善につなげていくと。協業とか協働とか、

そういうものをテーマにして、他者と組んでい

ろんな取組をしていく。それが魚を捕るという

だけじゃなくて、加工の方も一緒にやる、いろ

んなことがあってもいいと思うんですよ。例え

ば、一定水産会社に雇用されながら、自分とし

ても何か別に養殖をやったり、漁船漁業をやっ
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たりとか、あるいははえ縄でやっておって、底

びきも一緒にやるとか、そういうのをチームを

組んでやる、協業体として。あるいは漁協がそ

ういう先鞭役というか、先導役になってチーム

を組ませてそういう取組をするとか、何かそう

いったことがもう必要になるんじゃないかな。

もとより漁協も6次産業化を目指してやってい
く。そういう取組の中で雇用を拡大していくと

いう、こういったことが大事なのではないかな

と思うんだけれども、この辺についてどういう

所見を持っておられるのか、ご教示をいただき

たいと思います。部長でも、次長でもどちらで

もいいです。

【坂本水産部長】 委員ご指摘のあったように、

県の水産業におきましては、非常に厳しい経営

状態に置かれていて、例えば国の浜プランの平

均所得のこれまでの実績は、大体250万円から
255万円という実績が上がっております。
ただ、この250万円という所得は、いろんな

方々の平均値でございまして、しっかりと浜で

漁業で稼いでいる方もいますし、一方で年金を

もらいながら、体に負担のない形で漁業を営ん

でおられる方もいます。ですから、そういった

各地域で多様な漁業がそれぞれ行われ、また従

事されている年齢層も違うわけですから、それ

ぞれの実態に合った形でどのような支援をして

いくかということをきめ細やかに県としても対

応していく必要があると考えています。

どのように対応するかという計画が、委員会

の冒頭で説明させていただきました地域別の施

策展開計画の中にしっかり盛り込んで、重点的

に経営指導として県がてこ入れをしていく個者

支援を打っていく方と、やっぱりもう年金をも

らいながら働ける方は、むしろ全体的な対策、

例えば労働をより軽労化していくとか、女性が

働きやすいような環境をつくるとか、むしろ公

共事業が中心となるような施策を有効に組み合

わせて、しっかり目的を持ちながら効果的な施

策を打っていくことが大事だと考えています。

引き続き、こうした基本方針のもと、漁業者

の方々の所得向上に県としても全力を挙げて取

り組んでいきたいと思いますので、引き続きご

指導をいただければと考えております。

【高屋水産部次長】今、もう部長が私どもの施

策のど真ん中の施策をお話しさせていただきま

したので、私の方からはそれに付け加えてとい

うことは特段ないんですが、私が常々思ってい

るのは、今委員がご指摘になったチームを組む

というところが非常にキーになってくるんだろ

うと思うんですが、漁業者はなかなかチームを

組むのが苦手なんです。どちらかというと、自

分の思いで沖に出て、自分の思いで帰ってくる

というところがございますので、時代がやっぱ

り変わりますものですから、そこのところは国

の水産政策でも、資源を守りながら、そして攻

めをするという観点に立つと、やはり自分の思

いだけではなかなかもう渡っていけないという

時代がそこまできたということを十分伝えてい

こうと思います。

苦手かもしれませんけれども、そこはやはり

自分の得意なところ、不得手なところをお互い、

捕る人、加工する人、流通させる人が、今、委

員ご指摘になったようなチームを組むというこ

とがキーになってくると思いますので、そこは

漁協もあるべき力を精いっぱい発揮しながら、

それから私どもも、部長が言いましたようにき

めの細かい分析をしながら、チーム水産で乗り

切っていくということで進めていければと思い

ます。よろしくお願いします。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

水産部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時４５分 休憩 ―

― 午後 ４時４５分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、農林部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４６分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  平成３１年３月７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時１３分

於  委 員 会 室 4

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 髙橋 勝幸 君

委   員 中島 廣義 君

〃 山田 博司 君

〃 久野  哲 君

〃 髙比良 元 君

〃 中村 和弥 君

〃 西川 克己 君

〃 前田 哲也 君

〃 山本 啓介 君

〃 吉村 正寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

農 林 部 長 中村 功 君

農林 技術開 発
セン ター所 長 荒木 誠 君

農林部次長兼
団体検査指導室長

岡本 均 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

山根 伸司 君

農 政 課 長 吉田 弘毅 君

農山村対策室長 川口 健二 君

農業 経営課 長 宮本 亮 君

農地利活用推進室長 村里 祐治 君

農産 園芸課 長 渋谷 隆秀 君

農産加工流通課長 長岡  仁 君

畜 産 課 長 山形 雅宏 君

農 村 整 備 課 長 西尾 康隆 君

諫早湾干拓課長 藤田 昌三 君

林 政 課 長 内田 陽二 君

森林 整備室 長 永田 明広 君

産業 労働部 長 平田 修三 君

水 産 部 長 坂本 清一 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山口委員長】 皆さんおはようございます。

ただいまから、委員会及び分科会を再開いた

します。

なお、綾香農林部次長が本委員会を欠席する

旨の届けが出ておりますので、ご了承願います。

これより、農林部関係の審査を行います。

【山口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

農林部長より、予算議案説明をお願いいたし

ます。

【中村農林部長】 おはようございます。

農林部関係の議案についてご説明いたします。

予算決算委員会農水経済分科会関係議案説明

資料の農林部の1ページ目をお開きください。
今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第3号議案「平成31年度長崎
県農業改良資金特別会計予算」、第4号議案「平
成31年度長崎県林業改善資金特別会計予算」、
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第5号議案「平成31年度長崎県県営林特別会計
予算」、第57号議案「平成30年度長崎県一般会
計補正予算（第5号）」のうち関係部分、第58
号議案「平成30年度長崎県農業改良資金特別会
計補正予算（第1号）」、第59号議案「平成30
年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第

1号）」、第60号議案「平成30年度長崎県県営
林特別会計補正予算（第2号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、当面する農林行

政の課題及び今後の取組についてご説明いたし

ます。

平成29年度の本県の農業産出額は、前年を50
億円上回る1,632億円と全国で唯一8年連続の
増加となり、10年前と比較した増加率は全国の
12.3%に対して、本県は21.0%となっておりま
す。

一方、農業産出額に対する生産農業所得率は、

前年の37.8%から平成29年は38.4%へ向上し、
全国順位も昨年の36位から31位と向上したも
のの、全国的に低位にあるほか、基幹的農業従

事者数は平成27年度時点で約3万1,700人と平
成17年度からの10年間で22%、約9,200人減少
しており、平成37年度までには、約2万2,800人
まで減少すると予測されるなど、産地の生産基

盤の弱体化や集落機能の低下が危惧されるとこ

ろであります。

そのような中、県では、「新ながさき農林業・

農山村活性化計画」に基づき、品目別・地域別

に農業所得の向上を目指す「産地計画」を基軸

として、生産・流通・販売対策の強化をはじめ

担い手への農地集積、労力支援、新規就農者の

確保、森林資源を活用した木材生産などに取り

組んでおり、これらの取組を加速化するため、

平成31年度においては以下の取組を強化して
まいります。

まず、「生産性向上・コスト縮減対策の更な

る強化」として、農畜産物の生産・流通・販売

対策までの総合的なＩＣＴ技術の開発・実証な

どスマート農業の導入拡大に取り組みます。ま

た、牛舎等の施設整備や繁殖雌牛の導入拡大と

ともに、4年後に鹿児島県で開催される第12回
全国和牛能力共進会に向けた出品候補牛の確保

などに取り組んでまいります。

次に「担い手の規模拡大と産地の維持・拡大」

として、水田の畑地化・汎用化等による園芸団

地の育成や農地中間管理機構を通じた農地条件

整備とともに、外国人材などによる労力支援シ

ステムの活用などに取り組んでまいります。

さらに、「農産物流通・販売対策」として、

国内の量販店対策や長崎県農産物輸出協議会を

中心とした輸出拡大に加え、海外バイヤーの招

へい等による花きの輸出拡大や、茶の輸出可能

性調査等による販路拡大のほか、長崎和牛生産

者登録制度の創設等による流通・販売対策の強

化を進めてまいります。

最後に、「農山村地域での人口減少対策」と

して、直売所が他の主体と連携して集落維持対

策に取り組むとともに、集落活動の活性化や地

域リーダーの育成などに取り組み、集落全体の

所得向上と住み続けられる農山村集落づくりを

進めてまいります。

3ページ上をご覧ください。
それでは、まず、第1号議案「平成31年度長

崎県一般会計予算」のうち関係部分についてご

説明いたします。

歳入総額は165億8,119万6,000円、歳出総額
は309億5,349万4,000円となっております。
以降、主な事業について記載しておりますが、

後ほど農政課長から新規事業を中心に補足説明

をさせていただきます。
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13ページをお開きください。
債務負担行為の主な内容につきましては、自

家用電気工作物の保守管理業務に要する経費や

ため池等整備における工事請負契約にかかる支

払額等であり、その他の内容につきましては、

それぞれ記載のとおりであります。

16ページ目をお開きください。
第3号議案「平成31年度長崎県農業改良資金

特別会計予算」についてご説明いたします。

歳入・歳出総額は9,110万5,000円となっており、
その内容は、農業改良資金及び就農支援資金に

ついて、県による貸付事業の終了に伴い貸付金

償還金を国及び一般会計に返納する処理等を行

うものであります。

次に、第4号議案「平成31年度長崎県林業改
善資金特別会計予算」についてご説明いたしま

す。

歳入・歳出総額は2,074万8,000円となっており、
その内容は、林業・木材産業の経営改善などの

ために、林業従事者等に対して必要な資金を無

利子で貸し付けるものであります。

17ページの中段をご覧ください。
第5号議案「平成31年度長崎県県営林特別会

計予算」についてご説明いたします。

歳入・歳出総額は3億406万5,000円となって
おり、その内容は、県営林経営計画に基づく県

有林及び県行造林の管理経営に要する経費であ

ります。

18ページをご覧ください。
第57号議案「平成30年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち農林部関係部分につい
てご説明いたします。

歳入総額は26億1,249万5,000円の減、歳出総
額は34億5,352万8,000円の減となっておりま
す。

その内容は、国の内示の減や事業実績の減等

に伴うものであり、それぞれ記載のとおりであ

ります。

22ページの下段をご覧ください。
繰越明許費については、計画、設計及び工法

の変更による工事の遅延や災害復旧に係る国の

交付決定の遅れ等により、事業の年度内完了が

困難であることから、それぞれ記載のとおり設

定するものでありますが、後ほど農政課長から

補足説明をさせていただきます。

23ページの中段をご覧ください。
債務負担行為の内容につきましては、工事用

仮設道路等の借地補償契約にかかる支払額であ

り、記載のとおり措置するものであります。

23ページの下段から24ページにかけまして、
第58号議案「平成30年度長崎県農業改良資金特
別会計補正予算（第1号）」、第59号議案「平
成30年度長崎県林業改善資金特別会計補正予
算（第1号）」、第60号議案「平成30年度長崎
県県営林特別会計補正予算（第2号）」につい
て、歳入・歳出予算の補正額は、それぞれ記載

のとおりであり、主な内容は、事業実績等の減

によるものです。

最後に、平成30年度予算につきましては、本
議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫

補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって、平成30年度予算の補正につい
て専決処分により措置させていただきたいと考

えておりますので、あらかじめご了承を賜りま

すようお願いいたします。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い
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いたします。

【山口分科会長】次に、農政課長より補足説明、

及び提出がありました「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料（政策的新規事業

の計上状況）」について説明をお願いいたしま

す。

【吉田農政課長】私から、まず、第1号議案「平
成31年度長崎県一般会計予算」について、お配
りしております補足説明資料「平成31年度長崎
県一般会計当初予算にかかる主な計上事業一

覧」について、農林部の主な計上事業について

ご説明をさせていただきます。

資料の1ページをご覧ください。
上段の表にございますけれども、平成31年度

の農林部の予算合計は、経済対策分を含めまし

て、表の右端になりますけれども、平成30年度
から、全体で3.4％の増となっています。下段の
括弧書きは経済対策分の予算の額でございます。

それでは、主な事業についてご説明いたしま

す。

その下に、事業一覧を掲載しておりますが、

まず、事業名のところに（新）と書いてありま

すのが新規事業、【重点】と書いてありますの

が重点戦略事業となっております。

まず、農山村地域力向上支援事業費838万
3,000円は、交通支援や買い物弱者対策などの集
落維持対策に取り組むモデルとなる直売所の育

成等を支援するために、記載しているような事

業を実施するものでございます。

下から2つ目になります。農業支援体制総合
推進事業費1,423万9,000円は、農業分野の外国
人材等の国内外の多様な人材の活用に向けた体

制を整備し、農業者の経営規模拡大、所得向上

等の推進のために、記載しているような事業を

行うものでございます。

一番下の長崎県耕作放棄地解消総合対策事業

費688万1,000円は、耕作放棄地の担い手の確保
や地権者とのマッチングの支援により、耕作放

棄地の有効利用の促進を図るために、以下のよ

うな事業を行うものでございます。

2ページをご覧ください。
表の2つ目になります。スマート農業営農体

系確立支援事業費200万円は、持続的生産に向
けた産地の課題解決のため、先進技術を組み込

んだ新たな営農体系を検証する取組を支援する

ものでございます。

次の活力ある「ながさきの花」100億達成プ
ラン推進事業費475万円は、花き産出額100億円
達成を図るため、規模拡大、収量・品質の向上、

コストの縮減に加え、拡充いたしました輸出対

策等を支援するものでございます。

続きまして、茶・葉たばこ等産地構造改革推

進事業費606万円は、長崎玉緑茶等の県産茶の
販路開拓・認知度向上対策、それから、拡充を

いたしております輸出対策などの支援、葉たば

この担い手の確保・育成を支援するものでござ

います。

次のチャレンジ園芸1000億推進事業費1億
199万6,000円は、環境制御技術の導入など、収
量・品質の向上、作業の分業化、省力化等によ

る担い手の規模拡大を支援するものでございま

す。

次のながさきアグリイノベーション技術実証

事業費933万3,000円は、体系化した技術を産地
に導入するため、研究コンソーシアムによる革

新技術の開発等を実施するものでございます。

下から3つ目でございます。長崎和牛銘柄推
進事業費2,189万5,000円は、長崎和牛のさらな
るブランド強化を図るためには、現在の出荷頭

数の拡大や流通販売対策の強化が必要でありま
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すので、長崎和牛銘柄推進協議会において、新

たに長崎和牛生産者登録制度を創設し、農協部

会以外の生産者の加入促進を図るなど、出荷頭

数1万頭を目指して、生産者と関係団体等が一
体となって、県内外、海外等のＰＲを実施する

ものでございます。

一つ飛びまして、一番最後になりますけど、

肉用牛コスト縮減推進事業費595万7,000円は、
低コスト牛舎の標準仕様や分娩間隔短縮技術の

普及などの推進を行うものでございます。

3ページをご覧ください。
2つ目でございますけれども、チャレンジ養

豚増頭事業費982万5,000円でございますが、豚
舎設備のリノベーションや産子数が多い優良種

母豚の導入を推進し、肉豚出荷頭数の拡大を支

援するために、記載のような事業を実施するも

のでございます。

3つ飛びまして、長崎和牛生産拡大推進事業
費1億5,277万7,000円は、長崎和牛の生産拡大
のため、繁殖・肥育牛の導入支援や第12回全国
和牛能力共進会に向けた出品候補牛の確保対策

等の推進を行うものでございます。

次に、2つ飛びまして、地域と森林見守り推
進事業費391万1,000円は、主伐・再造林の推進
体制の構築や森林資源を活用した特用林産等の

生産の取組を支援するものでございます。

次の森林環境譲与税事業費4,100万円は、「新
たな森林管理システム」を推進し、森林の適切

な管理や林業の成長産業化のため、森林整備の

担い手となる林業事業体の更なる確保・育成等

を実施するために、記載のような事業を実施す

るものでございます。

最後に、一番下の農林部関係の公共事業費に

つきましては、先に議決いただきました平成30
年度経済対策補正予算と合わせまして、記載の

額を計上いたしております。

主な計上事業についての説明は、以上でござ

います。

続きまして、別の資料になりますけれども、

繰越明許費についてご説明いたします。

農林部関係の繰越明許費につきましては、お

配りしております「繰越事業理由別調書」の資

料をお手元にお願いいたします。

表の数字が小さくなっておりますが、そこは

ご容赦いただきたいと思います。

資料の1ページをご覧ください。
今回計上いたしておりますのは、表の右から

2つ目でございます。「③2月議会計上（通常）」
と記載しています表のところでございまして、

表の中段の合計のところ、「計」とありますけ

れども、合計で571件、金額といたしまして32
億296万7,000円が繰越明許費の額となってお
ります。

繰越理由の主なものといたしましては、その

表の一番上でございますが、①の事業決定の遅

れによるものが421件、構成比として73.7％、
金額として11億6,009万3,000円となっており
ます。

その主な理由といたしましては、課ごとに記

載をいたしておりますが、農村整備課が407件
でございますけれども、このうち396件が災害
復旧費の関係でございます。それから、2つ飛
びまして、⑤のその他の欄でございます。ここ

も2つ目の農村整備課の110件でございますが、
このうちの106件が災害復旧費でございまして、
主な理由といたしましては、災害復旧費による

ものということでございます。

なお、その他の理由といたしましては、近年、

豪雨災害等の復旧工事が増加いたしておりまし

て、技術者、労務者の不足等により、入札不調
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の理由から繰越を行うものでございます。

また、先にご承認いただきました、中段にあ

ります11月議会計上分の①、その横の2月議会
計上経済対策の②を含めますと、表の左端一番

下にありますけれども、合計643件、97億6,318
万4,000円が全体の繰越額になっております。
この金額につきましては、一番下に参考とい

うことで、昨年の同時点での比較を記載してお

ります。参考の一番下になりますけれども、合

計欄で、昨年よりも39件、金額といたしまして
17億9,076万2,000円の増となっております。
その内訳といたしましては、横にあります経

済対策、災害復旧費を合わせて17件、約9億
7,000万円の増となっておりますが、その他でも
22件の増となっております。その22件の主な増
加要因といたしましては、国からの追加内示に

伴う事業決定の遅れによるものが増加したほか、

全国的な一部の建設資材の調達が困難となった

もの、それから、先ほど申しました近年の豪雨

災害復旧工事に伴って技術者・労務者不足等の

発生による入札不調、この理由から22件の増と
なっております。

また、資料の2ページから9ページに、今後、
繰越が見込まれる事業一覧として、事業名、繰

越箇所、事業内容をまとめております。

今後は、残り事業の早期完成に向けて最大限

努力してまいります。

説明は、以上でございます。

続きまして、「政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関す

る決議」に基づく提出資料でございます。

お手元の農水経済委員会提出資料、産業労働

部・水産部・農林部「政策的新規事業の計上状

況」とあります資料をご覧いただきたいと思い

ます。

これは、政策的新規事業にかかる予算要求内

容について、査定結果を提出するものでござい

ます。

農林部につきましては、資料の2ページの中
ほどから3ページにかけて、9事業の計上状況を
記載いたしております。

要求額と計上額に差が出ておりますのは、予

算編成過程におきまして、事業内容や事務費等

を精査したことなどによるものでございます。

以上をもちまして、説明を終わります。

【山口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【前田委員】 質疑に入りたいと思います。

冒頭、部長のほうから全体の概要の説明があ

り、8年連続で伸びているということで、その
こと自身は非常に評価されるものだと思います。

そういった中で、今回、新年度予算を組んで

きたわけですけれども、本会議場でも言われて

いるように、まち・ひと・しごと創生総合戦略

が、平成31年度、最終年度に入るということで、
2～3、数値を確認したいと思います。
平成30年の改訂版が議会のほうに資料とし

て出される中に、15ページ、農林部に関して言
えば、重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩが農

業・林業産出額、平成25年の実績値を平成31年
の数値目標、それと、農畜産物・木材の輸出額

の目標値、それから次ページに入って、新規自

営就農者数、新規雇用就業者数、それからグリ

ーン・ツーリズムの売上額が入っていますので、

まず、農林部に関する数字としてこれが掲げて

ありますので、この数値が、新年度予算を執行

する中で、見込みとしてどういうふうな形で実

績値が出るのか、その見込みについて、まずご

答弁いただきたいと思います。



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月７日）

- 159 -

【川口農山村対策室長】当室が所管しておりま

すグリーン・ツーリズムの売上額について、ご

説明させていただきます。

グリーン・ツーリズムのＫＰＩにつきまして

は、グリーン・ツーリズムの売上額を目標とい

たしております。

基準値につきましては、6億9,000万円という
表がございます。平成29年度の実績につきまし
ては、6億4,000万円ということになっておりま
す。これにつきましては、8億2,000万円の目標
に対して未達の状況でございます。

大きな理由といたしましては、平成28年度の
熊本地震によりまして、修学旅行生が大幅に減

少いたしまして、平成27年度の実績が6億3,000
万円に対しまして、平成28年度の実績は4億
5,000万円ということで、本県のグリーン・ツー
リズムに占める割合は、修学旅行生が85％を占
めておりますので、一番大きな部分が減少いた

しましたので、未達の状況になっております。

ただ、平成28年度もなんですが、平成28年度
の秋口以降、もう一回、引き止め対策というこ

とで、関西地区と広島地区を中心に、観光協会

と一緒に、地震のすぐ直後は地元の受け入れも

困難でございましたので、秋以降につなぎとめ

ということでお伺いしますと、そのときは、修

学旅行は2年先ぐらいまで決めますというお話
でしたので、つなぎとめ対策を一生懸命行いま

して、平成30年度の予約状況とか実行状況を見
てみますと、平成27年当時に戻ってきています
ので、今後もう一息、修学旅行生の確保等に向

けて努力していきたいと思っております。

【吉田農政課長】農業・林業産出額につきまし

ては、これは全体にかかわる話なので農政課の

ほうでご説明いたします。

平成29年度の実績といたしましては、目標の

1,605億円に対しまして、実績として1,712億円
と、目標を上回っております。これは、全体の

最終的な目標額も上回っているところでござい

ますが、一方で、我々といたしましては、産出

額は増加をしているんですが、農家戸数や耕地

面積といったものは減少いたしております。

そういった中でこの産出額の伸びというのは、

生産者の皆さんの規模拡大や高品質化、そうい

ったものの取組によって、要は、単価が増加し

ていることから産出額の増加につながっている

というふうに認識をいたしているところでござ

います。

そういうことから、引き続き規模拡大や高単

価等を目指して取り組むことといたしておりま

すが、先ほどご説明いたしました新規事業であ

ります、スマート農業でありますとか、花き・

茶の輸出も含めて、それから、和牛の生産拡大

対策、こういったものを使って、今後も引き続

き、産出額の増加に向けて取り組んでいくとい

うふうに考えておりますが、こうした事業を含

めて、産出額がどの程度になるかというのは、

大変申しわけございません、まだ試算はできて

おりません。

【宮本農業経営課長】新規就農関係でございま

すけれども、平成29年度の目標が、新規自営就
農が250、新規雇用就業も250ということに対し
まして、新規自営就農につきましては、実績が

243、新規雇用就業については321ということで、
雇用につきましては目標を達成できているんで

すが、新規自営就農についてはわずかに届いて

いないという状況でございます。

内容を見ると、ＵターンとかＩターンはそれ

なりに増えているんですが、特に高校生がその

まま就農するという道が、まだ、若干課題があ

るのかと思っておりまして、引き続き、高校生
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向けの就業体験を、例えば高校1年生の早いう
ちから意識づけをしていただくとか、高校生と

か親御さんとかも含めての面談を積極的に行う

ことで就業につなげていきたいと考えておりま

す。

【前田委員】 ご答弁ありがとうございました。

グリーン・ツーリズムの答弁の中に、一部、

震災の影響とかもご説明があったわけですが、

順調に推移しているという理解をしていますの

で、そういうことも意識しながら、多分、新年

度はメリハリのある予算になっていると思いま

すので、必達のために、また取り組んでくださ

い。

そうしたら、個別に入ります。

大幅に減額になっていると思われるものにつ

いて、その理由を確認したいと思います。農政

課長が説明いただいた、一般会計当初予算にか

かる主な計上事業一覧の中で、2点だけ確認さ
せてください。

まず、鳥獣害に強い地域づくり推進事業費が、

前年度に比べて大幅に当初予算が減額していま

すが、その理由についてということと、被害は、

どの地区に行っても、年々減少というよりも、

むしろ増えているような話を聞く中で、こうい

った減額になっているのがなぜかという理由に

ついてお示しいただきたいと思います。

それともう一点は、ながさき農産物輸出促進

事業費、これも重点事業に掲げられていますが、

農産物の輸出、しっかり頑張っていくというこ

とで、これまでもいろんなところでるる発言が

あっているわけですが、その割に推進事業費が

減っていることについて、平成30年度の実績並
びに、どうしてこういった予算になったのか、

その組込方をご説明いただきたいのと、平成31
年度の展望について、ご答弁いただきたいと思

います。

もう一点は、ながさき森林環境保全事業、こ

れも大幅に減っておりますので、このことにつ

いても説明を求めたいと思います。

【川口農山村対策室長】鳥獣予算のほうからご

説明を申し上げます。

まず、鳥獣被害の現状について申し上げます

と、平成29年度は2億1,600万円ということで、
平成16年以降は、過去最低の農作物の被害にな
っております。これは捕獲隊の皆さんとか生産

者の皆様の防護対策、こういったものが進んで

きて、農作物被害に関しましては、一定効果が、

3対策がしっかり機能してきているのではない
かと考えております。

今年度の予算についてでございます。予算に

つきましては、平成30年度の予算と比較してい
きますと、防護対策の市町からの要望額が非常

に減少しておりまして、平成30年度の要望額に
つきましては、まず、長さでいきますと、市町

の要望では800キロ上がってきておりました。
平成31年度の予算については、これが500キロ
に減少しております。また、捕獲につきまして

も、平成30年度につきましては、頭数でいくと
約5万1,000頭の要望がございましたが、平成31
年度につきましては4万2,000頭ということで
減少と、市町からの要望額が少なかったという

ことが一番大きな要因になっております。

【長岡農産加工流通課長】ながさき農産物輸出

促進事業費につきましてのご質問でございます

けれども、まず、実績でございますが、平成29
年度の目標が1億500万円に対しまして、実績が
3億1,000万円という形になっております。
そういった中で、新ながさき農林業・農山村

活性化計画の目標が、平成32年度で1億5,000万
円というところで、そこを達成したという状況
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なものですから、新たな目標ということで、平

成30年度を3億5,000万円、平成32年度を5億円
ということで目標を掲げさせていただいて進め

てまいりたいと考えているところでございます。

平成29年度のところで実績が上がりました
主な要因でございますけれども、香港、シンガ

ポールに「長崎和牛」を毎月定期で輸出すると

いうルートが確立できたということと、国内の

輸出業者、また現地の輸入業者との連携により

ます試食宣伝販売等、そういったフェア等の効

果によりまして、いちご等の果実の輸出が伸び

たのが主な要因と考えているところでございま

す。

予算につきまして減額という形になっており

ますけれども、輸出の拡大につきましては、生

産者、また農業団体、県によります長崎県農産

物輸出協議会を中心に輸出拡大を図っていると

ころでございます。

そういった取組の中で、今までバイヤーの招

へいといったことや海外のイベントに出るとい

うようなことをやってきたわけでございますけ

れども、海外のバイヤーに2泊3日程度で県内に
来ていただいても、数カ所しか見ていただけな

いというような現状もございましたし、会員の

方に海外のイベントに行っていただくという流

れの中でも、2泊3日ぐらいでしたところで、な
かなかフォローアップも難しいというところが

ございましたものですから、今回、その中身に

つきまして、例えばバイヤー招へいにつきまし

ては、商談会という形でこちらに来ていただい

たところで、県庁なら県庁内で、会員の方々に

来ていただいて商談会を開くような形に内容を

精査させていただいたり、また、海外のイベン

トにつきましても、国内においても、輸出を進

めるという流れの中で、福岡とか沖縄で大きな

商談会、国内で行われる商談会がございますの

で、そういったところをうまく使いながらやっ

ていくという流れの中で、厳しい状況の中、中

身を精査しながらやっていきたいというように

考えております。

また、そういった商談会に出ていただく会員

の皆様については、一定ご負担をいただくよう

なことも、今後やってまいりたいというところ

で、予算は減額になっておりますけれども、中

身につきましては、昨年以上の取組をしてまい

りたいと考えているところでございます。

【内田林政課長】 3ページの下から3つ目、な
がさき森林環境保全事業費でございます。

これは、ながさき森林環境税を活用した事業

でございますが、この中に、国庫補助金68％の
補助残を手当てする部分、路網整備と未整備森

林整備というものがございます。この国庫補助

は、一番下段の公共事業費の造林事業費を使っ

ているんですが、この造林事業費は内地と離島

で、まず予算が決まっております。それぞれ、

前年度からの繰越と当年度分とでまた予算が決

まっておりまして、4つの予算を管理しなけれ
ばなりません。それが、県予算では、造林公共

とながさき森林環境保全事業の中に2つにまた
がっておりますので、8つの予算管理をしなが
ら進捗管理をして精算をするという事務が非常

に繁雑になっておりますので、国庫補助を活用

した部分は、全部造林公共のほうに移動したこ

とによるもので、実質減額にはなっておりませ

ん。事務処理の簡素化ということでご理解いた

だきたいと思います。

【前田委員】 わかりました。そうであれば、そ

この説明をしてほしかったところですね。

では、一巡目最後にしますけれども、債務負

担行為の中で、農業大学校の施設整備費が債務
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負担として上がっています。以前より私のほう

からは、これからの後継者対策の中で、農業大

学校が果たすべき役割というのは非常に大きい

ということと、実績についても、非常に成果を

上げているという話の中で、大学の行事等に出

させてもらう中で、随分と老朽化しているとい

うことと、以前より計画があったけれども、な

かなか進捗しない。進捗しない理由は何ですか

みたいな質疑をやっていたんですが、やっとそ

ういうことも踏まえながら、設計業務委託費が

上がっていますので、この際、予算に関するこ

ととして、農業大学校の施設整備について、こ

の予算の内容と今後のスケジュール感、これは

寄宿舎となっていますから、本体のほうも含め

て、今後どういう展開をするのか、その点につ

いて、少し時間をかけて説明をいただきたいと

思います。

【宮本農業経営課長】今、委員からお話があり

ました寄宿舎整備の設計委託でございますけれ

ども、農業大学校、それから附属する寮でござ

いますけれども、本校は昭和37年に建設という
ことで、既に建設から50年以上経過していると
いう状況でございます。老朽化も著しい状況と

いうことでございます。

例えば熊本地震もありましたように、最近の

状況などを考えますと、やはり学生の安全確保

第一ということで、まずは農大の学生寮を優先

して整備したいということで、今回、設計委託

業務費を計上したということでございます。

こちらにつきましては、平成34年春の供用開
始を考えたいと思っております。まず、学生寮

を計上した上で、その上で本校につきましても、

今後、スケジュールに載せていきたいと考えて

おります。

【吉田農政課長】 従来、農業大学校は、農業技

術センターも含めまして、かなり古い建物で、

委員からも以前からご指摘で、農業大学校を含

めてどういうふうな整備をするのかというとこ

ろで、これまでも検討をずっと続けているとこ

ろでございます。

ただ一方で、施設の整備につきましては、財

政上の問題もありまして、施設の整備計画とい

うのが、財源の確保の問題でなかなか進んでい

なかったというのが事実でございます。その状

況は、現在も変わっておりません。

ただ一方で、農業大学校につきましては、県

として生徒をお預かりして運営をしているわけ

でございまして、財源の確保を待っていてもい

つまでも整備が進まないということで、今回先

行して、全体計画も進めないといけないんです

けれども、まずは農業大学校の学生寮、寄宿舎

の整備を先行してやらせていただきたいという

ことで、今回、予算を計上させていただいてい

るところであります。

全体計画につきましては、まだ財源のめどが

立っておりませんので、なかなか進捗しており

ませんけれども、できるところからやっていき

たいと考えております。

【前田委員】了解しました。進めてほしいと思

いますが、具体的には、これは現地建て替えと

いうか、財源が厳しいという話の中で、フルで

建て替えるのは非常にお金がかかると思うんで

すが、この場所も含めて、もうちょっと詳しい

説明があれば、補足してください。

【吉田農政課長】建て替えにつきましては、現

地での建て替えとなると、周辺に適当な土地が

ありませんので、仮の宿舎、寮を建てるという

ことが必要になると考えます。そういったこと

と、財政が厳しい中で全体の整備予算の圧縮も

図らなければいけないということも総体的に考
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えまして、今の案としては、周辺に県有地とし

て、今、ＪＡにお貸ししている土地があります

ので、そこを活用してはどうかと考えていると

ころでございます。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、幾つか質問してい
きたいと思っているんですが、まず、農業経営

課長、農業大学校の所管をしておりますね。農

業大学校のあり方検討委員会というのを開催さ

れたのをご存じですか。財源がない、財源がな

いということでお話がありますけれども、農業

大学校あり方検討委員会というのは随分前にさ

れていたので、それを踏まえた上で質問したい

と思うので、あり方検討委員会の資料、冊子を

つくっていますので、それを改めて、委員の皆

さん方にご理解いただきたいと思いますので、

委員長にお許しをいただいて、資料請求をした

いと思いますので、よろしくお願いします。

農業経営課長、すぐ用意していただけますか。

どうですか。

【宮本農業経営課長】資料を用意いたしますの

で、お待ちになってください。

【山田(博)委員】 それを踏まえたうえで、しっ
かりと話をしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、以下は、具体的に、さらに踏み込

んでさせていただきたいと思うのですが、茶・

葉たばこ等産地構造改革推進事業ということで、

重点となっておりますけれども、これは県外に

輸出拡大対策充実ということで、300万円近く
の予算が計上されておりますね。これは、補足

説明資料の2ページの上から4段目になるわけ
ですが、この輸出拡大はどのように考えられて、

どのような目標を持ってされようとしているの

か、それをまずお聞かせ願いたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】茶・葉たばこ等産地構造

改革推進事業費で、平成31年当初で606万円と
いうことで、今年度と比較いたしまして二百数

十万円増額をさせていただいています。

まず、次年度やりたいというのは、全国茶品

評会を2連覇いたしまして、あわせまして、日
本茶アワードで1位、2位をとったということも
ありまして、まず、長崎玉緑茶というものが県

内、佐賀県等を中心に販売されておりますが、

首都圏等で今少し販売しているんですけれども、

そのルートをもっと広げていきたいということ

で、長崎のお茶を扱っていただいている首都圏

のお茶屋さん等でフェア等を開催していきたい。

それから、国外輸出対策なんですけれども、

輸出については、残留農薬の問題等もありまし

て、次年度につきましては、まず、どういう国

に輸出ができるかという調査、あるいは残留農

薬の調査等をやるということで、今のところＥ

Ｕに輸出できないかということで調査を行うた

めの予算を計上させていただいております。

【山田(博)委員】 ということは、ＥＵに出すと
いうことでありますけど、じゃ、輸出して、今

年度は、ただ単に輸出の金額を想定して、目標

はしていないということですか。やっぱりやる

からには、目標を持ってやらないとね。どうで

すか。

まず、目標を持っているか、持っていないか。

目標を持ってやられているんだったら、お答え

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

【長岡農産加工流通課長】先ほど申しました農

畜産物の輸出目標を、新たに平成32年度5億円
とさせていただいておりますけれども、その内

数として、お茶につきましては1,000万円を目標
とさせていただいているところでございます。
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【山田(博)委員】 1,000万円ですか。農産物の
輸出を5億円していて、お茶が1,000万円、ちょ
っと桁が違っていたんじゃないですか。もう一

度お尋ねしたいと思います。

【長岡農産加工流通課長】 平成32年度の目標5
億円の内数としまして、お茶につきましては

1,000万円を目標とさせていただいております。
【山田(博)委員】 なんで1,000万円なんですか。
その根拠を教えていただきたいと思います。

時間がかかるでしょうから、じゃ、次の質問

に移りたいと思います。わかった時点でお答え

いただきたいと思います。

それでは、横長資料になるんですが、これは

農業経営課長ですかね、農業支援体制総合推進

事業費ということで、今回、外国人労働者を受

け入れるということでやっていますけれども、

今回、農業者を中心にやっているんでしょう。

ほかの分も、いろんな産業に外国人を入れよう

ということになっていますけど、長崎県の中で

は、農林部が先駆けて専門の団体をつくってや

ろうとしていますけれども、今やっていますけ

ど、受入人数とか、これを受け入れることでど

ういった波及効果を見込んでいるとかというの

を算出されているんですか。それをお答えいた

だきたいと思います。

【宮本農業経営課長】今回の株式会社エヌによ

る外国人の受け入れということで、受入人数は、

一昨年の調査で300人を目途に入れるというこ
とで考えております。

背景といたしましては、農業現場における労

働者不足ということで、現在パートさんとかも

入れながらやっていても、それでもなお足りな

い人数として300人あるということでございま
す。

波及効果につきましては、これが現場に入る

と、安定確保するということで、まずは農家の

所得向上、それが規模拡大につながって、産地

の維持拡大につながっていくと考えております

けれども、そういうふうに対応したいと思って

います。

【山田(博)委員】 早い話が、波及効果も考えて
ないということであれば、農業生産に、今回300
人ぐらい入れるでしょう。じゃ、その300人を
入れることによって、どれだけ農業産出額に貢

献できるか、それをお答えいただけますか。

【宮本農業経営課長】現時点で数字的なものは、

波及額としてはまだ計算してないので、すみま

せん、ここでお答えすることは難しいです。

【山田(博)委員】 もう一度言いますね。私は、

波及効果額を答えてほしいと言ったんじゃない。

今回、300人の外国人労働者を入れることによ
って、農業産出額にどれだけの影響があるかと

言っているんです。300人は入るわけでしょう。
そうしたら、農業産出額にどれだけの影響があ

るかということを言っているわけです。

波及効果は計算しないとわからないでしょう

けど、今、どれだけの農業分野に入れるとわか

っているんでしょう。そうしたら、どの分野の

人たちがどれだけの影響があるかはわかるじゃ

ないですか。いちごに何人入れるか、その分が

大きく影響ありますよとかあるでしょうからね。

まさか、それを知りませんでは話にならない

んですよ。どの分野にどれだけの人たちが必要

だからと、それが農業産出額に大きく影響を与

えるか、与えないかわかるわけだから。まさか

それを知らずに、とにかく人だけ集めろといっ

て計算してはいないでしょう、あなたみたいな

優秀な人が。時間がかかるんだったら、委員長

にお許しいただいて休憩するなり、あと少し時

間がかかるんだったら、また別の人に質問しま
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すから。いかがですか。

【宮本農業経営課長】各農家に雇用の外国人を

入れることで、どれぐらい規模拡大ができるか

とか、そのあたりについて、品目によってとか、

それぞれでかなり違ってきます。

実は、300人という中では、そのあたりの品
目とか、地域の精査については、必ずしもまだ

準備がしきれてないところもありますので、そ

ういった精査をした上での産出額への効果とい

うのは、現時点ではなかなか計算が厳しいのか

なというふうに思っております。

【山田(博)委員】計算が厳しいといって、じゃ、
あなたたちは入れる時に、人数はなんで300人
になったのかと聞いたんです。

そんな、人から言われているから300人入れ
るんですと、そんないいかげんなというふうに

なってしまうんですよ。例えばいちご農家がこ

れだけあって、これだけの人が来れば、農業の

産出額が幾らぐらい上がりますよ。だから、入

れてくださいだったらわかるんですよ。とにか

く入れてください、入れてくださいでやったら、

それは話にならないでしょうと言っているわけ

よ。

【宮本農業経営課長】もしやるとすると、例え

ば品目ごとの一定の設定を置いて試算をすると

いうようなことになると思いますけれども、少

しお時間をいただく必要があるかと思います。

【中村農林部長】農業経営課長から答弁があっ

ておりますけれども、実際には、今、300人と
いうのは、各農家からの要望の人数ということ

で300人と申し上げているところでございまし
て、それらについての、おっしゃるような産出

額の試算までまだ至ってないということでござ

います。

ただ、私も思いますのは、要は、農家の経営

改善計画の達成ということに必要な人数という

ことで要望を上げていただいておるということ

でございますので、要望が上がってきた農家の

経営改善の状況、例えばいちごの規模を3反か
ら5反に上げたいとか、2反の経営改善計画を達
成するということを目的として要望を上げてお

られるわけですので、個人個人の経営改善計画

の内容を精査させていただいて、それで産出額

は幾らに伸びるといったことは、今の段階では

できておりませんので、そういうふうな取組を

させていただきたいと思います。

【山田(博)委員】 農業経営課長、今の段階でで
きなかったら、午後からできるでしょう、あな

たは優秀だから。今、農林部長が言ったから、

これでやめますけど、本当だったら、冗談じゃ

ないよ、はっきり申し上げまして。しっかりと

そういった積み重ねがあって、外国から来て働

いていただけるわけだから、そうしてぴしゃっ

としてからやっていただかないといかんわけで

すよ。そういったところは、きちんとですね。

午後からでも、もし用意できるのであれば、し

ていただきたいと思っております。

さすが農林部長ですね、まとめられたという

か何ていうか、もうこれ以上言いにくくなった

から言わないけれども、できればそういうふう

にしていただきたいと思っております。調子が

狂ったから、何かしにくくなってきたな。

畜産課長にお尋ねしたいと思います。

畜産課のほうでは、横長資料の42ページに、
中小家畜対策費とありますね。ここに、養蜂振

興法に基づく転飼調整及びみつばち連絡協議会

の開催等に要する経費ということで、これは12
万9,000円ですかね。畜産課長、大体牛をたくさ
ん扱っている、大きい動物を扱っているところ

が、ミツバチも扱うのは大変ご苦労があると思
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うんです。畜産課は牛、豚、それで、ミツバチ

でしょう。ちょっと大変だなと思うわけですね、

大きい動物からミツバチ、ミツバチは家畜にな

るのかなと思いますけれども、この予算の12万
9,000円というのは間違いないんですか。
それに関連してお尋ねしますけれども、ミツ

バチ農家というのは、長崎県にはどれぐらいい

らっしゃるか、把握しておられますか。

【山形畜産課長】養蜂についてのお尋ねでござ

います。

県内の養蜂飼養農家数につきましては、平成

30年で188戸おられるということで、実際に営
業として取り組まれている方がおられるという

ことでございます。

あと、予算の件でございますけれども、ここ

に掲げておりますのは、あくまでミツバチを飼

育する時に畑といいますか、山とかにミツバチ

を移動していくわけですけれども、そのときに、

地域の住民の方とか、ほかの養蜂業者とトラブ

ルにならないように調整をする必要がございま

す。その調整に必要な予算を計上しているとい

うことでございます。

その一方で、最近、蜜源が非常にないという

ことで、養蜂業者の方も困られていますので、

蜜源の確保について、要は花を植えたり、樹木

を植えたりというところについては、国の直接

の採択の事業がございますので、その事業の確

保に向けて、今、生産者団体の皆さんと協議を

させていただいているところでございます。

【山田(博)委員】 畜産課長、県内でミツバチの
生産額はどれだけかというのを把握されており

ますか。今出せなかったらいいですけど、把握

されていますか。ちょっと時間がかかるんだっ

たら、別の質問をしたいと思いますが、わかり

ますか。

【山形畜産課長】生産量というのは把握してい

るんですけれども、（「生産量でいい」と呼ぶ

者あり）これが、年によって変動がございます

けれども、一番新しいデータは平成28年がござ
いまして、蜂蜜の生産量と申しますのが、2万
3,857キロでございます。
【山田(博)委員】 これは、私も地域を回ってい
たら、蜂蜜農家の方がだんだん増えてきており

まして、地域の農家の方々、また、島民や県民

の皆さんの所得の向上につながっておりまして、

これは逆に農業にも、農産園芸課長、ミツバチ

というのは農業には大きな影響をもたらすわけ

ですね。そうですね。ミツバチがいるといない

と全然違うでしょう。いかがですか、その見解

を聞かせていただきたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】ミツバチにつきましては、

例えばいちご等でも交配等に使われております

し、農業にとってはなくてはならない資源であ

ると考えています。

【山田(博)委員】 そうでしょう。その予算が12
万9,000円ですよ。農産園芸課長、これをどう思
いますか。農産園芸にとっては、いちごや何か

に大切なミツバチを守る予算が12万9,000円で
すよ。農産園芸課長、これはやれると思います

か。これは大切なことなんですよ。ミツバチ農

家の方も、ミツバチは必要ですけれども、長崎

県の農業振興において、今おっしゃったように、

ミツバチが足りないんですよ。

しかし、他の課の予算のことはいろいろ言い

にくいでしょうから、これだけにおさめておき

ますけれども、畜産課長、牛や豚には予算がど

んどん、どんどん、何千万円もやって、肝心要

の長崎県の農業産出額に大きな影響を及ぼすミ

ツバチに12万9,000円とはどういうことかと。
これは、畜産課長が答えますか。12万9,000円
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ですよ。

【山形畜産課長】養蜂振興につきましては、養

蜂業界を取り巻く環境は非常に厳しくて、失踪

の問題とか農薬にかかる、要は、ハチが少なく

なっていくという問題も抱えております。

そういうことに対しましても、各地域ごとに

協議会をつくって、ミツバチの生産量が少なく

ならないように、例えば農薬の散布時期には、

その場所にハチ箱を持っていかないようにする

とか、そういった協議会もさせていただいて、

なるべく生産量が減らないような取組、それか

ら、先ほど申しました蜜源を増やす対策という

ことがございます。

これにつきましては、先ほど申しました国の

事業がございまして、平成31年度から養蜂振興
対策ということで、拡充されておりますので、

現在、その申請を養蜂協会のほうとさせていた

だくように進めております。計画では、58万円
程度の事業費で蜜源対策ができないかというこ

とで、今協議をさせていただいておりますので、

この予算の確保についても取り組んでまいりた

いと思っております。

【山田(博)委員】 農林部は、牛や豚は体が大き
いから予算はするけど、ミツバチは体が小さい

から、それだけしか予算をしないのかと思って

いるよ。この資料を見られないんだよ。だって、

地元に帰ったら、そんなに言われるんだよ。「山

田さん、もっとミツバチ農家を応援してくださ

いよ。牛や豚に一生懸命しとって、ミツバチは

どれだけ大切かわかるかな」と、「何ですか」

と言ったら、「野菜に大きな影響を与えるとよ」

と言われたんですよ、私は。ああ、なるほどな

と。その証として、農産園芸課長は言ったじゃ

ないか、おっしゃるとおり。

もうちょっと、これは考えていただけません

か、大変大切なところですから。部長の見解を

聞かせていただいて、このミツバチの質問を終

わりたいと思いますけれども、いかがですか。

【中村農林部長】委員からご指摘のミツバチに

対する経費といいますか、事業については、確

かに養蜂農家から、先ほどあった失踪の問題と

か、農薬利用の問題といったことで要望がござ

いまして、生産者同士、農業と養蜂農家、農家

の相互理解とか、相互でどんな協力体制にもっ

ていくかといったことについて話し合いを進め

るための経費といったことで予算化をさせてい

ただいているところでございます。

委員からご指摘があったように、地元の養蜂

農家からご要望があるということであれば、私

どももその声をしっかり聞いて、必要な予算に

ついては検討させていただきたいと思います。

【山田(博)委員】 時間がきましたので、一旦終
わりたいと思います。

私が言った、養蜂農家は、県内に188戸いら
っしゃるわけだから、これは新たな長崎県の農

家の所得の向上につながるわけですから、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。

農業経営課長、先ほどの農業産出額にどれだ

け影響があるかというのを、午後から出してく

ださいね。よろしくお願いします。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本(啓)委員】 新規でもたくさん事業費がつ
いている畜産について、牛について質問をした

いと思います。

一般質問でもちょっとやらせていただいたん

ですけれども、その中身で、部長の答弁におい

ては、「しっかりと繁殖雌牛の増頭傾向に加え

て、子牛や枝肉価格の向上に伴い、平成29年の
産出額は241億円と、過去最高となっている。
その取組についても、しっかりと今後もしてい
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きたい」というようなお話がございました。

私のほうからは、その支援のあり方の部分で、

国の事業と県単の事業の今後の方向性について

お尋ねをさせていただきました。一定もろもろ

確認はさせていただいたんですが、今日の説明

資料の繰越の部分で、3ページ、壱岐市だけが
あったのかなと思ったら、ほかのところでも、

県下ありますね。畜産クラスター構築事業費に

おいて、5件の繰越があっています。壱岐市は
おおむね、さっき説明にもあったような豪雨災

害の対応で、壱岐市内の建設会社の対応が少し

足りてないということを聞いておりますが、ひ

とまず、説明があったので、全体的にどういっ

た状況で、また、繰越がされることによって、

手続上はそれで構わないのだと思うんですけれ

ども、しかしながら、既に子牛を、繁殖牛を購

入しているとか、既に畜産としては動いている

わけですから、そういった方々には影響がない

のか、この予算の中身について説明をいただき

たいと思います。

【山形畜産課長】まず、今年度の繰越予算の件

でございます。

資料にございますとおり、5つの箇所での繰
越があっております。壱岐市の案件につきまし

ては、豪雨災害の関係で、入札をしたけれども

参加がなかったということでございます。

それから、建築資材が不足して、これも入札

が不調になったというのが1件、それから、事
業を実施する中で資材の調達の遅れであるとか、

特殊な資材の調達が、業者の関係で入らないと

いうことで繰越になったのが2件ということで
ございます。

現在、九州農政局と繰越の協議をしていると

ころでございます。年度内の繰越の承認をいた

だいた後に、改めて、入札が不調になった案件

については、その繰越の承認を待って再入札を

するということになってまいります。

特に壱岐のほうでは、業者の労務不足という

のが一番の問題ですから、それについては、地

元のほうで、今の工事の業者の空き状況とかを

調査されておりまして、一定数がそろってきた

段階で、早め早めに、場合によっては分割発注

みたいな形で、農家の方がなるべく早く事業に

着手できるように取り組んでいくということで、

今、事業主体の市のほうとも話をさせていただ

いているところでございます。

それから、実際に牛舎を整備して牛を導入さ

れるということでございまして、一部には、農

協等の空き施設を使ってというふうなお話もあ

るんですけれども、現状、そこもなかなか難し

いところもあるというふうに聞いております。

極力、キャトルステーションであるとか、キャ

トルブリーディングステーションといった施設

とか、場合によっては家畜市場の一部を使わせ

ていただくとか、そういったことも検討されて

いるようですけれども、具体的に地域、地域で

その事情が違うというのが、現状でございます。

【山本(啓)委員】 ぜひ、うまくいっている時こ
そ、こういった一つひとつの滞る部分を丁寧に

対応していただきたい。やはり対策を打ってい

るという認識であっても、現場は日々、目の前

の牛を相手にしておりますし、2カ月に一回、
いろんな競りとか壱岐の場合やっていますけれ

ども、そういった日程等々スケジュールはくる

わけですから、ぜひとも、一つひとつを丁寧に

聞き取りしながら対応していただきたいと思い

ます。

その上で、この畜産クラスター事業と肉用牛

パワーアップ事業の関係については、一般質問

でも行ってきました。肉用牛パワーアップ事業、
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県単については、畜産クラスター事業という国

の事業と幾分似通った部分が多数あって、重な

る部分があって、なおかつ、国のほうの事業に

おいても要件がさまざまな部分で緩和をされた

と。だからこそ、県単のほうをなくして、畜産

クラスター事業一本で県下の整備を進めていき

たいというふうなご答弁をいただいたと理解し

ています。

しかしながら、このクラスター事業の中にも、

県が継ぎ足しで支援をしておりまして、これも

年々減らしていくような話で説明を受けました。

当然、これは本人負担というところがあるんだ

けれども、そこの説明が、私は内容を理解しま

したが、利用者の方々に理解されているのか、

少し不安なところもあります。

要するに、この予算の中身というのは、年々

減らしていくわけですから、全体の額を、一定

負担を、それぞれ分けた後の本人部分のところ

を県が継ぎ足しで支援していると。そこを徐々

に減らしていくわけだから、総額の部分、本人

負担が増えていくんじゃないかと思うんですね。

しかし、そこは低コスト牛舎という取組で、牛

舎自体のコストを下げていくと、その取組で、

明確に本人負担にならないんだと、そこで、要

はプラス・マイナス・ゼロになるんだというよ

うな説明だったんですけれども、具体的な数字

は、まだ一度も聞いておりません。どういった

仕組みなのか、具体的な数字を用いてご説明い

ただきたいと思います。

【山形畜産課長】 まず、今回、財政の見直しの

中で、県の事業も廃止して、国のほうの事業に

移行したというのがございました。

そもそも私どもも、国の事業があるものは、

まずは国の事業をしっかり活用していただくと

いう基本で今までもやってまいりました。その

中で、例えば牛舎の改修であるとか、さらに低

コストで取り組むような場合に、県単事業を使

うということで予算措置をさせていただいてき

たところでございます。

その一方で、畜産クラスター事業につきまし

ては、当初、3年以内に法人化をすることなど
の要件があったわけですけれども、例えば法人

化については緩和されて、青色申告でも可能で

すよとか、それからまた、規模拡大の要件につ

いても、従来、地域の平均規模以上というのが

あったんですけれども、この平成31年度からは、
地域の平均規模以下でも取り組めるというふう

な緩和がありまして、要は、県単の肉用牛パワ

ーアップ事業と同等の要件になったということ

で、今回廃止をして、国のクラスター事業のほ

うに集約をさせていただいたところでございま

す。

もともと県のパワーアップ事業につきまして

は50％の補助、それから、畜産クラスター事業
については、国が50％に県が13.5％の継ぎ足し
をしております。それは今年までの事業でござ

います。

来年度から、畜産クラスター事業につきまし

ては、県が10％に落とします。それ以降、段階
的に削減していきまして、最終的に、2年後に
は県の負担をなくすということで考えておりま

すが、先ほど申しましたとおり、本人負担が、

県単でやられる方は、どっちも50％ですから、
負担は変わらないわけですけれども、クラスタ

ー事業でやられた方と比較しますと、自己負担

が当然増えるという形になってまいります。そ

こについては、委員からもご指摘がございまし

た、牛舎のコスト縮減というところで取組をさ

せていただこうと考えております。

現在、牛舎のコストを調べてみますと、長崎
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県の平均単価が、平米単価が3万4,000円という
ことでございます。これを、例えば同じような

事業で比べてみますと、宮崎県では2万6,000円
とか、鹿児島県では3万円とか、本県よりも低
いという実態がございまして、実際に現地等も

調査をさせていただきました。その結果、例え

ば長崎県と比較して大きな違いというのは、壁

の設置が、長崎県は四方が壁に囲われていると

か、それから、生産者の要望を受けて、オーダ

ーメイド的な施設になっているということで、

どうしても施設が割高になっているということ

がわかってまいりました。

その中で県として、このコスト縮減を進める

ためには、一定の仕様を決めていく必要がある

のではないかということで、今回、先ほどの3
万4,000円を、2万5,000円を一つの目標に仕様
書を作成して、その仕様書をもとに、生産者へ、

こういうところに工夫すればコストが下がりま

すよと、こういう無駄を省きましょうというこ

と。それから、当然生産者だけではなくて、設

計をする設計士、それを請け負う業者の両方に

理解が要りますので、そこら辺を丁寧に説明を

していきながら、コスト縮減をしっかり進めて、

最終的には生産者の負担が増えない対策を進め

てまいりたいと考えております。

【山本(啓)委員】 よくわかりました。
私は、自分自身が離島だから、離島に対する

コストとか、輸送コストとか、そういった分野

かなと思っていたんですけれども、そうではな

くて、そもそも本県の牛舎と言われるものは、

他県に比べれば、あまりにもしっかりできてい

たと。他県であれば一定壁がなかったり、野ざ

らしの状況で、それでいいんだという認識のも

とでやっていたと。その部分について、本県に

おいても、他県と変わらぬ価格の平米単価2万

5,000円を設定しながら、そういう指導をしてい
くことによってコストを抑えていくと。そうす

ることで、本県の継ぎ足しの部分に変わるもの

を用意していくんだと、そういった予算の仕組

みになるんだということで理解をいたしました。

しかし、こうやって丁寧に聞いて、丁寧に説

明されれば、「ああ、そうか」となるんですけ

れども、これを畜産農家の方々に言っても、県

単がなくなった、継ぎ足しがなくなったという

だけなので、そこは、実際にこういった部分で

というところを踏まえて、丁寧な説明を求めて

いきたいと思います。

その上で、先ほども質問が出ていましたけれ

ども、まち・ひと・しごと創生の中でもありま

すし、このクラスター事業の中でもあるんです

けれども、こういった牛舎の効率的な肥育とい

う部分において、または畜産の収益向上という

部分において、ＩＣＴ等々が出てくるわけです

よね。これがまち・ひと・しごと創生では平成

31年が関係するわけですけれども、そういった
具体的な取組というのが果たしてできているの

かなと、そういったのは具体的に牛舎の中で整

備できているのかなというのが1点。
もう一つは、こういったハードの部分とは別

のソフトです、人の部分です。横長の中の43ペ
ージには、畜産技術対策費として、獣医師のこ

とを書いていますね。獣医師については、県内

の充足率というのが今どういうふうな状況にな

っているのか。全体を上げていこう、ボリュー

ムをつけていこう、そうすると、当然こういっ

た技術を持った人というのは必要になっていく

わけで、そういった方々が足りているのか。そ

して、こういった方々に対しての奨学金も予算

の中にありますね。これらの成果というものに

ついても触れていただきたいと思います。
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2つ言いました。ＩoＴ等々と、そしてソフト
の面、獣医師の関係についてご答弁いただきた

いと思います。

【山形畜産課長】まず、ＩＣＴへの取組でござ

います。

繁殖、肥育、それぞれございますけれども、

肉用牛の繁殖経営でいきますと、生産性を上げ

るためには、子牛を1年に一頭産んでもらうと
いうのが一番大事なんですけれども、そのため

には、牛の発情がきた時に見逃しがなく、それ

から、適期に授精をするというのが非常に大事

になってきまして、それを監視する、例えば牛

の首に活動量を測定するセンサーをつけて活動

量を分析して、ＡＩのほうで、これは発情です

よというのがわかったら、それがスマートフォ

ンのほうに送られてくるようなシステムが今ご

ざいます。県内にも、今、何カ所か入っており

まして、壱岐のほうでも取り組まれている農家

もいらっしゃいますし、大規模農家のほうで特

に活用されているところでございます。

それから、あと、分娩監視といった面では、

お産した時に立ち会いがなくて子牛が死んでし

まうと非常に損失が大きいというので、これも

センサーを牛に取り付けまして、破水をした時

にお知らせをするシステムというのもあったり、

最近増えているのが、カメラです。モバイルの

カメラを牛舎に備えて、自宅にいながらもお産

の状況がパソコンとか携帯で見られるというこ

とで、牛のお産が始まったら駆けつけるという

ふうなことが進んでおります。

酪農については、搾乳ロボットという技術の

導入が、県内でも2地区ほど、今進んでおりま
すけれども、畜産においても、そういったＩＣ

Ｔを活用して、生産性向上に対する取組を進め

てまいりたいと考えております。

それから、あともう一点が、獣医師の確保の

関係でございます。

充足しているかということでございます。ま

ず、県の獣医師の関係で申しますと、現在、欠

員が3名出ております。公衆衛生の関係にくる
獣医師が少ないということで、県においても、

獣医師の確保に取り組んでおりますけれども、

3名の欠員になっております。
あと、現地の獣医療の体制については、今の

ところ、診療所関係について欠員で困っている

という現状ではございません。

それから、獣医師の確保に向けてということ

で、獣医師の修学資金というのがございます。

獣医師については、新たに大学に進学する、ま

たは進学中に長崎県のほうに就職をしたいとい

う方を事前に学校訪問とかで捉えまして、本県

出身者とか、説明会で関心を持った人に説明を

して、この修学資金を借りませんかという話を

させていただいています。それによって、この

修学資金を借りた方については、必ず長崎県で

就職をしていただくと。それは、長崎県の職員

であったり、共済の職員であったりと、必ず長

崎県で採用していただくということで、その修

学資金に取り組んでおります。平成22年からこ
の制度をやっておりますけれども、23名に貸与
をしておりまして、そのうち、まだ学生もいら

っしゃいますけれども、卒業した方で10名が県
職員または動物の産業診療所のほうに勤務をし

ております。それから、現在、8名がまだ在学
中ということでございまして、一定の成果が上

がっていると考えております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。時
間がきましたので、細かいことは、また議案外

で質疑したいと思います。

予算なので、結果を確認していきたかったん
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ですけれども、充足率は、県内で、今3名の欠
員だということですね。また、先ほどの修学資

金についても、一定の成果を上げているという

ことで確認をいたしました。

議案外のところでしますので、一定の資料の

整理をしていただきたいのと、例えば獣医師に

対する進路というものが、なかなか選択されな

い中には、例えば現場の仕事の量とか、給料、

報酬の状況とか、そういったものがどうなのか、

また午後からでもお尋ねをしたいと思っていま

すし、ＩoＴやＩＣＴについても、情報の処理と
伝達のみならず、先ほどから出ています、これ

は畜産全体、また園芸も含めて、この活用とい

うのはできるわけですから、そういった分野に

ついても質問していきたいと思いますので、午

後に向けて準備をお願いしたいと思います。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【西川委員】 私からは、2つ質問したいと思い
ます。

まず、横長の29ページの農地中間管理機構事
業促進対策費が、Ａ4縦長では、新規重点の耕
作放棄地解消総合対策事業費で688万1,000円
で、その内訳も3点書かれておりますが、私は、
一番初め、中間管理機構ができた時から、昔か

らの地主さんの思いで、なかなか簡単に手放し

きれないというか、他人に貸しきれない、そう

いう精神的なことが強いんじゃないかと、この

事業の促進を心配しておりましたが、今どのよ

うな成果が出ているのか。

それと、農産園芸課長にお尋ねしますのは、

横長35ページの野菜の生産振興を図るためと
いうことで、水田への野菜の作付拡大に要する

経費753万9,000円が計上されておりますが、結
構水はけの悪い水田が多い、特に私の平戸なん

かは多いんですけど、そのような中で農村整備

課の土地改良費と連動した、タイアップした事

業が行われようとしているのか、全く別々なの

か、作付面積の拡大などの量ともあわせて、説

明していただきたいと思います。

【村里農地利活用推進室長】農地中間管理事業

の進捗状況についてのお尋ねでございます。

まず、県では、平成37年までに既耕地面積の
8割を認定農業者等の担い手に集積することを
目標に中間管理事業に取り組んでおるところで

ございます。

現在の進捗状況でございますけれども、平成

30年の見込みにつきましては、毎年、中間管理
事業で800ヘクタールの目標を掲げております
けれども、今年度は3月末で987ヘクタールとい
うことで、現在見込みをしているところでござ

います。

制度は平成26年度から始まりまして、5年間
の累積でいきますと、現在、4,700ヘクタール弱
の貸付面積、貸付実績になっておりまして、九

州の中では、既耕地の面積に占める割合では1
位の見込みということになっております。

具体的には、現場の関係機関で構成します市

町の推進チーム会というところで、いろんな積

極的な取組を推進しておりまして、あと、集積

協力金を活用しましたり、中間管理事業による

基盤整備事業への取組等、新たな取組をしなが

ら事業を推進しているところでございます。

現在の状況は、以上でございます。

【渋谷農産園芸課長】園芸作物の拡大に当たり

ましては、やはり水田地帯の中で園芸品目拡大

というものが重要だと思っております。

その中で、先ほどの35ページ目で言いますと、
野菜生産指導費でもソフト的なものもやるんで

すけれども、一番下にあります園芸作物生産転

換促進事業費のほうで、県のモデル地区を今12
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地区設けているんですが、その中で、まず、ど

ういう作物を入れていくか、あるいはしっかり

と排水対策をやることで、例えば県北でもブロ

ッコリーを入れると、そこに排水対策をやるこ

とでしっかり収益性が上がるんだと実証した上

で、今度は農村整備課の事業を使いまして、実

際に排水対策をしながら、園芸産地を拡大して

いくということで、今事業を進めているところ

でございます。

【中村農林部長】今、答弁がありましたけれど

も、私はそれだけじゃないと思っております。

やはり排水対策をして園芸作物を入れるという

ことで水田地帯の所得を上げるということでご

ざいますけれども、やはりその地域での担い手

をどう育成するかといったことが非常に大事な

ことかと思っております。

ですので、例えば水田地帯で誰がどういうも

のをつくるか、それをどのぐらいの規模でつく

るかといったことが大事だと思いますので、条

件を整備した上で、誰が担い手かというところ

で農地を流動化、集積していくという流れで、

そこに何をつくってどう売るかといった点、そ

ういった面で「人・農地プラン」という考え方

がございますので、それを所管する農業経営課

でありますとか、農地集積のための農地利活用

推進室でありますとか、整備のための農村整備

課でありますとか、何をつくるか、どう売るか

といった面では農産園芸課、農産加工流通課、

こういったところで、やっぱり農林行政の総合

的な取組が必要かと思っております。

【西川委員】今の農産園芸課長及び部長の説明

で大体わかりましたが、農村整備課、土地改良

と何か関係はないですか。全く別でしています

か、この園芸促進に対して。

【西尾農村整備課長】基盤整備との関係でござ

いますが、当然ながら、今、部長からお話があ

ったように、連携はとっております。

例えば、小さな地区であれば、農地耕作条件

改善事業を使って排水対策を整えると。大規模

になっていきますと、例えば来年から実施予定

なんですが、壱岐市で木田地区という水田地区

がございますが、ここについては、本県で初め

ての機構関連事業を用いて排水対策をやろうと。

その中で畑地ゾーンとか、水田ゾーンとかそう

いうのまで計画して、農林部全体で連携して進

めているところでございます。

【西川委員】壱岐地区などでもそういういい事

業が進もうとしているということで、大変うれ

しく思います。農地が100％以上の利用、活用
がないのが大変残念ですので、ぜひ200％以上
の農地活用で農家の所得向上のために頑張って

いただきたいと思います。

さっき耕作放棄地が、毎年、結構実績が上が

っているようですが、その中で、地域的な差と

いうか、例えば県北はどうだとか、また、○○

市はちょっと消極的だとか、固有名詞を挙げな

くてもいいですけど、県南とか、県北とか大き

い地区名はいいと思いますけど、そういう中で、

何か特徴はありますか。地域性。

【村里農地利活用推進室長】ご質問の耕作放棄

地といいますか、農地中間管理事業の実績とし

て傾向をということでよろしいんでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

先ほど申しました4,000ヘクタール強の5年
間の累積の中で、機構を通じて貸し付けをして

いるわけですけれども、始まりまして平成29年
度ぐらいまでは、島原半島で特に実績を上げて

いただいて、基盤整備地区を中心に、土地改良

区を中心に推進をした経過もございまして、数

字が上がっております。
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あと、平成30年度につきましては、県北地域
もしっかり取組をしていただいて、基盤整備地

区を含め、また、今後の基盤整備地区を予定さ

れているようなところもまとまって地域の基盤

整備を推進する中で、話し合いの中で機構活用

を図っていただいて実績を上げていただいてい

るというのが、ここ数年の傾向かと思っており

ます。

【山口分科会長】今のは、地域差じゃないです

か。地域差はあるかじゃないですか。いいです

か。

【西川委員】 いいです。

【山口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

一巡目で、ほかにありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、2巡目でございま
す。

まず、補足説明資料の2ページにあります、
葉たばこ担い手強化対策とありますが、これを

具体的に、詳しく説明をいただけますでしょう

か。農産園芸課長、現在、葉たばこ農家はどれ

ぐらいいらっしゃって、なおかつ、担い手はど

れだけしっかりと支えていこうとされているの

かというのをお尋ねしたいと思います。

【渋谷農産園芸課長】現在、葉たばこの農家数

につきましては、273戸いらっしゃいます。
この事業につきましては、特に葉たばこの担

い手の研修会等をやられているということで、

県下全部で言いますと、葉たばこ振興協議会と

いうものをつくっておりますが、そちらが主体

となりまして、西九州たばこ耕作組合の組合員

の方を招集いたしまして、経営に関する研修会

等を行っているところであります。

この中で、担い手の人数というものは、現在

把握しておりませんので、調べたいと思ってお

ります。

【山田(博)委員】 農産園芸課長、これは毎年さ
れておりますよね。大体金額は変わらないぐら

いですね。まず、そこだけお答えいただけます

か。

【渋谷農産園芸課長】この葉たばこ振興協議会

に対する補助金については、例年ほぼ同額で事

業を行っているところです。

【山田(博)委員】 今、273戸ありまして、この
葉たばこ担い手というのが、ご存じのとおり、

たばこを吸われる方が肩身の狭い思いをしてい

るわけですね。農林部長は吸われるんですね。

農林部長の気持ちをわかった上で、たばこの振

興策をしっかりやっていただかないといけない

わけですね。後で、午後からでいいですから、

農産園芸課長、若手とか担い手は大体どれぐら

いされているのかというのを教えていただけま

すでしょうか。また、それで質問をさせていた

だきたいと思います。

続きまして、部長説明の資料でお話をさせて

いただきたいと思います。

7ページに農業者の経営力向上についてとあ
るんですが、ながさき農業オープンアカデミー

とありますけれども、このアカデミーは年何回

されて、昨年度はどことどこでされたか、今年

度はどこでされるのか、そこをお答えいただけ

ますか。

【宮本農業経営課長】ながさき農業オープンア

カデミーでございますけれども、今年度は、若

干周辺の状況もお話ししますと、17名が受講し
ておりまして、共通講座と選択講座、2つに分
かれます。共通講座につきましては4回、延べ7
日です。それから、選択講座については6回、
延べ6日という開催をしております。
来年度につきましては、まだ検討中でござい

ますけれども、コマ数としては、おおむね同程
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度を検討しております。

それから、場所につきましては、現在、正直、

本土側でしか開催はしていないんですけれども、

離島のほうからはなかなか時間がかかるとか、

ハンディの面もありますので、テレビ会議とい

った形で、もし来られない場合は活用する手だ

てですとか、それから、一定程度ですけれども、

受講に要する経費の助成などもしていきたいと

考えております。

【山田(博)委員】 だから、平成29年度はどこで
されたかというのをお尋ねしている。わかりま

せんか。今はわからない、後だったらわかる、

そこをお答えいただけませんか。

【宮本農業経営課長】 場所で申し上げますと、

主に長崎市内でやっております。

【山田(博)委員】 主に長崎市内、長崎市内はど
こでやっているんですか。

【宮本農業経営課長】後ほど詳しくお伝えした

いと思います。

【山田(博)委員】 後ほど詳しくと、あまり知ら
なかったんですね。農業経営課長、もうちょっ

と勉強しないといかんですね。

私は、なぜこれを質問するかというと、大変

すばらしい事業だと思っている。しかし、これ

を長崎市内でやるというのは大変結構なんです

が、長崎県内というのは離島・半島があるわけ

です。県北とか、壱岐や対馬、五島にあなたは

行ったことはあるでしょう。まさかないという

ことはないですもんね。行ったことがあれば、

どれだけの旅費と交通費がかかるか。この事業

を長崎市内でずうっとやるよりも、農業経営課

長は「出前講座」というのをご存じですか。こ

れは、大好評よ。農地利活用推進室長の出前講

座をやったんです。なんと昼間で40人集まった
んですよ。県議会議員や国会議員の演説会より

大変よかったといって、大好評でしたよ。

そういったことがありますから、こういった

事業はしっかりと離島や半島にやってもらいた

いと思うわけでございます。ですから、質問し

たんです。もうちょっとそういった地域に目を

配っていただかないと、だめです。中央ばかり

見ているから、そうなるんです。しっかりとや

っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

来年は、離島や半島もしっかりと見据えた上

でやっていただきたいと思うのですが、いかが

ですか。

【宮本農業経営課長】委員のご指摘はごもっと

もですので、平成31年度は、離島も含めどうい
った対応の仕方があるか、しっかり検討してい

きたいと思います。

【山田(博)委員】では、離島でするとなった時、
慎重に、最初どこでするかというのをご理解と

ご協力をいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。後は、自分で考えてくだ

さい。

続きまして、9ページに食品・市場対策費と
ありますけど、これはどういったことか、具体

的に説明をいただけますか。

【長岡農産加工流通課長】予算決算委員会農水

経済分科会説明資料の横長の資料の39ページ
に記載しておりますけれども、地方卸売市場の

適正、健全な業務運営を図るための指導監督、

具体的に言いますと市場検査、卸売市場審議会

の開催、経営者研修会等に要する経費としまし

て108万5,000円、本県農産物の付加価値向上や
販路拡大を図るためのブランド認証制度「長崎

四季畑」の運営・ＰＲ、販路拡大に要する経費

としまして867万9,000円、この事業を合わせま
して976万4,000円を計上させていただいてい
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るところでございます。

【山田(博)委員】 地方卸売市場の適正、健全な
指導監督とは、具体的にどういったことをされ

ているのか、ご説明いただけますか。

農産加工流通課のほうで市場とか何かという

のは、要するに監査ということで理解していい

んですか、そういうことで理解していいんです

か。

【長岡農産加工流通課長】県内の青果・花きの

関係の地方卸売市場は10社ございます。そうい
った中で、毎年3社程度、例えば本年度でござ
いますならば、平戸、諫早の2社と平戸の1社で
3社に検査という形で行かせていただきまして、
例えば農産物が入ってまいります時の保管状況

であるとか、取引の状況、例えば競りが適正に

行われているかどうか、そういったところを毎

年検査をさせていただいている状況にございま

す。

【山田(博)委員】 そうですか。これは、報告書
というのはつくっておりますか、つくっていま

せんか。そこだけお答えいただけますか。

【長岡農産加工流通課長】現場に行きました時

の復命書という形で残っていると思っています。

【山田(博)委員】 これは国の法律に基づいてや
っているんでしょう。法律に基づいてやってい

るか、やっていないか、そこだけお答えいただ

けますか。

【長岡農産加工流通課長】県の卸市場条例に基

づいてやらせていただいております。

【山田(博)委員】 県の卸市場条例というのは、

法律がありますから、それに基づいてやってい

ると。

そうすると、報告を福祉保健部の社会福祉法

人はやっているんです。漁協も、漁協組合の監

査報告書は上がっているんです。これは、漁協

もちゃんとつくったんです。なぜかというと、

私が指摘したからです。どういうふうにこれを

きちんとして報告が上がって、どういった指摘

をしたか、具体的な市場とか何かは書かずに、

こういった指摘があった、今後の市場運営の参

考になるということでやっているんです。

これは、そういった報告を、今後の市場運営

に対してこういうふうに指摘しました、皆さん、

こういうふうに気をつけないといけませんよと

いうのを周知徹底するのは必要じゃないかと思

うんです。ただ単に、これはだめだ、これはだ

めだじゃなくて、こういうふうに指摘したから、

あなた方は以後気をつけないといけませんよと

いうことをしっかり指導するべきじゃないかと

思っているわけでございますが、これで、団体

検査室長にお尋ねしますけれども、農協団体と

か何かも、ある程度そういった場合には報告書

というのをつくって、公開しておりますよね。

報告しているか、報告していないか、そこだけ

お答えいただけますか。

【岡本農林部次長兼団体検査指導室長】今、山

田(博)委員から話がありましたけれども、農協
検査におきましては、指摘した事項を農協に文

書で出しまして、その対策を回答いただいてい

ます。その一件の流れをしっかりと記録して、

今後の改善までの確認をやっております。

【山田(博)委員】 報告書をつくって、例えば見
せてもらいたいと言ったら、オープンにしてい

るか、していないかでお答えいただけますか。

【岡本農林部次長兼団体検査指導室長】農協検

査のほうは、県の要綱、国の規定もありまして、

検査の項目については守秘義務が課されており

まして、オープンにできないようになっていま

す。

【山田(博)委員】 内容というか、概要まで公表
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してないということで理解していいんですか。

そういうふうになっているんですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）ああ、そうですか。

そうすると、市場のほうはどうなっているん

ですか。

【長岡農産加工流通課長】卸市場につきまして

は、検査を行った後に、その会社に対しまして、

こういった状況ですよということで内容を確認、

また、指導を行っているところでございまして、

企業情報に当たるものですから、そういったと

ころは公表してないところでございます。

【山田(博)委員】 団体検査指導室長、農協も、

市場も、検査の概要というのは公表してないと

いうことで理解していいんですね、両方とも。

【岡本農林部次長兼団体検査指導室長】おっし

ゃいますように、先ほど言いませんでしたけれ

ども、長崎県の農林業団体検査規則というのが

ございまして、検査したものは守秘義務を課せ

られまして、公表できないようになっています。

【山田(博)委員】今、団体検査指導室長は、農
協を監査した時にはそういった要綱があってと、

市場のほうもそういうふうになっているか、な

っていないかだけお答えいただけますか。

【長岡農産加工流通課長】確認をとらせていた

だきます。お時間をいただきます。

【山田(博)委員】 では、午後からお願いしたい
いと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、午後からは資料があってからいろ

いろと質問していきたいと思いますので、一旦

終わります。

【山口分科会長】ほかに、予算議案についてあ

りますか。

【西川委員】農産加工流通課長にお尋ねします

が、今回、県産米が優秀な成績を上げたことは、

大変うれしく思っておるところですが、横長39

ページに、161万8,000円で、前年度マイナス14
万5,000円ですけど、この米の消費拡大を図るた
めに要する経費ですが、実は、私は個人的に言

いますと、平戸産の春日地区の棚田米を食べて

いるんですけど、私は長崎とか佐世保のスーパ

ーなどを見学するのが好きで回っているんです

けど、県産米が少ないような気がするんですね。

それで、いつかも和牛の時に委員会で固有名詞

を言って訂正してもらいましたが、今回、固有

名詞は言いませんが、県内スーパー、または米

の販売量が多い販売店とか、そういうところに

対するＪＡとかと共同での宣伝はどのくらいな

されているんですか。そして、これは主にどの

ような経費ですか。

【長岡農産加工流通課長】米の消費拡大につき

ましては、農業団体、卸会社、県等で長崎県米

消費拡大推進協議会というのを構成しておりま

して、その中で、例えばテレビ関係でのＰＲプ

レゼントを行ったり、また、ダイレクトに食品

スーパーあたりにおきまして試食宣伝販売、例

えば今年度につきましては、試食宣伝販売が、

全農実施分を合わせまして94回ほど計画いた
しておりますし、例えばＰＲ資材の作製であり

ましたり、また、各種イベント、例えば今年度

におきましては、長崎市中央卸売市場で行われ

ました青果まつりにおきます試食ＰＲ、この時

は、今年度は「なつほのか」が新たに出ました

ものですから、「なつほのか」を食べていただ

いて、そのおいしさを味わっていただこうとい

うことで、そういった試食ＰＲをさせていただ

いたところでございまして、そういった各種イ

ベントへの出席等も含めましてＰＲを実施して

いるところでございます。

【西川委員】前に何回か出たかもわかりません

が、県内の公立学校、小・中学校の給食用の米
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消費が、週に1回とか2回とかあっていると思い
ますが、それはそれぞれの市町で違うと思いま

すが、最近はパンと併用のところもあるし、ま

た、パンばかりのところもあると思いますが、

やはり米消費ということで、週何回か米にして

いるところもありますが、市町の公立学校への

米消費拡大とかの呼びかけなどはどのようにし

ていますか。

【川口農山村対策室長】先般の新聞報道により

ますと、全国平均が、米飯が3.5回というふうに
聞いております。

本県におきましては、何回というのをまだ把

握はしておらないんですが、一般的に、県内の

米を100％使用するということで、県内で米飯
が行われている学校施設につきましては、

100％県産米を使っております。牛乳とみかん
あわせて、これは100％県産を使っているとい
う現状を把握しております。

また、あわせまして、重量比でいきますと、

使用割合は、県産率は71.7％と伺っておるとこ
ろでございます。

【山口分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５４分 再開 ―

【山口分科会長】 分科会を再開します。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第3号議案ないし
第5号議案、第57号議案のうち関係部分及び第
58号議案ないし第60号議案については、原案の
とおり、それぞれ可決することにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

それでは、午前中の会議はこれにてとどめ、

しばらく休憩します。

午後は、1時30分から委員会を再開いたしま
す。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時３３分 再開 ―

【山口委員長】休憩前に引き続き、委員会を再

開いたします。

なお、西川委員と前田委員から、文教厚生委

員会での請願審査のため、本委員会への出席が

遅れる旨連絡があっておりますので、ご了承を

お願いいたします。

午前中に引き続き、農林部関係の審査を行い

ます。

予算議案の質疑中、資料の求めがあっており

ましたので、配付いたしております。

また、答弁の残りについて申し出があってお

りますので、これを許可します。

【渋谷農産園芸課長】 午前中の審議で山田(博)
委員から、お茶の輸出目標額というご質問をも

らっております。

まず、お茶につきましては、平成29年の輸出
実績というのが360万円となっております。主
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な輸出先が香港ということでございまして、今

回の事業では、特に高いお茶の需要が予想され

ますＥＵのほうに輸出を行いたいということで、

ＥＵでのお茶のニーズ、あるいは残留農薬の問

題等について調査をするようにしております。

また、目標につきましては、午前中は、平成

32年1,000万円というお答えをしておりました
けれども、平成37年の目標を5,000万円と掲げ
させていただいております。

それからもう一つ、葉たばこの担い手の数は

どうなっているのかというご質問がありました

けれども、午前中お答えしましたように、耕作

者数というのが273戸でございます。そのうち
に60歳未満の耕作者が148戸ということで、
54％を占めております。
その中で担い手の組織をつくっておりまして、

これは「魁」という名前でつくっておりますが、

その方々が85名、全体で言うと31％の方を対象
に、特に栽培技術、品種が5年ぐらい前から変
わっておりますので、土づくりから仕立ての方

法、そういうものを徹底して研修等を行いなが

ら技術向上を図っているところであります。

【長岡農産加工流通課長】 午前中、山田(博)委
員から卸市場の検査結果の公表についてのご質

問がございました。

現状、卸売市場法に基づきまして検査をやっ

ているところでございますけれども、卸売市場

法につきましては、検査できるという形になっ

ておりまして、本県では検査をやっております

けれども、各県の状況を見ますと、検査をやっ

てないところもあるような状況にございます。

そういった中で、検査の結果につきましては、

企業情報ということで、公表することは適切で

ないというふうに考えておりますが、確かに、

公表するかしないかにつきましての規定という

のもないものですから、そこのところ、公表し

ないという担保がとれるようなところにつきま

して関係各課と相談をし、検討してまいりたい

と考えているところでございます。

【宮本農業経営課長】 午前中、山田(博)委員よ
り3点、資料の提出などがございました。
お配りしている資料、まず一つ目は、「長崎

県農業大学校のあり方に関する提言」というこ

とで、平成19年9月に、あり方検討委員会から
出されたものでございます。こちらを提出いた

します。

それから、2つ目でございます。外国人の受
け入れにより、農業産出額にどのような影響が

あるのかということについて資料を出すようお

話がありました。4年目の試算ということで、
必要人数300人の外国人が来た場合、品目別の
それぞれの必要人数の調査を当時しておりまし

たので、これをもとに産出額を計算したところ、

必要人数300人で、産出額のところにあります
ように、23億2,487万8,000円という形になって
おります。

こちらは単純に、今申し上げましたとおり、

品目ごとの外国人の必要人数、拡大できる面積、

反収・単価をもとに単純に試算した最大値とい

うことでご理解いただければと思います。

それから、3つ目でございます。オープンア
カデミーの関係で、今年度の実施状況について、

どこで行ったのかというお話がありました。先

ほど私、長崎市内というふうに申し上げました

が、長崎市内につきましては県庁で開催し、そ

のほか、諫早市では県央振興局と農業大学校で

開催されておりましたので、改めてご説明いた

します。

【山口委員長】これより、委員会による審査を

行います。
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議案を議題といたします。

まず、農林部長より総括説明をお願いいたし

ます。

【中村農林部長】農林部関係の議案についてご

説明いたします。

農水経済委員会関係議案説明資料農林部の1
ページ目をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第25号議案「長崎県の事務処理の特例に関する
条例の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第47号議案「長崎県農林技術開発センター手数
料条例の一部を改正する条例」、第48号議案「長
崎県畜産関係手数料条例の一部を改正する条

例」、第49号議案「長崎県県民の森条例の一部
を改正する条例」、第56号議案「県が行なう建
設事業に対する市町村負担金の徴収についての

一部変更について」であります。

議案の内容についてご説明いたします。

まず、第25号議案「長崎県の事務処理の特例
に関する条例の一部を改正する条例」の農林部

関係部分につきましては、知事の権限に属する

事務の一部を市町において処理することに関し

て、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律」に基づく事務の一部について、

平成31年度から移譲対象市を追加することに
伴い、所要の改正をしようとするものでありま

す。

次に、第47号議案「長崎県農林技術開発セン
ター手数料条例の一部を改正する条例」につい

ては、消費税率の改定に伴い、長崎県農林技術

開発センターの分析試験手数料を改定しようと

するものであります。

次に、第48号議案「長崎県畜産関係手数料条
例の一部を改正する条例」については、農業災

害補償法の一部を改正する法律の施行による農

林水産省告示の変更に伴い、長崎県畜産関係手

数料条例の文言を改正しようとするものであり

ます。

次に、第49号議案「長崎県県民の森条例の一
部を改正する条例」については、当条例に規定

する百花台森林公園を長崎県立都市公園条例に

規定する百花台公園へ統合することに伴い、所

要の改正をしようとするものであります。

次に、第56号議案「県が行なう建設事業に対
する市町村負担金の徴収についての一部変更に

ついて」は、農地中間管理機構関連農地整備事

業における農地整備に必要な各種調査や事業計

画書作成のための実施計画費及び、老朽化した

農業水利施設の長寿命化を図るための事業が国

において創設されたことに伴い、市町負担金対

象事業を新たに追加するものであります。

続きまして、議案外の主な報告事項について、

ご説明いたします。

農水経済委員会関係議案説明資料並びに、同

資料追加1、追加2をご覧ください。
今回ご報告いたしますのは、農業サービス事

業体の設立について、長崎県産米「にこまる」

「なつほのか」の特Ａランク獲得について、第

48回日本農業賞大賞受賞について、「第20回全
国果樹技術・経営コンクール 農林水産大臣賞

受賞」について、「平茂晴」号顕彰式典並びに

長崎県肉用牛振興大会の開催について、佐世保

港の動物検疫指定港化について、森林環境譲与

税について、長崎県県営林第13次経営計画につ
いて、長崎北部森林組合の合併についてでござ

います。

そのうち主な事項について、要点を絞ってご

報告いたします。

農水経済委員会関係議案説明資料追加1の1
ページ目をお開きください。
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（農業サービス事業体の設立について）

去る2月4日、外国人材等を雇用し、農業現場
への派遣を担う「農業サービス事業体」が、公

益財団法人長崎県農林水産業担い手育成基金、

ＪＡグループ長崎、株式会社アソウ・ヒューマ

ニーセンターの共同出資により、「株式会社 エ

ヌ」として設立されました。

同社では現在、5月から生産現場に人材を派
遣できるよう準備が進められており、県といた

しましては、各地域において外国人労働者が安

全に安心して暮らしながら円滑に就労が行われ

るよう、関係団体、市町と一体となって受入態

勢を整備するなど、農業分野での外国人材の就

労が定着することで、規模拡大等による農業所

得の向上につなげてまいります。

次に、農水経済委員会関係議案説明資料追加

2の1ページ目をお開きください。
（長崎県産米「にこまる」「なつほのか」の特

Ａランク獲得について）

一般財団法人 日本穀物検定協会が実施する

「平成30年米の食味ランキング」の結果が2月
27日に公表され、長崎県産米「にこまる」と「な
つほのか」が、最高評価である「特Ａ」を獲得

いたしました。

「にこまる」は平成24年産以来6年ぶり6回目、
「なつほのか」は初出品での獲得で、長崎県産

米で「特Ａ」を同一年に2品種獲得するのは初
めてであります。

今回の「特Ａ」獲得は、県内の各産地が一丸

となって、各品種の栽培基準に沿った適切な管

理に取り組んだ賜物であり、農業者、農業団体

など関係皆様方のご努力に対し、心から敬意を

表する次第であります。

県としましては、今回の高評価を受け、農業

団体、米卸会社の皆様と連携した消費者へのＰ

Ｒ活動に取り組むなど、長崎県産米「にこまる」、

「なつほのか」の更なる生産拡大とブランド確

立に努めてまいります。

次に、当初お配りしております農水経済委員

会関係議案説明資料の4ページ目をお開きくだ
さい。

（「平茂晴」号顕彰式典並びに長崎県肉用牛振

興大会の開催について）

去る2月8日、平戸市において、「平茂晴」号
顕彰碑建立実行委員会、長崎県ＪＡグループ、

県などの共催により、平成29年12月に死亡しま
した県有種雄牛「平茂晴」号の功績を称えると

ともに、本県肉用牛の改良促進と生産基盤強化、

平成34年に鹿児島県で開催される第12回全国
和牛能力共進会での日本一奪還に向けた気運醸

成を目的に、顕彰式典及び長崎県肉用牛振興大

会を開催いたしました。

当日は、山口農水経済委員長をはじめ県議会

議員、生産者、関係団体、市町等関係機関約400
名の方々の参加のもと、功労者表彰や銅像制作

者に対する感謝状贈呈、県の新たな肉用牛振興

方針、さらに、繁殖農家と肥育農家それぞれの

代表者が生産体制の強化と収益性の向上を目指

す大会宣言を行い、盛会のうちに終了いたしま

した。

今回の大会を契機とし、今後も生産者、関係

団体、関係機関一体となって、本県肉用牛の改

良促進と生産基盤の強化、全国和牛能力共進会

での日本一奪還に向けた取組を推進してまいり

ます。

（佐世保港の動物検疫指定港化について）

近年、中国や韓国など周辺国において、口蹄

疫やアフリカ豚コレラ、鳥インフルエンザなど

の越境性動物疾病が継続して発生し、さらには

海外からの観光客数が増加するなど、これら疾
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病の本県への侵入リスクが高まっております。

このような中、佐世保港については、国際ク

ルーズ客船の入港数の急増に伴い、動物検疫体

制の整備により水際対策のさらなる強化を図る

ため、昨年12月に県から国へ要請したところ、
去る1月22日に「指定港」に指定されました。
今後は農林水産省動物検疫所が直接関与し、入

国者の携帯品を含む畜産物等の検査が行われま

す。

県といたしましては、今後とも、国と連携し

て、水際対策や飼養衛生管理の指導に取り組む

とともに、畜産農家での飼養衛生管理基準の遵

守や侵入防止対策の徹底、万一の発生に備えた

初動防疫体制の強化に取り組んでまいります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりでございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

しばらく休憩します。

― 午後 １時４７分 休憩 ―

― 午後 １時４７分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第25号議案のうち関係部分、第47号議案乃至
第49号議案、及び第56号議案については、原案
のとおり、それぞれ可決することにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

次に、農業経営課長より補足説明を求めます。

【宮本農業経営課長】農業サービス事業体の設

立について、ご説明いたします。

お手元に配付しております補足資料、「農業

サービス事業体の設立について」をご覧いただ

けますでしょうか。

1ページ目をお開きください。
農林部では、農業現場の労働力不足の解消に

向け、平成28年度より国家戦略特区を活用し、
即戦力となる技能実習生ＯＢ等の外国人材等を

生産現場に派遣する、農業サービス事業体によ

る農業分野の外国人就労を目指したところです。

しかしながら、その実施に必要な特区の区域

指定が見通せない状態が続く中、昨年の臨時国

会におきまして、改正出入国管理及び難民認定

法が成立いたしまして、本年4月より、同法に
基づく特定技能による外国人就労が可能となっ

たことから、この制度により、外国人材の活用

を図ることといたしました。

改正法におきましても、農業分野では、派遣

形態による外国人の雇用が可能であること、ま

た、在留期間が5年になったこと、ＪＡへの派
遣が可能となったこと等メリットもあることか

ら、先ほど農林部長より説明させていただきま

した各出資者によりまして、去る2月4日に農業
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サービス事業体「株式会社エヌ」が設立された

ところでございます。会社の概要は、1ページ
に記載のとおりとなっております。

次に、農業分野の外国人就労の実施体制につ

いてご説明いたします。

2ページ目をご覧ください。
左上になりますが、株式会社エヌは、改正法

に基づきまして、同法が定める基準に適合した

「受け入れ機関」として、出入国在留管理庁に

届出を行い、事業を実施いたします。具体的に

は、技能実習生ＯＢ等を「特定技能1号」の外
国人として雇用契約により受け入れ、国内人材

とあわせ、労働者派遣法に基づき、農業経営体

等に派遣を行います。

その右になりますが、技能実習生、ＯＢにつ

きましては、ベトナム国立農業大学と長崎県の

連携体制を活用し、同大学ルートでの確保に向

けて、今後協議を進めるとともに、県内の技能

実習生の管理団体とも連携することといたして

おります。

その下、左側になりますけれども、農業の特

性といたしまして、農繁期、農閑期があり、各

農家への通年派遣が難しいことから、ＪＡまた

はＪＡ出資法人に派遣した上で、管内農業者か

らの農作業を請け負うことで、さまざまなニー

ズに対応しつつ通年派遣を実現し、コストやリ

スクを最小化する方法について、今後具体的に

検討していくこととしております。

その右、外国人材が安全・安心に暮らしなが

ら円滑に就労できるよう、県段階では、長崎労

働局や出入国在留管理庁と県、ＪＡグループで

組織する外国人受入推進協議会を、地域段階で

は振興局、市町、ＪＡ、農業者代表等で組織す

る受入市町連絡協議会の早期設立に向けて協議

を進め、外国人材の適正な受け入れに努めてま

いります。

農業現場への人材派遣開始のスケジュールに

つきまして、3ページをご覧ください。
株式会社エヌは、本年5月の派遣開始に向け、

3月から4月にかけ、外国人材の受け入れ要望の
取りまとめ、派遣計画を作成するとともに、ベ

トナム国立農業大学との調整、候補者との面接

を進め、外国人材の確保に取り組むこととして

おります。

外国人材の受け入れを通じた労働力の安定確

保によりまして、担い手の規模拡大が進み、さ

らなる所得向上につながることから、農業分野

での外国人材の就労が定着するよう、関係団体、

市町と一体となって取り組んでまいります。

【山口委員長】次に、林政課長より補足説明を

求めます。

【内田林政課長】 林政課からは3項目をご説明
させていただきます。

お手元にお配りしています、農水経済委員会

補足説明資料、林政課の分をご用意ください。

1ページをお開きください。
現在、通常国会で審議中の森林環境税及び森

林環境譲与税について、ご説明いたします。

国の森林環境税は、個人住民税の均等割の納

税者に1人年額1,000円が国税として課税され
ますが、今年、消費税率10％の引き上げが10月
に予定されていること等を考慮いたしまして、

中ほどの棒グラフの濃い部分になりますが、平

成36年度から課税される予定となっておりま
す。

一方、森林環境譲与税は、森林現場における

諸課題に早急に対応する必要があるため、棒グ

ラフ、平成37年度から平成44年度の点線部分が、
課税に先行して、平成31年度から市町と県に譲
与されます。
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また、市町と県の配分割合は、下段の表に記

載のとおり、平成31年度から平成36年度までは
市町8割、県2割で譲与され、市町の体制整備の
進捗に伴い、段階的に市町への譲与割合が高く

なり、最終的には平成45年度以降、市町に9割、
県に1割が譲与される予定となっております。
譲与基準は、左側に記載のとおり、私有林人

工面積が10分の5、林業就業者数が10分の2、人
口10分の3の割合で計算され、平成31年度は、
全国ベースで200億円、平成45年度以降600億円
の配分となっております。

2ページをご覧ください。
国から示された基準をもとに試算した、現時

点での本県への譲与予定額一覧となっておりま

す。表の中ほどの列、平成31年度から平成33年
度の譲与額は、最下段に記載のとおり、市町に

1億6,000万円、県に4,000万円、合計約2億円が
想定されております。各市町の年度ごとの譲与

額は記載のとおりであります。

3ページをご覧ください。
森林環境譲与税を活用した、平成31年度にお

ける県と市町の取組内容を記載しております。

県といたしましては、市町職員向けの研修会や

森林整備の担い手となる林業事業体のさらなる

確保・育成等を推進するために、4,100万円を計
上しており、その具体的な事業の内容について

は、四角に記載の①から④のとおりとなってお

ります。

なお、市町においては、下段に記載の取組等

を進めるものとし、各市町が主体的に取り組む

予定となっております。

続きまして、4ページをご覧ください。
県営林の第13次経営計画書について、ご説明

いたします。

県営林、まず、森林面積でございますが、1

番に記載のとおり、県営林面積は、現在5,529
ヘクタールございまして、県央・五島・対馬振

興局で9割近い面積となっております。
2番目、第12次経営期の実績をご覧ください。
下段の表、森林整備事業実績にございますと

おり、第12次では、森林資源の充実に伴い、搬
出間伐を中心に実施し、その実績は、対計画比

110％、間伐材の生産量は、対計画比121％とな
っております。

5ページの上段グラフをご覧ください。
平成26年度から平成31年度までの収支のグ

ラフとなっておりまして、このうち、平成26年
から平成30年度が12次の実績、平成31年度が13
次の計画となります。平成31年度を5倍したも
のが、13次の経営計画になります。
主な増減についてご説明いたしますと、まず、

全体の収支額については、平成27年度の実績と
比較しまして、平成31年度の収支額が188％の
増となっております。

収入の増加要因といたしましては、平成28年
度から実施しております、有利な国庫補助金の

活用が挙げられまして、これにより、国庫補助

金は、平成28年度と比較して、平成31年度は
170％の増となっております。
一方、支出の増加の主な要因としましては、

県債の償還金の増が挙げられます。第13次では、
これまでに借り入れた県債の償還がピークを迎

え、平成31年度の県債償還金は、平成27年度の
実績と比較して140％の増となっております。
次に、3の第13次経営計画について、ご説明

します。

計画期間は、平成31年度から平成35年度とな
ります。県営林の森林資源は、50年生以上が中
心となるなど、成熟が進んでおり、第13次計画
においても引き続き伐採を分散長期化する長伐
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期施業を継続し森林の裸地化を防止するなど、

森林の公益的機能の維持と木材生産の調和を図

るとともに、間伐材の販売をさらに拡大するた

めに、生産量を第12次計画の1.4倍となる6万
9,000立方メートルまで増加させ、収入の拡大に
努めてまいります。

6ページをご覧ください。
第13次計画は、搬出間伐を中心に木材の生産

量をさらに拡大するため、高性能林業機械や高

密度路網を活用し、生産性を向上させるととも

に、単価契約など新たな販売方法の導入拡大や

木質バイオマス利用などの木材利用率及び利用

価値の向上を図るため、林業公社や民間事業体

と連携して販路拡大に取り組むこととしており

ます。

（2）の上段の表、森林整備事業計画をご覧
ください。

搬出間伐は、5カ年で、合計1,750ヘクタール
を計画しており、第12次経営計画の実績の
135％となっております。
下段の表、収支計画でございますが、収入、

支出ともに23億5,100万円を計画しており、全
体収支としては、第12次実績と比べて149％の
増となっております。

第13次計画及び第12次実績の対比について
は、記載のとおりであります。

今後も、木材価格の変動など、経営環境の変

化が予想されることから、国の補助事業及び資

金制度の動向等に注視し、健全な県営林経営に

努めてまいります。

7ページをお開きください。
長崎北部森林組合の合併について、ご説明い

たします。

合併の概要の（3）にありますが、合併の対
象となる各森林組合の概要ですが、合併組合の

地区は、佐世保市、平戸市田平町、松浦市、佐々

町となり、地区内の民有林面積は2万6,600ヘク
タール、うち人工林面積が1万2,600ヘクタール、
組合員数は記載のとおりであります。

（4）をご覧ください。このたびの合併は新
設合併であり、主たる事務所については、当分

の間、北松浦郡佐々町に置くこととなっており

ます。

2のこれまでの経緯でございますが、3組合と
関係市町、県等により、平成25年10月に合併研
究会、平成27年12月に合併検討会を立ち上げ、
合併に向けた検討を進めてまいりました。さら

に、平成30年9月に合併協議会が設立され、本
年7月を目標に合併することが合意され、去る2
月18日に合併予備契約の調印式が執り行われ
たところでございます。

8ページをご覧ください。
3の今後のスケジュールでございますが、来

る3月12日に、それぞれの組合ごとに合併臨時
総代会が開催されます。合併及び合併予備契約

の承認や設立委員の選任等が行われる予定です。

その後、各森林組合から選任された委員による

設立委員会において定款等が決定され、県に合

併認可が申請されることとなっております。

なお、登記完了につきましては、6月中を目
標としており、7月から合併組合の事業が開始
される予定となっております。

参考といたしまして、4及び5に、県内の森林
組合のこれまでの合併の実績と合併後の森林組

合の状況について整理をいたしております。県

内森林組合は、これで8組合となる予定です。
引き続き、森林組合が地域林業の活性化及び森

林の多面的機能の増進につながる事業が推進で

きますよう、関係市町や団体と連携し、支援し

てまいります。
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以上をもちまして、林政課の補足説明を終わ

らせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【山口委員長】 次に、提出のありました「政策

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について、説明をお願いいたします。

【吉田農政課長】 私から、「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づきまして、本委員会

に提出いたしました農林部関係の資料について、

ご説明いたします。

まず、資料の1ページをお開きください。
補助金内示状況につきましては、平成30年11

月から平成31年1月までの実績についてでござ
います。

直接補助金が、1ページから2ページに記載の
とおりでございまして、長崎県干害応急対策事

業補助金など13件でございます。
また、間接補助金は、3ページから7ページに

記載のとおりでありまして、新構造改善加速化

支援事業費補助金など合計55件となっており
ます。補助金合計で68件となっております。
次に、資料の8ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況につきまして、平成

30年11月から平成31年1月までの実績について
でございます。

委託につきましては、8ページにありますと
おり、計10件でございまして、9ページから17
ページに、その入札結果一覧表を添付いたして

おります。

また、18ページをご覧ください。
工事につきましては、資料の18ページに記載

のとおり、17件となっておりまして、19ページ
から36ページに、その入札結果一覧表を添付い
たしております。

次に、資料の37ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、県

議会議長宛てにも同様の要望が行われたものに

関しまして、37ページから56ページに県の対応
を記載しております。

最後に、57ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告につきましては、平

成30年11月から平成31年1月までの実績は、な
がさき森林環境基金管理運営委員会の1件でご
ざいまして、その内容につきましては、58ペー
ジに記載のとおりでございます。

以上で説明を終わります。

【山口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は71、4、5であります。
陳情について、何かご質問はありませんか。

【山田(博)委員】 陳情番号の5番、一般社団法
人五島市農林総合開発公社の跡地について陳情

が来ておりますけれども、これは平成30年度で
廃止となる一般社団法人五島市農林総合開発公

社の跡地の全部の借り上げをお願いしたいとあ

りますけれども、一般社団法人五島市農林総合

開発公社が平成30年度で廃止になるというの
は、県当局にはいつ話がきたか、まずそれを確

認させていただきたいと思います。

【吉田農政課長】 五島市から正式には、平成

30年10月11日付で、土地の契約について解除を
したいという通知をいただいたところでござい

まして、そのときに正式に、我々としては認識

をいたしたところでございます。

【山田(博)委員】平成30年10月11日ということ
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でありますので、農業公社が廃止になるのをそ

のときに初めて知ったということで理解してい

いんですかね。

【吉田農政課長】 9月の五島市議会において、
廃止するという答弁をされたという話はお聞き

しておりましたが、正式に文書をいただいて契

約を解除するということで認識したのは、先ほ

ど言った平成30年10月ということでございま
す。

【山田(博)委員】 そうしますと、開発公社のほ
うがどのような活動を五島市でされていたとい

うのは、農政課長はご存じですか。

【吉田農政課長】開発公社につきましては、五

島市における農業者の人材育成事業、それから、

農作業の受託事業等を行っていたというふうに

お聞きしております。

【山田(博)委員】 そういうことになっておりま
すね。そうすると、私も陳情の中身を聞いてい

ろいろと調査しましたら、おっしゃるように、

受託事業と人材育成とありますけれども、県当

局として、一般社団法人五島市農林総合開発公

社がなくなると、その後、そういった人材育成

事業とか受託事業というのはどのようにしてい

くのか、また、それを引き継いでくれるところ

があるのかないのか、五島市の農業に対して大

きな影響を及ぼすというのは、事前に調査され

ているかいないか、いるのであれば、どのよう

に考えていらっしゃるのか、見解を聞かせてい

ただきたいと思います。

【吉田農政課長】担い手の育成につきましては、

開発公社が事業を廃止するということで、研修

先として、農業法人等幾つかにお願いするとい

うふうなことで対応したいとお聞きしておりま

す。

それから、受託事業につきましては、今まで

受けていたところが困らないように、また受託

できるところを五島市のほうで探しているとい

うふうにお聞きしております。

【山田(博)委員】 五島市のほうで受託先を探し
て、今どこが受け入れるようになったのか、ご

存じですか。

【吉田農政課長】 麦につきましては、今回、要

望が上がっております五島市の社会福祉法人の

育成園のほうがお受けするとお聞きしておりま

す。

【山田(博)委員】 麦の受託作業がどれだけの規
模があって、どれだけの影響があるかというの

も、農政課長は調査をしておりますよね。して

おりませんか。していると思いますけど、した

上で、じゃ、今後はそれをどのようにして取り

組んでいくかというのが大きな問題というか、

課題になってくるかと思うんですが、それはど

のように考えていらっしゃいますか。

【吉田農政課長】 受託事業における面積等は、

今手元にございませんので、至急確認してご報

告をいたします。

【山田(博)委員】 これは、農家数で言うと20戸
ぐらいありまして、ましてや社会福祉法人が知

的障害者の方を含めて、3カ年で40ヘクタール
の水稲栽培・タマネギ栽培の大規模農業をする

ということで、障害者の外注委託並びに地元農

業生産者と協働して農福連携をやっていくとい

うことでありまして、これは大変意義のあるこ

とに取り組んでおられるんじゃないかと思うん

ですけれども、率直に言いまして、これだけの

計画なりをしていくのであれば、陳情書を見た

ら、農地利活用推進室としては、農地を守る課

として、こういった借り上げて農業をしっかり

とやっていくというのは、どういうふうに思わ

れますか。
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簡単に言うと、いいか悪いか、意義があるか

ないか、そういうふうな見解を聞かせていただ

ければと思います。

【村里農地利活用推進室長】 今の山田(博)委員
からの確認の内容ですけれども、法人等が農作

業受託等をしてしっかり農地を守っていくとい

うことについては、今後とも推進すべき内容か

と思っております。

【山田(博)委員】そういうことですね。これは、
こういった意義のあることでありますので、農

地を守って農業者の所得の向上につながるとい

うことで、ぜひこれは有効活用していただきた

いと思うのですが、農政課長としては、農地を

活用していく所管課としては、率直に言いまし

てどのように考えているのか。農地利活用推進

室としては、やはりしっかりと守っていかない

といかんのじゃないかと思いますけれども、農

政課長としての見解をもう一度聞かせていただ

きたいと思います。

【吉田農政課長】陳情をいただいておりますの

は、五島市における旧五島畜産技術センターの

跡地になりますけれども、この土地につきまし

ては、今まで五島市の開発公社のほうにお貸し

をしていたんですけれども、今年度限りで終了

するということを10月の段階で正式にいただ
いた際に、五島市及び県庁内部において活用方

法についてお尋ねをして、その結果として、ど

こも活用したいと手が挙がらなかったというこ

とから、我々としては、県有財産として有効に

活用する、厳しい財政状況でもございますので、

売却も視野に入れて検討しているところでござ

います。

ただ、今回こういった陳情、それから、これ

とは別に、農政課のほうには陳情をいただいて

おります。

今回の陳情につきましては、五島市のほうに

も同様の内容の陳情がされているというふうに

お聞きをしております。

事業、人材育成でありますとか、受託事業に

つきまして、陳情の中でも、五島市の農業公社

の事業を継承したいというような記載もござい

ます。五島市として、その点をどういうふうに

考えるのかということについては、我々もまだ、

五島市のほうからお答えを聞いておりませんの

で、五島市の考えも含めて、今後どういうふう

に対応するかというのは、引き続き検討したい

と考えております。

【山田(博)委員】 それで、これは当分の間、受
託作業とかはどんどん進んでいくんですね、人

材育成とか。できるだけ五島市と協議しながら、

まずは五島市が農業開発公社を廃止するという

ことになって、人材育成と受託作業の2つを受
け継ぐわけですね。受託作業は、今度、陳情が

上がっている社会福祉法人のほうにお願いをし

ていると。しかし、社会福祉法人のほうは、受

託作業というのは、大型車両とか重機があるの

で、ここの土地をお借りしてそういった対応を

したいということですので、実際と実情という

のをしっかりと把握して、この陳情のほうは取

り組んでいただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

スケジュール感というのはある程度持って考

えてらっしゃるんですかね。今のところ、どう

ですか。農政課長、見解を聞かせてください。

【吉田農政課長】まずは、五島市のほうのお考

えをお聞きしてからと考えておりますので、そ

れを受けて、今後のスケジュールについては検

討していきたいと考えております。

それから、先ほど確認すると申し上げており

ました、五島市開発公社の農作業の受託事業の
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麦の分は2,620アールの規模だと確認がとれま
したので、ご報告いたします。

【山田(博)委員】 2,620アールですかね。それ
で、なおかつ、私がお聞きしたいのは、20人近
くの方々がいらっしゃるということで、この作

業をどうするかというと、お聞きしていると、

ほかの法人は受け入れることがなかったという

ことで、農家の方も大変困っているということ

ですので、しっかりとした対応に取り組んでい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

それと、これは林政課ですかね、来ておりま

すけれども、「奥山等のスギ・ヒノキ等の放置

人工林を、森林環境譲与税（仮称）を使って一

定面積皆伐し、天然林に戻すことを求める陳情

書」とありますけど、林政課長、これはどうい

った団体で、どういった趣旨かというのをご理

解している範囲内で、よかったら教えていただ

けますか。

【内田林政課長】この要望書は、県議会議長宛

てと私どもにも実際に来ていまして、名前のと

おり、熊森ということなので、野生動物の生息

の場をちゃんとキープしていきたいというよう

な趣旨だと、私は今思っております。

奥山のスギ・ヒノキの人工林がなかなか整備

がされていなくて荒廃しているということで、

植え替えをしてくれというような要望の趣旨だ

と思います。

【山田(博)委員】 全国的な動きであって、各都
道府県、これは何かそういった対応もされてい

るところがあるんですか。

【内田林政課長】先ほど説明をいたしました森

林環境譲与税を活用した取組の一環として、こ

れを全国的に展開してくれという要望を、今回

初めて出されたみたいで、今度が初めての要望

でございます。

【山田(博)委員】 そういうことですね。わかり
ました。

いろんな団体から来て、こういったものもあ

るんだなと、私も勉強させていただきたいと思

います。

終わります。

【山口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。

【山田(博)委員】 資料の中でお尋ねしたいんで
すが、補助金で間接補助金とありますね。間接

補助金の、例えば5ページに、空欄で金額が書
いてないところがあるんですね。なぜ書いてな

いんですか、それを説明していただけますか。

【渋谷農産園芸課長】 例えば、5ページ目の産
地パワーアップ事業、飯盛有喜ばれいしょ栽培

トンネル栽培組合ですけれども、まだ入札の実

施前ということで、予定価格等になる可能性が

ありますので、現時点では金額を入れておりま

せん。

【山田(博)委員】 内示はしましたけど、出した
ら、入札がまだ終わってないから書いてないと

いうことで、すべてですか。すべてそういうこ

とで理解していいんですか。

【渋谷農産園芸課長】 金額が書いてない「－」

のものについては、入札前ということです。

それから、複数が一緒になるものについても、
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同じように入札前ということで、まとめて表記

をさせていただいております。

【山田(博)委員】 そうすると、例えば5ページ
の平成30年12月17日とかありますね。これは昨
年ですけど、だからということですか。

例えば1月とか2月だったらわかるんですけ
ど、昨年の分まで予定価格とかといって、まだ

終わってないということですかね。

もっと言うと、これだけの工事が繰越になる

ということで理解していいんですか、そうする

と。

【渋谷農産園芸課長】この資料を提出した時点

で、まだ入札がなかったということで、これら

の事業については年度内執行の予定ということ

で聞いております。

【山田(博)委員】 ということは、資料を提出し
た時にはまだ執行はされてないと。しかし、年

度内に工事も全部終わるということで理解して

いいんですね、そうすると。

【渋谷農産園芸課長】委員ご指摘のとおり、こ

れらについては年度内に工事は完了するという

ことです。

【山田(博)委員】 本当ですか。例えば、6ペー
ジの平成31年1月28日に内示があって、それで、
今から入札すると、大体入札は1カ月ぐらいか
かって、そうしたら、まだ終わってないという

ことね。じゃ、今出しているところは、いまだ

入札が終わってないんですかね。

別に、いろいろと細かいことを言うつもりは

ないんですけれども、ただ単に率直な疑問を言

っているだけであって、場合によっては、休憩

してもいいんですけどね。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時２２分 休憩 ―

― 午後 ２時２３分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

【渋谷農産園芸課長】この表示等につきまして、

ちょっと誤解を招くような分もありますので、

今後提出する場合につきましては、これらの内

容がわかるような表示をさせていただきたいと

考えております。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、所管事務一般についてご質問はありませ

んか。

【山田(博)委員】 それでは、事前通告している
ところと、また予算も、午前中採決されて可決

されているわけですけれども、それを踏まえま

して幾つかお尋ねしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

まず、世界農業遺産に、今、日本全国で登録

されているところもあるんですが、それについ

て県当局の考えをまず聞かせていただきたいと

思います。

【川口農山村対策室長】ただいまご質問をいた

だきました、世界農業遺産についてでございま

すが、本県では、これまで世界農業遺産への取

組はできておりません。

また、今後についてでございますが、本県の

農業におきまして、国際連合食糧農業機関が定

めた5つの基準につきまして、世界的にすぐれ
たものがあるか、また、現在認定されている他

県の遺産の状況ですとか、認定後の効果につい

て、市町や関係団体に意見を伺いながら研究し

ていきたいと考えております。

【山田(博)委員】 農山村対策室長、今の答弁で
よしと思っていたんですが、最後のくだりが、
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私はいかがかと思いまして、「研究」というの

は大体しないんですね、役人言葉でね。「研究」

というのはしないんですよ、大体。そういった

ところは、私はいかがなものかと思います。

もう一度お尋ねします。世界農業遺産に対し

て県当局はどのような考えを持ってらっしゃる

か、見解を聞かせていただきたい。2回目です。
【川口農山村対策室長】 県内で、今、どういっ

たご要望があるか、まず、県内の農業地域にお

きましてどのような世界農業遺産の候補がある

かということを十分把握できておりませんので、

市町に、まず、しっかりと問い合わせをさせて

いただくことが1点と、県の振興局もございま
すので、そこの中で、100年以上という縛りが
ある程度ございますので、そういったものに適

合したものがあるかどうかをまず確認をしてい

きたいと考えております。

【山田(博)委員】 そうですね、確認していきた
いということですね。

私もいろいろ勉強不足があったものですから、

世界農業遺産というのは、日本全国でいろいろ

とされておりますけれども、これはなんで農山

村対策室になったんですか、そもそも考えてみ

たら。なぜ室長が答弁するんですか。担当なん

ですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）そうなん

ですか。いつから担当になったんですか。

【川口農山村対策室長】今のご質問は、いつか

らかということは、ちょっと確認をさせていた

だきたいと思っております。そこは、今手元に

資料がございませんので、調べて回答させてく

ださい。

【山田(博)委員】 いつからあなたが担当になっ
たかと聞いているんじゃないですか。だから、

今なのか、前から決まっていたのか、どっちか

と聞いているわけですよ。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ２時２７分 休憩 ―

― 午後 ２時２８分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

【川口農山村対策室長】世界遺産の中で、景観

とかそういったものを評価することが定められ

ておりますので、当室で棚田の景観とかを所管

しておりますので、当室のほうで所管させてい

ただいております。

【山田(博)委員】 ということは、農山村対策室
長ができた時から、世界農業遺産の所管課は農

山村対策室長になったわけですね。農山村対策

室ができた時に、自動的にそうなったというわ

けですね。

2011年に、「トキと共生する佐渡の里山」と
ありますね。これが2011年になっていますね。
今、2019年ですから、もう10年近く前から取り
組んでいるわけですから、農山村対策室長、頑

張っていただきたいと思っておりますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

これに関してもう一度お尋ねしますが、意気

込み、決意を聞かせていただきたいと思ってお

ります。

農山村対策室ができた時からこの担当になっ

ていたということですから、今の答弁では。今

まで取り組んできたけれども、あまり関心がな

かったということですね、要は。そういうこと

でしょうね。決意を聞かせていただいて、この

質問は終わりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

【川口農山村対策室長】文化とか景観、こうい

ったものは農山村地域、中山間地域のすばらし

い資源だと考えております。こういったものを

活用していくことは非常に重要なことと考えて
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おりますので、市町と相談しながら、しっかり

取り組んでまいりたいと考えます。

【山田(博)委員】 ぜひ取り組んでいただきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、林政課長にお尋ねしたいと思う

のですが、ながさき木・なごみの街づくり事業

とありますね。この事業が、平成29年度、平成
30年度でしておりますけれども、全体事業費が
大体2,000万円ぐらいあって、なかなかうまく使
われてないところがあるんですね。今後、どの

ように使っていくのか、やり方というか、これ

はいい事業であるにもかかわらず、うまくＰＲ

活動がされてないので、ぜひしっかりと事業に

取り組んでいただきたいと思うのですが、今後、

どのような事業展開を考えられているのか、見

解を聞かせていただきたいと思います。

【内田林政課長】今のご質問の件ですが、平成

29年度の実績が1,000万円の予算に対して443
万円、平成30年度の予算2,000万円に対して
1,222万5,000円ということで、予算が完全消化
に至っていない状況でして、委員がおっしゃる

とおり、一部ＰＲ不足も考えられます。

これまで関係団体等へ文書通知とチラシの配

布を行ってまいりましたが、ＰＲが足りないと

いうことで、委員からもご紹介いただいた団体

等へ積極的にＰＲ活動を行っていきたいと考え

ております。

【山田(博)委員】 これは市町にも流しているん
でしょう。この事業の補助対象というのは、事

業の内容というのが、民間のＰＲ効果の高い公

的スペースとありましたけれども、こういった

のを含めて、今からやっていくんですかね。こ

れはどうしていくんですか。

【内田林政課長】 山田(博)委員から、レストラ

ン等が果たして本当にこの事業の対象になるの

かというご質問をいただいて、我々もいろいろ

と考えてまいりまして、1月の末に、森林環境
税の外部評価委員会を開催しまして、そこの中

で、ながさき森林環境基金管理運営委員会にご

意見を伺いました。

その中で、やはり県産材を使った施設に補助

をするというだけではなかなか需要拡大につな

がらないんじゃないかというご意見をいただき

ました。何か戦略的に仕組まないと、その施設

に県産材を使ったことで広がりを持つような、

そういう取組が必要なんじゃないかというご提

言もいただきました。

具体的には、例えば補助対象施設のホームペ

ージだとか、あるいはＳＮＳで情報発信をして

いただく、要するに、県産材の利用促進の応援

団とか、森林保全の応援団になっていただくと

いうような取組が必要なんじゃないかというご

意見をいただきました。

そのためには、ある一定の利用見込み者数が

必要なんじゃないかというところで、例えば年

間何人以上とかという規定も若干盛り込む必要

があるのかなと思いますし、そういった一定の

ハードルをつくった上で、補助対象施設は幅広

にしてはどうかという考えを、今、林政課内で

協議をしているところです。

今後、案ができましたら、部内で検討して、

来年度以降の取り扱いを決めていきたいと思っ

ていますので、いましばらくお待ちいただけま

すでしょうか。

【山田(博)委員】 これは、私の地元の工務店の
方と話をしたら、こういった制度があるのは知

らなかったということで、これは大変いい事業

じゃないかということで言っています。特に離

島のほうになると、木質の店舗とか、皆さん、
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大変関心が高いですから、さっき言った、店舗

の改修とか、そういったところで使えるように

すれば、また違ってくるでしょう。

これは大変いい事業だと思うんですよ。しか

し、いかんせんこれがＰＲ不足なのか、利用金

額が、予算はありながらね。今回、一旦予算を

拡大して、思い切ってやったらどうですか。

2,000万円とかちまちましないで、どうですか、
林政課長、頑張ってやったらどうかと思うんで

すよ。これは絶対いいんですから、ＰＲを。

いい事業だと思うんですよ。地元に帰って皆

さんに言ったら、「いい事業じゃないですか。

なんで先生、教えてくれんやったんですか」と、

私が怒られたんですから。なんでおれが言われ

ないといかんのかと、不思議に思っていました

けど、「すみません、すみません」と言ったん

ですよ。そういうことですよ、林政課長、しっ

かりと頑張ってくださいよ。どうですか。

【内田林政課長】 平成31年度の予算は、もう
2,000万円ということでご提案をしたところで
ございます。その中で効率的にたくさん応募が

できるような取組をやっていきたいと思ってお

ります。

その状況を見て、来年度以降、また予算につ

いては考えていきたいと思っております。

【山田(博)委員】 ぜひしっかりと取り組んでい
ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

続きまして、今、ＴＰＰ11とか日米貿易協定
で、長崎和牛の今後の販路はどうなるんだろう

かとか、畜産農家の営業はどうなるんだろうか

といった心配な声があるわけでございますが、

こういった状況を踏まえまして、県当局として

はどのように考えているのか。

特にＴＰＰの場合は、16年後には大幅に関税

が低くなりまして、外国産の牛肉が入ってくる

と、長崎県の畜産農家にも大きな影響が、経営

的には打撃があるんじゃないかと心配する声が

あるんですが、それについて、県当局としてど

のように考えていらっしゃるのか、また、取り

組んでいこうとされているのか、お考えを聞か

せていただきたいと思います。

【長岡農産加工流通課長】ＴＰＰ後の和牛に関

するご質問でございます。

まず現状でございますけれども、2018年1月
から12月の牛肉輸入量でございますけれども、
約60万7,000トンという状況でございまして、
ＴＰＰの発効後でございますけれども、1月の
財務省の貿易統計が出ておりまして、新聞等で

もよく取り上げておりますが、1月の牛肉輸入
量は、前年同期の3万5,631トンを42％上回る5
万574トンとなっているところでございまして、
その中で、特にカナダ、オーストラリア、ニュ

ージーランドなどのＴＰＰ4カ国からの輸入量
は、前年同月の56％増加という状況になってお
ります。また、ＴＰＰ外でございますけれども、

米国産も21％増となっているところでござい
ます。

そういった中、今の価格の状況でございます

けれども、全国の食肉市場を調べましたところ、

新聞報道でもありますけれども、1月について
は、まだ価格が下がっている状況にはなってお

りません。また、私どものほうでも、県内の長

崎和牛指定店の量販店等に聞き取り調査をさせ

ていただいたところでございますけれども、そ

んな中で、まだ国内の牛肉等の小売価格も引き

下がったという状況にはございません。

ただ、今後でございますけれども、確かに輸

入量が増えてまいるというのは確実だというふ

うに考えておりまして、そういった中、小売店
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で申しますと、国内牛として販売されているホ

ルスタイン、また、和牛の下等級については、

海外産と品質的にバッティングするところが出

てくると思われますので、やはりそこは価格を

引き下げる要因になってくるんじゃないかとい

うふうに思っております。また、和牛の上位部

位についても、幾分か価格を引き下げる方向に

いくというところも考えられると思っておりま

す。

ただ、上位部位につきましては、現状も輸出

の積極的な海外販売のところで、今の国内市場

というのも保たれるところがありますので、県

といたしましては、生産対策に合わせまして、

生産者、農業団体、県等でつくっております長

崎和牛銘柄推進協議会の中で消費拡大というこ

とで、長崎和牛指定店におきますキャンペーン

や長崎和牛指定店におきます試食宣伝販売を実

施しまして、長崎和牛のよさをわかっていただ

き、消費拡大に努めてまいりたいと考えており

ますし、今も、特に2月から3月にかけては消費
がにぶいということで、長崎和牛のキャンペー

ンを県内の指定店で実施をさせていただいてお

ります。

こういった長崎和牛のおいしさをわかってい

ただくようなキャンペーンを継続的に行いなが

ら、長崎和牛の価格を維持・向上できるような

対策をとってまいりたいと考えているところで

ございます。

【山田(博)委員】 この和牛をＰＲ、消費拡大す
るのは、国内の日本人にされるのか、海外の富

裕層にするのか、戦略はどのように考えている

のか。

今の話だったら、国内の日本人の方々に食べ

てくださいというふうにＰＲしていると。日本

の人口はだんだん下がっていくわけですね。こ

の前、農林部長もご存じのとおり、農林水産省

のお偉いさんが来て、「今後、こういった輸入

が進んだ時にどうなるのか」と言ったら、「海

外に持っていくんですよ、海外に持っていくん

ですよ」と言っているんだよ。国は海外に持っ

ていくと言っている、長崎県は国内と言ってい

る、どっちがどっちかわからないわけね。

畜産課長は聞いていたでしょう。私がその質

問をしていたら、あなたのところの森総括がち

ょん切ったんだよ。すばらしいちょん切り方だ

ったけれどね。

そういったことで、どのように考えているの

か、そこはもうちょっと戦略を考えたらどうか

と思うんです。国はそういうふうに考えていま

したので、そういうふうに私は思うわけでござ

いますが、いかがですか。

【長岡農産加工流通課長】先ほど申しましたよ

うに、国内でも、長崎和牛を大事に取り扱って

いただいている長崎和牛の指定店の拡大を進め

ているところでございまして、そういったとこ

ろの国内の指定店につきましても支援をしなが

ら、長崎和牛の消費拡大に努めてまいりたいと

考えておりますし、また一方で、攻めの農業と

いうことで、長崎和牛につきましては、現在輸

出に力を入れているところでございまして、先

ほど、現状農畜産物の輸出額3億1,000万円と言
いましたが、その中で、平成29年度の牛肉の輸
出額は1億円を超えているところでございまし
て、量で申しますと、16トンほど輸出をしてい
るところでございます。

また、海外の和牛指定店につきましても、台

湾、タイ、シンガポール、香港、アメリカで、

今、20店舗、海外指定店も拡大を図っていると
ころでございまして、そういったところも含め

まして、特に和牛の上位部位につきましては、
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輸出によって値段が支えられているという現状

もございますので、そこは積極的に進めてまい

りたいと考えているところでございます。

【山田(博)委員】 ぜひ海外戦略をしっかりとや
っていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。

それで、ＴＰＰとか日米貿易協定からすると、

県内の畜産農家とか農業生産者に大きな影響が

あるんじゃないかということでありますけれど

も、この前、国の方々がお話しした中で、なる

ほどなと思いましたけれども、これから国のほ

うも海外輸出を考えていきますと、その一方で、

将来、16年後には関税が大幅に引き下げられる
ので、じゃ、どんなにしていくかということで

考えていくという中で、国のほうとしては、地

域の皆さん方の声を聞いて反映していくという

ふうにありましたけど、あれはいいお話だと思

うんですよ。

そこで、今、長崎県が雌牛導入をやっている

じゃないですか。ぜひ、長崎県の農林部として、

日本全国農業産出額が8年連続して増加してい
る我が長崎県が国に対して提言を申し上げてい

ただきたいと思います。畜産課長、どうですか。

雌牛導入を長崎県もやっていますので、国もや

りませんかと提言してくださいよ。どうですか、

畜産課長。

【山形畜産課長】肉用牛の雌牛の導入につきま

しては、県単独の事業で今取り組んでいる部分

と、それからあと、国の農畜産業振興機構がや

っている事業がございます。

国も、現在も導入事業については、例えば一

定規模以上に増頭した場合に、1頭当たり奨励
金を出すとか、ちょっと性質は違いますけれど

も、そういう家畜の導入に対する支援もござい

ますので、その支援を有効に、長崎県としても

活用していきたいと考えております。

【山田(博)委員】 時間がきましたので、一旦終
わりたいと思います。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 午前中の質疑の中で、獣医師
の質問をさせていただきました。少し続けてい

きたいと思っております。

説明の中で、23人の方が修学資金を利用して
いるということでご説明いただきました。その

中で、現在もまだ学生の方もいらっしゃると、

卒業された方がいらっしゃってと。その方々が、

現在どういうふうな進路にお進みになられてい

るのか、また、修学資金の返済の状況といった

部分について、貸与の状況について少しご説明

いただきたいと思います。

【山形畜産課長】修学資金の貸与の状況につい

てでございます。

午前中に、私、間違った答えをしておりまし

て、訂正を含めて、改めてご答弁させていただ

きます。

この事業は、平成22年度から取り組んでおり
まして、現在までに23名に貸与をさせていただ
いております。

そのうち、既に卒業されて就職をした方が10
名おられます。この10名につきましては、うち
7名が県の職員として、また、3名が農業共済組
合に就職をされております。

それから、まだ学生の方が8名おられます。
それから、卒業はしたんですけれども、実は、

獣医師の免許がまだ取れてない方が1名おられ
ます。それから、あと4名の方が在学中に、家
庭の事情等によりまして長崎県への就職がかな

わないということで、辞退をされております。

この方については、修学資金の返納もされてお

りますので、この23名の内訳は、今申したとお
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りの内容になっております。

【山本(啓)委員】 了解しました。
その上で、午前中も話があったんですけれど

も、3名の欠員の状況ということで、県の獣医
師の方がということでしょうけれども、3名の
欠員がどれだけの期間続いているのか、または、

その欠員を埋めることができない理由というか、

その部分について何かございましたら、お願い

します。

【山形畜産課長】現在、県の農林サイドでの欠

員が3名ということでございます。
過去の欠員の状況は、今手元にありませんけ

れども、まずは長崎で受験をしていただくとい

うのが非常に大事になってまいります。その一

つに、先ほどの修学資金もございますし、各獣

医系の大学を回りまして、実際に就職に向けた

取組を、相談会であるとか、面談とかさせてい

ただいて、ぜひ長崎に来てくださいという取組

をしております。

それから、あと、ぜひ長崎県で体験をしても

らおうということで、インターンシップという

制度もやっておりまして、特に長崎県は離島を

抱えておりますので、離島の家畜保健衛生所の

ほうに、実際に夏休みとかに来ていただいて、

その間に、実際に現場に行っていただく。その

中で地域の方、また農家の方と触れ合うことに

よって、長崎県の離島に対するハードルも低く

なり、そのインターンシップに来た方が長崎県

の受験をされているという割合も非常に高うご

ざいますので、そこについて、今の取組をさら

に進めてまいりたいと考えております。

【山本(啓)委員】 わかりました。
すみせん。説明の言葉が少し気になったんで

すけど、「農林サイドとしては」と、ほかに何

サイドがあるんですか。

【山形畜産課長】獣医師については、農林部と

県民生活部の、要は人間の保健所であるとか、

と畜の検査とか、そっちのほうがあります。

【山本(啓)委員】 それらをすべて畜産課が獣医
師として網羅しているんですか。それとも、や

っぱり部局は部局で分かれて管理しているんで

すか。先ほどの欠員というのは、農林部の3人
が足りないということで、あちらのほうは、ひ

ょっとしたらわからないということですか。

【山形畜産課長】採用試験については一緒にや

るんですけれども、欠員については、先ほど言

いましたとおり、農林サイドが3名ということ
でございます。

県民生活サイドの欠員は、すみません。今手

元にございません。

【山本(啓)委員】 修学資金の形は一緒ですね。

卒業した後に農林に行くのか、畜産に行くのか、

また、民間に行くのかと、そういう形であろう

かと思います。

何が言いたいかといえば、午前中も少し言い

ましたけれども、畜産振興の中で、やっぱりハ

ードもソフトもと言えば、県側から準備できる

ソフトの部分というのは、獣医師の方々とか、

技術振興に関係する方々とか、そういった環境

整備だと思いますので、その部分が足りていな

いのであれば、または、今後、増頭の計画の中

において、必要なものは増強していく必要があ

ろうかと思いますけれども、他県との比較も含

めて、何か資料があれば、いただきたいと思う

んですけれども、いかがですか。

【山形畜産課長】今、県の職員の話をさせてい

ただきましたけれども、実際に家畜の現場に携

わる産業獣医師と言われる方が県内に78名お
られます。今後、増頭等によりまして、牛の頭

数が増えてくると、この産業獣医師についても
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増員を当然検討していかなければいけないとい

うことで県の基本方針をつくっておりますけれ

ども、その中でも、今後、増頭に伴って獣医師

も増やしていこうということで、関係の獣医師

の診療所とか、共済組合とかとお話をさせてい

ただいているところでございます。

【山本(啓)委員】 今後、畜産のみならずという
ことで言えば、インバウンドのことや輸入のこ

と、さまざまな部分で、県内における獣医師の

数というのは、必ず増やしていかなければなら

ない、配置を強化していかなければならないと

いうことは、十分理解できる説明であったと思

います。

ぜひともそういった部分について、畜産は、

本県の農業を力強く支えている分野でございま

すので、その分野において、他県よりも先にそ

ういった強化、見通しをして、人材育成にも取

り組んでいただきたいということを申し上げた

いと思います。

次に、先ほど株式会社エヌの説明をいただき

ました。内容については、一定理解をいたしま

す。既存の技能実習制度や特区の取組と部分的

に重なる部分があったけれどもと、その中で新

たな受け入れ制度として、今回の取組があって

と、本県もその中で、多分に農業の分野で使わ

れていくんだろうと。そして、来られた外国の

方々がしっかりとした取組がなされるような環

境づくりに取り組んでいく一つとして、この農

業サービス事業体というものを設立したという

ふうに理解をしました。

実際、具体的な話になっていくと、スタート

はもうすぐそこなんですけれども、中身につい

て聞いていれば、なかなか出てこない説明が幾

つかあると、私は思ったんですけれども、例え

ば地域ごとに事業体ができて、現場があってと、

取組をすると。外国人の方々がどういった宿舎

というか、要はエコシステムですよね、暮らし

ていく環境づくり。または、受け入れる側がど

ういったスキルがあれば、外国人の方々ととも

に労働環境が構築できるのかと、そういった受

け入れる側のスキルというものもやはり必要に

なっていくんだと思います。

まず、この2つについて、外国人の方々の住
む環境、暮らしていく環境と受け入れる側の農

家の方々のスキルについて、どういった研修な

どがあるのか、お尋ねします。

【宮本農業経営課長】まず、外国人の暮らす環

境でございますけれども、今回、4年目で300人
を受け入れるということで段階的に進めていく

わけですが、その中で暮らす場所については、

エヌから派遣する先の農家のほうでご用意いた

だくというのを基本としています。

ただ、それだけでは住環境を十分に整えるこ

とができない場合もありますので、平成31年度
の予算においても、住環境の整備に対して、例

えば県の遊休宿舎がある場合には、それを調べ

てうまく活用していくような、そのために必要

な最低限の整備をするようなことを措置して、

例えばＪＡがまとまった人数を受け入れる場合

に、そういうところを使っていただくような、

そういうことを進めていきたいと考えておりま

す。

それから、派遣先として受け入れる農家のス

キルでございますけれども、今まで技能実習生

を受け入れられたことのある農家、また、全く

初体験の農家、いろいろあろうかと思います。

そういった方々の経験の有無もありますし、そ

れから、外国人の方を受け入れるためのやり方

については、必ずしも明らかでないところがあ

りますので、今回、先ほども少しお話ししまし
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た、地域段階の受入協議会の中で、市町ですと

か県の振興局、それから農協関係者、そういっ

た方々でそういったことも含めて検討して、し

っかりと受け入れられるような体制づくりをす

るということ。

それともう一つは、エヌにおいても、派遣先

となるＪＡですとか農家に対して、外国人を受

け入れるためにはこういうことがありますと、

注意事項も含めてしっかり伝える。

それも当然、逆に言えば、外国から受け入れ

る外国人の方々に対しても、日本で生活してい

く場合、どういうことがあるということも含め

て、最初に、来た時のオリエンテーションとか、

そういった中でしっかりお伝えして、外国人の

方も、受け入れる側も気持ちよく仕事をして暮

らせるような体制づくりを検討していきたいと

思います。

【山本(啓)委員】 説明はわかります。ただ、時
間が、今年の5月スタートですよね。徐々に、
段階的にということは理解をするんですけれど

も、例えば今の話であれば、まず県のほうで一

定のスキームが、形があって、それらを株式会

社エヌや各地域の協議会、もしくは自治体の

方々と共有して、地域ごとに一律では、多分で

きないと思うので、それぞれの諸事情を吸い上

げて、また揉んでというふうな作業がもし必要

となれば、この作業は5月までの間に、5月より
ももっと前で完成してないと、なかなか難しい

のかなと。

まあまあ、これまでも受け入れていた地域に

おいては、幾分理解できる話ではあるかもしれ

ませんけれども、新規で取り組んでいるところ

や、初めて稼働するそういった事業体というの

は、そういった部分で大丈夫なのかという質問

ではなくて、そういった部分に対応する仕組み

というか、そういった機能というのは、何かど

こかにあるんですか。

【宮本農業経営課長】 仕組みということでは、

一つは、いらっしゃる外国人に対しては、生活

面も含めて全般を相談する窓口というのを5月
から農業経営課に設けます。それから、7月以
降は、県全体としてのワンストップ窓口を設け

るというのがあります。

それから、委員ご指摘のとおり、受け入れる

側の地域にとっての話では、いろいろと課題が

あるかと思います。受け入れるのは、5月の段
階では、一気に300人が来るということではな
くて、先ほども申し上げました段階的に、その

中で、まず最初に受け入れる地域の中で集中的

に、そのあたりも含めて対応を検討して体制を

つくり、それをほかの地域に、次のステップと

して広げることで、段階的な課題解決、それか

ら、いろんな地域でうまく受け入れられるよう

な対応をしていきたいと考えております。

【山本(啓)委員】 先ほどの説明の際のスケジュ
ール想定からいくと、今、3月ですから、今や
りとりしたような内容が一定進められていると

いうふうに理解をいたします。

今、「県庁のほうに外国人の方の相談窓口を」

とおっしゃいましたか。そこは、県庁なんです

か。それはどういった外国人の方からそういう

相談があるんですか。

【宮本農業経営課長】県庁のほうに、トリオフ

ォンといいまして、農業経営課の担当と通訳の

方と、今回、ベトナムだけなんですけど、ベト

ナムの人から農業関係で相談があった時に、同

時通訳でいろいろ対応できる仕組みを5月から
6月、つくろうということで準備をしていると
ころでございます。

【山本(啓)委員】 県庁にも大事なんでしょうけ
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れども、それは、ひょっとすると、もう少し現

場に近いところにつくったり、設けたりするこ

とを先にしたほうがよろしいんじゃないですか。

県庁に設けて、どうですか、現場に近いところ

にも設けるんですか、そういう便利なものを。

【宮本農業経営課長】地域の受け入れ協議会で

も、それぞれ生活面ですとか、そういったこと

も含めて相談できるような体制は関係部署とつ

くっていくことにしているんですけれども、ベ

トナム語という話がありますので、その点につ

いては、今、エヌのほうで受け入れる外国人と

コミュニケーションができるような人材を準備

しているのがあるので、ベトナムの人も、ベト

ナム語がわかる人と直接やりとりがふだん、日

本語がある程度わかるといっても、細かい話で

あるので、そういうことも含めて準備を進めて

いきたいと思います。

【山本(啓)委員】わかりました。始めてみれば、
それ以外にも、地域コミュニティーとの関係と

か、または、ご本人の健康状態に対する医療サ

ービスとか、いろんなものが出てくるんだと思

います。それが、今は一定できている状況であ

るけれども、始まってみればというところもま

た、スケジュールの中で、そういった時々を設

けて、協議会は常にその現場を見ながら対応し

ていくということを心がけていただきたいなと

思います。

午前中の質疑の中で、ＩoＴやＩＣＴのことに
ついて少し触れました。例えば畜産について、

昨年の農林水産省の発表の事例報告とかでも、

全国のいろんな取組が発表されています。しか

しながら、見ると、これは労働者、従事する方々

の労力の軽減とか、人員の削減とか、そういっ

た分野が多くて、本来、そういった情報通信や

情報処理といったテクノロジーを生かしたよう

なものとはなかなか言いがたい分野が多いのか

なと。ただ体温を測り、または分娩監視システ

ムとか、そういった分野においては非常に活用

されていくのかなと思います。

しかし、先ほども言うように、全国の中で、

長崎県として畜産をしっかりとしていくという

上であれば、こういった分野においてもしっか

りと研究をしていく、また、新しい取組を開発

していく、そういった専門家を招いてでもやっ

ていく、そういったぐらいの気概がないと、他

県で構築されたものや、全国的によくあるよう

な仕組みなどを導入するだけでは、本県独自の

取組というものにつながらないと思うんですけ

れども、そういった姿勢というのは、何か今の

ところ説明いただけることがありますか。

【山形畜産課長】午前中に幾つか事例も申しま

したけれども、今のシステムがそれぞれ特化し

たところになっているシステムです。

実際に、それを農家が使う時には、それぞれ

を導入しなきゃいけないとなると、コストも上

がってしまうということになりますので、関係

団体とか、県もそれに参画しながらコンソーシ

アムをつくりまして、その中で子牛生産から肥

育に至るまでのいろんなデータを総合的に解析

をして、実際に有用なデータは何かというとこ

ろをきちんと整理していくような取組を進めた

いと考えておりまして、今、その提案等を国に

させていただいている状況でございます。

【山本(啓)委員】 今の課長の説明であれば、農
家の方々、現場で育てている方々が、あれこれ

というような形よりも、本県においては、気候

とか、風土とか、育て方によっては、こういっ

たパッケージがいいよねというようなものを県

のほうが一定標準として用意すると。その中で、

地域ごとのカスタマイズをしていく、そういっ
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たイメージですか。必要なものを一定県で把握

して、こういったものがありますけれども、と

いうのを提示して、それらを農家の方々が、自

分の必要なものを入れていくと、そういった感

覚でよろしいんですか。

【山形畜産課長】 まずは、実証という形で、実

際にいろんな機械を入れて、それを統合するシ

ステムを入れて、それがうまく機能するかとい

うのを実証していくということです。

その結果、これが活用できるということであ

れば、先ほど言ったパッケージみたいな形で提

案をしていただく。それを導入する時には、い

ろいろ国の制度等を活用しながら導入していた

だくということで、生産性の向上につながるよ

うに、システムの導入についても図ってまいり

たいと考えております。

【山口委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時 ６分 休憩 ―

― 午後 ３時２０分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

ほかに質問はありませんか。

【中村委員】 ご苦労さまでございます。

先ほどからいろいろ質問が出ていますけれど

も、これまで皆さんたちの頑張りによって、長

崎県の農業というのは、本当に日本でも誇れる

ような状況になっていると思うんです。私の一

番近いところで言えば、諫早湾干拓の農地があ

るわけですけれども、今までいろんな問題があ

りましたけれども、何とか皆さんたちが頑張っ

て営農していただいているなという状況で、た

まに中央干拓地にも見に行きますけれども、い

ろんな作物をつくりながら頑張っておられるな

という感じがしております。

ただ、営農し始めてから10年以上になるわけ

ですけれども、近々の、今の干拓地における営

農状況ですね、どのような状況なのか。ここ数

年来、大分改善したと思うんですけれども、こ

れまでがなかなか黒字状態で運営することが難

しい状況だったものですから、その辺について、

ちょっと近況をお話しいただければと思います。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓農地での営

農の状況についてでございますけれども、まず、

諫早湾干拓農地の耕地の利用率の話をさせてい

ただきますと、平成28年度の耕地利用率が
168％となっております。同年の県の耕地利用
率が、畑で88.8％となっておりますので、本県
畑地の耕地利用率の約2倍となっているところ
でございます。九州では、同じく平成28年度で
87％、全国で申しますと90.5％ということでご
ざいまして、非常に高い耕地利用率になってい

るというふうに思っております。

一方、経営状況についてでございますけれど

も、平成28年度の決算におきまして、第2期の
リース期間であります、平成25年度の当初から
の貸付者から、途中で辞退された方がいらっし

ゃいますので、それを除いた36経営体で経営を
見た場合、75％に当たります27経営体が黒字で
ございます。残り25％に相当します9経営体が
赤字という状況であることを把握しているとこ

ろでございます。

【中村委員】撤退したという経営体もあるとい

うことをお話しいただきましたけれども、これ

まで撤退した経営体というのは、何経営体あり

ますか。その撤退した経営体がどれだけの赤字

とか、どういう負債が生じたのか、ちょっとお

話しいただけますか。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓農地での撤

退者数でございますけれども、平成20年度から
営農が開始されておりまして、これまで11経営
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体が撤退をされております。

内容、理由で整理いたしますと、経営者の体

調不良によるものが5件、経営方針の変更、い
わゆる諫早湾干拓農地に加えまして、既耕地で

も営農を行っている営農者がおりますので、そ

ういった経営方針の変更ということで撤退され

た方が3者、経営不振が1者、それから、リース
料の未納がございましたことから更新の申し出

ができなかったという経営体が2者で、合計11
者でございます。

撤退された営農者の方たちの負債の状況とい

うところまで、今はわからないということでご

ざいます。

【中村委員】撤退された方はいろいろな事情が

あったと思うんだけれども、そういう中で、以

前から話が出ていた排水不良、これはこの間か

ら随分県が手を入れたと思うんだけれども、現

況はどうですか、改善していますか。

【藤田諫早湾干拓課長】排水対策の状況でござ

いますけれども、平成30年から3年計画という
ことで排水対策を実施しております。暗渠排水

の更新ということで、73.4ヘクタールを3カ年計
画で実施するということで、まず、平成30年度
に23.5ヘクタールが終了いたしております。来
年度、平成31年度につきましても31.8ヘクター
ルということで、3年計画の分をなるべく前倒
しして実施できるような形にしております。

それから、傾斜の補正、傾斜が逆勾配になっ

ている部分につきましては、平成30年度中にす
べて完了をいたしております。

対策後の状況でございますけれども、暗渠排

水工事がすべて終了いたしました9月20日から
21日にかけまして、時間で最大36ミリの雨、累
積で149.5ミリという降雨があったところでご
ざいますけれども、排水対策を実施しました圃

場の営農者に聞き取り調査を行った結果、暗渠

排水工事により圃場の排水改善がなされたと、

良好になったということで、一定の効果があっ

たものと考えているところでございます。

【中村委員】徐々に解決していると思うんだけ

れども、もともとあそこが潟地ですから、暗渠

排水を施したところで、実際、数年すれば、ま

た戻る可能性というのが非常に高くなってくる

と思うんだね。だから、最終的には土壌改良も

含めて、将来的なことを考えれば、そこまで手

を入れなくちゃならないような感じも出てくる

んじゃなかろうかなと私は思っています。

今から少しずつ営農者の方たちが黒字を出せ

るような、もうかる農業に展開しなくちゃいけ

ないと思うんだけれども、以前から、現在、圃

場整備をやって一番名前が売れているのは、県

内でいけば、国見の八斗木ですよね。ネギだけ

をつくって頑張っているんだけれども、そのよ

うにして、結局、その地域に合った特産物でも

うかる農業ができるような農作物、これをやっ

ぱり県の農林部としては、各地域に見合ったも

のを開発するべきだと思うんだ。

もちろん、農林技術開発センターも頑張って

いると思うんだけれども、私たちもいろんな地

域の方たちと話をした時に、「国見の八斗木が

すごいところになっているけれども、俺たちの

ところにも、そういうもうかる農業ができるよ

うな農作物を何とか与えてもらうことはできな

いのかな」と、与えてもらうという言葉は合わ

ないと思うけれども、「そういうものを、やっ

ぱり県として開発してもらえんのかな」という

言葉が多いんですよ。それについて、部長、ど

うですかね。

【中村農林部長】そのお話は、私も昔から伺っ

ております。やっぱりどういう品目がもうかる
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のかということで、そういう品目を紹介してく

れないかというお話があって、すみません、私

がそのときにお答えするのは、先ほどの八斗木

でも一緒なんですけれども、どういう品目であ

っても部会がしっかりまとまって、みんなでい

いものをつくろうと、それをいかに有利に販売

するかといったことを、部会長から始まって、

部会員全員が同じ意識を持って取り組んでいた

だければ、それも非常に評価できるもの、評価

されるものをつくっていけば、必ずもうかると

いうふうに私も思っているものですから、品目

は、私たちも戦略品目がありますので、今はブ

ロッコリーとか、レタスとか、こういう品目が

ありますけれども、どういう品目であっても、

やっぱり部会がまとまってなければもうからな

いというところがあると思いますので、そうい

った面をしっかり、部会でまとまってやるとい

ったところをしっかりとお話をさせていただき

ます。

そういったこともですけれども、生産基盤も

当然整備しないといかんですし、選果場とか機

械、施設といった面でも整備しないといかんの

ですけれども、その中で、私たちの、先ほど言

いました戦略品目、逆に言ったら、農協とか販

売戦略を持っているところは当然ありますので、

そういったところとも連携をしながら、向いた

品種・品目、それから生産体制の整備、それか

ら、何より部会のリーダーの育成とか、部会の

まとまりをつくっていく、生産システムをつく

っていくと、そういった面でしっかり総合的に

対応させていただきたいと思っております。

【中村委員】確かにそうだと思うけれども、た

だ、農作物の品目によっては、もちろん私たち

の近くの諫早の中でも、タマネギ、ニンジン、

じゃがいも、これは非常に有名ですよね。ただ

しかし、全国各地の作物状況によって価格の上

下がすごくひどい。だから、ここがやっぱり皆

さんたちが一番心配しているところであって、

八斗木のネギとか、そういうところには全くそ

れが関係ないわけ。もちろん経営体も大事だけ

れども、やっぱりその地域に適したもの、要す

るに露地栽培ですから、出来不出来がかなり、

差が極端に出てくるわけだから、それに屈しな

いような農作物をブランド化していってつくる

必要があると思うので、ぜひそういうところに

はもう少し力を入れていただきたいなと。

いろんなところに、もちろん補助対策をとっ

ておられるんだけれども、逆にそういうところ

のほうにもう少し予算をつぎ込んでいって、開

発をやってもらえればなと私は思っています。

恐らくそういうところへ今からも、多分、各地

から話がもっと出てくると思うんです。だから、

今から、やっぱりそれを開発していって、この

地域にはこういうものを、この地域にはこうい

うものをというのを割り込んでいただきたいと

思うんだ。

だから、今言っているのは、この諫早湾干拓

の農地も、やっと土壌が落ち着いてきたから、

当初は肥大になってみたり、形がいびつなもの

がたくさんできてきたりだったけれども、今、

割と落ち着いてきて、安定したものができてい

ますから、その中にやっぱり諫早湾干拓地では、

これについてはそれだけのものを持っています

よというので、特産物というのを、私は諫早湾

干拓地でつくるべきだと思うんです。

そうすれば、今、排水門の開門問題とかいろ

いろあっているけれども、それにもめげないよ

うな、諫早湾干拓地の農地はこれだけすばらし

いものを持っているんですよというところをア

ピールできると思うんです。だから、そういう
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ところをもう少し考えていっていただきたいな

と思います。

それと、もともと諫早湾干拓の営農計画には、

酪農とか肉用牛も入っていたと思うんですね。

今後は、これから先、この干拓地の中で酪農と

いうのと肉用牛というのはどういうふうな割合、

そういうものを県として考えておられるのか。

【藤田諫早湾干拓課長】諫早湾干拓の農地にお

けます畜産関係でございますけれども、事業計

画上は、諫早湾干拓内に畜舎等を設けてという

ふうな計画もあったわけでございますが、実際

の平成20年度からの営農開始に当たりまして
は、やはり畜舎を干拓農地内に設置ということ

になりますと、調整池の水質問題等々ございま

して、やはり水質に悪影響があるのではないか

ということで、畜舎の建設というものについて

はご遠慮いただいて、現在、牧草栽培という形

で畜産の関係者の方には営農を行っていただい

ている状況でございます。

【中村委員】 やっぱり災害じゃないけれども、

周辺部の方たちに、同じ農家の方たちに被害が

あってはいけないというのは、私もわかるんで

すね。だから、今の中央干拓地とか、小江干拓

地とか、そういうところにはなかなか無理だと

思うんだけれども、せっかくこれだけの干陸地

があるんだから、今からどういう裁判になるか

わからないけれども、最終的に干陸地を活用し

た畜産、また酪農、これは本当に将来的に夢が

あると思うんですよ。これを今の時期から計画

的に持っていく必要があると思う。

先ほど山田(博)委員のほうから、「長崎和牛」
についても質問があっていたけれども、いつも

私は思うんだけれども、例えば私の近隣、諫早

地域の肉屋さんに行っても、長崎和牛はあまり

ないんだ。高くて売れないんだよ。だから、ほ

とんど佐賀牛が入っているんです。恐らくそう

だと、長崎県のは全部。やっぱり長崎和牛が高

過ぎて、肉屋さんが扱うことができないんだ。

それに消費者の方たちも、高いから買えないん

だ。せっかく皆さんたちが力を入れてやってい

る長崎和牛なんだけれど、やっぱり価格面とい

うのはもう少し下がらないと、これはよその和

牛と対抗できないと思うんです。

頑張っている事実は認めますけれども、ただ、

先ほど私が言うように、せっかくこれだけの広

大な耕地があるんだから、やっぱりもっと長崎

和牛については展開を重ねていって、少しでも

価格が安くなって、長崎の皆さんたちが本当に

消費できるようなものになっていかなければな

らないと思うんだけれども、その辺については

どうですかね。

【長岡農産加工流通課長】私どもとしましては、

長崎和牛については、お手ごろにという話もご

ざいましたけれども、できれば、農家所得につ

ながるように、価格的には上位でいくというの

が理想というように考えております。

そういった中、県内の長崎和牛指定店も拡大

を図っているところでございまして、そこの応

援と申したら何ですけれども、そうしたところ

については、例えばプレゼントキャンペーン、

年度内も2回ほどやっておりますけれども、そ
ういったところで指定店を応援しながら、長崎

和牛を多く食べていただくように努めてまいり

たいと考えております。

【中村委員】ちょっと私と考えが違うんだもん

な。それなら、昨日の夜も出てくるはずだよ。

委員の皆さん、そう思いませんか。それなら、

昨日出てくるよ。

だから、やっぱり県内の消費者の方たちはそ

うは思ってないんですよ。長崎和牛はおいしい
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けれども、買うことができない。だから、そこ

なんですよ、接点は。だから、いろんなキャン

ペーンをやろうが何しようが、最終的には、や

っぱり価格を下げないと、長崎県の消費者にも

回ってこないと思うんだ。

なかなかそれだけの頭数を確保するのは難し

いと思うけれども、それをできるようにするの

が農林部ですよ。せっかくこれだけおいしい長

崎和牛があるんだから、ＪＡも直営店なんかつ

くって頑張っていますよね。ある程度価格を下

げて、食べられるようにやっています。でも、

やっぱり1店舗でしょう。それじゃなかなか、
そんだけ普及しないわけ。

だから、そういうところにもお手伝いをしな

がら、やっぱり農林部としてもっともっと、せ

っかくの長崎和牛ですから、民間の消費者の方

たちがたくさん食することができるような体制

をとらなくちゃいけないと思うから、そのため

には、頭数をまず増やすことが必要、子牛を増

やすことが必要。そうなれば、やっぱりいろん

な場所が必要になってきます。それも広大な面

積が必要になってくる、畜舎が必要になってき

ますから、そういうのを活用できるようにね。

ただ、悪臭対策とかそういうところに万全な体

制を注がないと、なかなか干陸地にも難しいと、

適応しないと思いますから、そういうところは、

部長、ぜひ関係の部署と話をしながら、今から

干陸地の利活用について、ぜひ検討しながら、

重ねていきながら、早い裁判の終了を待って、

ぜひ的確な判断をくだしながら展開していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

【中村農林部長】貴重なご提言をいただきまし

て、ありがとうございました。

まずは、長崎和牛の生産振興という面では、

委員からご指摘あったように、頭数をまずは確

保していくと。実際に、1万2,000頭程度の出荷
量の中で、長崎和牛という形で流通しているの

が、まだ8,000頭余りでございます。その中でも、
中小の規模の肥育農家は減ってきているという

点も非常に重大な課題だと思っておりますので、

まずは長崎和牛の頭数を確保する。

今、目標は年間1万頭を長崎和牛として送り
出していこうというふうに思っておりまして、

まずはロットを確保して、販売戦略を再度練っ

ていって、私たちは上位等級比率を、要はＡの

4とか5は78％程度ですので、これを85％ぐらい
に引き上げて、さらに高品質で売ってまいりた

いという考え方でおるんですけれども、そうい

った流通の改善については、しっかり考えてい

きたいと思っておりますし、指定店のあり方に

ついても、十分検討してまいりたいと思います。

それから、干陸地を活用した営農対策といっ

た面でも、今は飼料作という形で干陸地の有効

利用を図らせていただくという考え方で進めて

おりますけれども、なかなか構築物をつくるの

は結構難しいところもあったり、そういったい

ろいろな課題もあると思いますので、そこにつ

いては関係機関とも十分検討させていただきな

がら、環境対策も含めて検討してまいりたいと

思います。

【中村委員】せっかく今回、エヌという会社も

できました。外国人の雇用についても十分力を

入れていただけるような体制ができましたから、

逆に、今から言えば、農業だけでなく畜産、そ

してまた、酪農、すべてに対して外国人の方た

ちの労働力を使いながら、何とかしてこの長崎

県の農業を伸ばしていただくように、ぜひ力を

一致していただいて、頑張っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。
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しばらく休憩します。

― 午後 ３時４０分 休憩 ―

― 午後 ３時４０分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

ほかに質問はありませんか。

【髙比良委員】もうかる農業をやっていくため

には、個人の努力に一人委ねるのみではなくて、

一定新しい農業生産方式というか、経営方式と

いうか、そういった推進母体を一方でつくって

いくというのはとても大事じゃないかと思って

いるんですが、そういう意味では、農業生産法

人、気のきいたところをたくさんつくれればな

というふうに思うんだけれども、そこにまだ至

らない時に、その間、例えば自治体、市が出資

をする農業振興公社みたいなものをつくって、

そこが農道を整備したり、あるいは機械銀行を

やっていくということで機械の導入をしたり、

あるいは環境制御型のハウスをつくってという

ような取組をしようとする時に、それは補助対

象になるのかどうかということを教えてもらい

たいと思っているんですが、いかがですか。

【渋谷農産園芸課長】 今の市町というよりも、

例えばＪＡが直接ハウスをつくられて、そこで

研修生を受け入れて、その方が自立をするとい

うことなども検討されておりまして、そういう

ものに対しては国の事業、県の事業も補助の対

象となっております。

【中村農林部長】実際、担い手公社もリースハ

ウスとか、事業は実施可能となっておりますの

で、委員がご指摘のような市町の出資法人がそ

ういった事業を行うということについては、対

応できると思っております。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山田(博)委員】 それでは、お尋ねしたいんで

すが、午前中資料請求していました、「農業大

学校のあり方に関する提言」ということで、平

成19年9月にきているんですね。委員の皆さん
方もご覧になるとわかると思いますが、23ペー
ジに、農業大学校における施設整備状況とある

んです。これは教育棟とか実験実習棟、または

研修棟、体育館ですね。宿泊施設、または主要

な実習施設とあるんですが、特に教育棟とか寮

は、はっきり申し上げまして、私はこの施設整

備の年度からすると、耐震化は未整備だと思わ

れるわけですが、それは間違いないかどうか、

そこだけお答えいただきたいと思います。

【宮本農業経営課長】 平成19年にこのあり方
の提言があった中で、今お話があったような施

設整備ですとか、そういったことがあった中で、

現在までその後に至っていないというのは、確

かにそのとおりでございます。

【山田(博)委員】 要は、耐震化がなされている
のか、なされていないのかというのをお尋ねし

たいと思います。具体的にしっかりと、明確な

答弁をいただきたいと思います。

【宮本農業経営課長】まだやってない状況でご

ざいます。

【山田(博)委員】 平成19年にしたって、これは
平成18年ぐらいから大体やって、簡単に言うと、
それからもう10年がたっているんです。財政当
局がいたら、財政当局に言いたいんだよ。あり

方検討委員会というのは、財政当局も、検討委

員会を開いていただいてしっかりと議論してい

ただきたいと、了解を得てやっているはずなん

です。にもかかわらず、財政当局は、「これを

つくりました。どうですか」と、「はい、わか

りました」と言った。ということは、財政当局

がオーケーしなかったわけだな。

宮本課長も来たばかりで、国から来た早々、
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10年ぐらい前につくったあり方検討委員会を
ああでもない、こうでもないと言われたら、び

っくり仰天かもしれませんけれども、私からす

ると、こういった現状があるということです。

県の財政も厳しいというのはわかるんです。

そこで、どういうふうなやり方をするかと。ク

ラウドファンディングをするとか、寄附を集め

たりとか、いろんなこと、さまざまな取組をし

ないといかんと思うんです。ただ単に長崎県の

財政状況ばかりを言うのではなくて、卒業生と

か、いろんな関係団体にご理解とご協力をいた

だいて、財源を自分たちもつくっていこうとか、

そういったことを考えないといかんと思うんで

すよ。県の財政状況ばかり見ていたって、先に

進まないわけですから、前向きにやっていかな

いといけないと思うんです、そこはね。いかが

ですか、これは。

私が農業大学校の校長先生だったら、立派な

卒業生もいるでしょうから、どういうふうにし

たらいいかとか、いろんな基金を募るなりいろ

いろやったらどうかと私は思うわけだよ。そう

いうふうに努力を前向きにしていかないと、一

歩も二歩も進みませんよ。外国人労働者も大切

だけれども、まずこちらのほうをしっかりやっ

てもらいたいんだ。私は、それを言っているん

です。何かそっちばかりやっているんじゃない

かと思って、肝心要のこっちをやってください

よ、という声もあるということをご理解いただ

きたいと思っているわけでございます。

農林部長から、課長はすばらしい人材とお聞

きしておりますから、しっかりやってもらいた

いわけですよ。見解を聞かせていただきたいと

思います。

【宮本農業経営課長】実際、財政面の話も進ん

でないことは事実でございますが、委員からお

話があったような手法も含めて、どういうやり

方があるのか、予算確保については、引き続き

検討していきたいと思います。

【山田(博)委員】 予算確保というよりも、どう
して整備をしたらいいかということを考えてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

農政課長にお尋ねしたいと思うのですが、産

業労働部に聞いたら、食品加工センターで設計

委託業務の概要を見たら、仕様書があるんです。

これは、農林部が食品加工センターをやろうと

いうことで、大変いい事業だったんですが、こ

の中に、設計を今から始めようとする中に、営

繕課から入手した設計業務の仕様書の中に、当

該施設に設置する厨房機器は選定済みであり、

新築工事の完成後に機器の搬入を行うというこ

とであったんですけれども、産業労働部の担当

課に聞いたら、今、選定中ですから、やってい

ますから、そういうことはありませんというこ

とだったんです。じゃ、これは営繕課が間違え

ているのか、産業労働部はもう委員会が終わっ

たものだから、農政課としてどこまで把握して

いるのか。これは大切なことなんですよ。農政

課長は、こういうふうな書き方というのは知っ

ていましたか。こういった状況になっていると

いうのは、どのような見解を持っていらっしゃ

るか、聞かせていただきたいと思います。

【吉田農政課長】産業労働部の審議をいただい

た際に、その話は、私としても確認をいたして

おります。

確かに、設計業務を委託する際に、そういっ

た記載があるというのも確認をさせていただい

ています。

ただ、我々としては、産業労働部とお話をさ

せてもらったのは、当然つくるに当たって、要
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は動線等も考えた中で、どういったところに、

例えば搾汁する機械を置くとか、いろんな加工

する機械を配置するというイメージを持った中

で、センター自体をつくるイメージとしては持

っておく必要があるということで、そこについ

てはこれまでも話をしてきたところなんですが、

具体的にどういったメーカーのどういった機器

を入れるというのは、今後詰めていくというふ

うな認識でおりましたので、そこについては、

産業労働部の答弁を受けて、再度産業労働部に、

そういった趣旨であることは確認をいたしてお

ります。

【山田(博)委員】 そうでしょう。だから、農政
課長、土木部の営繕課に、「違うじゃないか。

なんでこんなことを書いたんですか。訂正して

もらわないと困りますよ」と言わないといかん

ですよ。びっくり仰天ですよ。私だって楽しみ

にしていたんだよ。どんな立派なのができるか

と思って楽しみにしていたら、こういうふうに

どんどん、どんどん、どっちが主導権を持って

いるかわからんじゃないですか。あくまでも農

林部と産業労働部と一緒にやっているんだけれ

ど、どんどん先に進んで、土木部が先行してい

るじゃないですか。いかんよ、これは。農林部

長、そういうことですよ。

こういうことがあったということで、農政課

長、これはしっかり言わないといかんよ。冗談

じゃないよ。楽しみにしているいい事業なのに、

なぜか営繕課が先に進んでいるんだよ。そうい

うことを言って終わりたいと思います。

続きまして、林政課長にお尋ねしたいと思い

ます。

事前通告しておりますが、今、林地開発とい

うのは、何かあったら森林環境税とかいろいろ

取って森林を守るというふうにやっているんで

す。しかし、国のほうは、林地開発をしたら、

開発を許可しなければならないとなっているわ

けだな。

そこでお尋ねしますが、今、長崎県内に林地

開発をして太陽光発電をしていますね。許可を

おろしましたけれども、いまだに着工してない

件数とヘクタールと、どれだけあるかというの

をまずお聞かせ願いたいと思います。

【内田林政課長】 今、山田(博)委員ご質問の、
許可をした後着手してないという箇所は、現在

1カ所でございます。面積は、今手元にないの
で、調べさせてください。

【山田(博)委員】 事前通告していたんですけど、
林政課長もお忙しいでしょうから、後でもいい

ですよ。

続きまして、長崎県の農業生産額が、今、8
年連続増加しているということで、1,600億円に
なったわけですね、農林部長。私が県議会議員

になった35歳の時、1,000億円ぎりぎりで、14
～15年ぐらい前は水産部のほうが大体1,500億
円ぐらいあって、長崎県は水産県と言っていた

んですが、今は、何と逆転しまして、どっちか

というと、農林部のほうが鼻息荒いような状態

になっているわけですね。

しかし、よくよく先ほどの部長説明をお聞き

しましたら、農業従事者が、この10年間で20％
減少した、約9,200人減少しているということで、
これは大変です。しかし、その一方で、農業生

産額が上がっているということは、具体的にど

ういうことかというと、畜産のほうが大変売上

を占めていると。なおかつ、農業1人当たりの
所得というのが、漁業は大体200万円ぐらいな
んです。農業の所得というのは大体どれぐらい

か、わかるんだったら、部長がどうしても答え

たいというのだったら、部長に答えてもらいた

いし、農山村対策室長が答えてもいいし、誰が

答えてもいいんですけど、誰がお答えいただけ
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ますか。それを明確にお答えいただけますか。

【中村農林部長】私どもで把握するという考え

方では、認定農業者の方々が経営改善計画とい

うことで提出いただいておりますので、その中

でまとめた数字で言いますと、平成28年ですけ
れども、認定農業者の平均農業所得が478万円
という考え方でございます。

【山田(博)委員】 やっぱりね、こうなりますよ
ね。認定農業者で500万円近くあるということ
ですね。

それで、一方で、お尋ねしたいんですけど、

予算の認定は終わったんですけど、委員長にお

許しいただいて、一般会計に諸収入とあります

ね。それをある程度の財源を持って、長崎県の

農林行政をやっているわけでございますが、今

後、いろんなことをするに当たっては、県の一

般財源とか、国とか何かじゃなくて、今後は、

長崎県の農林行政をするに当たっては、新たな

財源を確保しないといけないんじゃないかと思

うんです。

これは一つの提言というか、提案ですけれど

も、今、畜産のほうでこれだけの農業所得があ

っているのであれば、これから、特にＴＰＰ11
の将来を見据えて、今のうちに準備をしておか

ないといけない、いろんな政策を打つにしたっ

てね。しかし、財源がないといけない。しかし、

長崎県の財源を当てにしていてはいかんと。今

の長崎県の農家、特に畜産の方々にご理解とご

協力をいただいて、畜産振興をしっかりやるこ

とで、長崎県の農業の産出額が上がるというこ

とであれば、農業者、特に畜産の、私が今思っ

ているのは、雌牛を導入して、牛を市場に出し

て、その一部を長崎県の今後の、5年後、10年
後を見据えた畜産振興の財源確保にしていただ

いたらどうかと。

しかし、未来永劫していたらいかんから、あ

る程度の価格の平均が下がった場合には、その

制度はストップするとか、そういった仕組みを

改めて考えていかないといけないんじゃないか

と私は思うわけでございます。

これからいろんな農産物の研究開発にしたっ

て、農業大学校にしたってやっていかないとい

けないと思うんですね。

しかし、これをつくったら、財政課が、それ

を私たちにくださいと言ったら、それはだめよ。

長崎県の農林部の農家の方々が、これからの5
年後、10年後を見据えて畜産、農業のための財
源としてやってもらわないといかんから、財政

課が足りないから、それは水産部が使うんだ、

土木部が使うんだと言ったら、だめだよ。

そういった仕組みをつくって、これから、農

林部の優秀な皆さん方の英知を結集して、そう

いった仕組みをしながら、新たな方向性を考え

ていただきたいと思っているわけです。

これは、私は、地元の農家の方から、今はい

いけど、大丈夫だろうかと、5年後、10年後、
海外から、アメリカやオーストラリア、カナダ

からいろんな畜産の肉が入った場合にどうなる

んだろうかと、いみじくも中村委員から、長崎

県の和牛はいい肉だけど、売っているところは

何かといったら、佐賀牛だと。肝心要の長崎和

牛が売っていませんとか、これは本末転倒です

から、どこのスーパーかというのはよくわかり

ませんけど、私としては大体わかるわけですね。

それは別として、そういった仕組みを考えてい

ただければと思うわけでございます。

私は、長崎県農林部のしっかりとした基盤の

ために、こういったことにも取り組んでいただ

きたいなと思うわけでございます。今の時点で

ああだこうだとは言えないかもしれませんけれ

ども、これからは、財政当局にお金だけもらう

んじゃなくて、これから農林部でつくるんだと、
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財源をつくるんだという方向性を、他の部に先

駆けてぜひ農林部でやっていただきたいなと思

うわけでございます。今、それで森林環境税と

いうのはやっているわけですから、これは森林

環境税もそういうふうに。しかし、森林環境税

をつくっても、これはまだまだＰＲ不足で、う

まくいってないところもありますけれども、そ

ういった意味を込めて、ぜひそういった取組も

ご検討いただければと思うわけでございます。

これは、農山村対策室長は関係ないんですよ

ね。農業経営課長、どなたが見解を述べられる

か、聞かせていただければと思いますが、いか

がでしょうか。

【中村農林部長】 また、これも貴重な提言、あ

りがとうございます。

確かに、財政が厳しい中で選択と集中という

形で、それから、国の事業も十分活用させてい

ただいて、何とかやっていかないといかんとい

うような、今、そういう工夫に努めているとこ

ろでございますけれども、おっしゃるように、

今後ますます畜産の対策、ほかの園芸について

も一緒ですけれども、そういったことにしっか

りと取り組むための財源確保というのは必要だ

というふうに、確かに私も思います。

ただ、生産者の皆さんに負担を強いるという

ことについては、慎重にやらなければいけない

と思っておりまして、実際に、今、長崎和牛の

銘柄推進協議会の中では、肥育の農家から1頭
幾らという形で出していただいて、これは生産

者、農業団体、私たち、皆さんと一緒になって

長崎和牛を進めていこうと、その中で一部ご負

担をいただいているというようなやり方もやら

せていただいております。

ただ、これは、皆さんで長崎和牛を盛り上げ

ようというようなご理解があって初めてできた

ものと思っておりますけれども、今後、さらに

繁殖牛対策の中で改良をもっと進めていくとか

いうようなところに、皆さんと一緒にもっとや

りましょうという話で何らかのご負担をいただ

くとか、そういったこと、とにかくそこは慎重

に、農家の皆さんの、それから農業団体の皆さ

んのご理解を得られるような形で何らかできな

いかどうか、研究をさせていただきたいと思い

ます。まだ検討の段階まで至っておりませんの

で、そこは慎重に考えてまいりたいと思ってお

ります。

【山田(博)委員】 それはそういったことでお願
いしたいと思います。

時間がきましたので、県内の農産物の消費に

おける県内産、県外産と輸入産の割合というの

を後で資料をいただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

今日は、農林部と非常に貴重な議論をさせて

いただきまして、ありがとうございました。特

に私の地元の五島におきましては、基幹産業で

ある農業、漁業、また林業が盛んなところでご

ざいますので、これからもぜひ農林部におかれ

ましては、特に離島の皆さん方の所得の向上と

雇用の促進につながる取組に全力を挙げていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

【山口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ほかに質問がないようですので、

農林部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時 ２分 休憩 ―

― 午後 ４時 ２分 再開 ―
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【山口委員長】 委員会を再開します。

これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。

引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退出のため、しばらく休憩します。

農林部の理事者の皆様におかれましては、お

疲れさまでした。

― 午後 ４時 ２分 休憩 ―

― 午後 ４時 ４分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

今定例会で審査いたしました内容について、

3月13日の予算決算委員会における農水経済分
科会長報告及び3月15日の本会議における農水
経済委員長報告の内容について協議を行います。

審査の方法についてお諮りいたします。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ５分 休憩 ―

― 午後 ４時 ５分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

農水経済分科会長報告及び農水経済委員長報

告につきましては、協議会における委員の皆様

の意見を踏まえ、報告をさせていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ６分 休憩 ―

― 午後 ４時 ６分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山口委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

ほかにないようですので、ここで閉会あいさ

つのため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ６分 休憩 ―

― 午後 ４時 ７分 再開 ―

【山口委員長】 委員会を再開します。

それでは、本任期中における定例会の最後の

委員会になりますので、私から閉会のごあいさ

つを申し上げます。

昨年3月から農水経済委員会の委員長を仰せ
つかりまして、これまで1年間にわたり委員会
の審査及び現地調査など実施してまいりました。

不慣れなために行き届かない点が多々ありまし

たが、おかげをもちまして、委員長として重責

を果たすことができました。

これもひとえに、髙橋副委員長をはじめ委員

の皆様のご助言やご協力並びに理事者の方々の

迅速で誠意ある対応の賜物と深く感謝申し上げ

る次第でございます。ありがとうございました。

本委員会では、産業労働及び農林水産業にわ

たる幅広い分野を所管し、この1年間活発な議
論を重ねてまいりました。

産業労働の分野では、新たな産業の創出や雇

用の確保のため、あらたな基幹産業の創出に向

けたロードマップや若者の県内就職促進、企業

誘致、地場産業の育成などについて、水産分野
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では、漁業協同組合の現状と今後の対応や水産

改革、漁港漁場の整備などについて、農林業の

分野では、農業基盤の整備、農産物輸出の取組

や農業分野における外国人労働者の受け入れな

どについて論議を重ねてまいりました。

今後、力強い農林水産業とするためには、次

代を担う後継者の育成や農地の集積、農地中間

管理事業の活用、アサリ増養殖法など新技術の

導入、食品加工センターの活用等による所得向

上対策の取組が急務となっており、今後の対策

が求められております。

県内の景気は緩やかな回復を続けており、企

業誘致など明るい話題もあり、生産面全体とし

ては持ち直しの動きも見られますが、県民所得

を大きく押し上げるまでにはまだ至っておりま

せん。

県としても厳しい財政状況ではございますが、

理事者の皆様と県議会が一緒になって力強い産

業を創出する長崎県づくりに取り組んでいきた

いと強く思っております。

最後になりますが、県政の今後ますますの発

展と委員の皆様及び理事者の皆様のご健勝とご

活躍を祈念申し上げまして、ごあいさつとさせ

ていただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

次に、理事者を代表して、水産部長からごあ

いさつを受けることといたします。

【坂本水産部長】関係部局を代表いたしまして、

一言お礼申し上げます。

山口委員長、髙橋副委員長をはじめ委員の皆

様方におかれましては、各部局が抱える重要な

諸課題に対しまして、さまざまな観点からご意

見、ご提言をいただき、厚く御礼申し上げます。

県におきましては、人口減少や地域活力の低

下など、構造的な問題の解決に向け、県総合計

画であります「長崎県総合計画チャレンジ

2020」や各部門別計画に基づきまして、課題、
問題点を解決するための施策を目標の上、目標

達成を目指し、積極的に取り組むこととしてお

ります。

具体的には、製造業、サービス産業における

競争力強化、戦略的な企業誘致、新産業の創出・

育成、産業人材の育成や若者の県内定着促進、

水産業につきましては、収益性の高い漁業経営

体育成の加速化、水産政策の改革に伴う資源管

理の充実や輸出を視野に入れた養殖業の規模拡

大及び販路拡大など、水産業の成長産業化を推

進してまいります。

農林業では、新技術導入による生産性向上、

コスト縮減対策、ハウス、牛舎、農地などの基

盤整備や外国人材の労力支援による規模拡大対

策、さらには、農産物の流通販売対策など、今

後も力強い産業を創造する長崎県を目指し、よ

り効果的な施策に取り組んでまいります。

これまで本委員会でいただいたご意見、ご提

言を踏まえ、本県の未来を切り開く新たな施策

や県民所得向上対策など、さまざまなプロジェ

クトについて、関係機関との連携を図りながら、

戦略的かつ積極的に展開してまいります。

最後になりますが、委員の皆様方におかれま

しては、大変ご多忙とは存じますが、お体に十

分留意の上、今後とも県政発展のためご指導い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

ご審議、誠にありがとうございました。

（拍手）

【山口委員長】どうもありがとうございました。

これをもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。



平成３１年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月７日）
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農水経済委員会委員長　　山口　経正

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（関
係分）

原案可決

長崎県工業技術センター条例及び長崎県窯業技術センター条例の
一部を改正する条例

原案可決

長崎県ビジネス支援プラザ条例等の一部を改正する条例 原案可決

長崎県技能会館条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県立職業能力開発校条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県農林技術開発センター手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県畜産関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県県民の森条例の一部を改正する条例 原案可決

直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担について 原案可決

県が行なう建設事業に対する市町村負担金の徴収についての一部
変更について

原案可決

計　１２件（原案可決　１２件）

番　　号 

記

第 41 号 議 案

第 42 号 議 案

第 43 号 議 案

第 44 号 議 案

第 46 号 議 案

第 47 号 議 案

第 48 号 議 案

第 56 号 議 案

第 55 号 議 案

第 49 号 議 案

第 45 号 議 案

農 水 経 済 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成３１年３月７日

　　　　議長　　溝口　芙美雄　　様

第 25 号 議 案

－213－
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委員長（分科会長）      山 口 経 正

副委員長（副会長）      髙 橋 勝 幸

署 名 委 員      久 野 哲

署 名 委 員         高 比 良 元

書  記   渡 辺  むつみ

書  記   田 中 秀

速  記   (有)長崎速記センター



配 付 資 料



平成 31年 2月 定例県議会
ノ

予算決算委員会農水経済分科会

関 係 議 案 説 明 資 料

産 業 労 働 部

イＪ



産業労働部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしております議案は、

第 1号議案 「平成 31年度長崎県一般会計予算」のうち関係部分

第 7号議案 「平成 31年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算」

第57号議案 「平成 30年度長崎県一般会計補正予算 (第 5号 )」 のうち関係部分

第62号議案 「平成 30年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正

予算 (第 1号 )」

であります。

議案の説明に先立ちまして、産業労働行政の取組方針についてご説明いたします。

本県においては、平成 32年度を目標年度とする「ながさき産業振興プラン」の基

本指針である「生産性/競争力を高める」「新たな需要を発掘/創出する」「働く場

を創る/改善する」「有能な人材を育成/確保する」という4つの方向性に沿つて、

各種施策を推進 してまいりました。

中でも、人口減少や産業構造の変化等の課題へ対応するため、平成 31年度におき

ましては、これまでの施策に加え、成長産業の育成・創出及び若者の県内定着の視点

から新たな事業を立ち上げ、積極的に推進してまいります。

まず、成長産業の育成・創出を図るため、ものづくり産業においては、成長分野で

あるロボット、 IbT、 航空機、造船・プラント、半導体について、企業間連携の促

進などサプライチェーンの構築・強化や専門人材育成、企業誘致等、引き続き複合的

に施策を実施 してまいります。また、素材面等本県がポテンシャルを有する食料品製

造業においては、高付加価値市場獲得へ向けた取組を更に加速してまいります。

サービス産業においては、本県において今後成長が見込まれるヘルスケア産業や観

光関連産業である宿泊、飲食、小売等をターダントとして、地域や事業者グループに

よる新たなサービスの創出や付力Π価値の向上に向けた戦略の立案 ,実践を支援してま
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いります。

さらに、他県と比べても顕著な本県の若者の県外流出を上めるため、①県内企業の

魅力向上、②学生と企業の交流機会拡大、③県外進学者等のUターン就職の 3つの観

点から多面的に施策を推進し、若者の県内定着を図つてまいります。

それでは、はじめに、第 1号議案「平成 31年度長崎県一般会計予算」のうち関係

部分及び第 7号議案「平成 31年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算」

についてご説明いたします。

一般会計では、

(歳 入)                タ

使 用 料 及 び 手 数 料        1億 2,308万 2千円

国 庫  支  出 金          18億  6, 173万  8千円

財  産  収  入             9,096万  5千円

寄    附    金           1億  4,732万  4千円

繰    入    金          11億  8,202万  7千円

諸    収    入         223億  8,911万  3千円

合        計        257億  9,424万  9千円

(歳 出)

総   務    費

労   働    費

南    工    費

合        計

,を計上いたしております。

1億 9,

23億

579万  8千円

594万  4千 円

305億 165万  2千 円８

　

　

８

…2-

330億 339万  4千円



一般会計予算の主な内容についてご説明いたします。

◎産業政策課

(中小企業振興費について)

商工会・商工会議所による小規模事業者対策、中小企業団体中央会による協同組合

の連携組織化対策等に要する経費として、

中小企業団体指導育成費          16億  9,078万  8千円

等を計上いたしております。

(工鉱業振興費について)

石油貯蔵施設の周辺地域整備等に要する経費として、

石油貯蔵 。発電用施設立地対策費       1億  9,402万  6千円

を計上いたしております。

◎企業振興課                               ~

(ふるさと産業振興費について)

食料品製造業の付加価値を高めるため、消費者ニーズのフィー ドバックや展示会の

出展支援など、販路を見据えた支援に要する経費として、

長崎フー ド・バリューアップ事業費         5,866万  5千円

等を計上いたしております。

(工鉱業振興費について)

県内ものづくり企業の事業拡大に向けた取組への総合的な支援や、地場企業の工場

立地、設備投資等を促進するための助成等に要する経費として、

地場企業総合支援事業費          11億    929万  5千円

航空機分野において、本県クラスター会員企業の経営診断や販路開拓、人材育成・

確保など、サプライチエーンの充実・強化を推進するための経費として、
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航空機産業成長応援事業費             1, 740万

誘致企業に対する助成や企業誘致活動の推進などに要する経費として、

企業誘致推進費              11億  4, 741万

市町が実施している工業団地整備の支援に要する経費として、

新工業団地整備事業費           11億    859万

等を計上いたしております。

8千円

4千円

2千円

◎新産業創造課

(工鉱業振興費について)

県内ロボント・ IOT関連企業の事業拡大や新サービス創出に向けた人材育成や、

企業関連携の促進等に要する経費として、

ロボント・ IOT関連産業育成事業費     1億    367万  8千円

県内海域への実証プロジェク ト誘致と産学が連携した専門人材の育成や研究開発等

により、海洋エネルギー関連産業への参入促進、企業群の創出による受注拡大を推進

するための経費として、

海洋エネルギー関連産業創出促進事業費       8, 500万  2千円

等を計上いたしております。

◎経営支援課

(商業振興費について)

宿泊業等の生産性向上に向けた取組への支援や「ヘルスタア産業」、「観光関連産業」

に対する伴走型支援に要する経費として、

サービス産業活性fヒ事業費              5,446万  5千円

等を計上いたしております。

-4-



(工鉱業振興費について)

県内企業のアジア地域への進出を支援するためのビジネスサポー トデスクの設置等

に要する経費として、
.

中小企業海外展開支援強化事業費          2, 554万  1千円

等を計上いたしております。

(中小企業金融対策費について)

中小企業の経営基盤の安定等に必要な資金の貸付に要する経費として、

金融対策貸付費             222億  7, 380万

(融資枠                731億  7,810万

等を計上いたしております。

円

円)

◎若者定着課

(職業能力開発運営費について)

オフィス系企業、観光関連産業、食料品製造業の分野において、安定的な雇用機会

を創出し、人材の県内定着を図るための経費として、

ながさき輝く人財雇用創造プロジェクト事業費  1億   233万  6千円

を計上いたしております。

(雇用安定対策費について)i

企業内の人材育成やキャリアパス構築、採用力向上等の支援に要する経費として、

人材確保に向けた企業の魅力向上事業費       1,445万  2千円

学生と県内企業とが直接触れ合 う交流機会の強化・拡充と、交流の質の向上のため

の経費として、

学生と企業の交流強化事業費            2, 810万  3千円

本県出身者が多く進学する福岡県及び首都圏の学生に対し、長崎県内企業を知る
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様々な機会を提供するための経費として、

県外進学者Uターン就職促進事業費

等を計上いたしております。

2 785万  7千円

◎雇用労働政策課

(労働福祉費について)

誰もが働きやすい良質な職場環境の実現に向け、優良認証企業のさらなる拡大や認

証取得に向けた企業への支援に要する経費として、

雇用環境改善対策費                  515万  7千円

等を計上ぃたしております。

(職業能力開発運営費について)

県立高等技術専門校の管理運営、若年求職者や中小企業の在職者等に対する職業訓

練等に要する経費として、

職業能力開発校費              4億  8,026万  7千円

離職者等に対し、就職支援のために実施する職業訓練に要する経費として、

緊急離職者能力開発事業費          5億  1, 672万  1千円

等を計上いたしております。

(雇用安定対策費について)

若者、女性、高齢者など、様々な求職者への就業支援等を行う総合就業支援センタ

ーの運営に要する経費として、

求職者総合支援事業費            1億  3, 605万   円

等を計上いたしております。     ・

(債務負担行為について)

債務負担行為の主な内容についてご説明いたします。

-6-



「産業労働行政県有施設等管理業務」は、工業技術センター等の維持管理に要する

経費について、3,428万 8千円の債務負担行為を設定するものであります。

その他、「経営安定資金について、長崎県信用保証協会が保証を行い、代位弁済をし

た場合の損失補償」については、同資金の代位弁済額のうち信用保険等による補てん

部分を除いた額の50%に相当する金額を限度に損失補償しようとするものでありま

す。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計では、

(歳 入)

繰    入    金

繰    越   
｀

金

諸    収    入          3億

合        計         3億

(歳 出)

商    工    費         3億

720万

710万

1, 595万

3,026万

3,026万

6千円

9千円

2千円

7千円

7千円

を計上いたしております。

小規模企業者等設備導入資金特別会計予算の主な内容についてご説明いたします。

◎企業振興課

(元利償還金について)

ナガサキ型新産業創造ファンド事業の終了に係る中小企業基盤整備機構への償還金

として、

ナガサキ型新産業創造ファンド償還事業費      7,000万    円

等を計上いたしております。
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◎経営支援課

(元利償還金について)

高度化資金に係る中小企業基盤整備機構への償還金等として、

小規模企業者等設備導入資金償還事業費   2億    949こ万

を計上いたしております。

1千円

次に、第57号議案「平成 30年度長崎県一般会計補正予算 (第 5号)」 のうち関

係部分及び第 62号議案 「平成 30年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計

補正予算 (第 1号 )」 についてご説明いたします。

一般会計では、

(歳 入)

使 用 料 及 び 手 数 料              364万  6千円の減

国 庫  支  出 金         1億  4,471万  6千円の減

財  産  収  入               37万  3千円の減

金

金

入

計

　

費

費

費

計

附
　
入
　
収

務
　
働
　
工

出)

寄

繰

諸

合

歳

総

労

商

合^

1,

1億 5,

46億  9,

49億  7,

531万

503万

018万

864万

円の増

3千円の減

2千円の減

円の減

1,

2億 1,

52億 9,

55億 2,

213万

616万

854万

684万

6千円の減

5千円の減

5千円の減

6千円の減

を計上いたしてお ります。
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補正予算の主な内容についてご説明いたします。

◎産業政策課

(中小企業振興費について)

長崎県小規模事業経営支援事業費補助金の減に伴う、

中小企業団体指導育成費           1,

等を計上いたしております。

700万   円の減

◎企業振興課

(工鉱業振興費について)

誘致企業の工場立地、設備投資等に対する補助金の減等に伴 う、

企業誘致推進費            1億    620万  8千円の減

市町が実施している工業団地整備に対する補助金の減等に伴 う、

新工業団地整備事業費         1億  1, 630万  5千円の減

等を計上いたしております。

◎新産業創造課

(工鉱業試験場費について)

工業技術センター管理運営に要する経費等の減に伴 う、

工業技術センター費             5,014万

等を計上いたしております。

(工鉱業振興費について)

地方大学・地域産業創生交付金の不採択に伴 う、

洋上風力発電関連産業創出促進事業費  1億  1, 521万

等を計上いたしております。

3千円の減

円の減
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◎経営支援課

(中小企業金融対策費について)

中小企業向け制度資金の貸付額の減に伴う、

金融対策貸付費           47億  6,

等を計上いたしております。

◎若者定着課

(職業能力開発運営費について)

人材育成支援委託費等の減に伴 う、

地域創生人材育成事業費           2,035万

等を計上いたしております。

(雇用安定対策費について)

長崎県産業人材育成基金への民間からの寄付金の増に伴 う、

産業人材育成奨学金返済アシス ト事業費    2,411万

等を計上いたしております。

662万   円の減

8千円の減

円の増

◎雇用労働政策課

(職業能力開発運営費について)

離職者訓練に係る訓練実施経費や就職支援経費の減等に伴 う、

緊急離職者能力開発事業費       1億  4, 932万

等を計上いたしております。

5千円の減

(債務負担行為について)

債務負担行為の主な内容についてご説明いた します。          '

「市町営工業団地整備支援事業費」は、市町が実施 している工業団地整備の支援に

'          
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要する経費について、債務負担行為を設定するものであります。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計では、

(歳 入)

繰    越    金

諸

合

(歳 出)

商

収 入
　
計
　
　
　
費

393万

793万

円の減

円の減

円の減

3億 3,

3億 4, 186万

工 3億  4, 186万    円の減

を計上いたしており、

その内容は、中小企業高度化資金償還金の減に伴 う、

小規模企業者等設備導入資金償還事業費  3億  3,

等であります。

788万   円の減

最後に、平成 30年度の予算につきましては、本議会に補正をお願いいたしており

ますが、国庫補助金等に未確定のものがあり、また、歳出面においても年間の執行額

確定に伴い整理を要するものもあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、 3月 末をもつて、平成 30年度予算

の補正について専決処分により措置させていただきたいと考えておりますので、あら

かじめご了承を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
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平成 31年 2月 定例 県議 会

農水経済
:委

員会関係議木安説明資料

(測豊!力日 1)

産 業 労 働 都



【農水経済委員会関係議案説明資料 (産業労働部) 1頁 24行 目から25行日まで

を削除し、次のように挿入すると】

我が国の景気は、政府が2月 に発表した月例経済報告によると、「景気は、緩やかに

回復 している。」 とされてお ります。

【農水経済委員会関係議案説明資料 (産業労働部)

挿入する。】

6頁 8行 日の次にヽ次のように

(ス ター トアップ企業の集積及び交流拠点の開設について)

今後成長が見込まれるスター トアップ企業の集積及び交流を図る拠点を、本年 3月

26日 に出島交流会館 2階に開設する予定としております。

この拠点におきましては、交流会やヤミナー、相談会等を開催するためのスペース

や、起業者向けの専用デスク等を整備しており、スタ‐ トアジプ企業や県内企業ヽ大

学、金融機関など様々な人材が交流し、アイデアや技術を高め合うことで、新たな

サービスの創出につなげてまいります。

【農水経済委員会関係議案説明資料 (産業労働部)

削除し、次のように挿入する。】

7頁 1行 日から16行日までを

(企業誘致の推進について)

去る12月 27日 、東京都に本社を置く株式会社シーエーシーが、長崎市への立地

を決定されました。同社は、企業から人事関連業務を受託する企業であり、今年 7月

から事業を開始し、 5年間で 100名 を雇用する予定とされております。

また、 1月 10日 には、株式会社ペイロールと立地協定を締結いたしました。同社
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は、企業から給与計算業務を受託する企業であり、今年 7月 からクレインハ‐バー長

崎ビルで事業を開始し、 3年間で 135名 を雇用する予定とされております。

さらに、 2月 19日 には、富士フイルム株式会社及び富士フイルムソフトウエア株

式会社と立地協定を締結いたしました。富士フイルム株式会社が、県や長崎大学との

協業による橋梁等の社会インフラの点検・診断業務の効率化を目指した次世代AI技

ブ レ イ ン ズ

術の開発拠点「Brain(s)九 州」を長崎市に開設することに併せて、同拠点に富

士フイルムンフトウエア株式会社が来年4月 に事業所を開設し、当初 5年間で IT人

材を20名程度雇用し、将来的には50名規模での事業実施を予定されております。

加えて、 2月 20日 には、京セラコミュニケーシヨンシステム株式会社が、長崎市

への立地を決定されましたと同社は、京セラ株式会社のグループ会社で、京セラ株式

会社が製造するIoT関連部品に関するノフトウエア開発等を行つており、今年 11

月にクレインハーバー長崎ビルに事業所を開設し、当初 5年間で50名の雇用を予定

されております。

今後とも、地元自治体等と連携しながら、企業誘致の推進に努めてまいります。

【農水経済委員会関係議案説明資料 (産業労働部) 7頁 18行日から23行日まで

を削除し、次のように挿入する。】                   1

(県内定着の促進について)

今春卒業の高校生を対象とした県内の求人数は、 1月 末現在で前年度を134人上

回る5,052人 、内定率は0.1ポイント上回る93.5%、 ,県内就職率は

49.5%と 、前年度を2,8ポイント下回つております。

一方、大学生の内定率は、1月 末現在で前年度を2.9ポイント上回る88,7%、

県内就職率は39,4%と 、前年度を0。 1ポイント上回つております。
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平成 31年 2月 定例 県議会

農水経済委員会関係議案説明資料

(i皇カロ2)

産 業 労 働 都



【農水経済委員会関係議案説明資料 (産業労働部)

を削除し、次のように挿入する。】

2頁 15行 日か ら 17行 日まで

また、1月 の有効求人倍率は、全国平均が1.63倍と前月と同水準の中、本県にお

いては、前月を0.03ポイント下回る1.23倍と、16か月連続で1.2倍台とな

つており、引き続き高い水準にあります。
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